
09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省 0930010

介護保険における
居住地特例の適
用拡大

介護保険法第７条、
第１３条

住所地特例制度は介護
保険施設（介護老人福
祉施設・介護老人保健
施設・介護療養型医療
施設）に適用されている

C Ⅰ

○　住所地特例対象者は、自らが
居住し、税金を納め、選挙権を有す
る市町村と、介護保険の保険者と
なる市町村が異なるため、自らの
加入する介護保険の事業計画の策
定や条例・介護保険料の決定に関
与することができない等の問題を有
しており、これを拡大することは慎
重な検討が必要である。
○　グループホームや有料老人
ホーム等については、介護保険施
設ではなく、そこで生活を営む住居
であるので、その所在市町村が費
用負担を行うこととしており、住所
地特例の対象とはしていない。
○　いずれにしても、介護保険制度
については、施行後５年を目途とし
て見直しを行うこととされており、住
所地特例制度の在り方を含め、こ
れらのサービスの整備の在り方、
市町村の関与方法等について、検
討してまいりたい。

保険施設と、グ
ループホームや
有料老人ホーム
等とで住所地特
例の取り扱いに
関し差異を設け
る合理的な理由
を明確にした上
で、提案の趣旨
を踏まえ、特区
において実現で
きないか検討し
回答されたい。
また、貴省の回
答にある今後の
検討の中で、住
所地特例につい
てはどのように
検討する予定な
のか（その範囲
を拡大する方向
なのか等）、検討
のスケジュール
も含めて具体的
に示されたい。
併せて、右の提
案主体からの意
見も踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

　７月２７日の新聞紙上に、痴呆高年
者グループホームの設置を規制する
自治体が５百市区町村に上っている
ことが報道されました。当市提案にお
いて指摘させていただいたとおり、こ
の問題の背景に住所地特例の非適
用措置があることは明白です。現在
の厳しい財政事情からすれば、できる
限り自らの介護保険会計の負担にな
らないように行動するのは当然の理
であり、机上の判断が通用しにくいこ
とを表わしていると思われます。今後
急速にこの「他力本願」の動きが広が
ることが懸念されるところです。
　この点について、厚生労働省の回
答では、制度施行後５年を目途として
見直しを行うとのことで、一定の検討
姿勢も示されているところですが、現
在、施行後５年目を迎えていることか
らすれば、この点について既に具体
的な見直し作業が行われていて然る
べきと思われます。この点について、
当面見直しの動きがないとすれば、
当市としては、設置を推進する立場か
ら特区として住所地特例の適用を改
めて求めたいと考えます。

C Ⅰ

○　住所地特例対象者は、自らが居住し、税金を納
め、選挙権を有する市町村と、介護保険の保険者とな
る市町村が異なるため、自らの加入する介護保険の事
業計画の策定や条例・介護保険料の決定に関与する
ことができない等の問題を有しており、これを拡大する
ことは慎重な検討が必要である。
○　介護保険制度に住所地特例が設けられた理由
① 旧措置時代には、特別養護老人ホームに入所させ
るのは市町村の権限であり、決定者である措置市町村
が費用負担する仕組みとなっていたため、施設の所在
地にかかわらず費用負担していたという経緯があった
こと。
② かつては、施設の不足から、近隣の市町村が自分
の住民の入所枠を確保するため、他市町村の施設の
整備費についても助成を行っていたという実態もあっ
たこと。
③ 施設所在地に要介護者が集中するため、施設のあ
る市町村の介護保険財政に影響を及ぼすことへの配
慮。
などを踏まえ、特例として介護保険施設のみを対象と
し、入所前に住所があった市町村が費用負担する仕
組みとしているところである。
○　痴呆性高齢者グループホーム、有料老人ホーム等
については、こうした理由が当てはまらないため、住所
地特例の対象とはしていないところである。
○　先般とりまとめられた社会保障審議会介護保険部
会報告書においては、痴呆性高齢者グループホーム
における住所地特例について、『市町村が直接、痴呆
性高齢者グループホームの指定・指導監督を行い、市
町村内における設置について主体的に関与することが
可能となる』ならば、『「住所地特例」をあえて拡大する
必要があるか、住所地特例の在り方も含め、慎重に検
討する必要がある』とされたところであり、平成１７年通
常国会への関連法案の提出を目指し引き続き所要の
検討を進めてまいりたい。
（別紙参照）

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討し
回答された
い。

　現在の取組み状況等について回答をいただきましたが、最も
重要なことは介護サービスと保険制度の安定した運営の確保
であると思われます。
　住所地特例は、介護保険施設のある市町村の介護保険財
政に影響を及ぼすことへの対応策として機能し、そのもとに各
市町村の施設整備も順調に進んでいます。このように有効に
機能している住所地特例を拡大することに､何故躊躇するので
しょうか。グループホームや有料老人ホームとの住所地特例
の取扱いの差異について、旧措置時代の仕組みや経緯を挙
げておられますが、新しい制度と古い仕組みとを比較しても、
それは合理的な説明にはなり得ません。
　さらに、グループホームの設置について市町村に拒否できる
権限を与えられたとしても、かえって住民の選択肢を狭めるこ
とになるのではないでしょうか。また、有料老人ホームについ
ては、何ら言及されていませんが、これはどういうことなので
しょうか。
　介護保険制度の安定化に機能している住所地特例を拡大し
て行くことが、将来に向けて必要と考えられ、改めて当提案の
趣旨に沿った改革の推進を求めるものです。

C Ⅰ

○　先般とりまとめられた社会保障
審議会介護保険部会報告書におい
ては、痴呆性高齢者グループホーム
における住所地特例について、『市
町村が直接、痴呆性高齢者グルー
プホームの指定・指導監督を行い、
市町村内における設置について主
体的に関与することが可能となる』な
らば、『「住所地特例」をあえて拡大
する必要があるか、住所地特例の在
り方も含め、慎重に検討する必要が
ある』とされたところである。
○　住所地特例の安易な拡大は、自
らの事業計画・保険運営の及ばない
他市町村で行われたサービスにより
給付が増大することになる恐れがあ
ることからも、慎重な検討が必要で
ある。
○　また、同報告書は、多くの人々の
願いである「高齢期になっても、住み
なれた地域で人生を送る」ことのでき
る社会の実現を課題としているが、
住所地特例の安易な拡大は、住み
なれた地域から遠く離れた地での介
護を促進するおそれがあり、この点
からも慎重な検討が必要である。
○　いずれにしても、介護保険制度
については、施行後５年を目途とし
て見直しを行うこととされており、住
所地特例制度の在り方を含め、これ
らのサービスの整備の在り方、市町
村の関与方法等について、検討して
まいりたい。

1214 12141070
埼玉県草
加市

頑張る自治体・生産性
向上プロジェクト

痴呆性高齢者グループホーム、ケアハウ
ス、有料老人ホーム等の入居者に住居地特
例を適用する。

厚生労働
省

0930010
介護保険における
居住地特例の適
用拡大

介護保険法第７条、
第１３条

住所地特例制度は介護
保険施設（介護老人福
祉施設・介護老人保健
施設・介護療養型医療
施設）に適用されている

C Ⅰ

○　住所地特例対象者は、自らが
居住し、税金を納め、選挙権を有す
る市町村と、介護保険の保険者と
なる市町村が異なるため、自らの
加入する介護保険の事業計画の策
定や条例・介護保険料の決定に関
与することができない等の問題を有
しており、これを拡大することは慎
重な検討が必要である。
○　グループホームや有料老人
ホーム等については、介護保険施
設ではなく、そこで生活を営む住居
であるので、その所在市町村が費
用負担を行うこととしており、住所
地特例の対象とはしていない。
○　いずれにしても、介護保険制度
については、施行後５年を目途とし
て見直しを行うこととされており、住
所地特例制度の在り方を含め、こ
れらのサービスの整備の在り方、
市町村の関与方法等について、検
討してまいりたい。

保険施設と、グ
ループホームや
有料老人ホーム
等とで住所地特
例の取り扱いに
関し差異を設け
る合理的な理由
を明確にした上
で、提案の趣旨
を踏まえ、特区
において実現で
きないか検討し
回答されたい。
また、貴省の回
答にある今後の
検討の中で、住
所地特例につい
てはどのように
検討する予定な
のか（その範囲
を拡大する方向
なのか等）、検討
のスケジュール
も含めて具体的
に示されたい。

C Ⅰ

○　住所地特例対象者は、自らが居住し、税金を納
め、選挙権を有する市町村と、介護保険の保険者とな
る市町村が異なるため、自らの加入する介護保険の事
業計画の策定や条例・介護保険料の決定に関与する
ことができない等の問題を有しており、これを拡大する
ことは慎重な検討が必要である。
○　介護保険制度に住所地特例が設けられた理由
① 旧措置時代には、特別養護老人ホームに入所させ
るのは市町村の権限であり、決定者である措置市町村
が費用負担する仕組みとなっていたため、施設の所在
地にかかわらず費用負担していたという経緯があった
こと。
② かつては、施設の不足から、近隣の市町村が自分
の住民の入所枠を確保するため、他市町村の施設の
整備費についても助成を行っていたという実態もあっ
たこと。
③ 施設所在地に要介護者が集中するため、施設のあ
る市町村の介護保険財政に影響を及ぼすことへの配
慮。
などを踏まえ、特例として介護保険施設のみを対象と
し、入所前に住所があった市町村が費用負担する仕
組みとしているところである。
○　痴呆性高齢者グループホーム、有料老人ホーム等
については、こうした理由が当てはまらないため、住所
地特例の対象とはしていないところである。
○　先般とりまとめられた社会保障審議会介護保険部
会報告書においては、痴呆性高齢者グループホーム
における住所地特例について、『市町村が直接、痴呆
性高齢者グループホームの指定・指導監督を行い、市
町村内における設置について主体的に関与することが
可能となる』ならば、『「住所地特例」をあえて拡大する
必要があるか、住所地特例の在り方も含め、慎重に検
討する必要がある』とされたところであり、平成１７年通
常国会への関連法案の提出を目指し引き続き所要の
検討を進めてまいりたい。
（別紙参照）

5094 50940002和歌山県 0

痴呆性高齢者グループホーム及び特定施設入
所者生活介護施設の入居者ついて、特別養護
老人ホーム入所者と同様の住所地特例を適用
する。

厚生労働
省

0930020

グリーンツーリズ
ム振興のための旅
館業法の適用緩
和

・旅館業法（昭和23年
法律第138号）第2条
第4項並びに第3条第
1項及び第2項
・旅館業法施行令（昭
和32年政令第152号）
第1条第3項及び第2
条
・旅館業法施行規則
（昭和23年厚生省令
第28号）第5条

宿泊料を受けて、人を宿
泊させるものを旅館業
法の適用対象としてい
る。

Ｅ

　旅館業法にいう旅館業は、宿泊
料を受けて人を宿泊させる営業を
いうのであり、名称の如何を問わ
ず、客観的にみて宿泊料にあたる
ものを全く徴収しない場合には、旅
館業法の適用対象とはならない。
　本件要望に係る事業における料
金設定について提案主体に確認し
たところ、農作業体験に係る衣類等
のクリーニング代及び食費の実費
相当額のみを徴収し、寝具の賃貸
料・クリーニングに係る費用、光熱
水道費、部屋の清掃に係る費用は
徴収しないとのことである。
　したがって、本件要望に係る事業
については、旅館業法にいう「宿泊
料」を徴収しないものと考えられる
ので、旅館業法の規制の対象外で
ある。

1150 11501010
岩手県遠
野市

日本のふるさと再生計
画

　ホームスティなど、農業や農家での暮ら
しを体験するために行う交流事業などで都
市住民等を農家で受け入れる際に宿泊が伴
う場合については、旅館業法第３条の許可
の対象外とし、知事の許可を得なくても農
家での受け入れを可能とし、当該体験を提
供するために伴う実費程度の料金を農家が
得ることを可能とする。
　ただし、一度に受け入れる定員を５名以
内とするなど、あくまで少数に限る。

厚生労働
省

0930020

グリーンツーリズ
ム振興のための旅
館業法の適用緩
和

・旅館業法（昭和23年
法律第138号）第2条
第3項及び第4項並び
に第3条第1項及び第
2項
・旅館業法施行令（昭
和32年政令第152号）
第1条第2項及び第3
項

宿泊料を受けて、人を宿
泊させるものを旅館業
法の適用対象としてい
る。

Ｅ

  旅館業法にいう旅館業は、宿泊
料を受けて人を宿泊させる営業を
いうのであり、名称の如何を問わ
ず、客観的にみて宿泊料にあたる
ものを全く徴収しない場合には、旅
館業法の適用対象とはならない。
　本件要望に係る事業における料
金設定について提案主体に確認し
たところ、農作業体験に係る衣類等
のクリーニング代及び食費の実費
相当額のみを徴収し、寝具の賃貸
料・クリーニングに係る費用、光熱
水道費、部屋の清掃に係る費用は
徴収しないとのことである。
　したがって、本件要望に係る事業
については、旅館業法にいう「宿泊
料」を徴収しないものと考えられる
ので、旅館業法の規制の対象外で
ある。

1150 11502010
岩手県遠
野市

日本のふるさと再生計
画

　グリーン・ツーリズムなど、都市住民が
農家に泊まりながら農作業や農家での暮ら
しを体験する体験したいというニーズに対
応して、農家が都市住民を受け入れるにあ
たり、宿泊が伴う場合に実費程度の経費負
担を利用者に求めるためには、宿泊に伴う
対価が発生する以上、旅館業法に定める知
事の許可を得ることとされている。
　一時的な受け入れ事業を行う際の旅館業
法の許可を、都道府県知事が許可するまで
もなく、ＮＰＯ等へ移譲することで、旅館
業法に基づく最小限の基準の審査と交流事
業を成功させるための総合的な支援体制が
構築され、より質の高い都市住民の受け入
れが可能となるよう措置していただきた
い。
　一時的な受け入れなどにあっては、旅館
業法の許可に関する権限を都道府県知事か
ら、ＮＰＯ等へ移譲することで、旅館業法
に基づく最小限の基準の審査と交流事業を
成功させるための総合的な支援体制が構築
され、より質の高い都市住民の受け入れが
可能となるよう支援措置を講じていただき
たい。
　このことにより、農家の暮らしを体験し
たいという都市住民のニーズを満たすこと
ができるとともに、こうした体験に伴う経
済的負担を受け入れる農家側が一方的に抱
えなくても済むようになる。こうすること
で、都市との農村との交流は、真に対等な
ものとなることが期待できる。

1



09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930020

グリーンツーリズ
ム振興のための旅
館業法の適用緩
和

・旅館業法（昭和23年
法律第138号）第2条
第3項及び第4項並び
に第3条第1項及び第
2項
・旅館業法施行令（昭
和32年政令第152号）
第1条第2項及び第3
項並びに第2条
・旅館業法施行規則
（昭和23年厚生省令
第28号）第5条

宿泊料を受けて、人を宿
泊させるものを旅館業
法の適用対象としてい
る。

Ｃ

農林漁業体験民宿業であっても、
宿泊料を受けて不特定多数に役務
を提供する以上、ホテル、旅館と同
様、一定の衛生基準をクリアしてい
ることが不可欠である。したがっ
て、公衆衛生上一定の構造設備を
満たしているかにつき事前に確認
する必要があり、許可制度に係らし
めなければならないものと考える。
よって、旅館業法の適用除外に関
する当該要望の実現は困難であ
る。
なお、「農林漁村滞在型余暇活動
のための基盤整備の促進に関する
法律」に定める「農林体験民宿業」
を行う場合は、一般農家でも許可
が受けられるよう簡易宿所の面積
要件を適用しないこととして、既に
許可要件を緩和したところである。

旅館業法にいう
「宿泊料｣の定義
について、どのよ
うなものを含み、
どのようなものを
含まないか（提
案主体が示す
「実費相当」分の
ものとして「宿泊
料」に含まれるも
のはあるのか）
について、具体
的に示された
い。
また、「都市と農
村の交流の裾野
を広げる｣という
観点から、都市
住民と農村住民
との交流を目的
としているものに
ついては旅館業
法の適用対象外
とできないか、再
度検討のうえ回
答されたい。
併せて、右の提
案主体の意見も
踏まえ、再度検
討し回答された
い。

本県の特区提案の意図するところ
は、都市農村交流の一環として行わ
れる活動のうち、頻度と実費の徴収と
いう面からビジネスとはなり得ない宿
泊について、交流活動の企画主体
（交流に取り組む者）と受け入れ対象
（宿泊する者）を限定することを条件
に、旅館業法の対象外としていただき
たいというものです。今回の回答では
「宿泊料を受けて不特定多数に役務
を提供する以上」とありますが、本提
案は「不特定多数」を対象としたもの
でなく、提案でも触れましたが、下記
のように「特定」かつ「回数も限られた
もの」を想定したものですので、再検
討をお願いします。特定の人的関係
を通じて交流活動に取り組んでいる
地域や農家が消耗してしまうことのな
いよう、一定の条件の下に規制を緩
和し、特区創設の趣旨である規制緩
和による地域振興の一層の推進を可
能にしていただきたいと思います。
【特定の人的関係を活かした交流の
事例】（１）姉妹都市と農村の間で、相
互に児童が行き来して行うホームス
ティ（２）鳴子踊りを通じて児童の教育
に取り組むＮＰＯが実施する「よさこい
祭りのふるさ　と」体験（３）当該市町
村外の特定のグループによる宿泊を
伴う援農活動を通じた耕作放棄地回
復の取組等

c

　旅館業法は、旅館業の適正な
運営を確保することにより、公衆
衛生の向上を図ることを目的とし
ており、利用者である国民の身
体・生命の安全を確保するなど
の観点から、施行令により構造
設備基準を定め、これに適合す
るものでなければ都道府県知事
が許可を与えてはならないことと
している。このような旅館業法の
目的に照らすと、宿泊料を受け
て、人を宿泊させる営業を行う以
上は、当該施設について一定の
衛生基準を満たしていることを行
政において事前に確認する必要
があり、これについての地域的
な例外を認めたり、宿泊者又は
営業者の主観的な意図・目的如
何により例外を認めたりすること
は、公衆衛生の向上を図るとい
う旅館業法の目的に反すること
となる。
　なお、ここにいう「宿泊料」と
は、宿泊という役務の提供に伴う
対価に当たるものすべてを包含
するものであり、提案者が想定し
ている寝具のクリーニング代、部
屋の利用に係る光熱水費はこれ
に含まれる。

提案主体が
求めている
のは、特定
の宿泊者に
対し、回数
限定で行う
場合には、
旅館業法の
適用を外し
てほしいとい
うものであ
り、都市と農
村の交流の
裾野を広げ
るという観点
からこれが
実現できな
いか、再度
検討し回答
されたい。

ｃ Ⅰ

　再検討要請に対する回答
でも述べたとおり、宿泊料を
受けて、人を宿泊させる営
業を行う以上は、当該施設
について一定の最低限度
の衛生基準を満たしている
ことを行政において事前に
確認する必要があり、宿泊
者又は営業者の主観的意
図如何により例外を認める
ことは、公衆衛生の向上を
図るという旅館業法の目的
に反する。
　なお、旅館業法は、宿泊
者が特定されていれば旅館
業法の適用がないとするも
のではない。例えば、宿泊
者が特定される会員制の宿
泊施設についても宿泊料を
受けているのであれば旅館
業法の対象とされている。
　また、宿泊回数が何らか
の形で限定されるようなも
のであっても、業として宿泊
させることには変わりはな
く、同じく旅館業法の対象と
されている。

1320 13201010
高知県、安
芸市、檮原
町、十和村

素顔の都市農村交流
における旅館業法の
適用除外

以下の条件で実施される農家での宿泊につ
いて、旅館業法の規制の対象外とする。
（１）市町村や地域の住民グループが企画
する都市農村交流であること
（２）宿泊滞在が専ら受け入れ住民と交流
者の人的交流を目的としたものであること
（３）宿泊・滞在にかかる交流者の負担は
実費相当分であること
（４）１農家あたりの受け入れの頻度が低
い（年間数回程度）こと

厚生労働
省

0930020

グリーンツーリズ
ム振興のための旅
館業法の適用緩
和

・旅館業法（昭和23年
法律第138号）第2条
第4項及び第3条第1
項及び第2項
・旅館業法施行令（昭
和32年政令第152号）
第1条第3項及び第2
条
・旅館業法施行規則
（昭和23年厚生省令
第28号）第5条

宿泊料を受けて、人を宿
泊させるものを旅館業
法の適用対象としてい
る。

Ｃ

農林漁業体験民宿業であっても、
宿泊料を受けて不特定多数に役務
を提供する以上、ホテル、旅館と同
様、一定の衛生基準をクリアしてい
ることが不可欠である。したがっ
て、公衆衛生上一定の構造設備を
満たしているかにつき事前に確認
する必要があり、許可制度に係らし
めなければならないものと考える。
よって、旅館業法の適用除外に関
する当該要望の実現は困難であ
る。
なお、「農林漁村滞在型余暇活動
のための基盤整備の促進に関する
法律」に定める「農林体験民宿業」
を行う場合は、一般農家でも許可
が受けられるよう簡易宿所の面積
要件を適用しないこととして、既に
許可要件を緩和したところである。

旅館業法にいう「宿
泊料｣の定義につい
て、どのようなものを
含み、どのようなもの
を含まないか（提案
主体が示す「実費相
当」分のものとして
「宿泊料」に含まれる
ものはあるのか）に
ついて、具体的に示
されたい。
「農業体験や民家に
宿泊することで、農
業への理解が深まる
とともに、地域住民
にとっても生きがい
や健康づくりにつな
がる、さらには新しい
観光資源や交流の
機会の創出につなが
る」という観点から、
農村体験に基づく体
験プログラムの一環
としての民家への宿
泊については、旅館
業法の適用対象外と
できないか、再度検
討のうえ回答された
い。
併せて、右の提案主
体の意見も踏まえ、
再度検討し回答され
たい。

　現行の特区制度においては、簡易
宿所における面積要件を適用しない
など緩和されているものの、旅館業法
の許可を得るために一定の衛生基準
をクリアすることが義務づけられてい
る。この中には、①宿泊者の需要を満
たすことができる規模の入浴施設の
設置、②宿泊者の需要を満たすこと
ができる洗面設備の設置、③適当な
数の便所の設置など、現状の民家で
も対応できるものもあると考えられ
る。しかしながら、農林漁業体験プロ
グラムの一つとして宿泊客へ食事を
提供しようとする場合は、食品衛生法
による基準（調理室が独立しているこ
となど）をクリアしなければならないと
され、現状の民家ではこうした設備が
整備されていないため、旅館業法の
許可を得ることは極めて困難である。
農林漁業体験に係る特区適用対象に
ついて、現状ではどのような規制緩和
が行われているか、具体的な衛生基
準を示していただければ、今後の提
案の参考とさせていただきます。ま
た、農林漁業体験における民家宿泊
については、旅館業法の簡易宿所等
の許可基準を適用するのではなく、農
林漁業体験施設の実情にあった衛生
面や安全面での新たな衛生基準の設
置を望みます。

c

　旅館業法は、旅館業の適正な運営を確保することに
より、公衆衛生の向上を図ることを目的としており、利
用者である国民の身体・生命の安全を確保するなどの
観点から、旅館業法施行令により構造設備基準を定
め、これに適合するものでなければ都道府県知事が許
可を与えてはならないこととしている。このような旅館
業法の目的に照らすと、宿泊料を受けて、人を宿泊さ
せる営業を行う以上は、当該施設について一定の衛生
基準を満たしていることを行政において事前に確認す
る必要があり、これについての地域的な例外を認めた
り、宿泊者又は営業者の主観的な意図・目的如何によ
り例外を認めたりすることは、公衆衛生の向上を図ると
いう旅館業法の目的に反することとなる。
　また、ここにいう「宿泊料」とは、宿泊という役務の提
供に伴う対価に当たるものすべてを包含するものであ
り、提案者が想定している寝具リース代の実費相当額
は、これに含まれることとなる。
　他方、実費相当額の「食事代」については、旅館業に
いう「宿泊料」に含まれるものではない。
　調理場の設置は、旅館営業等の許可要件ではなく、
施設内に調理場を設置し、食事を提供する場合には、
別途、食品衛生法に基づく基準を充足する必要があ
る。
  食品衛生法では、一般食堂や旅館などの飲食店営
業を営もうとする者は、食中毒の未然防止の観点か
ら、都道府県知事等の許可を受けなけければならない
旨規定しているが、農林漁業体験民宿業であっても、
通常の旅館等と同様に食品を調理し、客に飲食させる
以上、一定の衛生基準をクリアしていることが不可欠
であり、許可制度に係らしめなければならないものと
考える。なお、当該許可に係る施設基準は、都道府県
が条例で定めるものであり、基準の内容については都
道府県に相談されたい。

1574 15741010
静岡県袋
井市

民泊で健康グリーン・
ツーリズム

　農村体験に基づく体験プログラムの一環
としての民家への宿泊は、旅館業法で定義
する旅館業の目的とは異なるため、旅館業
法第１条及び２条について適用除外を求め
ます。
　農家を含む普通民家は、旅館業法で規定
するホテル営業、旅館営業、簡易宿舎営
業、下宿営業として整備された建築物では
なく、本来の使用目的が住宅であるため、
旅館業法上で規定する構造及び設備の基準
を充たすことができないケースが通例であ
ります。
　しかしながら、宿泊料を受けて不特定多
数に役務を提供することから、衛生上、安
全上の措置は事前に講じるものとするが、
その場合の基準が具体的に示されていない
ことから、所管省庁のガイドラインの設置
も併せて要望するものです。

厚生労働
省

0930030
空港におけるＣＩＱ
業務の民間委託

検疫法

　検疫感染症の病原体
が国内に侵入することを
防止することを目的とし
て、入国者に対し質問、
診察、検査等を行い、そ
の結果に応じ隔離、停
留等、様々な措置をとる
こととしている。

C

　検疫業務については、検疫法に
基づき、検疫官が航空機の発航地
等の感染症流行状況に応じた業務
を実施し、必要に応じて検疫感染
症の患者等の隔離、停留、貨物の
消毒、廃棄命令、移動禁止措置等
の公権力を行使する必要があるこ
とから、これを民間に委託すること
は困難である。
　なお、国際チャーター便について
は近隣の検疫所等から職員を派遣
し、地元自治体等の意向に沿うよう
対応しているところであり、今後、国
際線定期便が就航する事が決定し
た際には、検疫官署の設置を検討
してまいりたい。

1035 10351010 個人
旭川空港に通関、検疫
体制を整える。

所管官庁職員のみで実施されている規制を
撤廃する。

厚生労働
省

0930030
空港におけるＣＩＱ
業務の民間委託

検疫法

　検疫感染症の病原体
が国内に侵入することを
防止することを目的とし
て、入国者に対し質問、
診察、検査等を行い、そ
の結果に応じ隔離、停
留等、様々な措置をとる
こととしている。

C

　検疫業務については、検疫法に
基づき、検疫官が航空機の発航地
等の感染症流行状況に応じた業務
を実施し、必要に応じて検疫感染
症の患者等の隔離、停留、貨物の
消毒、廃棄命令、移動禁止措置等
の公権力を行使する必要があるこ
とから、これを民間に委託すること
は困難である。
　なお、国際チャーター便について
は近隣の検疫所等から職員を派遣
し、地元自治体等の意向に沿うよう
対応しているところであり、今後、国
際線定期便が就航する事が決定し
た際には、検疫官署の設置を検討
してまいりたい。

1035 10352010個人
旭川空港に通関、検疫
体制を整える。

関係所管官庁に依る、研修等の支援を頂
き、民間に依る（C.I.Q)業務の処理を行い
一日も早く飛行場の機能を充分に活用する
事で地域経済の活性化を目指す。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930040
外国人介護労働
者の受け入れ

・出入国管理及び難
民認定法第２条の２、
第１９条及び別表第１
の５

現在、外国からの介護
労働者の受入れは行っ
ていない。

Ｃ Ⅲ

 介護労働者の受入れについては、
現在進められているＦＴＡ交渉の場
において、タイやフィリピンから要望
されているところであり、現在、規制
改革・民間開放推進３か年計画※
に基づき、受入れを検討していると
ころである。具体的な受入れの条
件については、今後の交渉の状況
を踏まえ、検討していきたいと考え
ている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
「介護福祉士及びあん摩マッサージ
指圧師については、ＦＴＡ交渉にお
ける諸外国からの要望も踏まえ、
不法就労、不法滞在その他犯罪の
防止等に留意し、我が国の労働市
場への影響や相手国における同様
の職種の受入制度を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、我が国の国家資格を有するな
どの一定の条件に基づき、速やか
に就労が可能となるように措置す
る。」

貴省の回答で
は、なぜ現状で
外国人介護労働
者を受け入れる
ことができない
か、提案者の提
案する条件･内
容をもって今後
受入れ可能とす
ることができない
のか、理由が明
確にされていな
いので、今後の
検討の具体的な
内容及び検討ス
ケジュールと併
せて回答された
い。
また、ＦＴＡ交渉
の相手国以外の
国の介護労働者
の受入れについ
てはどのように
考えるのか、併
せて回答された
い。
併せて、右の提
案主体の意見も
踏まえ、再度検
討し回答された
い。

貴省は「介護労働者の受入れに
ついては、現在進められているＦＴ
Ａ交渉の場において、タイやフィリ
ピンから要望されているところであ
り、現在、規制改革・民間開放推
進３ヵ年計画に基づき、受入れを
検討しているところである。具体的
な受入れの条件については、今
後の交渉の状況を踏まえ、検討し
ていきたいと考えている。」という
回答をしているが、受入れについ
ての具体的な方針と制度の整備
が現段階では不明確であり、その
点について詳細に説明されたい。
受入れに際して、日本語によるコ
ミュニケーション能力の習得と、介
護に関する十分な知識・技術の習
得のための訪問介護員養成研修
を受けることが、必要条件となると
考える。
上記のような点について再検討さ
れ、その見解と今後の対応につき
具体的に提示されたい。

Ｃ Ⅲ

　外国人介護労働者の受入
れについては、犯罪の防止
等に留意し、我が国の労働市
場への影響等を勘案しつつ、
国内において慎重かつ十分
な検討が必要である。
　現在進められているフィリピ
ンとのＦＴＡ交渉においては、
日本の国家資格（介護福祉
士）の取得を前提に、その受
入条件等も含めて検討しなが
ら、合意に向けて交渉に臨ん
でいるところである。その具
体的な検討内容及びスケ
ジュールについては、状況を
見て適宜公表したいと考えて
いる。
　また、提案者の提案する条
件・内容をもって今後受入れ
可能とすることができるかどう
かについては、今後の交渉
の状況を踏まえ、検討してい
きたいと考えている。
　なお、ＦＴＡ交渉の相手国以
外の国からの受入れについ
ては、現在のところ考えてい
ない。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

Ｃ Ⅲ

　現在進められているフィリ
ピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格（介護
福祉士）の取得を前提に、
その受入条件等も含めて検
討しながら、合意に向けて
交渉に臨んでいるところで
あり、その具体的な検討内
容及びスケジュールについ
ては、状況を見て適宜公表
したいと考えている。当面
のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、
フィリピンとの次回会合（第
４回）の場が設けられている
ところである。
　なお、前回回答でも述べ
たとおり、外国人介護労働
者の受入れについては、犯
罪の防止等に留意し、我が
国の労働市場への影響等
を勘案しつつ、国内におい
て慎重かつ十分な検討が
必要であることから、現在
進められているＦＴＡ交渉と
は別に、特区において先行
的に実施することは、現在
のところ考えていない。

1030 10301030

ヒューマン
ホールディ
ングス株
式会社

東南アジア諸国からの
介護・看護人材の育
成・受入構想

現行法令上、「入国審査官は、・・・当該
外国人が次の各号に掲げる上陸のための条
件に適合しているかどうか審査しなければ
ならない」として、「申請に係る本邦にお
いて行おうとする活動が虚偽のものでな
く、別表第一の下欄に掲げる活動･･･又は別
表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位･･･
を有する者としての活動のいずれかに該当
し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の
下欄に掲げる活動を行おうとする者につい
ては我が国の産業及び国民生活に与える影
響その他の事情を勘案して法務省令で定め
る基準に適合すること。」（出入国管理及
び難民認定法第7条）となっており、外国人
が【介護】の業務に携わって在留・就労す
ることができないが、特区においては、別
表第一の二の表に【介護】の欄を加え、就
労を可能にする。

厚生労働
省

0930040
外国人介護労働
者の受け入れ

・出入国管理及び難
民認定法第２条の２、
第１９条及び別表第１
の５

現在、外国からの介護
労働者の受入れは行っ
ていない。

Ｃ Ⅲ

介護労働者の受入れについては、
現在進められているＦＴＡ交渉の場
において、タイやフィリピンから要望
されているところであり、現在、規制
改革・民間開放推進３か年計画※
に基づき、受入れを検討していると
ころである。具体的な受入れの条
件については、今後の交渉の状況
を踏まえ、検討していきたいと考え
ている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
「介護福祉士及びあん摩マッサージ
指圧師については、ＦＴＡ交渉にお
ける諸外国からの要望も踏まえ、
不法就労、不法滞在その他犯罪の
防止等に留意し、我が国の労働市
場への影響や相手国における同様
の職種の受入制度を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、我が国の国家資格を有するな
どの一定の条件に基づき、速やか
に就労が可能となるように措置す
る。」

貴省の回答
では、なぜ現
状で外国人
介護労働者を
受け入れるこ
とができない
か、提案者の
提案する条
件･内容をもっ
て今後受入
れ可能とする
ことができな
いのか、理由
が明確にされ
ていないの
で、今後の検
討の具体的
な内容及び検
討スケジュー
ルと併せて回
答されたい。

Ｃ Ⅲ

　外国人介護労働者の受入
れについては、犯罪の防止
等に留意し、我が国の労働市
場への影響等を勘案しつつ、
国内において慎重かつ十分
な検討が必要である。
　現在進められているフィリピ
ンとのＦＴＡ交渉においては、
日本の国家資格（介護福祉
士）の取得を前提に、その受
入条件等も含めて検討しなが
ら、合意に向けて交渉に臨ん
でいるところである。その具
体的な検討内容及びスケ
ジュールについては、状況を
見て適宜公表したいと考えて
いる。
　また、提案者の提案する条
件・内容をもって今後受入れ
可能とすることができるかどう
かについては、今後の交渉
の状況を踏まえ、検討してい
きたいと考えている。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

Ｃ Ⅲ

　現在進められているフィリ
ピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格（介護
福祉士）の取得を前提に、
その受入条件等も含めて検
討しながら、合意に向けて
交渉に臨んでいるところで
あり、その具体的な検討内
容及びスケジュールについ
ては、状況を見て適宜公表
したいと考えている。当面
のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、
フィリピンとの次回会合（第
４回）の場が設けられている
ところである。
　なお、前回回答でも述べ
たとおり、外国人介護労働
者の受入れについては、犯
罪の防止等に留意し、我が
国の労働市場への影響等
を勘案しつつ、国内におい
て慎重かつ十分な検討が
必要であることから、現在
進められているＦＴＡ交渉と
は別に、特区において先行
的に実施することは、現在
のところ考えていない。

1044 10441010
社会福祉
法人　太子
福祉会

介護へのフィリピン人
介護人材の受け入れ
促進

現在、介護人材向けの就労可能な在留資格
は無い。

そこで、当該在留資格を新設する。

就労ビザを取得する要件は、フィリピンで
介護資格を有し介護施設において３年間の
就労経験を持っていることを条件とする。

厚生労働
省

0930040
外国人介護労働
者の受け入れ

・出入国管理及び難
民認定法第２条の２、
第１９条及び別表第１
の５

現在、外国からの介護
労働者の受入れは行っ
ていない。

Ｃ Ⅲ

介護労働者の受入れについては、
現在進められているＦＴＡ交渉の場
において、タイやフィリピンから要望
されているところであり、現在、規制
改革・民間開放推進３か年計画※
に基づき、受入れを検討していると
ころである。具体的な受入れの条
件については、今後の交渉の状況
を踏まえ、検討していきたいと考え
ている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
「介護福祉士及びあん摩マッサージ
指圧師については、ＦＴＡ交渉にお
ける諸外国からの要望も踏まえ、
不法就労、不法滞在その他犯罪の
防止等に留意し、我が国の労働市
場への影響や相手国における同様
の職種の受入制度を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、我が国の国家資格を有するな
どの一定の条件に基づき、速やか
に就労が可能となるように措置す
る。」

貴省の回答
では、なぜ現
状で外国人
介護労働者を
受け入れるこ
とができない
か、提案者の
提案する条
件･内容をもっ
て今後受入
れ可能とする
ことができな
いのか、理由
が明確にされ
ていないの
で、今後の検
討の具体的
な内容及び検
討スケジュー
ルと併せて回
答されたい。

Ｃ Ⅲ

　外国人介護労働者の受入
れについては、犯罪の防止
等に留意し、我が国の労働市
場への影響等を勘案しつつ、
国内において慎重かつ十分
な検討が必要である。
　現在進められているフィリピ
ンとのＦＴＡ交渉においては、
日本の国家資格（介護福祉
士）の取得を前提に、その受
入条件等も含めて検討しなが
ら、合意に向けて交渉に臨ん
でいるところである。その具
体的な検討内容及びスケ
ジュールについては、状況を
見て適宜公表したいと考えて
いる。
　また、提案者の提案する条
件・内容をもって今後受入れ
可能とすることができるかどう
かについては、今後の交渉
の状況を踏まえ、検討してい
きたいと考えている。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

Ｃ Ⅲ

　現在進められているフィリ
ピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格（介護
福祉士）の取得を前提に、
その受入条件等も含めて検
討しながら、合意に向けて
交渉に臨んでいるところで
あり、その具体的な検討内
容及びスケジュールについ
ては、状況を見て適宜公表
したいと考えている。当面
のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、
フィリピンとの次回会合（第
４回）の場が設けられている
ところである。
　なお、前回回答でも述べ
たとおり、外国人介護労働
者の受入れについては、犯
罪の防止等に留意し、我が
国の労働市場への影響等
を勘案しつつ、国内におい
て慎重かつ十分な検討が
必要であることから、現在
進められているＦＴＡ交渉と
は別に、特区において先行
的に実施することは、現在
のところ考えていない。

1046 10461010
三洋エメリ
タス株式会
社

フィリピン人介護人材
活用構想

介護人材向けの就労ビザは現在無く、当該
就労ビザを新設する。就労ビザを取得する
要件は、フィリピンの介護資格（ケアギ
バー）を有していることとする。

厚生労働
省

0930040
外国人介護労働
者の受け入れ

・出入国管理及び難
民認定法第２条の２、
第１９条及び別表第１
の５

現在、外国からの介護
労働者の受入れは行っ
ていない。

Ｃ Ⅲ

介護労働者の受入れについては、
現在進められているＦＴＡ交渉の場
において、タイやフィリピンから要望
されているところであり、現在、規制
改革・民間開放推進３か年計画※
に基づき、受入れを検討していると
ころである。具体的な受入れの条
件については、今後の交渉の状況
を踏まえ、検討していきたいと考え
ている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
「介護福祉士及びあん摩マッサージ
指圧師については、ＦＴＡ交渉にお
ける諸外国からの要望も踏まえ、
不法就労、不法滞在その他犯罪の
防止等に留意し、我が国の労働市
場への影響や相手国における同様
の職種の受入制度を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、我が国の国家資格を有するな
どの一定の条件に基づき、速やか
に就労が可能となるように措置す
る。」

貴省の回答
では、なぜ現
状で外国人
介護労働者を
受け入れるこ
とができない
か、提案者の
提案する条
件･内容をもっ
て今後受入
れ可能とする
ことができな
いのか、理由
が明確にされ
ていないの
で、今後の検
討の具体的
な内容及び検
討スケジュー
ルと併せて回
答されたい。
また、右の提
案主体の意
見も踏まえ、
再度検討し回
答されたい。

介護施設の利用者たちがお雛様を飾りなが
ら、ベトナムの看護師たちに雛祭りの由来やら
思い出話を語っている姿は生き生きとし、我れ
先に教えてあげたいとにぎやかな雰囲気で
あったのを思い出す。よく「日本文化を知らな
い外国人が高齢者の現場で働けるのだろう
か。高齢者は外国人を避けたがっているので
はないか。」と心配する声がある。介護施設の
お年寄りたちは若い人に教えてあげたい事が
いっぱいあるのであるが、雛祭りのことなど日
本人なら知っている事なので、聞くほうもお付
き合い程度に流してしまい、同時に話したい方
にも力が入らなくなってしまう。しかし外国人に
とってはまったく知らない日本の風習なので興
味があり、お年よりたちの話をしっかり聞こうと
いう姿勢がでて来る。するとそれは話し手にも
伝わり、話す方にも力がみなぎって、面白いコ
ミュニケーションが交わされるのである。高齢
者は介護してもらうだけでなく人生の経験を語
りたがっている。いい聞き手を探している。そ
のようなとき、外国人は日本理解が未熟であ
るが故によき聞き手になれるのである。利用者
にとっては自らを語る自己表現の場が創出さ
れ、外国人ヘルパーたちにとっては日本理解
の素晴らしい教室となる。労働力を海外から受
け入れる事、それは単なるワーキングパワー
の利用ではない。一つの時代を、共に働き、共
に生活し、共に悩む「共生」経験の共有なので
ある。外国人労働者受け入れの理念はここに
あると思う。外国人労働者受入れが避けられ
ない今後の日本にとって、まさに我々の提案
する特区がそのひとつのモデルとなることを期
待している。

Ｃ Ⅲ

　外国人介護労働者の受入
れについては、犯罪の防止
等に留意し、我が国の労働市
場への影響等を勘案しつつ、
国内において慎重かつ十分
な検討が必要である。
　現在進められているフィリピ
ンとのＦＴＡ交渉においては、
日本の国家資格（介護福祉
士）の取得を前提に、その受
入条件等も含めて検討しなが
ら、合意に向けて交渉に臨ん
でいるところである。その具
体的な検討内容及びスケ
ジュールについては、状況を
見て適宜公表したいと考えて
いる。
　また、提案者の提案する条
件・内容をもって今後受入れ
可能とすることができるかどう
かについては、今後の交渉
の状況を踏まえ、検討してい
きたいと考えている。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
また、ＦＴＡ
交渉とは別
に、特区に
おいて先行
的に実施で
きないので
あれば、そ
の理由を示
されたい。
併せて、右
の提案主体
からの意見
を踏まえ、再
度検討し回
答されたい。

介護福祉士は国家資格でありホームヘルパー１級、２級は認
定資格である。資格の違いは明確にあるものの介護の現場に
おける仕事内容はほぼ同じである。これらのことは単純労働と
技術労働とを区別する理由になり得る要素であることに違和
感を覚える。なぜなら労働の違いは守備範囲や技術の違いに
よってこそ区別されるものと考えるからである。そもそも人を介
護すると言う仕事が単純な仕事であるとは思えない。例えば、
日本看護協会等の専門家集団が看護職と介護職との境界線
を明確に引けない事情があるのはそのことを物語っている。

Ｃ Ⅲ

　現在進められているフィリ
ピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格（介護
福祉士）の取得を前提に、
その受入条件等も含めて検
討しながら、合意に向けて
交渉に臨んでいるところで
あり、その具体的な検討内
容及びスケジュールについ
ては、状況を見て適宜公表
したいと考えている。当面
のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、
フィリピンとの次回会合（第
４回）の場が設けられている
ところである。
　なお、前回回答でも述べ
たとおり、外国人介護労働
者の受入れについては、犯
罪の防止等に留意し、我が
国の労働市場への影響等
を勘案しつつ、国内におい
て慎重かつ十分な検討が
必要であることから、現在
進められているＦＴＡ交渉と
は別に、特区において先行
的に実施することは、現在
のところ考えていない。

1069 10691010
ＡＨＰネット
ワーク協
同組合

新アジア共生ネット
ワークプロジェクト
◆フィリピン人介護ヘ
ルパー受入れ支援事
業◆

外国人介護ヘルパーを日本に受け入れるた
めの在留資格が現在ないので、下記につい
て介護の在留資格を新設、整備する。
１．平成２年５月２４日法務省告示第１３
１号「出入国管理及び難民認定法第７条第
１項第２号の規定に基づき同法別表第1の5
の表の下欄に掲げる活動を定める件」に
（介護）を入れる。
２．平成２年５月２４日法務省令第１６号
「出入国管理及び難民認定法第７条第１項
第２号の基準を定める省令」「別表第1の2
の表の医療の項の下欄に掲げる活動」に
（介護）を追加する。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930040
外国人介護労働
者の受け入れ

・出入国管理及び難
民認定法第２条の２、
第１９条及び別表第１
の５

現在、外国からの介護
労働者の受入れは行っ
ていない。

Ｃ Ⅲ

介護労働者の受入れについては、
現在進められているＦＴＡ交渉の場
において、タイやフィリピンから要望
されているところであり、現在、規制
改革・民間開放推進３か年計画※
に基づき、受入れを検討していると
ころである。具体的な受入れの条
件については、今後の交渉の状況
を踏まえ、検討していきたいと考え
ている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
「介護福祉士及びあん摩マッサージ
指圧師については、ＦＴＡ交渉にお
ける諸外国からの要望も踏まえ、
不法就労、不法滞在その他犯罪の
防止等に留意し、我が国の労働市
場への影響や相手国における同様
の職種の受入制度を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、我が国の国家資格を有するな
どの一定の条件に基づき、速やか
に就労が可能となるように措置す
る。」

貴省の回答
では、なぜ現
状で外国人
介護労働者を
受け入れるこ
とができない
か、提案者の
提案する条
件･内容をもっ
て今後受入
れ可能とする
ことができな
いのか、理由
が明確にされ
ていないの
で、今後の検
討の具体的
な内容及び検
討スケジュー
ルと併せて回
答されたい。
併せて、右の
提案主体の
意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

FTA交渉という政府レベルの討議
が優先されることは理解している
が、それで一括されるのではなく、
個別の提案内容に対しての意
見、指摘等を戴きたいと思いま
す。
そして、今後のFTA交渉の推移の
中で、当法人が提示した要件がど
ういう解釈をされるのか、提示要
件が反映されるのかされないの
か、あるいは、どの様な対案で外
国人人材の受入れが開始されて
いくのかを注視していきたいと考
えています。
尚、特区としての実現がならずと
も、今後、FTA交渉レベルで受入
れが具体化していく際において
は、当法人としては母体医療法人
でベトナム人看護師受入れ事業
に協力してきた経験を活かし、受
入れに賛同し、協力していきたい
所存です。

Ｃ Ⅲ

　外国人介護労働者の受入
れについては、犯罪の防止
等に留意し、我が国の労働市
場への影響等を勘案しつつ、
国内において慎重かつ十分
な検討が必要である。
　現在進められているフィリピ
ンとのＦＴＡ交渉においては、
日本の国家資格（介護福祉
士）の取得を前提に、その受
入条件等も含めて検討しなが
ら、合意に向けて交渉に臨ん
でいるところである。その具
体的な検討内容及びスケ
ジュールについては、状況を
見て適宜公表したいと考えて
いる。
　また、提案者の提案する条
件・内容をもって今後受入れ
可能とすることができるかどう
かについては、今後の交渉
の状況を踏まえ、検討してい
きたいと考えている。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
また、ＦＴＡ
交渉とは別
に、特区に
おいて先行
的に実施で
きないので
あれば、そ
の理由を示
されたい。
併せて、右
の提案主体
からの意見
を踏まえ、再
度検討し回
答されたい。

今後の検討内容及びスケジュールは適宜公表ということであるが、犯罪
の防止・介護市場への影響等を勘案した検討とは、具体的にどういう検
討がどういう形でなされていくのかお伺いしたい。
殊に､介護市場への影響について、具体的かつ実務的な検討を図るので
あれば、介護労働者の現在及び将来の国内供給に関する貴省の見解
や、介護関係資格の有資格者数としては充足されても、それが必ずしも
就労に結びつかない国内の介護就労事情の他、国内の関係資格と海外
の同等資格のライセンス取得までのプロセスも含めた精査の必要性
等々、論点は枚挙に暇ないが、その場合、貴省の主導のもと、提案主体
だけに限らず、介護専門職の職能任意団体や介護者や家族の任意団
体、否定・肯定の立場は別にして、受け入れ先となる施設等の事業者等
の代表、関係資格養成に関わる者等も検討のテーブルに着くことも必要
となるのではないか。この点について、どのように考えておられるのか、
また、今後において、その様な予定があるのか否か、見識をお伺いした
い。
並びに、事前教育を含めた受け入れのシステムや受け入れ先がどの様
に決定されていくのか、お伺いしたい。
介護従事者として適切な能力・技術が必要であることについては提案で
も論じており、それに準じた人材を受け入れたいというのが当方の意向で
ある。また介護福祉士国家資格取得を１つの形態としている点からも、本
提案が反映されることを期待したいし、今後、具体化していく際において
は受入れに賛同し、必要であれば提案どおり２～４名の受入れに対して
協力できる様に情勢を注視していきたい。

Ｃ Ⅲ

　現在進められているフィリ
ピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格（介護
福祉士）の取得を前提に、
その受入条件等も含めて検
討しながら、合意に向けて
交渉に臨んでいるところで
あり、その具体的な検討内
容及びスケジュールについ
ては、状況を見て適宜公表
したいと考えている。当面
のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、
フィリピンとの次回会合（第
４回）の場が設けられている
ところである。
　なお、前回回答でも述べ
たとおり、外国人介護労働
者の受入れについては、犯
罪の防止等に留意し、我が
国の労働市場への影響等
を勘案しつつ、国内におい
て慎重かつ十分な検討が
必要であることから、現在
進められているＦＴＡ交渉と
は別に、特区において先行
的に実施することは、現在
のところ考えていない。

1217 12171010
社会福祉
法人さつき
会

「日比 医療・福祉人材
還流プロジェクト」

フィリピン人看護師に対して「介護」の業
務に携わる者として就労ビザを発給し、介
護職として就労が出来る様にするため、就
労が可能な在留許可として在留資格の特定
活動（以下に掲げる要件を満たし、日本の
介護施設で就労する。在留期間３年）を新
設する。
①派遣・受入機関の受け入れ体制が整備さ
れていること
②看護技能の担保を図るため、比国におい
て看護師の資格を有すること。
③日本語によるコミュニュケーションの担
保を図るため、日本の就労に適する高度な
日本語教育を受け、業務に支障のない程度
の語学力の取得を義務付けさせること。
④外国人看護師の介護技能の担保を図るた
め、来日後、訪問看護員２級資格を取得さ
せること。

厚生労働
省

0930040
外国人介護労働
者の受け入れ

・出入国管理及び難
民認定法第２条の２、
第１９条及び別表第１
の５

現在、外国からの介護
労働者の受入れは行っ
ていない。

Ｃ Ⅲ

介護労働者の受入れについては、
現在進められているＦＴＡ交渉の場
において、タイやフィリピンから要望
されているところであり、現在、規制
改革・民間開放推進３か年計画※
に基づき、受入れを検討していると
ころである。具体的な受入れの条
件については、今後の交渉の状況
を踏まえ、検討していきたいと考え
ている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
「介護福祉士及びあん摩マッサージ
指圧師については、ＦＴＡ交渉にお
ける諸外国からの要望も踏まえ、
不法就労、不法滞在その他犯罪の
防止等に留意し、我が国の労働市
場への影響や相手国における同様
の職種の受入制度を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、我が国の国家資格を有するな
どの一定の条件に基づき、速やか
に就労が可能となるように措置す
る。」

貴省の回答で
は、なぜ現状で
外国人介護労働
者を受け入れる
ことができない
か、提案者の提
案する条件･内
容をもって今後
受入れ可能とす
ることができない
のか、理由が明
確にされていな
いので、今後の
検討の具体的な
内容及び検討ス
ケジュールと併
せて回答された
い。
また、ＦＴＡ交渉
の相手国以外の
国の介護労働者
の受入れについ
てはどのように
考えるのか、併
せて回答された
い。

Ｃ Ⅲ

　外国人介護労働者の受入れに
ついては、犯罪の防止等に留意
し、我が国の労働市場への影響
等を勘案しつつ、国内において
慎重かつ十分な検討が必要であ
る。
　現在進められているフィリピン
とのＦＴＡ交渉においては、日本
の国家資格（介護福祉士）の取
得を前提に、その受入条件等も
含めて検討しながら、合意に向
けて交渉に臨んでいるところであ
る。その具体的な検討内容及び
スケジュールについては、状況
を見て適宜公表したいと考えて
いる。
　また、提案者の提案する条件・
内容をもって今後受入れ可能と
することができるかどうかについ
ては、今後の交渉の状況を踏ま
え、検討していきたいと考えてい
る。
　なお、ＦＴＡ交渉の相手国以外
の国からの受入れについては、
現在のところ考えていない。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

Ｃ Ⅲ

　現在進められているフィリ
ピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格（介護
福祉士）の取得を前提に、
その受入条件等も含めて検
討しながら、合意に向けて
交渉に臨んでいるところで
あり、その具体的な検討内
容及びスケジュールについ
ては、状況を見て適宜公表
したいと考えている。当面
のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、
フィリピンとの次回会合（第
４回）の場が設けられている
ところである。
　なお、前回回答でも述べ
たとおり、外国人介護労働
者の受入れについては、犯
罪の防止等に留意し、我が
国の労働市場への影響等
を勘案しつつ、国内におい
て慎重かつ十分な検討が
必要であることから、現在
進められているＦＴＡ交渉と
は別に、特区において先行
的に実施することは、現在
のところ考えていない。

1591 15911010
株式会社
東京リーガ
ルマインド

外国人訪問介護員養
成・受入れ特区

入国管理法別表第１の２の表の「技能」労
働者に我が国の訪問介護員の資格を取得し
た者も含めるよう、「出入国管理及び難民
認定法第7条第1項第2号の基準を定める省
令」の特例措置を認めること。

厚生労働
省

0930040
外国人介護労働
者の受け入れ

・出入国管理及び難
民認定法第２条の２、
第１９条及び別表第１
の５

現在、外国からの介護
労働者の受入れは行っ
ていない。

Ｃ Ⅲ

介護労働者の受入れについては、
現在進められているＦＴＡ交渉の場
において、タイやフィリピンから要望
されているところであり、現在、規制
改革・民間開放推進３か年計画※
に基づき、受入れを検討していると
ころである。具体的な受入れの条
件については、今後の交渉の状況
を踏まえ、検討していきたいと考え
ている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
「介護福祉士及びあん摩マッサージ
指圧師については、ＦＴＡ交渉にお
ける諸外国からの要望も踏まえ、
不法就労、不法滞在その他犯罪の
防止等に留意し、我が国の労働市
場への影響や相手国における同様
の職種の受入制度を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、我が国の国家資格を有するな
どの一定の条件に基づき、速やか
に就労が可能となるように措置す
る。」

貴省の回答で
は、なぜ現状で
外国人介護労働
者を受け入れる
ことができない
か、提案者の提
案する条件･内
容をもって今後
受入れ可能とす
ることができない
のか、理由が明
確にされていな
いので、今後の
検討の具体的な
内容及び検討ス
ケジュールと併
せて回答された
い。
また、ＦＴＡ交渉
の相手国以外の
国の介護労働者
の受入れについ
てはどのように
考えるのか、併
せて回答された
い。

Ｃ Ⅲ

　外国人介護労働者の受入れに
ついては、犯罪の防止等に留意
し、我が国の労働市場への影響
等を勘案しつつ、国内において
慎重かつ十分な検討が必要であ
る。
　現在進められているフィリピン
とのＦＴＡ交渉においては、日本
の国家資格（介護福祉士）の取
得を前提に、その受入条件等も
含めて検討しながら、合意に向
けて交渉に臨んでいるところであ
る。その具体的な検討内容及び
スケジュールについては、状況
を見て適宜公表したいと考えて
いる。
　また、提案者の提案する条件・
内容をもって今後受入れ可能と
することができるかどうかについ
ては、今後の交渉の状況を踏ま
え、検討していきたいと考えてい
る。
　なお、ＦＴＡ交渉の相手国以外
の国からの受入れについては、
現在のところ考えていない。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

Ｃ Ⅲ

　現在進められているフィリ
ピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格（介護
福祉士）の取得を前提に、
その受入条件等も含めて検
討しながら、合意に向けて
交渉に臨んでいるところで
あり、その具体的な検討内
容及びスケジュールについ
ては、状況を見て適宜公表
したいと考えている。当面
のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、
フィリピンとの次回会合（第
４回）の場が設けられている
ところである。
　なお、前回回答でも述べ
たとおり、外国人介護労働
者の受入れについては、犯
罪の防止等に留意し、我が
国の労働市場への影響等
を勘案しつつ、国内におい
て慎重かつ十分な検討が
必要であることから、現在
進められているＦＴＡ交渉と
は別に、特区において先行
的に実施することは、現在
のところ考えていない。

5064 50640020
株式会社
東京リーガ
ルマインド

0

入国管理法別表第１の２の表の「技能」労働者
に我が国の訪問介護員の資格を取得した者も
含めるよう、「出入国管理及び難民認定法第7
条第1項第2号の基準を定める省令」を改正す
ること。

厚生労働
省

0930050
介護関連資格等
の取得における要
件の緩和について

・出入国管理及び難
民認定法第２条の２、
第１９条及び別表第１
の５

現在、外国からの介護
労働者の受入れは行っ
ていない。

Ｃ Ⅲ

介護労働者の受入れについては、現在進
められているＦＴＡ交渉の場において、タイ
やフィリピンから要望されているところであ
り、現在、規制改革・民間開放推進３か年
計画※に基づき、受入れを検討していると
ころである。
   受入れの検討に当たっては、我が国に
おける労働市場への影響を踏まえつつ、我
が国において資格を取得しやすくするよう
な環境の整備についても検討していくこと
が必要であると考えており、具体的な対応
については、今後の交渉の状況を踏まえ、
検討していきたいと考えている。

※規制改革・民間開放推進３か年計画
（抄）
「介護福祉士及びあん摩マッサージ指圧師
については、ＦＴＡ交渉における諸外国から
の要望も踏まえ、不法就労、不法滞在その
他犯罪の防止等に留意し、我が国の労働
市場への影響や相手国における同様の職
種の受入制度を勘案しつつ、ＦＴＡ交渉にお
いて合意した場合には、我が国の国家資
格を有するなどの一定の条件に基づき、速
やかに就労が可能となるように措置する。」

貴省の回答では、
「特区において
は、認定自治体の
長が当該研修に
支障をきたさない
と認める範囲にお
いて設定した基準
を適用し、研修内
容の弾力化を可
能とする」ことにつ
いて、なぜ現状で
はできないか理由
が明確にされてい
ないので、貴省に
て予定している今
後の検討の具体
的な内容及び検
討スケジュールと
併せて回答された
い。
また、ＦＴＡ交渉の
相手国以外の国
の介護労働者の
受入れについては
どのように考える
のか、併せて回答
されたい。
併せて、右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し回
答されたい。

貴省は「介護労働者の受入れについ
ては、現在進められているＦＴＡ交渉
の場において、タイやフィリピンから要
望されているところであり、現在、規制
改革・民間開放推進３ヵ年計画に基づ
き、受入れを検討しているところであ
る。具体的な受入れの条件について
は、今後の交渉の状況を踏まえ、検
討していきたいと考えている。」という
回答をしているが、受入れについての
具体的な方針と制度の整備が現段階
では不明確であり、その点について詳
細に説明されたい。
受入れに際して、日本語によるコミュ
ニケーション能力の習得と、介護に関
する十分な知識・技術の習得のため
の訪問介護員養成研修を受けること
が、必要条件となると考えているが、
現地の看護師資格の取得者について
は、学習内容の重複分野も多く、研修
内容の弾力化が可能であり、またそ
のことにより介護サービスの提供に支
障をきたすものではないと考える。
上記のような点について再検討され、
その見解と今後の対応につき具体的
に提示されたい。

Ｃ Ⅲ

　外国人介護労働者の受入れに
ついては、犯罪の防止等に留意
し、我が国の労働市場への影響
等を勘案しつつ、国内において
慎重かつ十分な検討が必要であ
る。
　現在進められているフィリピン
とのＦＴＡ交渉においては、日本
の国家資格（介護福祉士）の取
得を前提に、その受入条件等も
含めて検討しながら、合意に向
けて交渉に臨んでいるところであ
る。その具体的な検討内容及び
スケジュールについては、状況
を見て適宜公表したいと考えて
いる。
　また、提案者の提案する条件・
内容をもって今後受入れ可能と
することができるかどうかについ
ては、今後の交渉の状況を踏ま
え、検討していきたいと考えてい
る。
　なお、ＦＴＡ交渉の相手国以外
の国からの受入れについては、
現在のところ考えていない。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

Ｃ Ⅲ

　現在進められているフィリ
ピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格（介護
福祉士）の取得を前提に、
その受入条件等も含めて検
討しながら、合意に向けて
交渉に臨んでいるところで
あり、その具体的な検討内
容及びスケジュールについ
ては、状況を見て適宜公表
したいと考えている。当面
のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、
フィリピンとの次回会合（第
４回）の場が設けられている
ところである。
　なお、前回回答でも述べ
たとおり、外国人介護労働
者の受入れについては、犯
罪の防止等に留意し、我が
国の労働市場への影響等
を勘案しつつ、国内におい
て慎重かつ十分な検討が
必要であることから、現在
進められているＦＴＡ交渉と
は別に、特区において先行
的に実施することは、現在
のところ考えていない。

1030 10301040

ヒューマン
ホールディ
ングス株
式会社

東南アジア諸国からの
介護・看護人材の育
成・受入構想

現行法令上、｢法第7条第6項の政令で定める
者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了
し、それぞれ当該各号に定める者から当該
研修を修了した旨の証明書の交付を受けた
者とする」として「一 　都道府県知事の行
う訪問介護員の養成に関する研修　当該都
道府県知事 」「二 　次項の規定により都
道府県知事が指定する者（以下「訪問介護
員養成研修事業者」という。）の行う研修
であって厚生労働省令で定める基準に適合
するものとして都道府県知事の指定を受け
たもの（以下「訪問介護員養成研修」とい
う。）　当該訪問介護員養成研修事業者」
（介護保険法施行令第3条）として、都道府
県知事の行う訪問介護員の研修を受ける
か、厚生労働省令の基準に適合し、都道府
県知事の指定を受けた事業者の研修を修了
し、証明書の交付を受けなければならず、
訪問介護員に関する省令第5条に訪問介護員
養成研修に関する基準が定められている
が、特区においては、認定自治体の長が当
該研修に支障をきたさないと認める範囲に
おいて設定した基準を適用し、研修内容の
弾力化を可能とする。

4



09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930050
介護関連資格等
の取得における要
件の緩和について

・出入国管理及び難
民認定法第２条の２、
第１９条及び別表第１
の５

現在、外国からの介護
労働者の受入れは行っ
ていない。

Ｃ Ⅲ

介護労働者の受入れについては、現在進
められているＦＴＡ交渉の場において、タイ
やフィリピンから要望されているところであ
り、現在、規制改革・民間開放推進３か年
計画※に基づき、受入れを検討していると
ころである。
   受入れの検討に当たっては、我が国に
おける労働市場への影響を踏まえつつ、我
が国において資格を取得しやすくするよう
な環境の整備についても検討していくこと
が必要であると考えており、具体的な対応
については、今後の交渉の状況を踏まえ、
検討していきたいと考えている。

※規制改革・民間開放推進３か年計画
（抄）
「介護福祉士及びあん摩マッサージ指圧師
については、ＦＴＡ交渉における諸外国から
の要望も踏まえ、不法就労、不法滞在その
他犯罪の防止等に留意し、我が国の労働
市場への影響や相手国における同様の職
種の受入制度を勘案しつつ、ＦＴＡ交渉にお
いて合意した場合には、我が国の国家資
格を有するなどの一定の条件に基づき、速
やかに就労が可能となるように措置する。」

貴省の回答では、
「特区において
は、 日本に本拠
地のある事業者が
海外の施設と提携
して行う英語によ
る養成研修を受け
た場合も訪問介護
員の証明書の交
付を受けることを
可能とする」ことに
ついて、なぜ現状
ではできないか理
由が明確にされて
いないので、貴省
にて予定している
今後の検討の具
体的な内容及び
検討スケジュール
と併せて回答され
たい。
また、ＦＴＡ交渉の
相手国以外の国
の介護労働者の
受入れについては
どのように考える
のか、併せて回答
されたい。
併せて、右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し回
答されたい。

貴省は「介護労働者の受入れについ
ては、現在進められているＦＴＡ交渉
の場において、タイやフィリピンから要
望されているところであり、現在、規制
改革・民間開放推進３ヵ年計画に基づ
き、受入れを検討しているところであ
る。具体的な受入れの条件について
は、今後の交渉の状況を踏まえ、検
討していきたいと考えている。」という
回答をしているが、受入れについての
具体的な方針と制度の整備が現段階
では不明確であり、その点について詳
細に説明されたい。
受入れに際して、日本語によるコミュ
ニケーション能力の習得と、介護に関
する十分な知識・技術の習得のため
の訪問介護員養成研修を受けること
が必要条件となると考えているが、研
修の実施場所については、現地にお
いて現地の言語を用いて実施した場
合であっても、介護に関する十分な技
術・知識の習得に支障をきたすもので
はないと考える。
上記のような点について再検討され、
その見解と今後の対応につき具体的
に提示されたい。

Ｃ Ⅲ

　外国人介護労働者の受入れに
ついては、犯罪の防止等に留意
し、我が国の労働市場への影響
等を勘案しつつ、国内において
慎重かつ十分な検討が必要であ
る。
　現在進められているフィリピン
とのＦＴＡ交渉においては、日本
の国家資格（介護福祉士）の取
得を前提に、その受入条件等も
含めて検討しながら、合意に向
けて交渉に臨んでいるところであ
る。その具体的な検討内容及び
スケジュールについては、状況
を見て適宜公表したいと考えて
いる。
　また、提案者の提案する条件・
内容をもって今後受入れ可能と
することができるかどうかについ
ては、今後の交渉の状況を踏ま
え、検討していきたいと考えてい
る。
　なお、ＦＴＡ交渉の相手国以外
の国からの受入れについては、
現在のところ考えていない。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

Ｃ Ⅲ

　現在進められているフィリ
ピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格（介護
福祉士）の取得を前提に、
その受入条件等も含めて検
討しながら、合意に向けて
交渉に臨んでいるところで
あり、その具体的な検討内
容及びスケジュールについ
ては、状況を見て適宜公表
したいと考えている。当面
のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、
フィリピンとの次回会合（第
４回）の場が設けられている
ところである。
　なお、前回回答でも述べ
たとおり、外国人介護労働
者の受入れについては、犯
罪の防止等に留意し、我が
国の労働市場への影響等
を勘案しつつ、国内におい
て慎重かつ十分な検討が
必要であることから、現在
進められているＦＴＡ交渉と
は別に、特区において先行
的に実施することは、現在
のところ考えていない。

1030 10301050

ヒューマン
ホールディ
ングス株
式会社

東南アジア諸国からの
介護・看護人材の育
成・受入構想

現行法令上、｢法第7条第6項の政令で定める
者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了
し、それぞれ当該各号に定める者から当該
研修を修了した旨の証明書の交付を受けた
者とする」として「一 　都道府県知事の行
う訪問介護員の養成に関する研修　当該都
道府県知事 」「二 　次項の規定により都
道府県知事が指定する者（以下「訪問介護
員養成研修事業者」という。）の行う研修
であって厚生労働省令で定める基準に適合
するものとして都道府県知事の指定を受け
たもの（以下「訪問介護員養成研修」とい
う。）　当該訪問介護員養成研修事業者」
（介護保険法施行令第3条）として、都道府
県知事の行う訪問介護員の研修を受ける
か、厚生労働省令の基準に適合し、都道府
県知事の指定を受けた事業者の研修を修了
し、証明書の交付を受けなければならない
が、特区においては、 日本に本拠地のある
事業者が海外の施設と提携して行う英語に
よる養成研修を受けた場合も訪問介護員の
証明書の交付を受けることを可能とする。

厚生労働
省

0930050
介護関連資格等
の取得における要
件の緩和について

・出入国管理及び難
民認定法第２条の２、
第１９条及び別表第１
の５

現在、外国からの介護
労働者の受入れは行っ
ていない。

Ｃ Ⅲ

介護労働者の受入れについては、現在進
められているＦＴＡ交渉の場において、タイ
やフィリピンから要望されているところであ
り、現在、規制改革・民間開放推進３か年
計画※に基づき、受入れを検討していると
ころである。
   受入れの検討に当たっては、我が国に
おける労働市場への影響を踏まえつつ、我
が国において資格を取得しやすくするよう
な環境の整備についても検討していくこと
が必要であると考えており、具体的な対応
については、今後の交渉の状況を踏まえ、
検討していきたいと考えている。

※規制改革・民間開放推進３か年計画
（抄）
「介護福祉士及びあん摩マッサージ指圧師
については、ＦＴＡ交渉における諸外国から
の要望も踏まえ、不法就労、不法滞在その
他犯罪の防止等に留意し、我が国の労働
市場への影響や相手国における同様の職
種の受入制度を勘案しつつ、ＦＴＡ交渉にお
いて合意した場合には、我が国の国家資
格を有するなどの一定の条件に基づき、速
やかに就労が可能となるように措置する。」

貴省の回答では、
「ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級講
座の講習を、海外
の研修所において
日本語で行った場
合にも、正式な講
習として認めるこ
と」、及び「フィリピ
ン人看護師資格を
持っていること、
ホームヘルパー２
級を修了している
ことなどを条件とし
て、日本での介護
実務経験2年目か
ら受験資格を与え
ることを認めるこ
と」について、なぜ
現状ではできない
か理由が明確にさ
れていないので、
貴省にて予定して
いる今後の検討の
具体的な内容及
び検討スケジュー
ルと併せて回答さ
れたい。
併せて、右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し回
答されたい。

来日前の現地教育期間は日本語教育が中心となるが、介護ヘ
ルパーとしての就労を目的とした日本語の学びであるから介護
の勉強も日本語教育の一環として取り入れる。そうすることに
よって介護の現場感覚を養うことにもなり、日本の福祉理念や
サービスの実際、職業倫理なども身につくと期待できる。その
際にだれが教えるかが重要になってくる。やはり現場経験が豊
富で教えるのにも慣れている人材となると、日本でホームヘル
パー養成講座を担当している先生が最適である。我々が提案
した特区の介護施設では養成講座も開講しているので、ここの
講師（施設関係者）を現地日本語教育の仕上げ段階に入る時
期にフィリピンに派遣してヘルパー２級講座の一部を教授す
る。その後来日した時には残りの講座を習得してヘルパー２級
修了者と認定する。このように海外での受講も正式な単位とし
て認めることによって、教育の効率化と一貫性を持たせること
ができる。同時に講師にとって現地での教室経験が学習者と
の人間的つながりを作る基礎ともなり、また相手国の文化や習
慣の一端に触れる良い機会ともなる。これは信頼関係を生み
来日後の就労指導や日常生活支援の際に大いに役立つので
ある。ホームヘルパー養成講座開講に関して施設要件に特段
の規定はない。一部を海外に移管することに大きな障碍となる
ものがあるとは思えない。また介護福祉士受験資格について
も、看護大学既卒者、現場経験など本国での学位や経験を精
査したうえで受験資格要件の中に組み入れることは適切な措
置と考える。なぜなら、日本型ノーマライゼーションは必ずしも
日本人にしかできないものではなく、外国人労働者を受け入れ
るのはそれをプラスに作用させる力となり、ますます加速する
高齢社会を支える介護福祉現場のあり方に、明るいモデルを
現出させるものとなると信じるからである。

Ｃ Ⅲ

　外国人介護労働者の受入
れについては、犯罪の防止
等に留意し、我が国の労働市
場への影響等を勘案しつつ、
国内において慎重かつ十分
な検討が必要である。
　現在進められているフィリピ
ンとのＦＴＡ交渉においては、
日本の国家資格（介護福祉
士）の取得を前提に、その受
入条件等も含めて検討しなが
ら、合意に向けて交渉に臨ん
でいるところである。その具
体的な検討内容及びスケ
ジュールについては、状況を
見て適宜公表したいと考えて
いる。
　また、提案者の提案する条
件・内容をもって今後受入れ
可能とすることができるかどう
かについては、今後の交渉
の状況を踏まえ、検討してい
きたいと考えている。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

Ｃ Ⅲ

　現在進められているフィリ
ピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格（介護
福祉士）の取得を前提に、
その受入条件等も含めて検
討しながら、合意に向けて
交渉に臨んでいるところで
あり、その具体的な検討内
容及びスケジュールについ
ては、状況を見て適宜公表
したいと考えている。当面
のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、
フィリピンとの次回会合（第
４回）の場が設けられている
ところである。
　なお、前回回答でも述べ
たとおり、外国人介護労働
者の受入れについては、犯
罪の防止等に留意し、我が
国の労働市場への影響等
を勘案しつつ、国内におい
て慎重かつ十分な検討が
必要であることから、現在
進められているＦＴＡ交渉と
は別に、特区において先行
的に実施することは、現在
のところ考えていない。

1069 10691020
ＡＨＰネット
ワーク協
同組合

新アジア共生ネット
ワークプロジェクト
◆フィリピン人介護ヘ
ルパー受入れ支援事
業◆

①ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級講座の講習を、海外の研修所
において日本語で行った場合にも、正式な
講習として認める。
②介護福祉士の受験資格として日本での実
務経験３年以上が必要であが、フィリピン
人看護師資格を持っていること、ホームヘ
ルパー２級を修了していることなどを条件
として、日本での介護実務経験2年目から受
験資格を与えることを認める。

厚生労働
省

0930050
介護関連資格等
の取得における要
件の緩和について

○介護保険法施行令
第3条
○訪問介護員に関す
る省令第5条

現在、海外での訪問介
護員養成研修は認めて
いない。

C

・ 御提案は、海外から介護労働者を受け
入れる際に、外国人介護労働者の養成の
ための研修を海外で行いたいとのものであ
り、本質的には、海外からの介護労働者の
受入れについてどのように考えるかという
問題である。
・ 介護労働者の受入れについては、現在
進められているＦＴＡ交渉の場において、タ
イやフィリピンから要望されているところで
あり、現在、規制改革・民間開放推進３か
年計画※に基づき、受入れを検討している
ところである。具体的な受入れの条件につ
いては、今後の交渉の状況を踏まえ、検討
していきたいと考えている。

※規制改革・民間開放推進３か年計画
（抄）
「介護福祉士及びあん摩マッサージ指圧師
については、ＦＴＡ交渉における諸外国から
の要望も踏まえ、不法就労、不法滞在その
他犯罪の防止等に留意し、我が国の労働
市場への影響や相手国における同様の職
種の受入制度を勘案しつつ、ＦＴＡ交渉にお
いて合意した場合には、我が国の国家資
格を有するなどの一定の条件に基づき、速
やかに就労が可能となるように措置する。

貴省の回答で
は、「海外におい
て訪問介護員養
成研修を実施す
る予定の事業者
についても、訪
問介護員養成研
修事業者の指定
を受けることがで
きるようにするこ
と」について、な
ぜ現状ではでき
ないか理由が明
確にされていな
いので、貴省に
て予定している
今後の検討の具
体的な内容及び
検討スケジュー
ルと併せて回答
されたい。
また、ＦＴＡ交渉
の相手国以外の
国の介護労働者
の受入れについ
てはどのように
考えるのか、併
せて回答された
い。

c

○　御提案は、海外から介護労働者を受け入れる際
に、外国人介護労働者の養成のための研修を海外で
行いたいとのものであり、これは、本質的には、海外か
らの介護労働者の受入れについてどのように考えるか
という問題である。従って、「海外において訪問介護員
養成研修を実施する予定の事業者についても、訪問
介護員養成研修事業者の指定を受けることができるよ
うにすること」については、それのみを取り上げて是非
を検討できるものではなく、海外からの介護労働者の
受入についてどのように考えるかという問題全体の中
で検討すべき問題である。
○　外国人介護労働者の受入れについては、不法就
労、不法滞在その他犯罪の防止等に留意し、我が国
の労働市場への影響等を勘案しつつ、国内において
慎重かつ十分な検討が必要である。
○　現在進められているフィリピンとのＦＴＡ交渉におい
ては、日本の国家資格(介護福祉士)の取得を前提に、
その受入条件等も含めて検討しながら、合意に向けて
交渉に臨んでいるところである。また、受入条件等につ
いては提案者からの意見も踏まえて検討を行っている
ところであり、その具体的な検討内容及びスケジュー
ルについては、状況を見て適宜公表したいと考えてい
る。
○　なお、ＦＴＡ交渉の相手国以外の国からの受入れ
については、前述のとおり国内において慎重かつ十分
な検討が必要であることから、現在のところ考えていな
い。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

Ｃ

　現在進められているフィリ
ピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格（介護
福祉士）の取得を前提に、
その受入条件等も含めて検
討しながら、合意に向けて
交渉に臨んでいるところで
あり、その具体的な検討内
容及びスケジュールについ
ては、状況を見て適宜公表
したいと考えている。当面
のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、
フィリピンとの次回会合（第
４回）の場が設けられている
ところである。
　なお、前回回答でも述べ
たとおり、外国人介護労働
者の受入れについては、犯
罪の防止等に留意し、我が
国の労働市場への影響等
を勘案しつつ、国内におい
て慎重かつ十分な検討が
必要であることから、現在
進められているＦＴＡ交渉と
は別に、特区において先行
的に実施することは、現在
のところ考えていない。

5064 50640019
株式会社
東京リーガ
ルマインド

0

介護保険法施行令第3条を改正し、海外にお
いて訪問介護員養成研修を実施する予定の
事業者についても、訪問介護員養成研修事
業者の指定を受けることができるようにす
ること。

厚生労働
省

0930060

外国人介護労働
者受入れの在留
資格新設に際する
日本語能力測定
基準の策定

・出入国管理及び難
民認定法第２条の２、
第１９条及び別表第１
の５

現在、外国からの介護
労働者の受入れは行っ
ていない。

Ｃ Ⅲ

介護労働者の受入れについては、
現在進められているＦＴＡ交渉の場
において、タイやフィリピンから要望
されているところであり、現在、規制
改革・民間開放推進３か年計画※
に基づき、受入れを検討していると
ころである。具体的な受入れの条
件については、今後の交渉の状況
を踏まえ、検討していきたいと考え
ている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
「介護福祉士及びあん摩マッサージ
指圧師については、ＦＴＡ交渉にお
ける諸外国からの要望も踏まえ、
不法就労、不法滞在その他犯罪の
防止等に留意し、我が国の労働市
場への影響や相手国における同様
の職種の受入制度を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、我が国の国家資格を有するな
どの一定の条件に基づき、速やか
に就労が可能となるように措置す
る。」

ＦＴＡ交渉におい
ては、主に介護
福祉士及びあん
摩マッサージ指
圧師の受入につ
いて話し合われ
ているとのことだ
が、訪問介護員
についてはＦＴＡ
にてどのように
検討されるの
か、貴省にて予
定している今後
の検討の具体的
な内容及び検討
スケジュールと
併せて回答され
たい。
併せて、右の提
案主体の意見も
踏まえ、再度検
討し回答された
い。

たとえば日本看護協会が出した三つの受入れ条件のうち二
つ、つまり安全に看護できる日本語能力の習得と国家資格取
得は、ともに日本語教育のあり方を問うているわけであるが、
これに応えられる日本語教育は今までなされたことがないし、
もちろん教材も開発されていない。そのような現状で、年度内
に結論を見るスケジュールで進められているFTAについても日
本語教育システムづくりを早急に立ち上げなければ人材の入
国は遅れるばかりである。とは言え、既成の日本語教育プログ
ラムで対応できるものでないことは我々の先の提案理由に述
べたところである。そこで我々は元横浜国大教授の日本語教育
研究者を中心に研究会を発足させている。これは当方のベトナ
ムでの看護師養成日本語教育の経験と研究者としての専門性
を活かした医療・福祉に特化した新たな日本語教育プログラム
立案を目的としている。外国人にとって病者や高齢者のことば
を聞き取るのは相当に高度な日本語力を必要とする。しかしそ
れを聞き、コミュニケートできる日本語力が求められるのがこの
職種である。更に介護日誌を記録するための書く能力や的確
に情報を伝える要約能力など、フィリピン国内の渡航前教育で
ある程度仕上げなければならないカリキュラムは多い。また
ホームヘルパー２級講座の一部受講も含めて、渡航前教育は
せいぜい１年間で終わらなければ、来日希望する者たちは痺
れを切らしてしまうだろう。外地で、非漢字圏の学習者に１年間
で高レベルの日本語教育を仕上げようというのは、日本語教育
界からすれば非常識な計画であるがそれを実行していくのが
特区やＦＴＡの現地事前教育である。「安全に看護できる日本
語能力の習得」というのは常識的であり、それ故に容易な要求
である。だが何をどこまで学習すればそれが満たされるのか、
その到達度を測る物差しはどれか、といえばまだ見えてないの
が現状。それを我々は「ジャパニーズ能力検定」として提案して
いるわけである。具体的には、①日本語学習は１週３６時間。
②メインテキストは７ヶ月で修了（能力試験３級レベル）。③聞き
取る能力と会話力の養成に重点を置く。④専門語彙力養成。
⑤ホームヘルパー２級の一部受講（能力試験２級レベル）。⑥
会話コミュニケーションを取り入れたジャパニーズ能力検定で
到達度を見極める。これを１年間で仕上げる日本語プログラム
である。医療・福祉人材の来日就労には日本語能力が条件の
一つになると思われるが、これについては来日目的に合致した
教育システムと能力評価についての充分な配慮が不可欠と考
える。
（右に続く）

（左より続く）
ＦＴＡについても決
断時期が迫ってい
るなか、「日本語
能力」という条件
だけが一人歩きし
ているのではない
だろうか。
「安全に看護でき
る日本語能力の
習得」は、こちらが
要求するとおりの
能力が身につく日
本語教育をする、
われわれ日本側
が担うものであ
る。その責を果た
すために現在どの
ような教育ビジョ
ンを持ち、日本語
教育を立ち上げよ
うとお考えなの
か、ぜひお伺いし
たい。

Ｃ Ⅲ

現在進められているフィリピ
ンとのＦＴＡ交渉においては、
日本の国家資格（介護福祉
士）の取得を前提に、その受
入条件等も含めて検討しなが
ら、合意に向けて交渉に臨ん
でいるところである。その具
体的な検討内容及びスケ
ジュールについては、状況を
見て適宜公表したいと考えて
いる。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

Ｃ Ⅲ

　現在進められているフィリ
ピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格（介護
福祉士）の取得を前提に、
その受入条件等も含めて検
討しながら、合意に向けて
交渉に臨んでいるところで
あり、その具体的な検討内
容及びスケジュールについ
ては、状況を見て適宜公表
したいと考えている。当面
のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、
フィリピンとの次回会合（第
４回）の場が設けられている
ところである。
　なお、前回回答でも述べ
たとおり、外国人介護労働
者の受入れについては、犯
罪の防止等に留意し、我が
国の労働市場への影響等
を勘案しつつ、国内におい
て慎重かつ十分な検討が
必要であることから、現在
進められているＦＴＡ交渉と
は別に、特区において先行
的に実施することは、現在
のところ考えていない。

1069 10691030
ＡＨＰネット
ワーク協
同組合

新アジア共生ネット
ワークプロジェクト
◆フィリピン人介護ヘ
ルパー受入れ支援事
業◆

現在、就労資格の付与条件として日本語能
力が法令上明確に求められているというこ
とはない。しかし、実際には入国審査の運
用上、日本語の能力が要求されている。そ
こで、外国人に就労資格を与えるのに、日
本語能力を測定する基準を明確にする必要
がある。特に、介護は言葉によるコミュニ
ケーションが重要な職業であることから、
新設する【特定活動ビザ（介護）】には、
それに適した日本語能力を測定する基準を
設置することが必要である。

5



09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930070

外国人看護師日
本の看護師資格を
取得した外国人の
就労制限の撤廃

・出入国管理及び難
民認定法第７条
・出入国管理及び難
民認定法第７条第１
項第２号の基準を定
める省令：法別表第１
の２の表の医療の項
の下欄に掲げる活動

　日本の看護師学校等
を卒業し、日本の看護師
免許を取得した外国人
は、「医療」の在留資格
を取得し、４年間の研修
として看護業務に従事
することができる。

Ｃ

　現在、我が国はフィリピンとのＦＴ
Ａ交渉において、フィリピン人看護
師の受け入れ及び在留資格の緩
和等について交渉を進めているとこ
ろであり、その具体的な条件等につ
いては、規制改革・民間開放推進３
か年計画（平成１６年３月１９日閣
議決定）※に基づき、今後の交渉
状況を踏まえて検討していきたいと
考えている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
　「ＦＴＡ交渉における諸外国からの
要望も踏まえ、我が国の労働市場
への影響や相手国における同様の
職種の受入体制等を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、医療分野の我が国の国家資格
を取得した外国人に対しては、就労
制限の緩和を図る。」

「外国人が日本の
看護師資格を取
得した場合、4年
間のみの研修とし
ての業務以外は
認められていない
が、特区において
は、この制限を撤
廃する」ことについ
て、現状ではなぜ
できないか、提案
者の提案している
条件･内容では今
後可能とすること
ができなのいか、
理由を明確に示さ
れたい。
また、貴省におい
て行うこととしてい
る検討の具体的
内容及びスケ
ジュールについて
も併せて回答され
たい。
さらに、ＦＴＡ交渉
の相手国以外の
国の看護師の受
入れについてはど
のように考えるの
か、併せて回答さ
れたい。
併せて、右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し回
答されたい。

貴省は「現在、我が国はフィリピン
とのＦＴＡ交渉において、フィリピン
人看護師の受け入れ及び在留資
格の緩和等について交渉を進め
ているところであり、現在、規制改
革・民間開放推進3ヵ年計画に基
づき、今後の交渉を踏まえて検討
していきたいと考えている。」と回
答しているが、受入れについての
具体的な方針と制度の整備が現
段階では不明確であり、その点に
ついて詳細に説明されたい。
受入れに際して、日本語によるコ
ミュニケーション能力の習得と、看
護に関する十分な知識・技術の習
得及び看護師資格の取得が必要
条件となると考えているが、看護
師資格については日本の看護師
資格と同等以上と認めることが出
来る場合には、海外の看護師資
格の取得者が日本国内で看護師
業務に従事しても、そのことにより
支障をきたすものではないと考え
る。
上記のような点について再検討さ
れ、その見解と今後の対応につき
具体的に提示されたい。

c

　現在の看護師に係る「医療」の在留資格は、労働力
としての受け入れを前提としたものではなく、外国人が
我が国で得た看護知識・技術を修得した上で帰国し、
母国での看護業務に役立てていただくという技術協力
の観点から設定されたものであり、看護知識・技術を
修得するための期間としては４年間が適当であること
から、この撤廃は困難である。
　また、ＦＴＡ交渉が合意された場合には、規制改革・民
間開放推進３か年計画に基づき、我が国の労働市場
への影響を踏まえ、就労制限の緩和を逐次実施するこ
ととしている。
　現在進められているフィリピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格取得を前提に、その受入条件等も
含めて検討しながら、合意に向けて交渉に臨んでい
る。その内容については、状況を見て適宜公表した
い。
　なお、ＦＴＡ交渉の相手国以外の国からの看護師受
入については、従来の「医療」による在留資格により実
施することとしている。
　日本の看護師資格は日本の医療現場において、看
護業務を行うに足りる知識・技術の有無を国家試験に
より確認し、合格した者に免許が与えられるものであ
る。したがって、日本で安全・適正に看護業務を行うた
めには、日本の看護師資格の取得が不可欠であり、看
護師資格の相互承認は不適切である。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

C

　既にお示ししているとおり、現在進めら
れているフィリピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格取得を前提に合意に
向けた交渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えながら、ＦＴ
Ａ相手国の看護師が日本の看護師国家
資格を円滑に取得できるような環境整備
などを含めて受入条件を検討していると
ころである。その具体的な検討内容及び
スケジュールについては、交渉の状況を
見て適宜公表したいと考えている。
　当面のスケジュールとしては、９月６日
から８日にかけて、フィリピンとの次回会
合（第４回）の場が設けられているところ
である。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進めている
中であることから、個別に一部の地域の
みに限定して先行的に実施することは、
交渉に支障をきたすものであり不適当で
ある。

1030 10301011

ヒューマン
ホールディ
ングス株
式会社

東南アジア諸国からの
介護・看護人材の育
成・受入構想

現行法令上、「入国審査官は、・・・当該
外国人が次の各号に掲げる上陸のための条
件に適合しているかどうか審査しなければ
ならない」（出入国管理及び難民認定法第7
条）として、「三　申請人が保健師、助産
師、看護師又は准看護師としての業務に従
事しようとする場合には、保健師助産師看
護師学校養成所指定規則第1条第1項に規定
する学校、養成所又は准看護師養成所を卒
業又は修了後4年以内の期間中に研修として
業務を行うこと」（同法省令）とあり、外
国人が日本の看護師資格を取得した場合、4
年間のみの研修としての業務以外は認めら
れていないが、特区においては、この制限
を撤廃し、海外における看護師資格の取得
者については、就労ビザ（医療）を発給
し、更新可能な１年又は３年の就労資格を
与えるものとする。

厚生労働
省

0930070

外国人看護師日
本の看護師資格を
取得した外国人の
就労制限の撤廃
緩和

・出入国管理及び難
民認定法第７条
・出入国管理及び難
民認定法第７条第１
項第２号の基準を定
める省令：法別表第１
の２の表の医療の項
の下欄に掲げる活動

　日本の看護師学校等
を卒業し、日本の看護師
免許を取得した外国人
は、「医療」の在留資格
を取得し、４年間の研修
として看護業務に従事
することができる。

Ｃ

　現在、我が国はフィリピンとのＦＴ
Ａ交渉において、フィリピン人看護
師の受け入れ及び在留資格の緩
和等について交渉を進めているとこ
ろであり、その具体的な条件等につ
いては、規制改革・民間開放推進３
か年計画（平成１６年３月１９日閣
議決定）※に基づき、今後の交渉
状況を踏まえて検討していきたいと
考えている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
　「ＦＴＡ交渉における諸外国からの
要望も踏まえ、我が国の労働市場
への影響や相手国における同様の
職種の受入体制等を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、医療分野の我が国の国家資格
を取得した外国人に対しては、就労
制限の緩和を図る。」

「外国人看護師に
対し設定されてい
る研修期間制限
の緩和（在留期間
を更新が不可能な
４年間から更新可
能な１年又は３年
に変更）」につい
て、現状ではなぜ
できないか、提案
者の提案している
条件･内容では今
後可能とすること
ができなのいか、
理由を明確に示さ
れたい。
また、貴省におい
て行うこととしてい
る検討の具体的
内容及びスケ
ジュールについて
も併せて回答され
たい。
さらに、ＦＴＡ交渉
の相手国以外の
国の看護師の受
入れについてはど
のように考えるの
か、併せて回答さ
れたい。
併せて、右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し回
答されたい。

今回、前向きな検討を頂き高く評
価させていただきますが、引き続
き前向きに検討頂きたいと思いま
す。また、以下の質問について回
答をお願いします。　①「規制改
革･民間開放推進３ヵ年計画」で
就労条件の緩和を図るとしており
ますが、４年の就労制限の撤廃は
行うのでしょうか。　②４年の就労
制限の緩和、撤廃以外に、就労
条件の緩和方法はあるのでしょう
か。　③「FTA」が合意した国から
受け入れを検討するとしておりま
すが、就労制限の緩和は図るの
でしょうか。　また、他の条件（看
護師国家試験受験資格の緩和、
看護師の相互認証、一般派遣の
容認）も含め緩和された場合に
は、弊社は前向きな検討をしたく
宜しくお願いします。

c

　現在の看護師に係る「医療」の在留資格は、労働力
としての受け入れを前提としたものではなく、外国人が
我が国で得た看護知識・技術を修得した上で帰国し、
母国での看護業務に役立てていただくという技術協力
の観点から設定されたものであり、看護知識・技術を
修得するための期間としては４年間が適当であること
から、この撤廃は困難である。
　また、ＦＴＡ交渉が合意された場合には、規制改革・民
間開放推進３か年計画に基づき、我が国の労働市場
への影響を踏まえ、就労制限の緩和を逐次実施するこ
ととしている。
　なお、現在進められているフィリピンとのＦＴＡ交渉に
おいては、日本の国家資格取得を前提に、その受入条
件等も含めて検討しながら、合意に向けて交渉に臨ん
でいる。その内容については、状況を見て適宜公表し
たい。
　さらに、国家試験の受験資格要件の緩和について
は、平成１７年度の国家試験から実施するため、今年
度中に通知を発出することとしている。
　ＦＴＡ交渉の相手国以外の国からの看護師受入につ
いては、従来の「医療」による在留資格により実施する
こととしている。
　日本の看護師資格は日本の医療現場において、看
護業務を行うに足りる知識・技術の有無を国家試験に
より確認し、合格した者に免許が与えられるものであ
る。したがって、日本で安全・適正に看護業務を行うた
めには、日本の看護師資格の取得が不可欠であり、看
護師資格の相互承認は不適切である。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
また、ＦＴＡ
交渉とは別
に、特区に
おいて先行
的に実施で
きないので
あれば、そ
の理由を示
されたい。
併せて、右
の提案主体
からの意見
を踏まえ、再
度検討し回
答されたい。

今回の再検討要請に対する回答について、以下について再度
回答をお願いします。①「医療」の在留資格を「労働力」ではな
く「技術協力」との回答ですが、外国人看護師や病院の中に
は、「技術協力」という側面よりも「労働力」という側面の方が強
い場合もあるのではないでしょうか。選択の幅を広げるという
観点から一律に「技術協力」と固定するよりは、就労制限を課
さない場合もありえる制度設計があっても良いのではないで
しょうか。現状の「医療」の在留資格が「技術協力」の観点から
設立されたことが、４年の就労制限撤廃の制限になっているの
であれば、外国人看護師を「労働力」として位置付ける在留資
格の新設を求めます。②規制改革・民間開放推進３ヵ年計画
で「FTAで合意した場合は、就労制限の緩和を逐次実施するこ
ととしている」とのことですが、FTAで合意した国には４年の就
労制限の撤廃を即時実施するのではないのでしょうか。今後
のFTA交渉の状況を見て適切な時期に公表をお願いします。
現状の就労制限自体が、わが国での就労意欲のある高度な
人材のインセンティブを著しく低下させ、有効な活用を阻害して
おり、「緩和を逐次実施」という「規制改革民間開放推進３ヵ年
計画」の規定路線以上の改革を今後とも是非前向きに検討を
お願いします。③FTA相手国以外からの看護師の受入れにつ
いて「従来の「医療」による在留資格により実施することとして
いる」とのことですが、就労制限の撤廃・緩和は行われないの
でしょうか。

C

　今回のＦＴＡ交渉においては、ＦＴＡ全体
の合意の中で相手国の看護師を我が国
の「労働力」として受け入れることとしてい
る。
　在留資格の検討については、ＦＴＡ交渉
の相手国と協議する中で対応したいと考
えており、その内容については、交渉の
状況を見て適宜公表したい。
　ＦＴＡ交渉の相手国以外の国からの看
護師の受け入れは、「医療」の在留資格
により実施することとしており、就労制限
の撤廃・緩和は行わない。
　既にお示ししているとおり、現在進めら
れているフィリピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格取得を前提に合意に
向けた交渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えながら、ＦＴ
Ａ相手国の看護師が日本の看護師国家
資格を円滑に取得できるような環境整備
などを含めて受入条件を検討していると
ころである。その具体的な検討内容及び
スケジュールについては、交渉の状況を
見て適宜公表したいと考えている。
　当面のスケジュールとしては、９月６日
から８日にかけて、フィリピンとの次回会
合（第４回）の場が設けられているところ
である。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進めている
中であることから、個別に一部の地域の
みに限定して先行的に実施することは、
交渉に支障をきたすものであり不適当で
ある。

1038 10381021
セントス
タッフ株式
会社

「医療・介護分野にお
けるWINWINトラベ
リングナースシステム
ビジネスモデル」

・外国（日本の看護師レベル相当以上の国
と厚生労働省が認めた国のみ）で日本の看
護師資格に相当する資格を得た者に対する
「医療」の就労できる在留資格の取得

・外国人看護師に対し設定されている研修
期間制限の緩和（在留期間を更新が不可能
な４年間から更新可能な１年又は３年に変
更）

厚生労働
省

0930070

日本の看護師資
格を取得した外国
人の就労制限の
撤廃

・出入国管理及び難
民認定法第７条
・出入国管理及び難
民認定法第７条第１
項第２号の基準を定
める省令：法別表第１
の２の表の医療の項
の下欄に掲げる活動

　日本の看護師学校等
を卒業し、日本の看護師
免許を取得した外国人
は、「医療」の在留資格
を取得し、４年間の研修
として看護業務に従事
することができる。

Ｃ

　現在、我が国はフィリピンとのＦＴ
Ａ交渉において、フィリピン人看護
師の受け入れ及び在留資格の緩
和等について交渉を進めているとこ
ろであり、その具体的な条件等につ
いては、規制改革・民間開放推進３
か年計画（平成１６年３月１９日閣
議決定）※に基づき、今後の交渉
状況を踏まえて検討していきたいと
考えている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
　「ＦＴＡ交渉における諸外国からの
要望も踏まえ、我が国の労働市場
への影響や相手国における同様の
職種の受入体制等を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、医療分野の我が国の国家資格
を取得した外国人に対しては、就労
制限の緩和を図る。」

「看護師国家試験
の受験資格取得
後に更新可能な
在留資格（「医
療」）を付与するも
のとする」ことにつ
いて、現状ではな
ぜできないか、提
案者の提案してい
る条件･内容では
今後可能とするこ
とができなのい
か、理由を明確に
示されたい。
また、貴省におい
て行うこととしてい
る検討の具体的
内容及びスケ
ジュールについて
も併せて回答され
たい。
さらに、ＦＴＡ交渉
の相手国以外の
国の看護師の受
入れについてはど
のように考えるの
か、併せて回答さ
れたい。
併せて、右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し回
答されたい。

「規制改革民間開放推進３ヵ年計
画」には、ＦＴＡで合意した国から
具体的な検討に入ると記載してお
り、前向きな検討をお願いしたい。

c

　現在の看護師に係る「医療」の在
留資格は、労働力としての受け入
れを前提としたものではなく、外国
人が我が国で得た看護知識・技術
を修得した上で帰国し、母国での看
護業務に役立てていただくという技
術協力の観点から設定されたもの
であり、看護知識・技術を修得する
ための期間としては４年間が適当
であることから、この撤廃は困難で
ある。
　また、ＦＴＡ交渉が合意された場合
には、規制改革・民間開放推進３か
年計画に基づき、我が国の労働市
場への影響を踏まえ、就労制限の
緩和を逐次実施することとしてい
る。
　なお、現在進められているフィリピ
ンとのＦＴＡ交渉においては、日本
の国家資格取得を前提に、その受
入条件等も含めて検討しながら、合
意に向けて交渉に臨んでいる。そ
の内容については、状況を見て適
宜公表したい。
　さらに、国家試験の受験資格要件
の緩和については、平成１７年度の
国家試験から実施するため、今年
度中に通知を発出することとしてい
る。
　ＦＴＡ交渉の相手国以外の国から
の看護師受入については、従来の
「医療」による在留資格により実施
することとしている。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

C

　既にお示ししているとおり、現在
進められているフィリピンとのＦＴＡ
交渉においては、日本の国家資
格取得を前提に合意に向けた交
渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えな
がら、ＦＴＡ相手国の看護師が日
本の看護師国家資格を円滑に取
得できるような環境整備などを含
めて受入条件を検討しているとこ
ろである。その具体的な検討内容
及びスケジュールについては、交
渉の状況を見て適宜公表したいと
考えている。
　当面のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、フィリピ
ンとの次回会合（第４回）の場が
設けられているところである。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進
めている中であることから、個別
に一部の地域のみに限定して先
行的に実施することは、交渉に支
障をきたすものであり不適当であ
る。

1043 10431011
株式会社
麻生　飯塚
病院

地方での外国人看護
師の就業プロジェクト

現在、外国人が日本で看護師として就労す
るためには、厚生労働大臣等の指定する看
護学校で入学・卒業し、国家試験に合格し
なければならない。また、合格後に日本の
医療機関で就労する場合も研修目的で４年
間限りの在留期間しか認められていない。

特例措置によって、自国の看護師資格を有
し、一定の実務経験と日本語能力があると
認められた者については、日本の看護専門
学校の最終学年（３年次）を修了すれば看
護師国家試験の受験資格を与えることと
し、当該資格取得後に更新可能な在留資格
（「医療」）を付与するものとする。

厚生労働
省

0930070

外国人看護師日
本の看護師資格を
取得した外国人の
就労制限の撤廃

・出入国管理及び難
民認定法第７条
・出入国管理及び難
民認定法第７条第１
項第２号の基準を定
める省令：法別表第１
の２の表の医療の項
の下欄に掲げる活動

　日本の看護師学校等
を卒業し、日本の看護師
免許を取得した外国人
は、「医療」の在留資格
を取得し、４年間の研修
として看護業務に従事
することができる。

Ｃ

　現在、我が国はフィリピンとのＦＴ
Ａ交渉において、フィリピン人看護
師の受け入れ及び在留資格の緩
和等について交渉を進めているとこ
ろであり、その具体的な条件等につ
いては、規制改革・民間開放推進３
か年計画（平成１６年３月１９日閣
議決定）※に基づき、今後の交渉
状況を踏まえて検討していきたいと
考えている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
　「ＦＴＡ交渉における諸外国からの
要望も踏まえ、我が国の労働市場
への影響や相手国における同様の
職種の受入体制等を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、医療分野の我が国の国家資格
を取得した外国人に対しては、就労
制限の緩和を図る。」

「現行の研修
目的の４年限
りの条件は撤
廃する」ことに
ついて、現状
ではなぜでき
ないか、提案
者の提案して
いる条件･内
容では今後
可能とするこ
とができなの
いか、理由を
明確に示され
たい。
また、貴省に
おいて行うこ
ととしている
検討の具体
的内容及びス
ケジュールに
ついても併せ
て回答された
い。

c

　現在の看護師に係る「医療」の
在留資格は、労働力としての受
け入れを前提としたものではな
く、外国人が我が国で得た看護
知識・技術を修得した上で帰国
し、母国での看護業務に役立て
ていただくという技術協力の観点
から設定されたものであり、看護
知識・技術を修得するための期
間としては４年間が適当であるこ
とから、この撤廃は困難である。
　また、ＦＴＡ交渉が合意された
場合には、規制改革・民間開放
推進３か年計画に基づき、我が
国の労働市場への影響を踏ま
え、就労制限の緩和を逐次実施
することとしている。
　なお、現在進められているフィ
リピンとのＦＴＡ交渉においては、
日本の国家資格取得を前提に、
その受入条件等も含めて検討し
ながら、合意に向けて交渉に臨
んでいる。その内容については、
状況を見て適宜公表したい。
　さらに、国家試験の受験資格
要件の緩和については、平成１
７年度の国家試験から実施する
ため、今年度中に通知を発出す
ることとしている。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

C

　既にお示ししているとおり、現在
進められているフィリピンとのＦＴＡ
交渉においては、日本の国家資
格取得を前提に合意に向けた交
渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えな
がら、ＦＴＡ相手国の看護師が日
本の看護師国家資格を円滑に取
得できるような環境整備などを含
めて受入条件を検討しているとこ
ろである。その具体的な検討内容
及びスケジュールについては、交
渉の状況を見て適宜公表したいと
考えている。
　当面のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、フィリピ
ンとの次回会合（第４回）の場が
設けられているところである。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進
めている中であることから、個別
に一部の地域のみに限定して先
行的に実施することは、交渉に支
障をきたすものであり不適当であ
る。

1045 10451011
特定医療
法人社団
仙齢会

医療へのフィリピン人
看護師の受け入れ促
進

フィリピン人看護師有資格者については、
看護師国家試験を合格した等との条件に
よって、日本の看護師資格を付与する。
もって現行の研修目的の４年限りの条件は
撤廃する。
また、看護師国家試験の受験要件について
は、日本と相当と認められるフィリピンの
看護学部（大学相当）を卒業したもの、
フィリピンの看護師資格を有することを必
要十分な条件として日本の看護師国家資格
の受験資格を付与する。もって現行の日本
の看護師養成学校等を卒業する要件は撤廃
する。

6



09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930070

外国人看護師日
本の看護師資格を
取得した外国人の
就労制限の撤廃

・出入国管理及び難
民認定法第７条
・出入国管理及び難
民認定法第７条第１
項第２号の基準を定
める省令：法別表第１
の２の表の医療の項
の下欄に掲げる活動

　日本の看護師学校等
を卒業し、日本の看護師
免許を取得した外国人
は、「医療」の在留資格
を取得し、４年間の研修
として看護業務に従事
することができる。

Ｃ

　現在、我が国はフィリピンとのＦＴ
Ａ交渉において、フィリピン人看護
師の受け入れ及び在留資格の緩
和等について交渉を進めているとこ
ろであり、その具体的な条件等につ
いては、規制改革・民間開放推進３
か年計画（平成１６年３月１９日閣
議決定）※に基づき、今後の交渉
状況を踏まえて検討していきたいと
考えている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
　「ＦＴＡ交渉における諸外国からの
要望も踏まえ、我が国の労働市場
への影響や相手国における同様の
職種の受入体制等を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、医療分野の我が国の国家資格
を取得した外国人に対しては、就労
制限の緩和を図る。」

「現在、外国人看
護師は、日本の看
護師国家資格を
取得しても研修目
的として４年のみ
の就労に限られて
いるが、この期間
制限を撤廃し在留
資格の更新が可
能なようにする」こ
とについて、現状
ではなぜできない
か、提案者の提案
している条件･内
容では今後可能と
することができな
のいか、理由を明
確に示されたい。
また、貴省におい
て行うこととしてい
る検討の具体的
内容及びスケ
ジュールについて
も併せて回答され
たい。
併せて、右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し回
答されたい。

「規制改革民間推進3ｶ年計画」に
は、ＦＴＡ交渉の合意の成否と係
わらず、平成16年度中に措置をす
ると閣議決定が行われている。平
成16年度中とあと半年程度しかな
く、現在どういうスキ－ムで利害関
係者の調整を図っており（審議会
などのスキ－ムか）、何時どのよう
な形態（法令や通達）で全国区で
対応する予定なのか、その際の
条件や要件について、こちらも受
け入れの準備をするにあたって院
内の整備を行っていきたいと考え
ているので、ご教示願いたい。

c

　現在の看護師に係る「医療」の
在留資格は、労働力としての受
け入れを前提としたものではな
く、外国人が我が国で得た看護
知識・技術を修得した上で帰国
し、母国での看護業務に役立て
ていただくという技術協力の観点
から設定されたものであり、看護
知識・技術を修得するための期
間としては４年間が適当であるこ
とから、この撤廃は困難である。
　また、ＦＴＡ交渉が合意された
場合には、規制改革・民間開放
推進３か年計画に基づき、我が
国の労働市場への影響を踏ま
え、就労制限の緩和を逐次実施
することとしている。
　なお、現在進められているフィ
リピンとのＦＴＡ交渉においては、
日本の国家資格取得を前提に、
その受入条件等も含めて検討し
ながら、合意に向けて交渉に臨
んでいる。その内容については、
状況を見て適宜公表したい。
　さらに、国家試験の受験資格
要件の緩和については、平成１
７年度の国家試験から実施する
ため、今年度中に通知を発出す
ることとしている。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
また、ＦＴＡ
交渉とは別
に、特区に
おいて先行
的に実施で
きないので
あれば、そ
の理由を示
されたい。
併せて、右
の提案主体
からの意見
を踏まえ、再
度検討し回
答されたい。

「労働市場への影響を見て」とのことだが、これは看護師の労
働需給をみて、就労制限年数を上下させるとのことか、若しく
は総枠の数量制限を行うということなのか。ＦＴＡ交渉の状況を
見て適切な時期に公表願いたい。

C

　既にお示ししているとおり、現在
進められているフィリピンとのＦＴＡ
交渉においては、日本の国家資
格取得を前提に合意に向けた交
渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えな
がら、ＦＴＡ相手国の看護師が日
本の看護師国家資格を円滑に取
得できるような環境整備、受入人
数、就業年数及び状況に応じた
見直しなどを含めて受入条件を検
討しているところである。その具体
的な検討内容及びスケジュール
については、交渉の状況を見て適
宜公表したいと考えている。
　当面のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、フィリピ
ンとの次回会合（第４回）の場が
設けられているところである。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進
めている中であることから、個別
に一部の地域のみに限定して先
行的に実施することは、交渉に支
障をきたすものであり不適当であ
る。

1062 10621011
医療法人
弘仁会　板
倉病院

船橋市における医療
の国際化に向けた外
国人看護師活用構想

日本人看護師の就労環境の確保、コミュ
ニュケーションミスによるヒアリハットの
防止といった観点から現在外国人が看護師
になることに不必要に高いハードルを設け
ている。しかしながら、今後の少子高齢化
及び国際化の流れの中、外国人も高い専門
性と技能を有するとみなされる者に限り、
日本の看護師国家資格の取得を条件に日本
での就労が可能となる特例措置を講ずるべ
き。具体的には、
①現在、外国人看護師は、日本の看護師国
家資格を取得しても研修目的として４年の
みの就労に限られているが、この期間制限
を撤廃し在留資格の更新が可能なようにす
る。
②現行制度では、日本の看護師国家資格の
取得には、日本の看護師養成校を卒業する
必要があるが、フィリピンの看護師資格保
有者に限り、日本の看護師国家試験の受験
資格を与える。

厚生労働
省

0930070

外国人看護師日
本の看護師資格を
取得した外国人の
就労制限の撤廃

・出入国管理及び難
民認定法第７条
・出入国管理及び難
民認定法第７条第１
項第２号の基準を定
める省令：法別表第１
の２の表の医療の項
の下欄に掲げる活動

　日本の看護師学校等
を卒業し、日本の看護師
免許を取得した外国人
は、「医療」の在留資格
を取得し、４年間の研修
として看護業務に従事
することができる。

Ｃ

　現在、我が国はフィリピンとのＦＴ
Ａ交渉において、フィリピン人看護
師の受け入れ及び在留資格の緩
和等について交渉を進めているとこ
ろであり、その具体的な条件等につ
いては、規制改革・民間開放推進３
か年計画（平成１６年３月１９日閣
議決定）※に基づき、今後の交渉
状況を踏まえて検討していきたいと
考えている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
　「ＦＴＡ交渉における諸外国からの
要望も踏まえ、我が国の労働市場
への影響や相手国における同様の
職種の受入体制等を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、医療分野の我が国の国家資格
を取得した外国人に対しては、就労
制限の緩和を図る。」

「外国人看護師に
対しては現在研修
目的の４年間限り
の就労が認められ
ているが、更新可
能なビザに改め
る｣こと、及び「フィ
リピンの看護師資
格を条件として一
定期間の日本語
教育を経たものに
対して、ビザ（医
療）を発給し、看護
師として就労を許
可する」ことについ
て、現状ではなぜ
できないか、提案
者の提案している
条件･内容では今
後可能とすること
ができなのいか、
理由を明確に示さ
れたい。
また、貴省におい
て行うこととしてい
る検討の具体的
内容及びスケ
ジュールについて
も併せて回答され
たい。

c

　現在の看護師に係る「医療」の在
留資格は、労働力としての受け入
れを前提としたものではなく、外国
人が我が国で得た看護知識・技術
を修得した上で帰国し、母国での看
護業務に役立てていただくという技
術協力の観点から設定されたもの
であり、看護知識・技術を修得する
ための期間としては４年間が適当
であることから、この撤廃は困難で
ある。
　日本の看護師資格は日本の医療
現場において、看護業務を行うに足
りる知識・技術の有無を国家試験に
より確認し、合格した者に免許が与
えられるものである。したがって、日
本で安全・適正に看護業務を行うた
めには、日本の看護師資格の取得
が不可欠であり、看護師資格の相
互承認は不適切である。
　また、ＦＴＡ交渉が合意された場合
には、規制改革・民間開放推進３か
年計画に基づき、我が国の労働市
場への影響を踏まえ、就労制限の
緩和を逐次実施することとしてい
る。
　なお、現在進められているフィリピ
ンとのＦＴＡ交渉においては、日本
の国家資格取得を前提に、その受
入条件等も含めて検討しながら、合
意に向けて交渉に臨んでいる。そ
の内容については、状況を見て適
宜公表したい。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

C

　既にお示ししているとおり、現在
進められているフィリピンとのＦＴＡ
交渉においては、日本の国家資
格取得を前提に合意に向けた交
渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えな
がら、ＦＴＡ相手国の看護師が日
本の看護師国家資格を円滑に取
得できるような環境整備などを含
めて受入条件を検討しているとこ
ろである。その具体的な検討内容
及びスケジュールについては、交
渉の状況を見て適宜公表したいと
考えている。
　当面のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、フィリピ
ンとの次回会合（第４回）の場が
設けられているところである。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進
めている中であることから、個別
に一部の地域のみに限定して先
行的に実施することは、交渉に支
障をきたすものであり不適当であ
る。

1100 11001011
医療法人
あかね会

外国人看護師の就労
期間の上限の撤廃と、
相手国の看護師資格
を基にビザ（医療）の
発給を可能にする構想

外国人看護師に対しては現在研修目的の４
年間限りの就労が認められているが、更新
可能なビザに改める。またフィリピンの看
護師資格を条件として一定期間の日本語教
育を経たものに対して、ビザ（医療）を発
給し、看護師として就労を許可する。

厚生労働
省

0930070

外国人看護師日
本の看護師資格を
取得した外国人の
就労制限の撤廃

・出入国管理及び難
民認定法第７条
・出入国管理及び難
民認定法第７条第１
項第２号の基準を定
める省令：法別表第１
の２の表の医療の項
の下欄に掲げる活動

　日本の看護師学校等
を卒業し、日本の看護師
免許を取得した外国人
は、「医療」の在留資格
を取得し、４年間の研修
として看護業務に従事
することができる。

Ｃ

　現在、我が国はフィリピンとのＦＴ
Ａ交渉において、フィリピン人看護
師の受け入れ及び在留資格の緩
和等について交渉を進めているとこ
ろであり、その具体的な条件等につ
いては、規制改革・民間開放推進３
か年計画（平成１６年３月１９日閣
議決定）※に基づき、今後の交渉
状況を踏まえて検討していきたいと
考えている。

※規制改革・民間開放推進３か年
計画（抄）
　「ＦＴＡ交渉における諸外国からの
要望も踏まえ、我が国の労働市場
への影響や相手国における同様の
職種の受入体制等を勘案しつつ、Ｆ
ＴＡ交渉において合意した場合に
は、医療分野の我が国の国家資格
を取得した外国人に対しては、就労
制限の緩和を図る。」

「日本の看護師
試験国家試験合
格者は４年を超
えて看護業務に
従事できるものと
する」ことについ
て、現状ではな
ぜできないか、
提案者の提案し
ている条件･内容
では今後可能と
することができな
のいか、理由を
明確に示された
い。
また、貴省にお
いて行うこととし
ている検討の具
体的内容及びス
ケジュールにつ
いても併せて回
答されたい。

c

　現在の看護師に係る「医
療」の在留資格は、労働力と
しての受け入れを前提とした
ものではなく、外国人が我が
国で得た看護知識・技術を修
得した上で帰国し、母国での
看護業務に役立てていただく
という技術協力の観点から設
定されたものであり、看護知
識・技術を修得するための期
間としては４年間が適当であ
ることから、この撤廃は困難
である。
　また、ＦＴＡ交渉が合意され
た場合には、規制改革・民間
開放推進３か年計画に基づ
き、我が国の労働市場への
影響を踏まえ、就労制限の緩
和を逐次実施することとして
いる。
　なお、現在進められている
フィリピンとのＦＴＡ交渉にお
いては、日本の国家資格取
得を前提に、その受入条件
等も含めて検討しながら、合
意に向けて交渉に臨んでい
る。その内容については、状
況を見て適宜公表したい。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

C

　既にお示ししているとおり、現在
進められているフィリピンとのＦＴＡ
交渉においては、日本の国家資
格取得を前提に合意に向けた交
渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えな
がら、ＦＴＡ相手国の看護師が日
本の看護師国家資格を円滑に取
得できるような環境整備などを含
めて受入条件を検討しているとこ
ろである。その具体的な検討内容
及びスケジュールについては、交
渉の状況を見て適宜公表したいと
考えている。
　当面のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、フィリピ
ンとの次回会合（第４回）の場が
設けられているところである。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進
めている中であることから、個別
に一部の地域のみに限定して先
行的に実施することは、交渉に支
障をきたすものであり不適当であ
る。

1307 13071011

株式会社
日立製作
所日立総
合病院

フィリピン国看護学部
卒看護師雇用プロジェ
クト

フィリピンにおいて看護師の資格を取得し
た者については日本の看護師国家試験を受
験できるものとし国家試験合格者は４年を
超えて看護業務に従事できるものとする。

厚生労働
省

0930080

看護師資格の相
互認証等による外
国人看護師の在
留資格の付与

・出入国管理及び難
民認定法第７条
・出入国管理及び難
民認定法第７条第１
項第２号の基準を定
める省令：法別表第１
の２の表の医療の項
の下欄に掲げる活動

　外国人看護師が、我
が国で看護業務に従事
するためには、保健師
助産師看護師法に規定
する日本の看護師免許
を取得する必要がある。
　外国で看護教育を受
けた者が日本国内で看
護業務に従事するため
には次の２通りの方策
がある。
①「永住者」等の在留資
格に制限のない在留資
格を有し、厚生労働大臣
が一定以上の知識、技
能を有すると認めた場
合に、国家試験を受験
し、看護師免許を取得し
て看護業務に従事す
る。
②日本の看護師学校等
を卒業し、日本の看護師
免許を取得した上で「医
療」　の在留資格を取得
し、４年間の研修として
看護業務に従事する。

Ｃ

　医療の提供は、患者の生命・身体
に直接影響を及ぼすものであるた
め、医療の専門的な知識・技能、患
者・家族や他の医療従事者等との
日本語によるコミュニケーション能
力などを有することが必要であり、
それを確認する上で我が国の看護
師免許の取得は不可欠であること
から、外国の看護師資格を有する
者をそのまま我が国に受け入れる
ことはできない。
　なお、現在、我が国はフィリピンと
のＦＴＡ交渉において、フィリピン人
看護師の受け入れ及び在留資格
の緩和等に関して協議を行ってい
るところであるが、国民の生命と健
康を守る観点から、フィリピンとの
合意に向けて、我が国の看護師国
家資格の取得を最低限の条件とし
た交渉に真剣に取り組んでいるとこ
ろであり、個別に一部の地域のみ
に特例的な取扱いを認めることは
困難である。

貴省において
行うこととして
いる検討の具
体的内容及
びスケジュー
ルについて回
答されたい。
また、ＦＴＡ交
渉の相手国
以外の国の
看護師の受
入れについて
はどのように
考えるのか、
併せて回答さ
れたい。
併せて、右の
提案主体の
意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

貴省は「医療の提供は、患者の生命・身体に
直接影響を及ぼすものであるため、医療の専
門的な知識・技能、患者・家族や他の医療従
事者等との日本語によるコミュニケーション能
力などを有することが必要であり、それを確認
する上で我が国の看護師免許の取得は不可
欠」と回答しているが、その理由について詳細
に説明されたい。
海外の看護師資格の取得者であっても、日本
語能力検定等により日本語によるコミュニケー
ション能力を確認することは可能であり、ま
た、そのことにより医療の提供に支障をきたす
ものではないと考えるが、貴省においては日
本語によるコミュニケーション能力を確認する
手段について、どのような想定をされているの
か、具体的に提示されたい。
上記のような点を踏まえて、看護師資格の相
互承認等による外国人看護師の在留資格の
付与について再検討され、その見解と今後の
対応につき具体的に提示されたい。
なお、規制改革民間開放推進３カ年計画で決
定されているとおり、来年４月から海外の資格
を有した者、養成学校を卒業した者は直接国
家試験を受けられることになるが、現在どのよ
うなスケジュールで利害関係者との調整を
図っているのか、どのような法令の改正や通
達が必要と考えているのか、ご教授願いたい。

c

　ＦＴＡ交渉が合意された場合に
は、規制改革・民間開放推進３
か年計画に基づき、我が国の労
働市場への影響を踏まえ、就労
制限の緩和を逐次実施すること
としている。
　なお、現在進められているフィ
リピンとのＦＴＡ交渉においては、
日本の国家資格取得を前提に、
その受入条件等も含めて検討し
ながら、合意に向けて交渉に臨
んでいる。その内容については、
状況を見て適宜公表したい。
　さらに、国家試験の受験資格
要件の緩和については、平成１
７年度の国家試験から実施する
ため、今年度中に通知を発出す
ることとしている。
　ＦＴＡ交渉の相手国以外の国か
らの看護師受入については、従
来の「医療」による在留資格によ
り実施することとしている。
　日本の看護師資格は日本の医
療現場において、看護業務を行
うに足りる知識・技術の有無を国
家試験により確認し、合格した者
に免許が与えられるものである。
したがって、日本で安全・適正に
看護業務を行うためには、日本
の看護師資格の取得が不可欠
であり、看護師資格の相互承認
は不適切である。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

C

　既にお示ししているとおり、現在
進められているフィリピンとのＦＴＡ
交渉においては、日本の国家資
格取得を前提に合意に向けた交
渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えな
がら、ＦＴＡ相手国の看護師が日
本の看護師国家資格を円滑に取
得できるような環境整備などを含
めて受入条件を検討しているとこ
ろである。その具体的な検討内容
及びスケジュールについては、交
渉の状況を見て適宜公表したいと
考えている。
　当面のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、フィリピ
ンとの次回会合（第４回）の場が
設けられているところである。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進
めている中であることから、個別
に一部の地域のみに限定して先
行的に実施することは、交渉に支
障をきたすものであり不適当であ
る。

1030 10301012

ヒューマン
ホールディ
ングス株
式会社

東南アジア諸国からの
介護・看護人材の育
成・受入構想

現行法令上、「入国審査官は、・・・当該
外国人が次の各号に掲げる上陸のための条
件に適合しているかどうか審査しなければ
ならない」（出入国管理及び難民認定法第7
条）として、「三　申請人が保健師、助産
師、看護師又は准看護師としての業務に従
事しようとする場合には、保健師助産師看
護師学校養成所指定規則第1条第1項に規定
する学校、養成所又は准看護師養成所を卒
業又は修了後4年以内の期間中に研修として
業務を行うこと」（同法省令）とあり、外
国人が日本の看護師資格を取得した場合、4
年間のみの研修としての業務以外は認めら
れていないが、特区においては、この制限
を撤廃し、海外における看護師資格の取得
者については、就労ビザ（医療）を発給
し、更新可能な１年又は３年の就労資格を
与えるものとする。

7



09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930080

看護師資格の相
互認証等による外
国人看護師の在
留資格の付与

・保健師助産師看護
師法第５条
・保健師助産師看護
師法第７条
・保健師助産師看護
師法第３１条第１項

　外国人看護師が、我
が国で看護業務に従事
するためには、保健師
助産師看護師法に規定
する日本の看護師免許
を取得する必要がある。
　外国で看護教育を受
けた者が日本国内で看
護業務に従事するため
には次の２通りの方策
がある。
①「永住者」等の在留資
格に制限のない在留資
格を有し、厚生労働大臣
が一定以上の知識、技
能を有すると認めた場
合に、国家試験を受験
し、看護師免許を取得し
て看護業務に従事す
る。
②日本の看護師学校等
を卒業し、日本の看護師
免許を取得した上で「医
療」　の在留資格を取得
し、４年間の研修として
看護業務に従事する。

Ｃ

　医療の提供は、患者の生命・身体
に直接影響を及ぼすものであるた
め、医療の専門的な知識・技能、患
者・家族や他の医療従事者等との
日本語によるコミュニケーション能
力などを有することが必要であり、
それを確認する上で我が国の看護
師免許の取得は不可欠であること
から、外国の看護師資格を有する
者をそのまま我が国に受け入れる
ことはできない。
　なお、現在、我が国はフィリピンと
のＦＴＡ交渉において、フィリピン人
看護師の受け入れ及び在留資格
の緩和等に関して協議を行ってい
るところであるが、国民の生命と健
康を守る観点から、フィリピンとの
合意に向けて、我が国の看護師国
家資格の取得を最低限の条件とし
た交渉に真剣に取り組んでいるとこ
ろであり、個別に一部の地域のみ
に特例的な取扱いを認めることは
困難である。

貴省において
行うこととして
いる検討の具
体的内容及
びスケジュー
ルについて回
答されたい。
また、ＦＴＡ交
渉の相手国
以外の国の
看護師の受
入れについて
はどのように
考えるのか、
併せて回答さ
れたい。
併せて、右の
提案主体の
意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

貴省は「医療の提供は、患者の生命・身体に
直接影響を及ぼすものであるため、医療の専
門的な知識・技能、患者・家族や他の医療従
事者等との日本語によるコミュニケーション能
力などを有することが必要であり、それを確認
する上で我が国の看護師免許の取得は不可
欠」と回答しているが、その理由について詳細
に説明されたい。
海外の看護師資格の取得者であっても、日本
語能力検定等により日本語によるコミュニケー
ション能力を確認することは可能であり、ま
た、そのことにより医療の提供に支障をきたす
ものではないと考えるが、貴省においては日
本語によるコミュニケーション能力を確認する
手段について、どのような想定をされているの
か、具体的に提示されたい。
上記のような点を踏まえて、看護師資格の相
互承認等による外国人看護師の在留資格の
付与について再検討され、その見解と今後の
対応につき具体的に提示されたい。
なお、規制改革民間開放推進３カ年計画で決
定されているとおり、来年４月から海外の資格
を有した者、養成学校を卒業した者は直接国
家試験を受けられることになるが、現在どのよ
うなスケジュールで利害関係者との調整を
図っているのか、どのような法令の改正や通
達が必要と考えているのか、ご教授願いたい。

c

　我が国において、適切に医療を提供するためには、
日本語によるコミュニケーション能力だけでなく、看護
記録の記入・読解・カンファレンス等、日本の医療に関
する専門的な知識及び技能等の能力が不可欠であ
る。したがって外国の看護師が単に日本語教育を受け
ただけでは、直ちにこれらの能力を有していると認める
ことはできず、その者の能力を確認するためには、我
が国の国家試験を受験した上で免許の取得を求める
ことが必要であり、看護師資格の相互承認を行うこと
は適当でない。
　また、ＦＴＡ交渉が合意された場合には、規制改革・民
間開放推進３か年計画に基づき、我が国の労働市場
への影響を踏まえ、就労制限の緩和を逐次実施するこ
ととしている。
　なお、現在進められているフィリピンとのＦＴＡ交渉に
おいては、日本の国家資格取得を前提に、その受入条
件等も含めて検討しながら、合意に向けて交渉に臨ん
でいる。その内容については、状況を見て適宜公表し
たい。
　さらに、国家試験の受験資格要件の緩和について
は、平成１７年度の国家試験から実施するため、今年
度中に通知を発出することとしている。
　ＦＴＡ交渉の相手国以外の国からの看護師受入につ
いては、従来の「医療」による在留資格により実施する
こととしている。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

C

　既にお示ししているとおり、現在
進められているフィリピンとのＦＴＡ
交渉においては、日本の国家資
格取得を前提に合意に向けた交
渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えな
がら、ＦＴＡ相手国の看護師が日
本の看護師国家資格を円滑に取
得できるような環境整備などを含
めて受入条件を検討しているとこ
ろである。その具体的な検討内容
及びスケジュールについては、交
渉の状況を見て適宜公表したいと
考えている。
　当面のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、フィリピ
ンとの次回会合（第４回）の場が
設けられているところである。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進
めている中であることから、個別
に一部の地域のみに限定して先
行的に実施することは、交渉に支
障をきたすものであり不適当であ
る。

1030 10301020

ヒューマン
ホールディ
ングス株
式会社

東南アジア諸国からの
介護・看護人材の育
成・受入構想

現行法令上、「･･･看護師になろうとする者
は･･･看護師試験に合格し、厚生労働大臣の
免許を受けなければならない」（保健師助
産師看護師法第7条）「看護師でないもの
は、第5条に規定する業をしてはならない」
（保健師助産師看護師法第31条）として、
日本の看護師国家試験に合格した者でなけ
れば、海外の看護師資格のみでは、在留資
格・就労資格がないとしているが、特区に
おいては、海外における看護師資格に相当
する免許取得者について日本の看護師資格
を付与し、国内における看護師としての就
労を可能とする。

厚生労働
省

0930080

看護師資格の相
互認証等による外
国人看護師の在
留資格の付与

・出入国管理及び難
民認定法第７条
・出入国管理及び難
民認定法第７条第１
項第２号の基準を定
める省令：法別表第１
の２の表の医療の項
の下欄に掲げる活動

　外国人看護師が、我
が国で看護業務に従事
するためには、保健師
助産師看護師法に規定
する日本の看護師免許
を取得する必要がある。
　外国で看護教育を受
けた者が日本国内で看
護業務に従事するため
には次の２通りの方策
がある。
①「永住者」等の在留資
格に制限のない在留資
格を有し、厚生労働大臣
が一定以上の知識、技
能を有すると認めた場
合に、国家試験を受験
し、看護師免許を取得し
て看護業務に従事す
る。
②日本の看護師学校等
を卒業し、日本の看護師
免許を取得した上で「医
療」　の在留資格を取得
し、４年間の研修として
看護業務に従事する。

Ｃ

　医療の提供は、患者の生命・身体
に直接影響を及ぼすものであるた
め、医療の専門的な知識・技能、患
者・家族や他の医療従事者等との
日本語によるコミュニケーション能
力などを有することが必要であり、
それを確認する上で我が国の看護
師免許の取得は不可欠であること
から、外国の看護師資格を有する
者をそのまま我が国に受け入れる
ことはできない。
　なお、現在、我が国はフィリピンと
のＦＴＡ交渉において、フィリピン人
看護師の受け入れ及び在留資格
の緩和等に関して協議を行ってい
るところであるが、国民の生命と健
康を守る観点から、フィリピンとの
合意に向けて、我が国の看護師国
家資格の取得を最低限の条件とし
た交渉に真剣に取り組んでいるとこ
ろであり、個別に一部の地域のみ
に特例的な取扱いを認めることは
困難である。

貴省において
行うこととして
いる検討の具
体的内容及
びスケジュー
ルについて回
答されたい。
また、ＦＴＡ交
渉の相手国
以外の国の
看護師の受
入れについて
はどのように
考えるのか、
併せて回答さ
れたい。
併せて、右の
提案主体の
意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

今回の件について、以下の質問
について回答をお願いします。
①日本語によるコミュニケーション
能力を確認するために、わが国の
国家試験が不可欠との判断です
が、筆記しかないマークシート方
式による国家試験のみで果たして
コミュニケーション能力が確認でき
るか非常に疑問ですが、どのよう
な見解をお持ちでしょうか。　②コ
ミュニケーション能力を確認するた
めに、厚生労働省が補習コースや
テストを策定すべきと考えておりま
すが、この点についてはどのよう
な見解をお持ちでしょうか。　③今
回の提案は、将来的に海外から
の看護師の直接的な受け入れ、
受け入れの円滑化が必要になっ
てくるとの観点から、相互認証が
必須になると考えており、今後も
ぜひ前向きな検討をお願いしま
す。

c

　日本の看護師資格は日本の医療
現場において、看護業務を行うに足
りる知識・技術の有無を国家試験に
より確認し、合格した者について免
許を与えるものである。したがって、
日本で安全・適正に看護業務を行
うためには、日本の看護師資格は
不可欠。
　具体的な日本語の能力について
は、受験資格の認定において個別
に確認を行った上で国家試験の受
験を認めているところであり、十分
な対応を図っていると考えている。
　また、ＦＴＡ交渉が合意された場合
には、規制改革・民間開放推進３か
年計画に基づき、我が国の労働市
場への影響を踏まえ、就労制限の
緩和を逐次実施することとしてい
る。
　なお、現在進められているフィリピ
ンとのＦＴＡ交渉においては、日本
の国家資格取得を前提に、その受
入条件等も含めて検討しながら、合
意に向けて交渉に臨んでいる。そ
の内容については、状況を見て適
宜公表したい。
　さらに、国家試験の受験資格要件
の緩和については、平成１７年度の
国家試験から実施するため、今年
度中に通知を発出することとしてい
る。
　ＦＴＡ交渉の相手国以外の国から
の看護師受入については、従来の
「医療」による在留資格により実施
することとしている。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
また、ＦＴＡ
交渉とは別
に、特区に
おいて先行
的に実施で
きないので
あれば、そ
の理由を示
されたい。
併せて、右
の提案主体
からの意見
を踏まえ、再
度検討し回
答されたい。

今回の再検討要請に対する回答について、以下について再度
回答をお願いします。①安全・適正な看護業務を実施するに
あたり日本の国家試験の受験は必須とのことですが、「看護」
という世界標準がある分野において、資格の相互認証につい
ては不適切との回答はいかがなものでしょうか。現状では不可
能であっても、将来的な資格の相互認証については是非前向
きな発言を期待しております。②将来的には、海外の資格を取
得した者が、日本語によるコミュニケーションや日本標準の看
護技術を学ぶ補習プログラムを受講すれば良いシステムにす
べきではないでしょうか。現状では不可能であっても、将来的
な海外看護師の導入プログラムの新設について是非前向きな
発言を期待しております。③日本の医療に関する専門的な知
識や技能等の能力が不可欠とのことですが、海外の看護師資
格が足りない知識等の試験を行う、補習プログラムを作成す
るといったことは十分に可能と考えられますが、その点につい
て是非見解をお願いします。④前回の回答では、「コミュニ
ケーション能力のために国家試験が必要」とのことでしたが、
今回の回答には出ておりません。当方の「日本語能力を育成
する補習プログラムの受講を義務付けることによって担保可
能」との意見を受け入れたとみなして良いのでしょうか。その点
についての見解をお願いします。

C

　看護教育、看護資格、看護業務等については、世界標
準が確立されているとは承知していないところである。
　現実に看護業務及び看護師免許を取得するための教
育制度や教育内容は国によって異なるため、外国の看
護師免許の取得をもって我が国の看護師免許を付与す
ることはできない。
　また、日本の看護業務を行うためには、日本語による
コミュニケーション能力は不可欠であり、このようなことか
ら看護知識の有無を確認するための日本語による看護
師国家試験に合格し、看護師免許を取得する必要があ
る。
　既にお示ししているとおり、現在進められているフィリ
ピンとのＦＴＡ交渉においては、日本の国家資格取得を
前提に合意に向けた交渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えながら、ＦＴＡ相手国の看
護師が日本の看護師国家資格を円滑に取得できるよう
な環境整備などを含めて受入条件を検討しているところ
である。その具体的な検討内容及びスケジュールについ
ては、交渉の状況を見て適宜公表したいと考えている。
　当面のスケジュールとしては、９月６日から８日にかけ
て、フィリピンとの次回会合（第４回）の場が設けられて
いるところである。
　そもそも受験資格をはじめ国家資格の取得に関わるこ
とについて、一部の地域に特例的な取り扱いを行うこと
は、不適当である。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進めている中であることか
ら、個別に一部の地域のみに限定して先行的に実施す
ることは、交渉に支障をきたすものであり不適当である。

1038 10381022
セントス
タッフ株式
会社

「医療・介護分野にお
けるWINWINトラベ
リングナースシステム
ビジネスモデル」

・外国（日本の看護師レベル相当以上の国
と厚生労働省が認めた国のみ）で日本の看
護師資格に相当する資格を得た者に対する
「医療」の就労できる在留資格の取得

・外国人看護師に対し設定されている研修
期間制限の緩和（在留期間を更新が不可能
な４年間から更新可能な１年又は３年に変
更）

厚生労働
省

0930080

看護師資格の相
互認証等による外
国人看護師の在
留資格の付与

・出入国管理及び難
民認定法第７条
・出入国管理及び難
民認定法第７条第１
項第２号の基準を定
める省令：法別表第１
の２の表の医療の項
の下欄に掲げる活動

　外国人看護師が、我
が国で看護業務に従事
するためには、保健師
助産師看護師法に規定
する日本の看護師免許
を取得する必要がある。
　外国で看護教育を受
けた者が日本国内で看
護業務に従事するため
には次の２通りの方策
がある。
①「永住者」等の在留資
格に制限のない在留資
格を有し、厚生労働大臣
が一定以上の知識、技
能を有すると認めた場
合に、国家試験を受験
し、看護師免許を取得し
て看護業務に従事す
る。
②日本の看護師学校等
を卒業し、日本の看護師
免許を取得した上で「医
療」　の在留資格を取得
し、４年間の研修として
看護業務に従事する。

Ｃ

　医療の提供は、患者の生命・身体
に直接影響を及ぼすものであるた
め、医療の専門的な知識・技能、患
者・家族や他の医療従事者等との
日本語によるコミュニケーション能
力などを有することが必要であり、
それを確認する上で我が国の看護
師免許の取得は不可欠であること
から、外国の看護師資格を有する
者をそのまま我が国に受け入れる
ことはできない。
　なお、現在、我が国はフィリピンと
のＦＴＡ交渉において、フィリピン人
看護師の受け入れ及び在留資格
の緩和等に関して協議を行ってい
るところであるが、国民の生命と健
康を守る観点から、フィリピンとの
合意に向けて、我が国の看護師国
家資格の取得を最低限の条件とし
た交渉に真剣に取り組んでいるとこ
ろであり、個別に一部の地域のみ
に特例的な取扱いを認めることは
困難である。

貴省において
行うこととして
いる検討の具
体的内容及
びスケジュー
ルについて回
答されたい。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

フィリピンとのＦＴＡ交渉において我が国
の看護師国家資格の取得を最低限の条
件とした交渉を行っているから、個別に
一部の地域のみに特例的な取り扱いを
認めることは困難」との回答であるが、我
が国の看護師国家資格を取得すれば医
療通訳兼看護師としての勤務が認めら
れるのかお伺いしたい。
その際に、既に総合規制改革会議にて
本年３月に閣議決定された「医師・看護
師の国家資格取得要件の緩和、明確化
【平成１６年度中に措置】」によって、来年
４月から、フィリピン人看護師免許を有す
る者は日本の養成学校を経ることなく直
接に看護師試験を受験することが可能と
なるのか、見通しをお伺いしたい。
この場合は、ＦＴＡがなくても、米、英の看
護師でも同様に受験可能となるのかもあ
わせてお伺いしたい。
この提案の趣旨は、日本人患者を看護
するのではなく、会津地方に居住する外
国人患者を看護することを目的としてお
り、外国人患者看護を目的とした就労で
あれば可能とならないかお伺いしたい。
外国人患者の立場からすれば、コミュニ
ケーションが良好であり、且つ、文化・習
慣等が理解できるフィリピン人看護師が
実際の看護を担当することは大きな手助
けと安心につながる考える。

c

　フィリピンとのＦＴＡ交渉において、
具体的な内容は交渉中であるが、
フィリピン人看護師が日本の国家試
験に合格した場合、就労を可能とす
る方針である。この場合、例えば、
フィリピン人看護師がフィリピン人の
患者を看護する際に十分な意志疎
通を図るために通訳することは、看
護業務の一環として可能となる。
　フィリピンの看護師免許を有して
いる者のうち、一定の条件を満たす
者は、平成１７年度の国家試験から
日本の看護師国家試験を受験する
ことを可能とする方針である。米、
英の看護師免許を有している者
等、他の外国人にも同様の取り扱
いとする方針である。
　　また、ＦＴＡ交渉が合意された場
合には、規制改革・民間開放推進３
か年計画に基づき、我が国の労働
市場への影響を踏まえ、就労制限
の緩和を逐次実施することとしてい
る。
　なお、現在進められているフィリピ
ンとのＦＴＡ交渉においては、日本
の国家資格取得を前提に、その受
入条件等も含めて検討しながら、合
意に向けて交渉に臨んでいる。そ
の内容については、状況を見て適
宜公表したい。
　さらに、国家試験の受験資格要件
の緩和については、平成１７年度の
国家試験から実施するため、今年
度中に通知を発出することとしてい
る。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
また、ＦＴＡ
交渉とは別
に、特区に
おいて先行
的に実施で
きないので
あれば、そ
の理由を示
されたい。
併せて、右
の提案主体
からの意見
を踏まえ、再
度検討し回
答されたい。

（国家試験を通った者が医療通訳）
○　「フィリピン人看護師が日本の国家試験を通った場合はフィリピン人
患者向けの医療通訳兼看護師」として就労が可能と前向きな発言感謝。
（受験資格の緩和）
○　「ＦＴＡ相手国でない米、英の看護師免許を有している者等も同様の
取り扱いとする」とのことで引き続き是非前向きな検討をお願いしたい。
（外国での看護免許を有する者が外国人患者向けの看護業務の許可）
○　当方の提案であった外国で免許を有する者が、国家試験を受けなくと
も看護業務を行うことが何故できないのか、厚生労働省から回答がなく、
回答願いたい。
○　看護業務がなく、医療通訳を行うソーシャルワーカーとして入国でき
るのかお伺いしたい。また看護助手兼ソーシャルワーカーの場合は入国
できるのかお伺いしたい。
○　通訳として入国し、医療通訳兼看護助手として当院で雇用した場合
は、違法行為になるのかお伺いしたい。
○　一般的な看護行為のうちどこまでは看護師免許がなくとも可能なの
かご教授願いたい。
この提案の趣旨は、日本人患者を看護するのではなく、会津地方に居住
する外国人患者を看護することを目的としており、外国人患者看護を目的
とした就労であれば可能とならないかお伺いしたい。(右へ続く)

外国人患者の
立場からすれ
ば、コミュニ
ケーションが
良好であり、
且つ、文化・習
慣等が理解で
きるフィリピン
人看護師が実
際の看護を担
当することは
大きな手助け
と安心につな
がる考える。

C

　既にお示ししているとおり、医療の提供は、患者の生
命・身体に直接影響を及ぼすものであるため、医療の専
門的な知識・技能、患者・家族や他の医療従事者等との
日本語によるコミュニケーション能力などを有することが
必要であり、それを確認する上で我が国の看護師免許
の取得は不可欠であり、外国の看護師免許の取得を
もって我が国の看護師免許を付与することは出来ない。
　日本国内で看護業務（傷病者若しくはじょく婦に対する
療養上の世話又は診療の補助）を行う為には、患者の
国籍には拘わらず、看護師免許の取得と在留資格が必
要である。
　現在進められているフィリピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格取得を前提に合意に向けた交渉に
臨んでいるところである。今後のＦＴＡ交渉の状況を見据
えながら、ＦＴＡ相手国の看護師が日本の看護師国家資
格を円滑に取得できるような環境整備などを含めて受入
条件を検討しているところである。その具体的な検討内
容及びスケジュールについては、交渉の状況を見て適
宜公表したいと考えている。
　当面のスケジュールとしては、９月６日から８日にかけ
て、フィリピンとの次回会合（第４回）の場が設けられて
いるところである。
　そもそも受験資格をはじめ国家資格の取得に関わるこ
とについて、一部の地域に特例的な取り扱いを行うこと
は、不適当である。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進めている中であることか
ら、個別に一部の地域のみに限定して先行的に実施す
ることは、交渉に支障をきたすものであり不適当である。

1095 10951010
財団法人
竹田綜合
病院

外国人患者の多い病
院における外国人看
護師の受け入れ

本提案においては、フィリピンとのＦＴＡ
締結後、フィリピンの看護師資格取得者に
就労可能な「医療」の在留資格を与えると
ともに、日本の看護師資格を付与し、国内
における看護師としての就労を可能とさせ
る。

厚生労働
省

0930080

看護師資格の相
互認証等による外
国人看護師の在
留資格の付与

・出入国管理及び難
民認定法第７条
・出入国管理及び難
民認定法第７条第１
項第２号の基準を定
める省令：法別表第１
の２の表の医療の項
の下欄に掲げる活動

　外国人看護師が、我
が国で看護業務に従事
するためには、保健師
助産師看護師法に規定
する日本の看護師免許
を取得する必要がある。
　外国で看護教育を受
けた者が日本国内で看
護業務に従事するため
には次の２通りの方策
がある。
①「永住者」等の在留資
格に制限のない在留資
格を有し、厚生労働大臣
が一定以上の知識、技
能を有すると認めた場
合に、国家試験を受験
し、看護師免許を取得し
て看護業務に従事す
る。
②日本の看護師学校等
を卒業し、日本の看護師
免許を取得した上で「医
療」　の在留資格を取得
し、４年間の研修として
看護業務に従事する。

Ｃ

　医療の提供は、患者の生命・身体
に直接影響を及ぼすものであるた
め、医療の専門的な知識・技能、患
者・家族や他の医療従事者等との
日本語によるコミュニケーション能
力などを有することが必要であり、
それを確認する上で我が国の看護
師免許の取得は不可欠であること
から、外国の看護師資格を有する
者をそのまま我が国に受け入れる
ことはできない。
　なお、現在、我が国はフィリピンと
のＦＴＡ交渉において、フィリピン人
看護師の受け入れ及び在留資格
の緩和等に関して協議を行ってい
るところであるが、国民の生命と健
康を守る観点から、フィリピンとの
合意に向けて、我が国の看護師国
家資格の取得を最低限の条件とし
た交渉に真剣に取り組んでいるとこ
ろであり、個別に一部の地域のみ
に特例的な取扱いを認めることは
困難である。

貴省において
行うこととして
いる検討の具
体的内容及
びスケジュー
ルについて回
答されたい。

c

　
　ＦＴＡ交渉が合意された場合
には、規制改革・民間開放推
進３か年計画に基づき、我が
国の労働市場への影響を踏
まえ、就労制限の緩和を逐次
実施することとしている。
　なお、現在進められている
フィリピンとのＦＴＡ交渉にお
いては、日本の国家資格取
得を前提に、その受入条件
等も含めて検討しながら、合
意に向けて交渉に臨んでい
る。その内容については、状
況を見て適宜公表したい。
　さらに、国家試験の受験資
格要件の緩和については、
平成１７年度の国家試験から
実施するため、今年度中に通
知を発出することとしている。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

C

　既にお示ししているとおり、現在
進められているフィリピンとのＦＴＡ
交渉においては、日本の国家資
格取得を前提に合意に向けた交
渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えな
がら、ＦＴＡ相手国の看護師が日
本の看護師国家資格を円滑に取
得できるような環境整備などを含
めて受入条件を検討しているとこ
ろである。その具体的な検討内容
及びスケジュールについては、交
渉の状況を見て適宜公表したいと
考えている。
　当面のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、フィリピ
ンとの次回会合（第４回）の場が
設けられているところである。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進
めている中であることから、個別
に一部の地域のみに限定して先
行的に実施することは、交渉に支
障をきたすものであり不適当であ
る。

1100 11001012
医療法人
あかね会

外国人看護師の就労
期間の上限の撤廃と、
相手国の看護師資格
を基にビザ（医療）の
発給を可能にする構想

外国人看護師に対しては現在研修目的の４
年間限りの就労が認められているが、更新
可能なビザに改める。またフィリピンの看
護師資格を条件として一定期間の日本語教
育を経たものに対して、ビザ（医療）を発
給し、看護師として就労を許可する。

8



09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930090
看護師受験資格
の特例

保健師助産師看護師
法第２１条

　外国の学校、養成所を
卒業し、又は外国で看
護師免許に相当する免
許を受けた者で、厚生労
働大臣が保健師助産師
看護師法第２１条第１
号、２号に揚げる者と同
等以上の知識及び技能
を有するものに限り、日
本の看護師国家資格の
受験資格を認めている。

Ｄ-4

　看護師国家試験の受験資格につ
いては、「規制改革・民間開放推進
３か年計画」（平成１６年３月１９日
閣議決定）により、永住資格を所有
する者のみを対象としている受験
制度を平成１６年度中に見直し、外
国で医師・看護師などの教育を受
けた者、資格を得た者などの医療
分野の高度な人材であって、我が
国で継続的に医業に従事する意思
を持つ者が国家試験を受けること
により、永住許可を受けていなくと
も、我が国の資格を取得できるよう
措置することとしている。

貴省回答にいう
「外国で医師・看
護師などの教育
を受けた者、資
格を得た者など
の医療分野の高
度な人材であっ
て、我が国で継
続的に医業に従
事する意思を持
つ者が国家試験
を受けることによ
り、永住許可を
受けていなくと
も、我が国の資
格を取得できる
よう措置する」こ
とについて、その
措置の時期を明
確に示された
い。
併せて、右の提
案主体からの意
見も踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

今回、前向きな検討を頂き高く評価さ
せていただきますが、平成１６年度中
に措置ができるように、引き続き前向
きに検討頂きたいと思います。また、
以下の質問について回答をお願いし
ます。　①「規制改革･民間開放推進
３ヵ年計画」には、FTA交渉の合意の
成否と係わらず、平成１６年度中に措
置をすると閣議決定が行われてい
る。平成１６年度中となると、あと半年
程度しかなく、現在どういうスキーム
で利害関係者の調整を図っており（審
議会などのスキームか）、何時どのよ
うな形態（法令や通達）で全国区で対
応する予定なのか、その際の条件や
要件について、こちらも受け入れの準
備をするにあたって院内の整備を
行っていきたいと考えているので、ご
教授お願いします。②事業者の立場
からすると、今までのように基準が明
確化しても、日本の養成学校カリキュ
ラムと同等であるとの方向での明確
化ではなく、主要国と日本の養成カリ
キュラムで足りないところを補習する
方向で明確化をお願いします。また、
他の条件（４年の就労条件の緩和、
看護師の相互認証、一般派遣の容
認）も含め緩和された場合には、弊社
は前向きな検討をしたく宜しくお願い
します。

Ｄ-4

　規制改革・民間開放推進３
か年計画に基づく国家試験
の受験資格要件の緩和につ
いては、平成１７年度の国家
試験から実施するため、今年
度中に通知を発出することと
している。
　また、受験資格の認定に当
たっては、個人個人により、
修了した教育内容が異なるこ
とから、個々の修めた教育内
容を審査し、我が国の看護教
育カリキュラム等と同等と認
められた者については、国家
試験の受験資格を付与する
こととしている。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
また、ＦＴＡ
交渉とは別
に、特区に
おいて先行
的に実施で
きないので
あれば、そ
の理由を示
されたい。
併せて、右
の提案主体
からの意見
を踏まえ、再
度検討し回
答されたい。

今回の再検討要請に対する回答について、以下について再度
回答をお願いします。①平成１７年の国家試験からj受験資格
要件の緩和について実施するとしていますが、具体的にどの
ような緩和を行っていくのか早期にご提示下さい。②受験資格
の認定は個々人に応じてその教育のバックグラウンドが違うと
のことで、個々に審査するとのことですが、その時間・費用を
考えれば、基本的に国ごとに要件や条件を定めた方が費用対
効果が高いと考えられますが、いかがなものでしょうか。その
点について見解をお願いします。②FTAで合意した国からの受
験資格の認定も個々に審査することもあり得るのでしょうか。
そうだとすれば、厚生労働省はそれなりの規模の職員を用意
するか、新たに審査する職務を外郭団体に移管しなければい
けないと考えますが、その点についての見解をお願いします。
③実際、個々に審査するのであれば、審査に対し非常に時間
がかかると考えられるため、それに対する体制等を事前に準
備し、審査過程の簡素化、迅速化を図ることの検討をお願いし
ます。

Ｄ-4

　現在、看護師国家試験の受験資格については、従来、
永住資格等を所有する者のみ対象としていたが、平成１
７年度の看護師国家試験から永住資格等を所有してい
なくても受験を可能とする措置を行うこととしている。
　外国人看護師の受験資格の認定については、日本に
おける看護教育との同等性を制度的に国が個別に審査
すべきものであり、その運用については個別認定の経験
事例の蓄積を踏まえて、より円滑な実施に向けて努力し
てまいりたい。
　審査体制の確保については、認定業務が迅速に図ら
れるよう努力してまいりたい。
　現在進められているフィリピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格取得を前提に合意に向けた交渉に
臨んでいるところである。今後のＦＴＡ交渉の状況を見据
えながら、ＦＴＡ相手国の看護師が日本の看護師国家資
格を円滑に取得できるような環境整備などを含めて受入
条件を検討しているところである。その具体的な検討内
容及びスケジュールについては、交渉の状況を見て適
宜公表したいと考えている。
　当面のスケジュールとしては、９月６日から８日にかけ
て、フィリピンとの次回会合（第４回）の場が設けられて
いるところである。
　そもそも受験資格をはじめ国家資格の取得に関わるこ
とについて、一部の地域に特例的な取り扱いを行うこと
は、不適当である。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進めている中であることか
ら、個別に一部の地域のみに限定して先行的に実施す
ることは、交渉に支障をきたすものであり不適当である。

1038 10381030
セントス
タッフ株式
会社

「医療・介護分野にお
けるWINWINトラベ
リングナースシステム
ビジネスモデル」

現在、外国での看護師免許及び養成学校卒
業資格は、日本の看護師国家試験の受験要
件に実質的に勘案されておらず、以下の規
制緩和を行う。

（規制緩和措置）
・外国で「日本の資格と同等以上である看
護師免許」を得た者で、以下の基準を満た
した者に対して、日本の看護師国家試験の
受験資格を付与する。
・外国で「日本の養成校と同等以上である
看護師養成施設」を卒業した者で、以下の
基準を満たした者に対して、日本の看護師
国家試験の受験資格を付与する。

（規制緩和基準）
・看護師個人の基準：厚生労働省等が定め
る基準をクリアーしていることが条件
・派遣・受入先の基準：厚生労働省等が定
める基準をクリアーしていることが条件

厚生労働
省

0930090

看護師受験資格
の特例外国の看
護師資格を有して
いる者の看護師専
門学校への編入

保健師助産師看護
師法第２１条
保健師助産師看護
師法指定規則第４条

　高等学校卒業後、３年
一貫のカリキュラムの
看護師学校、養成所を
卒業することを前提とし
て、日本の看護師国家
資格の受験資格を認め
ている。

Ｃ

　 看護師の養成については、３年
一貫のカリキュラムと在籍を前提に
行うこととしており、編入による教育
では十分な学習効果が得られると
は考えられず不適当。

なぜ３年一貫
のカリキュラ
ムと在籍が前
提なのか、理
由を明確にさ
れたい。
また、提案者
が提案する代
替措置として
の編入資格を
設け、国家試
験不合格者
の場合は帰
国させること
で特例を実現
できないの
か、再度検討
し回答された
い。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

当提案は、既に自国の看護師資格を有し、さ
らに一定の日本語能力と自国の看護師として
の実務経験を有する外国人看護師（日本の永
住権をもたない）への、わが国の看護師受験
資格の要件緩和を求めたものである。当提案
に対しては、「看護師の養成については、３年
一貫のカリキュラムと在籍を前提に行うことと
しており、編入による教育では十分な教育効
果が得られるとは考えられず不適当」との回答
がされているが、構想管理番号１０４５（特定医
療法人社団仙齢会）への回答では、「規制改
革・民間開放推進３ヵ年計画」により看護師有
資格者に対して永住権の有無に関わらず。わ
が国の受験資格を与えることとされており、回
答の内容に矛盾を感じる。「規制改革・民間開
放推進３ヵ年計画」における措置が１６年度中
に決定するのであれば、当院の提案における
「看護学校３年次に編入し、これを修了するこ
とによって受験資格を与える」という提案は必
要無くなり、さらに当提案への回答も無効とな
ることが予測される。厚生労働省は、既に自国
での看護師資格を有する者に対しての、わが
国の看護師受験資格の付与について、どのよ
うな要件を前提として考えているのか、「規制
改革・民間開放推進３ヵ年計画」における措置
については、現在どういうスキームで利害関係
者の調整を図っており（審議会などのスキーム
か）、何時どのような形態（法令や通達）で全
国区で対応する予定なのか、その際の条件や
要件についてなど、今後の具体的なスケ
ジュールを明確に回答していただきたい。

c

　我が国の看護師の養成について
は、法令により定めらた教育内容を
３年間（２８９５時間以上）で一貫し
て教育することにより、一定の教育
水準を担保し、国家試験の受験資
格を認めている。特に、専門分野に
おいては、効果的に学習できるよ
う、講義、演習、実習を３年間で体
系的に配置し、各学校養成所が、
その教育方針に応じてカリキュラム
を組んでいるところである。このた
め、教育内容が様々な外国人看護
師を一律に３年次に編入すること
で、教育の同等性を認めることは困
難である。
　規制改革・民間開放推進３か年計
画に基づく国家試験の受験資格要
件の緩和については、平成１７年度
の国家試験から実施するため、今
年度中に通知を発出することとして
いる。
　また、受験資格の認定に当たって
は、個人個人により、修了した教育
内容が異なることから、個々の修め
た教育内容を審査し、我が国の看
護教育カリキュラム等と同等と認め
られた者については、国家試験を
受験資格を付与することとしている
ものであり、御提案に対する回答に
矛盾するものであるとは考えていな
い。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
また、ＦＴＡ
交渉とは別
に、特区に
おいて先行
的に実施で
きないので
あれば、そ
の理由を示
されたい。
併せて、右
の提案主体
からの意見
を踏まえ、再
度検討し回
答されたい。

当提案における看護学校への３年次編入は、飽くまでもフィリ
ピン人看護師有資格者に対する、日本の国家試験受験の準
備期間を目的としたものである。従って、この３年次編入をもっ
てフィリピン人看護師無資格者に対して日本の国家試験受験
資格を与えるものではない。来日するフィリピン人看護師に
とって、３年次の１年間だけでも日本の看護学校で過ごすこと
は、国家試験合格後の職場での定着率やコミュニケーション
能力のことを考慮すると、非常に有効なことだと思われる。貴
省が編入は飽くまでも認めないとする理由について明確な回
答をいただきたい。

C

　看護学校への編入生は、その卒業によって国家試験
の受験資格が付与されることとなることから、看護学校１
年次から入学した卒業生の教育内容と同等性が確保さ
れる必要がある。しかしながら、外国人看護師について
は、その受けた教育内容が様々であり一律に３年次へ
の編入を認めることは困難である。
　なお、このことは、御指摘の３年次編入による国家試験
準備としての有効性の有無について言及したものでは
ない。
　現在進められているフィリピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格取得を前提に合意に向けた交渉に
臨んでいるところである。今後のＦＴＡ交渉の状況を見据
えながら、ＦＴＡ相手国の看護師が日本の看護師国家資
格を円滑に取得できるような環境整備などを含めて受入
条件を検討しているところである。その具体的な検討内
容及びスケジュールについては、交渉の状況を見て適
宜公表したいと考えている。
　当面のスケジュールとしては、９月６日から８日にかけ
て、フィリピンとの次回会合（第４回）の場が設けられて
いるところである。
　そもそも受験資格をはじめ国家資格の取得に関わるこ
とについて、一部の地域に特例的な取り扱いを行うこと
は、不適当である。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進めている中であることか
ら、個別に一部の地域のみに限定して先行的に実施す
ることは、交渉に支障をきたすものであり不適当である。

1043 10431012
株式会社
麻生　飯塚
病院

地方での外国人看護
師の就業プロジェクト

現在、外国人が日本で看護師として就労す
るためには、厚生労働大臣等の指定する看
護学校で入学・卒業し、国家試験に合格し
なければならない。また、合格後に日本の
医療機関で就労する場合も研修目的で４年
間限りの在留期間しか認められていない。

特例措置によって、自国の看護師資格を有
し、一定の実務経験と日本語能力があると
認められた者については、日本の看護専門
学校の最終学年（３年次）を修了すれば看
護師国家試験の受験資格を与えることと
し、当該資格取得後に更新可能な在留資格
（「医療」）を付与するものとする。

厚生労働
省

0930090
看護師受験資格
の特例

保健師助産師看護師
法第２１条

　外国の学校、養成所を
卒業し、又は外国で看
護師免許に相当する免
許を受けた者で、厚生労
働大臣が保健師助産師
看護師法第２１条第１
号、２号に揚げる者と同
等以上の知識及び技能
を有するものに限り、日
本の看護師国家資格の
受験資格を認めている。

Ｄ-4

　看護師国家試験の受験資格につ
いては、「規制改革・民間開放推進
３か年計画」（平成１６年３月１９日
閣議決定）により、永住資格を所有
する者のみを対象としている受験
制度を平成１６年度中に見直し、外
国で医師・看護師などの教育を受
けた者、資格を得た者などの医療
分野の高度な人材であって、我が
国で継続的に医業に従事する意思
を持つ者が国家試験を受けること
により、永住許可を受けていなくと
も、我が国の資格を取得できるよう
措置することとしている。
　なお、フィリピンとのＦＴＡ交渉にお
いては、日本の看護師国家資格の
取得等を最低限の条件とした交渉
に取り組んでおり、そのための環境
整備について検討を行っているとこ
ろである。

貴省回答にいう
「外国で医師・看
護師などの教育
を受けた者、資
格を得た者など
の医療分野の高
度な人材であっ
て、我が国で継
続的に医業に従
事する意思を持
つ者が国家試験
を受けることによ
り、永住許可を
受けていなくと
も、我が国の資
格を取得できる
よう措置する」こ
とについて、その
措置の時期を明
確に示された
い。
また、貴省にお
いて行うこととし
ている検討の具
体的内容及びス
ケジュールにつ
いて回答された
い。

Ｄ-4

　規制改革・民間開放推進３
か年計画に基づく国家試験
の受験資格要件の緩和につ
いては、平成１７年度の国家
試験から実施するため、今年
度中に通知を発出することと
している。
　また、受験資格の認定に当
たっては、個人個人により、
修了した教育内容が異なるこ
とから、個々の修めた教育内
容を審査し、我が国の看護教
育カリキュラム等と同等と認
められた者については、国家
試験を受験資格を付与するこ
としている。
　なお、ＦＴＡ交渉が合意され
た場合には、就労制限の緩
和を逐次実施することとして
いる。現在進められている
フィリピンとのＦＴＡ交渉にお
いては、日本の国家資格取
得を前提に、その受入条件
等も含めて検討しながら、合
意に向けて交渉に臨んでい
る。その内容については、状
況を見て適宜公表したい。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
併せて、ＦＴ
Ａ交渉とは
別に、特区
において先
行的に実施
できないの
であれば、
その理由を
示されたい。

Ｄ-4

　既にお示ししているとおり、現在
進められているフィリピンとのＦＴＡ
交渉においては、日本の国家資
格取得を前提に合意に向けた交
渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えな
がら、ＦＴＡ相手国の看護師が日
本の看護師国家資格を円滑に取
得できるような環境整備などを含
めて受入条件を検討しているとこ
ろである。その具体的な検討内容
及びスケジュールについては、交
渉の状況を見て適宜公表したいと
考えている。
　当面のスケジュールとしては、９
月６日から８日にかけて、フィリピ
ンとの次回会合（第４回）の場が
設けられているところである。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進
めている中であることから、個別
に一部の地域のみに限定して先
行的に実施することは、交渉に支
障をきたすものであり不適当であ
る。

1045 10451012
特定医療
法人社団
仙齢会

医療へのフィリピン人
看護師の受け入れ促
進

フィリピン人看護師有資格者については、
看護師国家試験を合格した等との条件に
よって、日本の看護師資格を付与する。
もって現行の研修目的の４年限りの条件は
撤廃する。
また、看護師国家試験の受験要件について
は、日本と相当と認められるフィリピンの
看護学部（大学相当）を卒業したもの、
フィリピンの看護師資格を有することを必
要十分な条件として日本の看護師国家資格
の受験資格を付与する。もって現行の日本
の看護師養成学校等を卒業する要件は撤廃
する。

厚生労働
省

0930090
看護師受験資格
の特例

保健師助産師看護師
法第２１条

　外国の学校、養成所を
卒業し、又は外国で看
護師免許に相当する免
許を受けた者で、厚生労
働大臣が保健師助産師
看護師法第２１条第１
号、２号に揚げる者と同
等以上の知識及び技能
を有するものに限り、日
本の看護師国家資格の
受験資格を認めている。

Ｄ-4

　看護師国家試験の受験資格につ
いては、「規制改革・民間開放推進
３か年計画」（平成１６年３月１９日
閣議決定）により、永住資格を所有
する者のみを対象としている受験
制度を平成１６年度中に見直し、外
国で医師・看護師などの教育を受
けた者、資格を得た者などの医療
分野の高度な人材であって、我が
国で継続的に医業に従事する意思
を持つ者が国家試験を受けること
により、永住許可を受けていなくと
も、我が国の資格を取得できるよう
措置することとしている。
　なお、フィリピンとのＦＴＡ交渉にお
いては、日本の看護師国家資格の
取得等を最低限の条件とした交渉
に取り組んでおり、そのための環境
整備について検討を行っているとこ
ろである。

貴省回答にいう
「外国で医師・看
護師などの教育を
受けた者、資格を
得た者などの医療
分野の高度な人
材であって、我が
国で継続的に医
業に従事する意思
を持つ者が国家試
験を受けることに
より、永住許可を
受けていなくとも、
我が国の資格を
取得できるよう措
置する」ことについ
て、その措置の時
期を明確に示され
たい。
また、貴省におい
て行うこととしてい
る検討の具体的
内容及びスケ
ジュールについて
回答されたい。
併せて、右の提案
主体からの意見も
踏まえ、再度検討
し回答されたい。

外国の学校、養成所を卒業し、又
は外国で看護師免許に相当する
免許を受けた者で、厚生労働大
臣が保健師助産師看護師法第21
条第1号、2号に揚げる者と同等以
上の知識及び技能を有するもの
に限り、日本の看護師国家資格
の受験資格を認めているが、実効
性があるのか、現在までこの制度
で日本の看護師国家資格を有し
たものの定数をご教示願いたい。
事業者（病院）の立場からすると、
今までのように基準が明確化して
も、日本の養成学校カリキュラム
と同等であるとの要件を定める方
向での明確化ではなく、主要国と
日本の養成カリキュラムで各国事
に足りないところを補習するコ－
スを作るとの方向で明確化して頂
きたい。

Ｄ-4

　規制改革・民間開放推進３か
年計画に基づく国家試験の受験
資格要件の緩和については、平
成１７年度の国家試験から実施
するため、今年度中に通知を発
出することとしている。
　また、受験資格の認定に当
たっては、個人個人により、修了
した教育内容が異なることから、
個々の修めた教育内容を審査
し、我が国の看護教育カリキュラ
ム等と同等と認められた者につ
いては、国家試験を受験資格を
付与することしている。
　なお、ＦＴＡ交渉が合意された
場合には、就労制限の緩和を逐
次実施することとしている。現在
進められているフィリピンとのＦＴ
Ａ交渉においては、日本の国家
資格取得を前提に、その受入条
件等も含めて検討しながら、合
意に向けて交渉に臨んでいる。
その内容については、状況を見
て適宜公表したい。
　平成１０年から平成１５年度ま
での、看護師国家試験の受験資
格を認定した外国人数は３２人
である。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
また、ＦＴＡ
交渉とは別
に、特区に
おいて先行
的に実施で
きないので
あれば、そ
の理由を示
されたい。
併せて、右
の提案主体
からの意見
を踏まえ、再
度検討し回
答されたい。

これからＦＴＡで合意した場合は、年間数百人規模の受験資格
の認定数が考えられ現在の年間5人程度であることから厚生
労働省に数十倍の体制を築くことが必要になる計算になる。
是非早期の体制強化を検討して頂きたい。

Ｄ-4

　現在、看護師国家試験の受験資格につ
いては、従来、永住資格等を所有する者
のみ対象としていたが、平成１７年度の看
護師国家試験から永住資格等を所有して
いなくても受験を可能とする措置を行うこ
ととしている。
　外国人看護師の受験資格の認定につ
いては、日本における看護教育との同等
性を制度的に国が個別に審査すべきもの
であり、その運用については個別認定の
経験事例の蓄積を踏まえて、より円滑な
実施に向けて努力してまいりたい。
　審査体制の確保については、認定業務
が迅速に図られるよう努力してまいりた
い。
　既にお示ししているとおり、現在進めら
れているフィリピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格取得を前提に合意に
向けた交渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えながら、ＦＴ
Ａ相手国の看護師が日本の看護師国家
資格を円滑に取得できるような環境整備
などを含めて受入条件を検討していると
ころである。その具体的な検討内容及び
スケジュールについては、交渉の状況を
見て適宜公表したいと考えている。
　当面のスケジュールとしては、９月６日
から８日にかけて、フィリピンとの次回会
合（第４回）の場が設けられているところ
である。
　そもそも受験資格をはじめ国家資格の
取得に関わることについて、一部の地域
に特例的な取り扱いを行うことは、不適当
である。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進めている
中であることから、個別に一部の地域の
みに限定して先行的に実施することは、
交渉に支障をきたすものであり不適当で
ある。

1062 10621012
医療法人
弘仁会　板
倉病院

船橋市における医療
の国際化に向けた外
国人看護師活用構想

日本人看護師の就労環境の確保、コミュ
ニュケーションミスによるヒアリハットの
防止といった観点から現在外国人が看護師
になることに不必要に高いハードルを設け
ている。しかしながら、今後の少子高齢化
及び国際化の流れの中、外国人も高い専門
性と技能を有するとみなされる者に限り、
日本の看護師国家資格の取得を条件に日本
での就労が可能となる特例措置を講ずるべ
き。具体的には、
①現在、外国人看護師は、日本の看護師国
家資格を取得しても研修目的として４年の
みの就労に限られているが、この期間制限
を撤廃し在留資格の更新が可能なようにす
る。
②現行制度では、日本の看護師国家資格の
取得には、日本の看護師養成校を卒業する
必要があるが、フィリピンの看護師資格保
有者に限り、日本の看護師国家試験の受験
資格を与える。

9



09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930090
看護師受験資格
の特例

保健師助産師看護師
法第２１条

　外国の学校、養成所を
卒業し、又は外国で看
護師免許に相当する免
許を受けた者で、厚生労
働大臣が保健師助産師
看護師法第２１条第１
号、２号に揚げる者と同
等以上の知識及び技能
を有するものに限り、日
本の看護師国家資格の
受験資格を認めている。

Ｄ-4

　看護師国家試験の受験資格につ
いては、「規制改革・民間開放推進
３か年計画」（平成１６年３月１９日
閣議決定）により、永住資格を所有
する者のみを対象としている受験
制度を平成１６年度中に見直し、外
国で医師・看護師などの教育を受
けた者、資格を得た者などの医療
分野の高度な人材であって、我が
国で継続的に医業に従事する意思
を持つ者が国家試験を受けること
により、永住許可を受けていなくと
も、我が国の資格を取得できるよう
措置することとしている。
　なお、フィリピンとのＦＴＡ交渉にお
いては、日本の看護師国家資格の
取得等を最低限の条件とした交渉
に取り組んでおり、そのための環境
整備について検討を行っているとこ
ろである。

貴省回答にいう「外
国で医師・看護師な
どの教育を受けた
者、資格を得た者な
どの医療分野の高度
な人材であって、我
が国で継続的に医業
に従事する意思を持
つ者が国家試験を受
けることにより、永住
許可を受けていなく
とも、我が国の資格
を取得できるよう措
置する」ことについ
て、その措置の時期
を明確に示された
い。
また、貴省において
行うこととしている検
討の具体的内容及
びスケジュールにつ
いて回答されたい。
併せて、右の提案主
体からの意見も踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

FTA交渉という政府レベルの討議
が優先されることは理解している
が、それで一括されるのではなく、
個別の提案内容に対しての意
見、指摘等を戴きたいと思いま
す。
そして、今後のFTA交渉の推移の
中で、当法人が提示した要件がど
ういう解釈をされるのか、提示要
件が反映されるのかされないの
か、あるいは、どの様な対案で外
国人人材の受入れが開始されて
いくのかを注視していきたいと考
えています。

Ｄ-4

　規制改革・民間開放推進３
か年計画に基づく国家試験
の受験資格要件の緩和につ
いては、平成１７年度の国家
試験から実施するため、今年
度中に通知を発出することと
している。
　また、ＦＴＡ交渉が合意され
た場合には、就労制限の緩
和を逐次実施することとして
おり、現在進められているフィ
リピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格取得を
前提に、その受入条件等も含
めて検討しながら、合意に向
けて交渉に臨んでいる。その
内容については、状況を見て
適宜公表したい。
　なお、受験資格の認定に当
たっては、個人個人により、
修了した教育内容が異なるこ
とから、個々の修めた教育内
容を審査し、我が国の看護教
育カリキュラム等と同等と認
められた者については、国家
試験を受験資格を付与するこ
ととしており、不足分の補習
プログラムの実施は考えてい
ない。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
また、ＦＴＡ
交渉とは別
に、特区に
おいて先行
的に実施で
きないので
あれば、そ
の理由を示
されたい。
併せて、右
の提案主体
からの意見
を踏まえ、再
度検討し回
答されたい。

あくまでも「個々人の審査」であるのか「国毎に要件や条件を
定める」ことであるのか、それにかかる職務は誰が担っていく
のか伺いたい。
不足分の補習は考えていないという事であれば、就労希望者
は事前にスクリーニングされると捉えてよろしいのか。それと
も、本国の就労の中で、看護師国家試験の受験資格が付与さ
れる（将来的あるいは自動的に）者と、そうではない（邦人の看
護職志望者と同様に看護学校入学という正規のルートに準じ
る）者等に分かれ、当該就労者によって個々に異なる形態に
なっていくと考えた方がよろしいのか、あるいはそれも含めた
中で現段階では未だ検討段階であるということなのか、意見を
伺いたい。

Ｄ-4

　現在、看護師国家試験の受験資格につ
いては、従来、永住資格等を所有する者
のみ対象としていたが、平成１７年度の看
護師国家試験から永住資格等を所有して
いなくても受験を可能とする措置を行うこ
ととしている。
　外国人看護師の受験資格の認定につ
いては、日本における看護教育との同等
性を制度的に国が個別に審査すべきもの
と考えている。
　既にお示ししているとおり、現在進めら
れているフィリピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格取得を前提に合意に
向けた交渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えながら、ＦＴ
Ａ相手国の看護師が日本の看護師国家
資格を円滑に取得できるような環境整備
などを含めて受入条件を検討していると
ころである。その具体的な検討内容及び
スケジュールについては、交渉の状況を
見て適宜公表したいと考えている。
　当面のスケジュールとしては、９月６日
から８日にかけて、フィリピンとの次回会
合（第４回）の場が設けられているところ
である。
　そもそも受験資格をはじめ国家資格の
取得に関わることについて、一部の地域
に特例的な取り扱いを行うことは、不適当
である。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進めている
中であることから、個別に一部の地域の
みに限定して先行的に実施することは、
交渉に支障をきたすものであり不適当で
ある。

1217 12171020
社会福祉
法人さつき
会

「日比 医療・福祉人材
還流プロジェクト」

フィリピン人看護師であって、以下の要件
を満たしたものについては、養成学校卒業
者と全く同等の知識・技能を得ているもの
とみなす。
①現地もしくは在留中の雇用において、厚
生省が日比両看護師資格を精査した上で不
足部分の補習プログラムを作成し、フィリ
ピン人看護師に対して、その受講を義務づ
けさせる。
②日本の就労に適する高度な日本語教育を
受け、業務に支障のない程度の語学力の取
得を義務付けさせる。
③補習プログラム受講開始から三年の間
は、就労等の生活の中で更に語学力、日本
の生活習慣、受験対策等の自己研鑽の機会
を設ける。

厚生労働
省

0930090
看護師受験資格
の特例

保健師助産師看護師
法第２１条

　外国の学校、養成所を
卒業し、又は外国で看
護師免許に相当する免
許を受けた者で、厚生労
働大臣が保健師助産師
看護師法第２１条第１
号、２号に揚げる者と同
等以上の知識及び技能
を有するものに限り、日
本の看護師国家資格の
受験資格を認めている。

Ｄ-4

　看護師国家試験の受験資格につ
いては、「規制改革・民間開放推進
３か年計画」（平成１６年３月１９日
閣議決定）により、永住資格を所有
する者のみを対象としている受験
制度を平成１６年度中に見直し、外
国で医師・看護師などの教育を受
けた者、資格を得た者などの医療
分野の高度な人材であって、我が
国で継続的に医業に従事する意思
を持つ者が国家試験を受けること
により、永住許可を受けていなくと
も、我が国の資格を取得できるよう
措置することとしている。
　なお、フィリピンとのＦＴＡ交渉にお
いては、日本の看護師国家資格の
取得等を最低限の条件とした交渉
に取り組んでおり、そのための環境
整備について検討を行っているとこ
ろである。

貴省において
行うこととして
いる検討の具
体的内容及
びスケジュー
ルについて回
答されたい。
また、「国家
試験合格者
は４年を超え
て看護業務に
従事できるも
のとする」こと
については、
貴省の回答
から脱漏して
いると思われ
るので、この
点についても
併せて回答さ
れたい。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

日本の看護師国家試験の受験資
格を得ることのできる外国での看
護師資格取得者および教育修了
者に関する明確な基準の設定を
前提とした受験制度の早急な見
直しと今回申請特区の早期実現
をお願いしたい。

Ｄ-4

　看護師については、外国人を労働力として受け入れ
ることより、潜在看護職員など国内労働力の活用を図
ることが先決であると考えている。看護師に係る「医
療」の在留資格は、外国の医療水準の向上に協力す
るという観点から、外国人が我が国で得た看護知識・
技術を修得した上で帰国し、母国での看護業務に役立
てる上では４年間の研修が適当であることから、免許
取得後４年間に限り認めているものであり、労働力を
前提としたものではないことから、この撤廃は困難であ
る。
　また、規制改革・民間開放推進３か年計画に基づく国
家試験の受験資格要件の緩和については、平成１７年
度の国家試験から実施するため、今年度中に通知を
発出することとしている。
　なお、受験資格の認定に当たっては、個人個人によ
り、修了した教育内容が異なることから、個々の修めた
教育内容を審査し、我が国の看護教育カリキュラム等
と同等と認められた者については、国家試験を受験資
格を付与することとしている。
　さらに、ＦＴＡ交渉が合意された場合には、就労制限
の緩和を逐次実施することとしており、現在進められて
いるフィリピンとのＦＴＡ交渉においては、日本の国家
資格取得を前提に、その受入条件等も含めて検討しな
がら、合意に向けて交渉に臨んでいる。その内容につ
いては、状況を見て適宜公表したい。

現段階での
検討の内容
とスケジュー
ルについて
示されたい。
また、ＦＴＡ
交渉とは別
に、特区に
おいて先行
的に実施で
きないので
あれば、そ
の理由を示
されたい。
併せて、右
の提案主体
からの意見
を踏まえ、再
度検討し回
答されたい。

貴省回答では、外国人労働力の受入れよりも国内の潜在労働
力の活用が先決、との見解であるが、当院においては、看護
協会・ハローワーク・民間の求人サイト等への求人情報の発
信および、関東・東北を中心とした多数の看護師養成機関へ
の求人活動を行なっているにも拘わらず、当院の立地条件等
により、慢性的な看護師の不足状況(２０～３０名)が改善され
る見込みは薄いことから、今回申請特区の早期実現を再度お
願いするもの。

Ｄ-4

　既にお示ししているとおり、現在進めら
れているフィリピンとのＦＴＡ交渉において
は、日本の国家資格取得を前提に合意に
向けた交渉に臨んでいるところである。今
後のＦＴＡ交渉の状況を見据えながら、ＦＴ
Ａ相手国の看護師が日本の看護師国家
資格を円滑に取得できるような環境整備
などを含めて受入条件を検討していると
ころである。その具体的な検討内容及び
スケジュールについては、交渉の状況を
見て適宜公表したいと考えている。
　当面のスケジュールとしては、９月６日
から８日にかけて、フィリピンとの次回会
合（第４回）の場が設けられているところ
である。
　そもそも受験資格をはじめ国家資格の
取得に関わることについて、一部の地域
に特例的な取り扱いを行うことは、不適当
である。
　現在、そのようなＦＴＡ交渉を進めている
中であることから、個別に一部の地域の
みに限定して先行的に実施することは、
交渉に支障をきたすものであり不適当で
ある。
　なお、現在、全国で１１９の看護系大学
があり、茨城県におかれても本年３つ目
の看護系大学が設立され、今後、看護師
の確保へ向けて期待しているところであ
る。

1307 13071012

株式会社
日立製作
所日立総
合病院

フィリピン国看護学部
卒看護師雇用プロジェ
クト

フィリピンにおいて看護師の資格を取得し
た者については日本の看護師国家試験を受
験できるものとし国家試験合格者は４年を
超えて看護業務に従事できるものとする。

厚生労働
省

0930100

介護保険利用者1
割負担分を事業者
が負担する規制の
緩和

介護保険法第４１条
第４項、第４８条第２
項

保険給付にあたっては、
原則として厚生労働大
臣が定める基準により
算定した費用の額(その
額が現に要した費用の
額を超えるときは、当該
現に要した費用の額と
する。)の百分の九十に
相当する額を給付する
こととされている。

C Ⅰ

○ 介護保険制度においては、介護報酬に
より各介護サービスについて給付対象とす
る上限額を定めているが、事業者が独自に
これよりも低い額で介護サービスを提供す
ることも可能である。
○ ただしその場合、当該要した費用の９割
を介護保険の給付としており、事業者判断
による割引分を利用者負担の免除のみに
あてることはできない。
○ これは、仮に利用者負担のみを免除し
た場合、特定の者のみが相当安価にサー
ビスを利用できることとなり、同じように保
険料を支払っている他の被保険者との公
平を欠くことに加え、利用者負担の免除に
より、過大にサービス利用が増加し、保険
給付費、ひいては保険料に影響を与えるこ
とによるものであり、社会保険方式による
本制度の根本である。
○ こうした理由により、事業者の裁量によ
り利用者負担部分のみを値引きすることを
認めることはできない。
○ なお、利用者負担に関し、低所得者に
ついては、負担能力に照らして無理のない
負担という観点から、月々の利用者負担の
上限額を特別に低く設定し、施設における
食事の標準負担額を引き下げるなど、すで
に負担軽減措置を図っているところであ
る。

1026 10261010

社会福祉
法人鞍手
会
ケィ・ティ・
エンタープ
ライズ株式
会社
有限会社
かじと
個人

社会福祉施設に特化
した住みたくなる町づく
り特区構想

現状は介護保険利用者負担は絶対1割を事業
者は取らなければならない。
1割負担のみの値引きや、介護介護保険利用
者1割負担分を事業者が負担する事は禁止さ
れている。
（事業者間の競争条件を同じにするとの理
由や、介護保険の主旨誰でも公平に負担す
るとの理由から規制がある）

厚生労働
省

0930110

施設から通院介助
する場合、デイ
サービスセンター
の利用時間より減
算しないで請求で
きるシステムにす
る

介護保険法第４１条、
第５３条

○通院介助は通所介護
サービスに含まれない。
○通所介護の介護報酬
は、通所介護計画に位
置づけられた通所介護
サービスが行われたこと
に対して支払われる。

Ｃ Ⅰ

　通所介護の介護報酬は、通所介護計画
に位置づけられた通所介護サービスが行
われたことに対して支払われるものであ
る。
　従来から、通所サービスの提供時間帯に
おける併設医療機関の受診は緊急やむを
得ない場合を除いて認められないとしてい
るところであるが、今回のご提案のケース
についても、利用者が医療機関の受診を
受けている時間について、医療機関による
医療サービスが行われており、通所介護
サービスの介助行為が行われていないの
で、通所介護サービスの報酬を算定するこ
とはできない。

1026 10261090

社会福祉
法人鞍手
会
ケィ・ティ・
エンタープ
ライズ株式
会社
有限会社
かじと
個人

社会福祉施設に特化
した住みたくなる町づく
り特区構想

施設からヘルパー資格者が病院へ移送する
場合、現制度ではデイサービスの利用時間
より減算して介護保険を請求することに
なっている。国土交通省との関係でヘル
パー資格者が施設から通院介助することは
白タクになるとの議論がある。

厚生労働
省

0930120

介護保険法第27
条第２項に規定す
る要介護認定調査
における委託先
（調査従事者）の
範囲拡大

　介護保険法第27条
第２項、第３項

認定調査の委託先につ
いては、介護保険法上、
市町村が直接実施する
ほか、指定居宅介護支
援事業者又は介護保険
施設に委託することがで
きるとされている。

Ｂ－２ Ⅰ

　個人のケアマネジャーに対して、
認定調査を委託することについて
は、来年通常国会へ提出する予定
の介護保険法の見直しの中で対応
してまいりたい。
（※施行期日については現時点で
は未定）

貴省回答で「介
護保険法の見直
しの中で対応」と
あるが、それは
個人のケアマ
ネージャーに対
する認定調査の
委託を法案に盛
り込む予定との
趣旨か、明確に
されたい。

Ｂ－２ Ⅰ

　居宅介護支援事業者等に
所属していない介護支援専
門員資格を持つ者に対し、認
定調査の委託を行うことが可
能とすることを平成17年に提
出予定の介護保険法の改正
案に反映する方向で対応す
る予定である。

1028 10281010
福島県い
わき市

ケアマネジメント支援
構想

　介護保険法第27条第２項に規定する要介
護認定調査の委託先（指定居宅介護支援事
業所及び介護保険施設）の範囲拡大を求
め、「指定居宅介護支援事業所、介護保険
施設に所属していない介護支援専門員有資
格者」を適応させる。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930130
高齢者等への高
額医療費還付適
正化

老人保健法施行規則
第５２条

高額医療費の支給を受
けようとする者は、高額
医療費支給申請書を市
町村長に提出して申請
しなければならない。

Ｄ－１ Ⅲ

　老人保健法に基づく高額医療費の支給
については、①申請書を作成することがで
きない特別の事情があると認められる際に
は、陳述に基づいて必要な措置を採ること
により、申請書の受理に代えることができ
る旨規定されており（老人保健法施行規則
第54条）、さらに、②市町村に対し、高額医
療費の支給対象となる者に対し通知すると
ともに、実質的な申請は初回時のみで足り
るようにする等申請の事務負担軽減等を
指導しているところである（平成14年９月１
２日保険局総務課長通知（保総発第
0912001号））ことから、草加市が実質的に
求めている高齢者の負担軽減措置は、現
行法の枠内で行うことが可能と考えられ
る。
　なお、　高額医療費の支給は権利であ
り、権利を行使するか否かは、本人の判断
によるべきものである。

1214 12141040
埼玉県草
加市

頑張る自治体・生産性
向上プロジェクト

　７５歳以上の高齢者等を対象とする高額
医療費制度について、草加市の職権により
還付金を振込む。

厚生労働
省

0930140

介護福祉士国家
資格取得要件とな
る見込みの「介護
技術講習会」の運
営要件の緩和

「介護技術講習会」の実
施主体は介護福祉士指
定養成施設の設置者と
する予定である。

Ｃ Ⅲ

　「介護福祉士試験の在り方等介護福祉士
の質の向上に関する検討会報告書]（平成
１６年６月）における、「介護技術講習会の
実施主体については、同講習会が介護福
祉士の資格を取得するための資格取得前
の講習であることを踏まえ、介護福祉士養
成を担っている指定養成施設の設置者と
する。」との提言を踏まえ、「介護技術講習
会」の実施主体は介護福祉士指定養成施
設の設置者とする予定である。
　介護福祉士指定養成施設は、介護等の
専門的知識及び技術をもつ介護福祉士の
養成を行うために必要とされる、入学資格
や修業年限、教育内容、教員、施設設備等
の基準を満たすものとして厚生労働大臣が
指定する施設であり、社会福祉法人であっ
ても、当該指定養成施設の設置者となるの
であれば、同講習会の実施主体となること
は可能である。

1305 13051030
社会福祉
法人　聖徳
会

地域の福祉力を高め
るまちづくり計画

社会福祉法人も介護福祉士国家資格取得要
件となる「介護技術講習会」の運営ができ
るような要件の緩和を提案します。

厚生労働
省

0930150
介護保険制度の
処分延期通知の
簡素化

介護保険法　第２７条
第１４項・第３２条第９
項　第２８条第４項
第３３条第４項
介護保険施行規則
第３９条・第５３条

要介護認定の申請に対
する処分については、介
護保険法上、申請の
あった日から３０日以内
にしなければならないと
されている。ただし、当
該申請に係る被保険者
の心身の状況の調査に
日時を要する等特別な
理由がある場合には、
当該申請のあった日か
ら３０日以内に、当該被
保険者に対し、当該申
請に対する処分をする
ためになお要する期間
及びその理由を通知し、
延期することができる。

Ｃ Ⅰ

　更新認定については、有効期間の満了
の日の６０日前から満了の日までの間に要
介護認定の申請を行うこととしているが、こ
れは有効期間内に判定結果を通知するこ
とを可能とするとともに、要介護状態区分
の変化に伴うケアプランの見直しや非該当
となった場合の介護保険以外のサービス
調整等に十分な期間を確保するために配
慮しているものである。このため、判定結果
の通知期間の終期を有効期間満了日まで
延長することにより、サービス調整等の期
間が十分確保されず、被保険者に不利益
が生じる事例が増加するおそれがあると考
える。
　なお、要介護認定の申請が集中している
というご指摘については、大垣市の実態を
踏まえつつ、運用上の工夫についてご相談
して参りたい。

貴省の回答
にある「運用
上の工夫｣に
ついて明らか
にされたい。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

更新認定については有効期間の
満了日の６０日前から申請できる
ことは承知いたしております。大
垣市では、６０日前の一週間ほど
の間に更新対象者の約８割が申
請していますが、３０日以内に審
査判定を行えない場合もありま
す。この場合、処分延期通知書を
送付することになりますが、今回
の提案は、早期に更新申請をされ
た方で、審査判定に３０日以上有
する場合について、審査判定期限
を有効期間満了日とし、処分延期
通知の簡素化を求めたものであ
り、その点について再検討してい
ただきたい。

Ｃ Ⅰ

　審査判定処理期間の終期
を有効期間の満了日とするこ
とは、要介護状態区分の変
化に伴う介護計画の見直し
や非該当になった場合の
サービス調整等の期間が十
分に確保されず、被保険者に
不利益が生じるおそれがある
と考える。そのため、処分を
延期する場合には、その理由
を被保険者に通知することが
必要と考える。
　なお、申請の時期の分散の
方法等において、どのような
運用上の工夫ができるかに
ついては、大垣市の実態を踏
まえて相談してまいりたい。

1420 14201010
岐阜県大
垣市

介護保険制度の処分
延期通知の簡素化特
区構想

介護保険法において、要介護・要支援認定
は申請のあった日から３０日以内に審査判
定を行わなければならない。しかし、更新
申請については、有効期間終了日の６０日
前から申請可能である為、月初めに申請が
集中する。しかし申請から３０日以内に審
査判定されなくても、有効期間が残ってい
るという人が多い。サービスを希望する利
用者に対して不利益が発生しない為、早期
に更新申請をされた方で、審査判定に３０
日以上を有する場合については、審査判定
期限を有効期間満了日とする。

厚生労働
省

0930160

専修学校附帯教
育事業において通
信教育で介護福祉
士国家試験受験
資格取得を可能と
をする特例

学校教育法
社会福祉士及び介護
福祉士法施行規則第
21条第３項（介護福
祉士試験の受験資
格）法第40条第2項第
２号の厚生労働省令
で定めるもの、２　学
校教育法による高等
学校又は中等教育学
校の専攻科（修業年
限2年以上のものに
限る。）において別表
第２に定める科目及
び単位数を修めて卒
業した者

介護福祉士の受験資格
として専修学校の専門
課程における通信制は
認められていない。

Ｃ Ⅲ

 介護福祉士の受験資格としての専
修学校の専門課程における通信制
の導入については、「介護福祉士
試験の在り方等介護福祉士の質の
向上に関する検討会」における議
論や、同検討会による「介護福祉士
の資格取得方法については、資格
の取得方法の見直しに関する環境
整備の状況等を踏まえ、指定養成
施設の卒業者が受験資格を取得す
る方法に統一することを検討す
る。」との提言を踏まえ、現在、検討
を行っているところである。

貴省の回答では
「現在検討を行っ
ている」とのこと
であるが、右の
提案主体からの
意見も踏まえ、
検討の内容及び
そのスケジュー
ルを明らかにさ
れたい。

措置の概要（対応策）の中で、介
護福祉士の資格取得方法につい
て検討を行っていると明記されて
ありましたが、可能ならば、その検
討結果が出るおおよその時期を
教えていただきたいと思います。

Ｃ Ⅲ

　「介護福祉士試験の在り方等介護
福祉士の質の向上に関する検討
会」においては、「介護福祉士の資
格取得方法については、資格の取
得方法の見直しに関する環境整備
の状況等を踏まえ、指定養成施設
の卒業者が受験資格を取得する方
法に統一することを検討する。」とさ
れたところ。資格取得方法の見直し
については、この検討会報告を踏
まえて、今後検討していくこととなる
が、環境整備の状況等を踏まえる
ことが必要であることから、現時点
でスケジュールを明らかにすること
はできない。

　また、本件提案に係る検討内容に
ついては、文部科学省と協議しつ
つ、
・ 専修学校等については養成施設
としての指定を受けた上で無試験
で資格取得が認められていることを
踏まえ、新たに専修学校卒業者に
介護福祉士国家試験の受験資格を
認めることが適当かどうか
・ 介護福祉士の養成課程において
は実技を重視しているところ、新卒
者を対象に新たに通信制を認める
ことが適当かどうか
・ 学校教育法上の教育課程として
規制がなされていない附帯教育事
業を高等学校通信教育課程と同等
とみなすことが適当かどうか
等について慎重に検討しているとこ
ろである。

1492 14921010
学校法人
新潟福祉
医療学園

専修学校における介
護福祉士「通信教育」
養成構想

専修学校設置基準にある「附帯教育事業」
での通信教育を、学校教育法第45条の高等
学校通信教育課程設置と同等とみなして、
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21
条の三の施行規則を緩和して、専修学校に
おける通信教育についても介護福祉士国家
試験受験資格付与のための養成施設として
指定を認めてくださるようお願い致しま
す。

厚生労働
省

0930170
認定調査のケアマ
ネジャー資格者個
人に対する委託

介護保険法第２７条
第２項、第３項

認定調査の委託先につ
いては、介護保険法上、
市町村が直接実施する
ほか、指定居宅介護支
援事業者又は介護保険
施設に委託することがで
きるとされている。

Ｂ－２ Ⅰ

　個人のケアマネジャーに対して、認定調
査を委託することについては、来年通常国
会へ提出する予定の介護保険法の見直し
の中で対応してまいりたい。
（※施行期日については現時点では未定）

貴省回答で「介
護保険法の見直
しの中で対応」と
あるが、それは
個人のケアマ
ネージャーに対
する認定調査の
委託を法案に盛
り込む予定との
趣旨か、明確に
されたい。

Ｂ－２ Ⅰ

　居宅介護支援事業者等に所属
していない介護支援専門員資格
を持つ者に対し、認定調査の委
託を行うことが可能とすることを
平成17年に提出予定の介護保
険法の改正案に反映する方向で
対応する予定である。

1540 15401010
福岡県北
九州市

認定調査のケアマネ
ジャー個人に対する委
託

介護保険法上、指定居宅介護支援事業者等
に限定されている認定調査を、ケアマネ
ジャー個人に委託できるように介護保険法
の「指定居宅介護支援事業者等」の改正
（範囲の拡大）
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930180

地域の実情に即し
た介護サービスの
指定基準等の緩
和

・介護保険法
・指定居宅サービス
に要する費用の額の
算定に関する基準
・指定居宅サービス
等の事業の人員、設
備及び運営に関する

基準

①移送サービスの運賃
については報酬の対象
としていない。

②通所介護については
特別地域加算を設定し

ていいない。
③基準該当訪問看護は
認めていない。

①C
②C
③D-1

Ⅰ

①移送について
・　介護保険制度は、高齢者が要介護状態となっても、その有する能力
に応じた自立した生活を営むことができるよう、食事、排せつ、入浴の介
助といった介護サービスを、その人の心身の状況や必要性に応じて給
付している。一方、その人が要介護状態であるか否かに関わらず、一般
的に日常生活上負担すべき費用である食費、光熱費等の費用について
は、給付の対象としていない。
・　移送については、病院への通院時の介助や、外出・買い物の際の付
き添い介助など、日常生活に必要不可欠な移動に係る介護は保険給付
の対象としているが、要介護状態であるか否かにかかわらず負担が発
生する、移動の際の公共交通機関の運賃については、上記の趣旨から
給付対象としていない。
・　御提案の趣旨が、移送に係る運賃を一律に保険給付の対象とすべ
きということであれば、上記の趣旨から認められないが、市町村特別給
付において、独自に保険給付の対象とすることは、既に認められている
ところである。
②特別地域加算について
・豪雪地域・山村等の事業所が提供する訪問サービス等については、
サービス提供が非効率になること等に鑑み、介護報酬の算定にあたり、
特別地域加算として１５％の加算を行うなど、地域特性に配慮した介護
報酬の設定を行っているところである。
・通所サービスは、施設、事業所においてサービスを行うものであり、訪
問介護等に比べて、地域の広域性による移動のコストが多くかかるとは
考えられないため、特別地域加算を設けることは困難である。
・なお、市町村特別給付で介護報酬に地域の広域性を考慮した上乗せ
給付を行うことができる。
③訪問看護の要件緩和について
・ 御提案の趣旨は、北海道の広域性という地域特性により、訪問看護
事業所の看護職員の人員確保が難しいため、基準で規定している、看
護職員を常勤換算方法で２．５人以上置かなければならず、そのうちの
１名は常勤でなければならない等の人員基準を緩和して欲しいというも
のと理解している。
・ 介護サービスを提供する事業者の指定については、原則としてサー
ビス提供の拠点ごとに行うこととされているが、待機や道具の保管、着
替え等を行う出張所（サテライト事業所）のうち、利用申し込みに係る調
整やサービス提供状況の把握、職員に対する技術指導が一体的に行
われ、職員の勤務体制等が一元的に管理され、必要な場合には随時主
たる事業所等との間で相互支援が行える体制にある、等の要件を満た
すものについては、一体的なサービス提供の単位として、事業所に含め
て指定することができることとされている。
・ 従って、訪問看護事業所についても、広域的にサービスを行う場合に、
全体として事業者が人員基準を満たしていれば、各出張所ごとには、常
勤換算方法で２．５人の看護職員、１名の常勤職員を確保していなくて
も、少ない人員で訪問看護サービスを提供することは可能であり、御提
案の内容については、現行制度においても対応可能である。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

国の回答によれば対応不可（一部現行
で対応可）とのことだが、道の提案内容
は移送サービスを介護報酬の対象とす
ることについてはそもそも移送は介護報
酬の枠外であり、予防事業など市町村の
対応のみに任せるべきではない。また、
報酬の広域性を加味した設定は、現行
訪問介護、訪問入浴など訪問系のサー
ビス提供の事業所所在地が山間僻地な
どの場合に１５％増できるものとなってい
るが、介護保険の趣旨である全国どこに
住んでいても必要な介護サービスを提供
できる体制が確保されることが重要であ
り、保険者の横だしや上乗せサービスの
実施により、その市町村のみの対応でよ
いということにはならない。訪問看護の基
準該当サービスの拡大については、サテ
ライト方式の対応が可能とのことだが、
本道は広域であるため本体事業所とサ
テライト事業所が一体的な体制を確保す
ることは難しい場合が多く、さらにサテラ
イト本来の考え方は離島など通常では人
員基準の確保に著しく困難性を伴う実態
に配慮したものである。事業者の指定に
際しては、一定基準の確保と事業者参入
の確保を共に図っていくことが必要であ
り、市町村の判断によって指定できる方
法を確保することが最も適切な方法であ
ると考える。

①C
②C
③D-1

Ⅰ

①移送について

○　介護保険制度は、高齢者が要介護状態となっても、その有する能力に応じた自

立した生活を営むことができるよう、食事、排せつ、入浴の介助といった介護サービ

スを、その人の心身の状況や必要性に応じて給付している。一方、その人が要介護

状態であるか否かに関わらず、一般的に日常生活上負担すべき費用である食費、光

熱費等の費用については、給付の対象としていない。従って、移送については、病院

への通院時の介助や、外出・買い物の際の付き添い介助など、日常生活に必要不

可欠な移動に係る介護は保険給付の対象としているが、要介護状態であるか否か

にかかわらず負担が発生する、移動の際の公共交通機関の運賃については給付対

象としていないところであり、全国一律で運賃部分を給付対象することは困難。

○　ただし、介護保険制度は地方分権の理念をふまえた制度であり、地域の特性等

に応じ、介護サービス以外にその人の生活を支えるために、配食サービスや移送

サービスが必要であれば、その市町村の第１号保険者の保険料を財源として、独自

に報酬を設定し、給付することが、介護保険制度の枠内において認められている。

（市町村特別給付）

○　従って、移送に係る運賃を市町村特別給付として、独自に保険給付の対象とする

ことは可能である。

②特別地域加算について

○  通所サービスは、施設、事業所においてサービスを行うものであり、訪問介護等

に比べて、地域の広域性による移動コストが多くかかるとは考えられないため、特別

地域加算を設けなくても、必要な介護サービスの提供は可能であると考える。

  また、訪問系サービスについては、山村のみならず、①人口密度が希薄であるこ

と、②交通が不便な地域で、サービスの確保が著しく困難であると認められる地域に

ついては、特別地域加算を設けているところである。

また、加算の対象となる具体的な地域については、介護報酬改定の際に、都道府県

と協議しながら、定めているところである。

③訪問看護について

○　待機や道具の保管、着替え等を行う出張所（サテライト事業所）とは、離島などに

限らず、広域性が認められる地域等においても、その地域の実情にあわせて、介護

保険サービスの提供を確保するためのものである。

○　このサテライト事業所は、下記要件さえ満たしていれば、一体的なサービス提供

の単位として、事業所に含めて指定することができることとされている。

　　◇　利用者申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指

　　　　導等が一体的に行われること。

　　◇　職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随

　　　　時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制であるこ

　　　　と。

　　◇　苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。

　　◇　事業のも目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運

　　　　営規程が定められること。

　　◇　人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われる

　　　　こと

○　「一体的な体制の確保が難しい」との具体的内容は不明であるが、以上のよう

に、訪問看護事業所についても、広域的にサービスを行う場合に、各出張所ごとでは

少ない人員で訪問看護サービスを提供することは可能であり、御提案については、

現行制度で対応可能と考える。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討し
回答された
い。

①移送について
・本道は面積が広大で人口密度が極めて低いため、居宅サービスを必要とする高齢者が
分散し、積雪寒冷といった気候条件と相まって事業の収益性が悪く、訪問系、通所系の
サービス提供事業者の参入、確保が困難な状況にあり、施設サービスに依存する傾向
が強く、介護給付費や保険料を押し上げる結果となっている。特に高齢化の進む地域ほ
ど過疎化が進み、この傾向が顕著になっている。このような地域では、１号被保険者の保
険料でまかなわれる市町村特別給付を実施することは困難であり、また、公共交通機関
の整備が遅れている過疎地域等において自家用車での移動が一般的である本道におい
ては、多くの市町村で国庫補助事業を活用し介護予防の外出支援サービスを実施してい
る現状にある（本道は１５年度で１５３市町村）。
・このため、訪問介護においては通院などの乗降介助までサービスが拡充されているが、
さらに、通院など一定の条件の下に移送サービス自体を保険給付の対象とすることによ
り、施設サービスの比重を減らし在宅生活へのシフトがさらに進み、介護給付の適正化
が一層図られると考える。
②特別地域加算について
・本道の１町村当たり面積は約３７０㎢（全国平均の３．５倍）と広域であり、訪問系サービ
スに限らず、通所系サービスにおいても送迎時間を考慮すると事業実施地域を一定の範
囲内とせざるを得ず、結果的に利用者数が限られるという実態がある。このような事情か
らサービス事業者の参入が過疎地域ほど困難であり、通所系サービスにおいても特別地
域加算を設けるべきと考える。
・また、特別地域加算はその事業所が加算該当市町村に存在していることが条件であ
り、特別地域加算だけの対応ではなく、訪問系、通所系のサービスにおいては、本道の
交通事情や地域的な条件を加味した段階的な介護報酬の設定を考慮すべきと考える。
③訪問看護について
・サテライト事業所の条件の中には「職員の勤務態勢や勤務内容等が一元的に管理され
ること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が可能な体
制にあること」とされているが、本道では広域性や地方における看護職員の不足等から、
このような条件を満たすことができない地域が多く、このため、市町村の事前の判断が可
能な基準該当サービスを制度化することがサービスの質の確保からも必要であると考え
たところ。

①C
②C
③D-1

Ⅰ

①移送について

○　介護保険制度は、高齢者が要介護状態となっても、その有する能力に応じた自立し

た生活を営むことができるよう、食事、排せつ、入浴の介助といった介護サービスを、そ

の人の心身の状況や必要性に応じて給付している。一方、その人が要介護状態である

か否かに関わらず、一般的に日常生活上負担すべき費用である食費、光熱費等の費

用については、給付の対象としていない。○移送については、病院への通院時の介助

や、外出・買い物の際の付き添い介助など、日常生活に必要不可欠な移動に係る介護

は保険給付の対象としているが、要介護状態であるか否かにかかわらず負担が発生す

る、移動の際の公共交通機関の運賃については、上記の趣旨から給付対象としていな

い。

○御提案の趣旨が、移送に係る運賃部分を一律に保険給付の対象とすべきということ

であれば、上記の趣旨から認められない。

②特別地域加算について

　 通所サービスは、施設、事業所においてサービスを行うものであり、通常、訪問介護

等に比べて、地域の広域性による移動コストが多くかかるとは考えらず、仮に当該コス

トがかかったとしても、指定訪問介護事業者は、通常の事業の実施地域以外の地域に

居住する利用者に対して行う送迎に要する費用を、利用者から受け取ることができるこ

とから、特別地域加算を設けなくても、必要な介護サービスの提供は可能であると考え

る。

　なお、市町村特別給付で介護報酬に地域の広域性を考慮した上乗せ給付を行うこと

ができる。

③訪問看護について

○　訪問看護サービスについては、それが高齢者の身体・生命に大きく影響を及ぼしう

るサービスであることを踏まえ、職員の支援体制等も考慮して、最小限の員数として、

保健師、看護師又は准看護師を常勤換算方法で２．５以上等の人員基準を定めている

ところであるが、広域性の認められる地域等においても、その地域の実情にあわせて

介護保険サービスの提供が確保できるよう、一定の要件さえ満たしていれば、待機や

道具の保管、着替え等を行う出張所（サテライト事業所）を、一体的なサービス提供の

単位として、事業所に含めて指定することができることとされている。

○再意見の中では、「「職員の勤務態勢や勤務内容等が一元的に管理されること。必

要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が可能な体制にあ

ること」とされているが、本道では広域性や地方における看護職員の不足等から、この

ような条件を満たすことができない地域が多く」とされているが、広域性については、職

員の勤務体制や勤務内容等の一元的な管理や、事業所間の相互支援について、出張

所の立地に係る規制はないため、オンライン化等の適切な対応を取ることにより、十分

対応可能と考える。また、看護職員の不足についても、基準で規定している人員につい

ては、一体的な指定を受けている出張所すべてをあわせて満たしていればよいもので

あり、十分対応可能と考える。

○従って、御提案については、現行制度で十分対応可能と考えている。

1590 15901020 北海道
高齢者・障害者暮らし
安心プラン

過疎地域等において、ヘルパー人数などの
事業者の指定基準や介護報酬単価を地域の
実態に即した設定及び運用とする。

［具体的提案内容］
○地域特性を踏まえた介護サービス、報酬
の設定・運用
・移送サービスを介護報酬の対象とする。
・訪問・通所系サービスの報酬に広域性等
を加味して設定
○地域特性を踏まえた事業者の指定基準の
設定・運用
・保険給付の対象となる訪問看護が行える
事業者の要件緩和（基準該当居宅サービス
の拡大）

厚生労働
省

0930190

指定通所介護事
業所における介護
保険非該当高齢
者等の受け入れ

○要介護者等以外の
自費負担によるサー
ビスの利用について

介護保険の運営基準を
遵守した上で、なお余力
がある場合においては、
指定居宅サービスの提
供に支障がない範囲
で、要介護者以外の者
に対するサービス提供
を行うことは可能であ
る。

D-1

・　指定居宅サービス事業所が
サービス提供をするにあたっては、
当然ながら要介護者等に対する
サービス提供を優先する必要があ
る。
・　しかしながら、介護保険の運営
基準を遵守した上で、なお余力が
ある場合においては、指定居宅
サービスの提供に支障がない範囲
で、要介護者以外の者に対する
サービス提供を行うことは可能であ
る。
・　以上のように、要介護者等以外
の者が全額自己負担により指定通
所介護事業所を利用することは現
行制度において可能である。
・　ただし、この場合において、要介
護者等以外に対するサービスの提
供により、指定居宅サービスの提
供に支障があると考えられる場合
には、運営基準違反となることをご
留意されたい。

1647 16471010
大阪府豊
中市

お達者あんしん高齢者
ディサービスセンター
構想

要介護状態ではないが、虚弱傾向にある独
り暮らしのの高齢者等に、通所介護事業所
の利用を認めることで、当該高齢者の引き
こもりを防止するするとともに、心身状況
の変化の把握及び安否確認を行い、予防介
護の推進及び独り暮らし高齢者等の在宅生
活の延伸を図る。

厚生労働
省

0930200

特別養護老人ホー
ムの設置促進を目
的とした規制等の
緩和

○　老人福祉法（昭
和３８年法律第１３３
号）第１５条
○　構造改革特別区
域法（平成１４年法律
第１８９号）第３０条、
第３１条

○　社会福祉法人以外
の法人による特別養護
老人ホームの経営につ
いては、構造改革特別
区域法において、ＰＦＩ又
は公設民営方式の下、
認めている。

D2

○　特別養護老人ホームは、痴呆や寝たき
りなどで常時の介護を必要とし、在宅では
これを受けることが困難な高齢者のための
入所施設であり、こうした利用者の保護を
図るためには、長期間、安定した形で介護
サービスを提供する必要がある。
○　したがって、現在、老人福祉法におい
ては、特別養護老人ホームの経営主体を
自治体と社会福祉法人に限定し、社会福
祉法人が設置・経営する場合には、都道府
県知事の認可を必要としているところ。
○　民間営利法人等による特別養護老人
ホームの経営については、一昨年、構造改
革特区において、利用者の保護に配慮し、
自治体が十分関与できる方式である公設
民営又はＰＦＩの下で容認したところ。
○　ご要望についても、構造改革特区にお
いて、ＰＦＩ方式を利用することで対応が可
能。

5095 50950005 東京都 0
老人福祉法に定める特別養護老人ホームの設
置主体に関する規制を緩和し、多様な事業者
の参入を促進する。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930210

指定通所介護事
業所等における知
的障害者及び障
害児の受入事業
の全国化

○指定居宅サービス
等の事業の人員、設
及び運営に関する基
準
○身体障害者居宅生
活支援事業の実施等
について
○在宅知的障害者デ
イサービス事業の実
施について
○構造改革特別区域
における「指定通所
介護事業所等におけ
る知的障害者及び障
害児の受入事業」に
ついて

構造改革特別区域にお
いて指定通所介護事業
所等における知的障害
者及び障害児の受入事
業を認めている。

D-2

・　現在、構造改革特別区域法及び構造改
革特別区域基本方針に基づき、構造改革
特別区域で介護保険法による指定通所介
護事業所において知的障害者及び障害児
の受入を行っている。
・　同法及び同方針においては、特例措置
が講じられる規制の所管省庁の長は特例
措置の適用状況について調査を行い、構
造改革特別区域推進本部に報告されてい
る。
・　厚生労働省において、調査を行ったとこ
ろ、現場で実際にサービスを担当している
担当者からは、混合処遇に対する慎重論
が根強く、障害者の担当者・家族からは不
安の声もみられたところ。
・　このような結果をふまえると、混合処遇
については、専門的かつ適切なケアを確立
するための具体的方策を引き続き慎重に
検討することが必要であり、現段階で全国
化を認めることは困難である。

「全国化は可
能か否か｣と
いう観点で、｢
措置の分類｣
の回答を再考
されたい。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

・本県においても、特区事業を実施している事業者等に対し調
査を行っているが、受入時における研修会の実施など工夫を
することにより、混合処遇から生ずる問題は克服が可能と考え
る。さらに、知的障害者が身近な地域でサービス利用ができる
こともさることながら、高齢者のみのデイサービスと比較し、家
庭的な環境に近づき以前より利用者が活き活きしているなど混
合処遇によるメリットも報告されている。なお、「障害者の担当
者・家族からは不安の声もみられた」とのことであるが、本県の
提案はサービスを利用される方々の選択の幅を広げるという
考え方に基づいている。
・また、指定短期入所生活介護事業者における知的障害者等
の受入は、平成１５年度より制度化されている。数日間にわた
り宿泊を行うショートステイにおいて、知的障害者等の受入が
全国的に可能であるのに対し、日中を中心とし日帰りでサービ
スを行うデイサービスにおいて、知的障害者等の受入が特区
事業でしか実施できないことには、制度に矛盾があると考え
る。このように区別を設ける理由について、具体的にお示しい
ただきたい。

C

○　高齢者・障害者のケアの
あり方については、ケアを受
ける個々の方の生活、尊厳
に関わる問題であるので、メ
リットが報告されているからと
いって直ちによいと判断でき
る問題ではなく、それぞれに
対して専門的なケアが適切に
行われているかどうかを見る
ことが必要。
○　現場のサービス担当者の
中に、混合処遇によるケアの
方法に対する不安が少なくな
いことなどを踏まえれば、や
はり、混合処遇の方法につい
て、専門的かつ適切なケアを
確保するための具体的方策
を、有識者の意見も聞きつ
つ、引き続き検討することが
必要と考えている。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討し
回答された
い。

指定短期入所生活介護事業者における知的障害者等の受入
れは、平成１５年度より制度化されている。今回の貴省の御回
答からすると、指定短期入所生活介護事業者における知的障
害者等の受入れが制度化された理由は、専門的なケアかつ
適切なケアが確保可能であるからと考えるが、確保可能とす
る根拠についてお示しいただきたい。また、数日間にわたり宿
泊を行うショートステイにおいて、知的障害者等の受入れが全
国的に可能であるのに対し、日中を中心として日帰りでサービ
スを行うデイサービスにおいて、知的障害者等の受入れが特
区事業でしか実施できないことには、制度に矛盾があるので
はないか。このように区分を設ける理由について、具体的にお
示しいただきたい。

C

○　指定短期入所生活介護サー
ビスと指定通所介護サービスと
は、そもそも目的、サービス内容
等が異なるものであるため、指定
短期入所生活介護サービスで認
められているから、指定通所介護
サービスでも当然に認められると
いうものではない。
○　指定通所介護サービスにお
ける高齢者・障害者のケアのあり
方については、ケアを受ける個々
の方の生活、尊厳に関わる問題
であり、慎重に検討することが必
要。現場のサービス担当者の中
に、混合処遇によるケアの方法に
対する不安が少なくないことなど
を踏まえれば、混合処遇の方法
について、専門的かつ適切なケア
を確保するための具体的方策を、
有識者の意見も聞きつつ、引き続
き検討することが必要と考えてい
る。

5096 50960001 千葉県 0

指定通所介護事業所等における知的障害者及
び障害児の受入事業（９０６）については、現
在、構造改革特別区域計画の認定を得た場合
のみ事業実施が可能であるが、この事業を法
令等に基づく全国的な制度とする。

厚生労働
省

0930220

　障害者に係る小
規模通所授産施
設を経営すること
を目的として設立
認可された社会福
祉法人による短期
入所事業の実施

・身体障害者福祉法
施行規則（昭和２５年
厚生省令第２５号）
・「障害者に係る小規
模通所授産施設を経
営する社会福祉法人
に関する資産要件等
について」平成12年
12月1日　障第891号･
社援第2619号　各都
道府県知事･各指定
都市市長･各中核市
市長あて　厚生省大
臣官房障害保健福祉
部長･社会・援護局長
連名通知

　障害者に係る小規模
通所授産施設を経営す
ることを目的として設立
認可された社会福祉法
人は、「障害者に係る小
規模通所授産施設を経
営する社会福祉法人に
関する資産要件等につ
いて」（厚生省大臣官房
障害保健福祉部長･社
会・援護局長連名通知）
において経営することが
できる事業が限定列挙
されており、その中に短
期入所事業は含まれて
いない。

Ｂ－１ Ⅲ、Ⅳ

　小規模通所授産施設を経営する
事業と併せて行うことができる事業
については、「障害者に係る小規模
通所授産施設を経営する社会福祉
法人に関する資産要件等につい
て」（平成12年12月1日障第891号、
社援第2619号）により限定してお
り、現状においては、小規模通所授
産施設を経営する事業と併せて短
期入所事業を実施することはでき
ない。しかし、今般、「身体障害者、
知的障害者及び障害児に係る単独
型入所事業等について」（平成16年
3月29日障障発第0329003号）によ
り、宿泊を伴う単独型短期入所事
業を行うに当たっての資産要件等
が緩和されたことに伴い、障害者に
係る小規模通所授産施設を経営す
る社会福祉法人についても、小規
模通所授産施設の経営に支障がな
い範囲で、単独型短期入所事業を
実施することを可能とする予定であ
る。

貴省の回答
にある「障害
者に係る小規
模通所授産
施設を経営す
る社会福祉法
人について
も、小規模通
所授産施設
の経営に支
障がない範囲
で、単独型短
期入所事業を
実施すること
を可能とす
る」ことについ
て、実施時期
を明確にされ
たい。

Ｂ－１ Ⅲ、Ⅳ
平成１６年度中に所要の措置
を行う。

1037 10371010
岐阜県岐
阜市

福祉サービスの向上
特区

　障害者に係る小規模通所授産施設を経営
することを目的として設立認可された社会
福祉法人は、「障害者に係る小規模通所授
産施設を経営する社会福祉法人に関する資
産要件等について」平成12年12月1日　障第
891号･援第2619号　各都道府県知事･各指定
都市市長･各中核市市長あて　厚生省大臣官
房障害保健福祉部長･社会・援護局長連名通
知　において経営することができる事業が
限定列挙されている。
　その中に短期入所事業は含まれていな
い。

（規制の緩和　当該社会福祉法人の設立目
的及び資産要件からして制限を受けること
は止むを得ず、通常の社会福祉法人の活動
範囲と同一にしようという提案ではありま
せん。）

厚生労働
省

0930230

介護保険法上の
指定短期入所生
活介護事業所にお
ける知的障害者，
障害児，精神障害
者の受入の容認

・身体障害者デイ
サービス事業と知的
障害者デイサービス
事業の相互利用，地
域生活援助事業の相
互利用並びに65歳未
満の身体障害者によ
る介護保険法の指定
通所介護事業及び指
定短期入所生活介護
事業の利用について
（平成15年10月29日
障発第1029001号）
・知的障害者福祉法
に基づく指定居宅支
援事業者等の人員，
設備及び運営に関す
る基準（平成１４年厚
生労働省令第８０号）
・精神障害者居宅生
活支援事業の実施に
ついて（平成１４年月
２月２７日障発０３２７
００５各都道府県知
事・各指定都市市長
宛　厚生労働省社
会・援護局障害保健
福祉部長通知）

①現行制度上は，例え
ば，高齢者及び知的障
害者の短期入所事業を
行う場合には，介護保
険法上の指定と知的障
害者福祉法上の指定を
受ける必要がある。
②両方の指定を受けた
場合には、介護保険法
上の短期入所事業の利
用定員に対する空きを、
知的障害者福祉法上の
短期入所事業に利用す
ることは可能である。
③介護保険法上の指定
短期入所生活介護事業
所における知的障害
者，障害児，精神障害
者の受入については、
「身体障害者デイサービ
ス事業と知的障害者デ
イサービス事業の相互
利用，地域生活援助事
業の相互利用並びに65
歳未満の身体障害者に
よる介護保険法の指定
通所介護事業及び指定
短期入所生活介護事業
の利用について」（平成
15年10月29日　障発第
1029001号）にもとづい
て実施されているところ
である。

①Ｃ
②Ｄ－１
③C

①Ⅰ
②ー
③Ⅳ

①現行制度上は、身体障害者、知的障害
者、障害児又は精神障害者の短期入所事
業はそれぞれ必要となる機能が異なること
から、身体障害者、知的障害者、障害児又
は精神障害者の短期入所事業において適
切なサービスを提供するために必要な基
準も異なるため、身体障害者、知的障害
者、障害児又は精神障害者の短期入所事
業を行う場合にはそれぞれの指定を受け
ることが必要となっている。
したがって、介護保険法上の指定短期入
所生活介護事業所が、それぞれの指定を
受けない限り、知的障害者、障害児、精神
障害者の受け入れを行った際に適切な
サービスを提供できるかどうか確認できな
いため、それぞれの指定を受けていない介
護保険法上の指定短期入所生活介護事業
所が、知的障害者、障害児、精神障害者の
受け入れを行うことは認めることができな
い。
②それぞれの指定を受けている場合には、
短期入所事業所において空きがある場合
に、障害種別を越えて相互に利用すること
は現行制度においても可能である。
③なお、知的障害者及び障害児に係る取り
扱いについて，65歳未満の身体障害者に
よる介護保険法の指定短期入所生活介護
事業の利用制度における65歳未満の身体
障害者の取り扱いと同様とすること、及び
精神障害者に係る補助金の取り扱いにつ
いて、精神保健費等国庫負担金交付要綱
と同様の取り扱いとすることは補助金の拡
充を求めるものであり、認められない。

身体障害者、知
的障害者、障害
児又は精神障害
者の短期入所事
業について、そ
れぞれの機能の
違いについて明
確にされたい。
また、「利用者
（高齢者，知的障
害者等）にとって
利用機会が拡大
することによる
サービスの利便
性向上を図る」と
いう提案主体の
趣旨を踏まえ、
各事業所本来の
目的を損なわな
い範囲で、それ
ぞれの事業所の
指定を受けない
で相互受入れを
容認できない
か、再度検討の
うえ回答された
い。

①Ｃ
②Ｄ－１
③C

①Ⅰ
②ー
③Ⅳ

①原則として、身体障害者短
期入所事業は身体障害者療
護施設等において、知的障
害者短期入所事業は知的障
害者更生施設等において、
障害児短期入所事業は肢体
不自由児施設等の障害児施
設において、精神障害者短
期入所事業は精神障害者生
活訓練施設等において行うこ
ととしており、それぞれの施
設が本来対象とする利用者
が異なるという違いがあるた
め、障害特性や年齢に応じた
支援が必要となる。

②事業所を指定することによ
り、当該サービスを提供する
事業者であることを明確にし
て、サービス利用者や市町村
が、それぞれの事業について
適切なサービスを提供するこ
とができる事業所であること
を確認し、また、報告の徴収
等により指定権者による
チェック機能を働かせるため
に行うものであり、指定を受
けずに受け入れることについ
ては認められない。

1086 10862010宮城県

介護保険法上の指定
短期入所生活介護事
業所における知的障
害者，障害児，精神障
害者の受入の容認

・介護保険法上の指定短期入所生活介護事業所における知的障害者，
障害児，精神障害者（以下，知的障害者等）の受入を容認すること。
・現在，介護保険法上の指定短期入所生活介護事業所は，人員，設備
等について新たな要件を必要としないで，知的障害者福祉法上，児童
福祉法上の指定短期入所事業所の指定を受けられることとなってい
る。（16.3.29：障発0329001「指定居宅支援事業者等の人員，設備及
び運営に関する基準について」の一部改正について）
・また，精神障害者短期入所事業は，精神障害者生活訓練施設，精神
障害者入所授産施設等において短期入所による介護等を適切に行うこ
とのできる施設において，その指定を受け事業を行うこととされてい
る。
・しかし，利用定員については，それぞれ（高齢者，知的障害者等）
定める必要があり，上記の指定を受けることによって，年齢や障害の
有無による利用の制限がなされることとなる。
・よって，介護保険法上の指定短期入所生活介護事業所においては，
新たに知的障害者福祉法等による指定短期入所事業所の指定を受ける
ことを要しないで，知的障害者等の受入を容認すること。
・また，知的障害者及び障害児に係る取り扱いについては，65歳未満
の身体障害者による介護保険法の指定短期入所生活介護事業の利用制
度（厚生労働省　15.10.29障発1029001号）における，65歳未満の身
体障害者の取り扱いと同様とすること。
・精神障害者に係る利用料の負担の取り扱いについては，精神保健費
等の国庫負担（補助）金についてによるもの

厚生労働
省

0930240

身体障害者，知的
障害者，障害児及
び精神障害者に係
る身体障害者短期
入所事業所，知的
障害者短期入所
事業所，障害児短
期入所事業所及
び精神障害者短
期入所生活介護
等施設の相互利
用

・知的障害者福祉法
に基づく指定居宅支
援事業者等の人員、
設備及び運営に関す
る基準（平成１４年厚
生労働省令第８０号）
・身体障害者福祉法
に基づく指定居宅支
援事業者等の人員、
設備及び運営に関す
る基準（平成１４年厚
生労働省令第７８号）
・精神障害者居宅生
活支援事業の実施に
ついて（平成１４年月
２月２７日障発０３２７
００５各都道府県知
事・各指定都市市長
宛　厚生労働省社
会・援護局障害保健
福祉部長通知）

①現行制度上は，例え
ば，身体障害者及び知
的障害者の短期入所事
業を行う場合には，身体
障害者福祉法上の指定
と知的障害者福祉法上
の両方の指定を受ける
必要がある。
②両方の指定を受けた
場合には、身体障害者
福祉法上の短期入所事
業の利用定員に対する
空きを、知的障害者福
祉法上の短期入所事業
に利用することは可能で
ある。

①Ｃ
②Ｄ－１

①Ⅰ
②ー

①現行制度上は、身体障害者、知的障害
者、障害児又は精神障害者の短期入所事
業はそれぞれ必要となる機能が異なること
から、身体障害者、知的障害者、障害児又
は精神障害者の短期入所事業において適
切なサービスを提供するために必要な基
準も異なるため、身体障害者、知的障害
者、障害児又は精神障害者の短期入所事
業を行う場合にはそれぞれの指定を受け
ることが必要となっている。
したがって、例えば、身体障害者短期入
所事業所について、知的障害者短期入所
事業所、障害児短期入所事業所及び精神
障害者短期入所生活介護等施設の指定を
受けない限り、知的障害者、障害児及び精
神障害者の受け入れを行った際に適切な
サービスを提供できるかどうか確認できな
いため、それぞれの指定を受けていない限
り、身体障害者短期入所事業所，知的障
害者短期入所事業所，障害児短期入所事
業所及び精神障害者短期入所生活介護等
施設を相互に利用することは、認めること
ができない。
②それぞれの指定を受けている場合には、
短期入所事業所において空きがある場合
に、障害種別を越えて相互に利用すること
は現行制度においても可能である。

身体障害者、知
的障害者、障害
児又は精神障害
者の短期入所事
業について、そ
れぞれの機能の
違いについて明
確にされたい。
また、「利用者
（高齢者，知的障
害者等）にとって
利用機会が拡大
することによる
サービスの利便
性向上を図る」と
いう提案主体の
趣旨を踏まえ、
各事業所本来の
目的を損なわな
い範囲で、それ
ぞれの事業所の
指定を受けない
で相互受入れを
容認できない
か、再度検討の
うえ回答された
い。

①Ｃ
②Ｄ－１

①Ⅰ
②ー

①原則として、身体障害者短
期入所事業は身体障害者療
護施設等において、知的障
害者短期入所事業は知的障
害者更生施設等において、
障害児短期入所事業は肢体
不自由児施設等の障害児施
設において、精神障害者短
期入所事業は精神障害者生
活訓練施設等において行うこ
ととしており、それぞれの施
設が本来対象とする利用者
が異なるという違いがあるた
め、障害特性や年齢に応じた
支援が必要となる。

②事業所を指定することによ
り、当該サービスを提供する
事業者であることを明確にし
て、サービス利用者や市町村
が、それぞれの事業について
適切なサービスを提供するこ
とができる事業所であること
を確認し、また、報告の徴収
等により指定権者による
チェック機能を働かせるため
に行うものであり、指定を受
けずに受け入れることについ
ては認められない。

1086 10862020宮城県

介護保険法上の指定
短期入所生活介護事
業所における知的障
害者，障害児，精神障
害者の受入の容認

・障害種別を超えた短期入所事業所を相互
に利用することを可能とするもの。
・近隣においてショートステイサービスを
利用することが困難な身体障害者，知的障
害者，障害児及び精神障害者について，障
害種別毎に指定された短期入所事業所の本
来の目的を損なわない範囲内で，一定割合
の身体障害者，知的障害者及び精神障害者
を受け入れることによって，より身近なと
ころでのショートステイサービスの利用を
行うもの
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930250

知的障害者及び
精神障害者に係る
知的障害者通勤
寮及び精神障害
者生活訓練施設
の相互利用

・知的障害者援護施
設の設備及び運営に
関する基準（平成１５
年厚生労働省令第２
２号）
・精神障害者社会復
帰施設の設備及び運
営に関する基準（平
成１２年厚生労働省
令第８７号）

　知的障害者通勤寮及
び精神障害者生活訓練
施設は，２０人以上の人
員を入所させることがで
きる規模を有するもので
なければならないことと
なっている。

D-1 ー

　知的障害者通勤寮については、
知的障害者援護施設の設備及び
運営に関する基準（平成１５年厚生
労働省令第２２号）第４条及び第５
条により入所者等の支援に支障が
ない場合、また、精神障害者生活
訓練施設については、精神障害者
社会復帰施設の設備及び運営に
関する基準（平成１２年厚生省第８
７号）第４条及び第５条により利用
者の処遇に支障がない場合には、
設備及び職員の専用・専従要件の
例外的な取扱をしているところであ
り、御提案の内容は、知的障害者
通勤寮に入所する知的障害者の支
援に支障がないこと、及び精神障
害者生活訓練施設を利用する精神
障害者の処遇に支障がないことが
認められるのであれば、現行制度
においても実現可能である。

知的障害者通勤
寮に入所する知
的障害者の支援
に支障がないこ
と、及び精神障
害者生活訓練施
設を利用する精
神障害者の処遇
に支障がないこ
とが認められる
のであれば、そ
れぞれ２０人以
上の人員を入所
させる規模を有
する施設を整備
する必要はない
のか、明確にし
て再度回答され
たい。
併せて、右の提
案主体からの意
見も踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

それぞれの施設について相互に
利用することは可能であるとの回
答であるが、例えば、知的障害者
通勤寮について、精神障害者生
活訓練施設の指定も受ける場合
には、それぞれの定員について、
重複指定することが可能であるか
御教示いただきたい。

D-1 ー

①知的障害者通勤寮は、知的障害児施設及び知的障
害者更生施設等を退所するなどして、すでに日常生活
において身の回りの処理について自立しており、か
つ、就労している１５歳以上の知的障害者に対し独立
生活に必要な助言及び指導を行う施設である。他方、
精神障害者生活訓練設は、精神障害のために家庭に
おいて日常生活を営むのに支障がある精神障害者が
日常生活に適応することができるよう、必要な訓練及
び指導を行いその者の社会復帰の促進を図る事を目
的とする施設であり、両者は施設の本来の目的が異な
るものである。
②本来の施設利用者以外の者の受け入れは、知的障
害者通勤寮に入所する知的障害者の支援及び精神障
害者生活訓練施設を利用する精神障害者の支援に支
障がない限り、国の補助を受けない自治体単独の事
業として当該施設の職員及び設備の一部を活用する
ことにより可能としているところであるが、これはあくま
で空き定員の利用を認めているものである。
　上記①及び②の理由により、それぞれの事業を行う
に当たっては、それぞれの目的に応じた適切な施設運
営が確保されるよう、施設の規模をはじめ設備や運営
に関して必要な基準を満たしていただく必要があること
から、この基準の一つである定員を重複指定すること
はできない。

1086 10862030宮城県

介護保険法上の指定
短期入所生活介護事
業所における知的障
害者，障害児，精神障
害者の受入の容認

・知的障害者の精神障害者生活訓練施設及
び精神障害者の知的障害者通勤寮の相互利
用を行うことを可能とすること。
・知的障害者通勤寮及び精神障害者生活訓
練施設は，２０人以上の人員を入所させる
ことができる規模を有するものでなければ
ならないこととなっている。
・これらの施設の本来の目的を損なわない
範囲内で、一定割合の知的障害者及び精神
障害者が相互に利用することによって、障
害者の地域での生活の場を確保し、自立を
促進するとともに当該施設の効率的運営を
図ることを可能とするもの。

厚生労働
省

0930260

障害者施設(入所
施設)の小規模サ
テライト化(地域分
散出張所)の容認

・身体障害者更生援
護施設の設備及び運
営に関する基準（平
成１５年厚生労働省
令第２１号）
・指定身体障害者更
生援護施設の設備及
び運営に関する基準
（平成１４年厚生労働
省令第７９号）
・知的障害者更生援
護施設の設備及び運
営に関する基準（平
成１５年厚生労働省
令第２２号）
・指定知的障害者更
生援護施設の設備及
び運営に関する基準
（平成１４年厚生労働
省令第８１号）

　身体障害者更生援護
施設の設備及び運営に
関する基準（平成１５年
厚生労働省令第２１号）
等において、規模や職
員配置基準等が定めら
れている。

Ｃ Ⅳ

障害者施設の設備及び運営に関
する基準において、障害者施設に
おける入所者への適切な支援を確
保するために、施設の人員、設備
及び運営に関して最低限必要な基
準を定めているが、入所施設を小
規模サテライト化した場合について
も、この最低基準を満たさない施設
は、入所者の支援に支障があるた
め、これを認めることはできない。
　
施設でのサービスを利用しつつ、
地域で暮らすことを可能とするとい
う御提案については、施設から地
域へ急に移行することが不安な利
用者等のために、９２５特区（施設
訓練等支援事業の日割り利用）が
あるので、そちらを活用されたい。

なお、御提案の内容が、入所施設
を小規模化した場合において必要
となる職員の増加分についての補
助金の拡充を含むとすれば、それ
は認められない。

提案の趣旨は、
単に最低基準を
満たさない小規
模の施設の設置
を求めるもので
はなく、その設備
及び運営につい
て本体施設との
密接な連携を保
持する小規模サ
テライト施設の設
置を可能とする
ことを求めるもの
であり、それによ
り、障害者が住
みなれた地域で
生活できる等の
メリットも考えら
れることから、障
害者入所施設の
小規模サテライト
化を容認できな
いか再度検討の
うえ回答された
い。
併せて、右の提
案主体からの意
見も踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

・本県の提案は、「施設から地域へ」と
いう方針のもと、施設入所が必要な方
についても、地域にある小規模な施
設への入所を可能とする提案であ
る。したがって、在宅者等が施設訓練
等の支援費支給を日割りで受けるこ
とができる９２５特区によって実現でき
るものではない。
・また、「最低基準を満たさない施設
は、入所者の支援に支障があるた
め、これを認めることができない。」と
の御指摘であるが、サテライト型障害
者施設については、国の平成１６年度
予算要求において基準が示されてお
り、本県は、県内事業者と検討のう
え、この基準の拡充について代替措
置を付して提案を行った。本県提案が
認められないのであれば、国の予算
要求における基準が認められ、この
基準の拡充となる本県提案が認めら
れない理由について、具体的にお示
しいただきたい。
・なお、サテライト施設において職員
の増加が必要な場合については、他
の障害者施設との併設及び職員の兼
務により対応が可能である。

Ａー
１

Ⅳ

　入所施設利用者の地域生
活への移行を進める観点か
ら、地域の中の施設として施
設の小規模化を図り、グルー
プホーム等への本来的な地
域移行への段階的な形態と
なるよう、本体施設とサテライ
ト型施設が緊密に連携を取り
一体的な施設運営を行うこと
をはじめとする諸条件を満た
した場合には、定員を１０～２
０名程度とする小規模サテラ
イト型施設の設置を可能とす
ることとする。

規模や職員配
置基準が定め
られているの
が省令である
ならば、措置
区分はⅣでは
ないのではな
いか。
また、①どう
いった障害者
施設について
サテライト化を
容認する見込
みなのか、②
貴省回答にあ
る「諸条件｣の
内容としてどう
いうものを想定
し、検討してい
るのか、につ
いて併せて明
確にされたい。

Ａ－１ Ⅳ

　本体施設とサテライト型施設を
別個独立の施設としてとらえるの
ではなく、一体的な施設運営を行
う一つの単位として扱う事を予定
しているため、職員配置基準や設
備基準については両施設合わせ
て現行省令の基準を満たすことを
原則とし、サテライト型施設の整
備を進める観点から、利用者へ
の適切な支援を確保するために
必要な個別の条件や人員及び設
備基準の緩和等について、通達
により手当をする予定であるた
め、措置区分をⅣとしているところ
である。
　当該特例措置の対象となる施
設について特に限定は設けない
が、例えば身体障害者療護施設
をサテライト化する場合には、常
勤の介護職員を常に一人以上配
置することを義務づける等によ
り、利用者への適切な支援が確
保されるようにする。
　当該特例措置の実施に当たっ
ての諸条件については、現時点
では具体的に言及する段階には
ないが、前述したような特別な人
員配置基準や設備基準の在り方
について、検討を進めているとこ
ろである。

1563 15631010 千葉県
「健康福祉千葉特区」
（拡充）

障害者施設(入所施設)について、施設の規
模を小さく分けた、小規模サテライト施設
の設置を可能とすること。

厚生労働
省

0930270

障害者に対する
ホームヘルプサー
ビスに関する基準
の緩和

・身体障害者福祉法
（昭和２４年法律第２
８３条）
・知的障害者福祉法
（昭和３５年法律第３
７条）
・身体障害者福祉法
に基づく指定居宅支
援事業者等の人員、
設備及び運営に関す
る基準（平成１４年厚
生労働省令第７８号）
・身体障害者福祉法
に基づく指定居宅支
援等に要する費用の
額の算定に関する基
準（平成１５年厚生労
働省告示第２７号）
・知的障害者福祉法
に基づく指定居宅支
援事業者等の人員、
設備及び運営に関す
る基準（平成１４年厚
生労働省令第８０号）
・知的障害者福祉法
に基づく指定居宅支
援等に要する費用の
額の算定に関する基
準（平成１５年厚生労
働省告示第２９号）

障害者が居宅において
日常生活を営むことを支
援するため、障害者に
対するホームヘルプ
サービスが制度化され
ているところ。

Ｃ Ⅳ

　支援費制度に係る補助金の対象
となっているホームヘルプサービス
は、障害者が居宅において日常生
活を営むことができるよう、居宅に
おいて行ったものに限っているが、
今回の提案が、現行の事業に加え
て新たに居宅外のヘルパー利用に
ついても補助金の対象としてほしい
との要望であるならば、従来型の
補助金の拡充を求めるものであり、
認められない。

1590 15901030 北海道
高齢者・障害者暮らし
安心プラン

ホームヘルプサービスを身体障害者福祉法
等で定義されている「居宅」に限定しない
ものとする。

厚生労働
省

0930280
障害児に対する児
童デイサービスに
関する基準の緩和

児童デイサービスに
係る居宅生活支援費
の支給等の対象とな
る児童について（平成
１５年６月６日障発０６
０６００１各都道府県
知事・各指定都市市
長・各中核市市長宛
厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部
長通知）

　児童デイサービス事業
の対象児童は、通園に
よる指導になじむ障害
のある幼児を基本とする
が、通園による指導にな
じむと認められ、かつ事
業の目的、地域の実情
等諸般の事情を考慮し
適当と認められる学齢
児（小学校又は盲学校，
聾学校若しくは養護学
校の小学部に就学して
いる児童）を対象とする
ことができることとされて
いる。

Ｃ Ⅳ

　支援費制度に係る補助金の対象
となっている障害児通園（デイサー
ビス）事業は、障害児に対する早期
療育の観点から、通園による指導
になじむ障害のある幼児を対象とし
ているが、今回の提案が、現行の
事業に加えて新たに中高生につい
ても補助金の対象としてほしいとの
要望であるならば、従来型の補助
金の拡充を求めるものであり、認め
られない。

提案者の要
望は、障害児
デイサービス
事業の対象と
なっていな
い、12歳以上
18歳未満の
障害児につい
て、それらの
デイサービス
事業を利用可
能とするもの
である。なぜ
12歳以上18
歳未満の障
害児が利用
不可能である
のか理由を明
確にした上
で、要望を実
現できない
か、再度検討
し回答された
い。

Ｃ Ⅳ

　支援費制度に係る補助金
の対象となっている障害児通
園（デイサービス）事業は、障
害児に対する早期療育の観
点から、通園による指導にな
じむ障害のある幼児を対象と
している事業であるため、１２
歳以上１８歳未満の障害児を
受け入れることはできない。

1590 15901040 北海道
高齢者・障害者暮らし
安心プラン

児童デイサービスの対象となる障害児の基
準を緩和し、中高生であっても、必要に応
じて児童デイサービスを利用できるように
する。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930290

知的障害者更生
施設等における自
活訓練事業実施
に係る基準の緩和

・知的障害者福祉法
に基づく指定施設支
援等に要する費用の
額の算定に関する基
準（平成１５年厚生労
働省告示第３０号）

　施設訓練等支援費の
算定に係る告示により、
知的障害者更生施設等
の利用者の自活訓練に
ついて、知的障害者更
生施設等と同一敷地内
に確保することが困難で
ある場合であって、本体
施設に隣接した借家等
において自活訓練を
行った場合には、加算
が設けられている。

Ｄ ー

　自活訓練加算は、当該訓練を行
うための居室を、本体施設である知
的障害者更生施設等と同一敷地内
に確保することが困難である場合
は、本体施設に隣接した借家など、
本体施設との間で職員等の密接な
連携が図られるような場合に加算
を認めているところである。なお、
本体施設との連携が困難な遠隔地
で自活訓練を行う場合については
認められないところである。

1590 15901050 北海道
高齢者・障害者暮らし
安心プラン

施設訓練等支援費の算定に係る告示にかか
わらず、知的障害者更生施設等の利用者の
自活訓練について、施設の同一敷地内にあ
る建物等に限定しないこととする。

厚生労働
省

0930300

身体障害者入所
授産施設等におけ
る分場の指定基準
の緩和

・身体障害者更生援
護施設の設備及び運
営に関する基準(平成
十五年厚生労働省令
第二十一号)
・身体障害者福祉法
に基づく指定居宅支
援事業者等の人員、
設備及び運営に関す
る基準（平成１４年厚
生労働省令第７８号）
・身体障害者福祉法
に基づく指定施設支
援等に要する費用の
額の算定に関する基
準（平成１５年厚生労
働省告示第２８号）
等

　身体障害者授産施設
(身体障害者小規模通
所授産施設を除く。)は、
当該施設と一体的に管
理運営を行う、通所によ
る入所者の支援を行う
施設であって入所者を
二十人未満とする分場
を設置することができ
る。

Ｃ Ⅲ

障害者施設の設備及び運営に関
する基準において、障害者施設に
おける入所者への適切な支援を確
保するために、施設の人員、設備
及び運営に関して最低限必要な基
準を定めているが、入所施設を小
規模化した場合において、最低基
準を満たさない施設は、入所者の
支援に支障があるため、これを認
めることはできない。
　
なお、御提案の内容が、入所施
設を小規模化した場合において必
要となる職員の増加分についての
補助金の拡充を含むとすれば、そ
れは認められない。

提案の趣旨は、
単に最低基準を
満たさない小規
模の施設の設置
を求めるもので
はなく、その設備
及び運営につい
て本体施設との
密接な連携を保
持する小規模サ
テライト施設の設
置を可能とする
ことを求めるもの
であり、それによ
り、障害者が住
みなれた地域で
生活できる等の
メリットも考えら
れることから、障
害者入所施設の
小規模サテライト
化を容認できな
いか再度検討の
うえ回答された
い。
併せて、提案主
体からの意見も
踏まえ、再度検
討し回答された
い。

入所施設を小規模化した分場施設に
ついては、次のとおり、人員、設備及
び運営に関し、中心施設と合わせて、
その最低基準・指定基準を満たすこと
を考えている。
①職員基準：分場施設には、生活支
援員等を少なくとも１人以上常勤で配
置する。
②設備基準：分場施設には、居室、便
所、食堂等の生活に必要な施設を必
置とし、それ以外は中心施設や併設
する施設等の設備と共用する。
③施設運営：中心施設と分場施設を
もって一つの施設として運営する。
④整備方針：中心施設と分場施設を
合わせた定員は、既存施設の定員以
下とする。
なお、分場施設の設置により、職員の
増加分など補助金の拡充を含むもの
ではない。
郡部に施設が設置されている入所施
設について、小規模化により市街地
への展開が容易になること、グループ
ホーム等への段階的な移行が求めら
れる方々が多いこと等から地域生活
への移行を一層促進するため、基準
の緩和が必要である。

Ａ-１ Ⅳ

　入所施設利用者の地域生
活への移行を進める観点か
ら、地域の中の施設として施
設の小規模化を図り、グルー
プホーム等への本来的な地
域移行への段階的な形態と
なるよう、本体施設とサテライ
ト型施設が緊密に連携を取り
一体的な施設運営を行うこと
をはじめとする諸条件を満た
した場合には、定員を１０～２
０名程度とする小規模サテラ
イト型施設の設置を可能とす
ることとする。

規模や職員配置
基準が定められて
いるのが省令であ
るならば、措置区
分はⅣではないの
ではないか。
また、①どういっ
た障害者施設に
ついてサテライト
化を容認する見込
みなのか、②貴省
回答にある「諸条
件｣の内容として
どういうものを想
定し、検討してい
るのか、について
併せて明確にされ
たい。
併せて、右の提案
主体からの意見を
踏まえ、再度検討
し回答されたい。

　本体施設と一体的な運営を行う小規模サテライト型施設の定員につい
ては、１０～２０名程度とされているが、サテライト型施設をグループホー
ム等への本格的な地域移行への段階的な形態とするためには、できるだ
け小規模化を図ることが効果的であると考えられることから、その定員に
ついては、既存の分場（通所）の設置条件と同様に、５名以上からの設置
を可能としていただきたい。

Ａ－１ Ⅳ

　本体施設とサテライト型施設を別
個独立の施設としてとらえるのでは
なく、一体的な施設運営を行う一つ
の単位として扱う事を予定している
ため、職員配置基準や設備基準に
ついては両施設合わせて現行省令
の基準を満たすことを原則とし、サテ
ライト型施設の整備を進める観点か
ら、利用者への適切な支援を確保す
るために必要な個別の条件や人員
及び設備基準の緩和等について、通
達により手当をする予定であるた
め、措置区分をⅣとしているところで
ある。
　当該特例措置の対象となる施設に
ついて特に限定は設けないが、例え
ば身体障害者療護施設をサテライト
化する場合には、常勤の介護職員を
常に一人以上配置することを義務づ
ける等により、利用者への適切な支
援が確保されるようにする。
　当該特例措置の実施に当たっての
諸条件については、現時点では具体
的に言及する段階にはないが、前述
したような特別な人員配置基準や設
備基準の在り方について、検討を進
めているところである。
　定員を５人以上とすることについて
は、入所施設利用者の地域生活移
行を進める観点から、利用者への適
切な支援が確保される場合には可
能とする。

1590 15901060 北海道
高齢者・障害者暮らし
安心プラン

分場による施設支援を、通所だけでなく入
所についても実施できるように指定基準等
を緩和する。

厚生労働
省

0930310
障害児施設におけ
る調理業務の外部
委託の容認

児童福祉施設最低基
準（昭和２３年厚生省
令第６３号）

　児童福祉施設最低基
準において、障害児施
設には調理員を置くこと
が義務付けられている
が、構造改革特区によ
り、障害児施設における
調理業務の外部委託が
認められているところで
ある（９０９（９１７）特
区）。

D-２ ー

　当該要望については、現在、特区
評価の手続きにのっとり、特区評価
委員会等において検討を行ってい
るところである。

5095 50950006 東京都 0
障害児施設における調理業務の外部委託を認
めること

厚生労働
省

0930320

無資格保育士の
児童福祉施設最
低基準確保におけ
る「准保育士」制度
の容認

児童福祉施設最低基
準第３３条第２項での
「保育士の数は・・・保
育所１につき２人を下
ることはできない。」

児童福祉施設最低基準
により保
育所には保育士を置か
なければならない。

C Ⅲ

○　保育所における保育について
は、全国的に一定の質を確保する
ために、児童福祉施設最低基準に
より国家資格である保育士資格を
有する者を配置することとされてお
り、地方公共団体が独自に認めた
者を保育士に替えて業務を行わせ
ることは、こうした質の確保が困難
となることから適当でない。
○　なお児童福祉施設最低基準に
おける保育士の配置基準を満たし
た上で、地方公共団体が独自に認
めた者を補助的に配置することは
可能である。

1073 10731010
神奈川県
座間市

子育て支援保育所運
営サポート構想

無資格保育士に対して「准保育士」の資格
を市長が一定の基準に基づき行う。

厚生労働
省

0930330

児童福祉施設等
における施設設置
基準，職員配置基
準の最低基準の
見直し

児童福祉施設最低基
準（昭和23年12月29
日厚生省令第63号）

第19条第１号、第21
条第１項、第22条第１
項、第26条第１号、第
27条、第41条第１号、
第42条、第74条第１
号、第75条第１項、第
79条第２項、第80条

第48条、第49条第１
項・第３項・第５項、第
55条第１号、第56条、
第60条第１項第１号・
第２項第１号、第61条
第１項・第３項、第68
条、第69条第１項、第
72条、第73条第１項

第32条第１号・第５
号、第33条第１項

乳児院、母子生活支援
施設、児童養護施設、
情緒障害児短期治療施
設及び児童自立支援施
設には、調理室（場）を
設置し、調理員を配置し
なければならない。
知的障害児施設、第一
種自閉症児施設、第二
種自閉症児施設、知的
障害児通園施設、盲児
施設、ろうあ児施設、難
聴幼児通園施設、肢体
不自由児施設、肢体不
自由児療護施設、重症
心身障害児施設には、
調理室を設置し、調理員
を配置しなければならな
い。
保育所には、調理室を
設置し、調理員を配置し
なければならない。
ただし、調理業務の全部
を委託する施設にあっ
ては、調理員をおかない
ことができる。

《児童
福祉施
設（保
育所を
除く）》
調理員
：D-2
調理室
：C

《保育
所》
調理員
：D-1
調理室
：C

Ⅲ

〈調理員〉
《児童福祉施設（保育所を除く）》
現在、調理担当者が施設に設置されてい
る調理室において調理を行うことを前提
に、調理業務の外部への委託を認める特
区を設けており、今後、その成果を慎重に
検討する必要がある。なお、障害児施設に
おける特区については、特区評価の手続き
にのっとり、特区評価委員会等において検
討を行っているところである。（構造改革特
区908(912）、909(917)）
《保育所》
既に、児童福祉施設最低基準において、調
理業務の全部を委託する場合、調理員を
おかないことができる。
〈調理室〉
施設における調理業務は、単に食事を提
供するというだけでなく、一人一人の状態
に応じたきめ細やかな食事の対応や調理
を通じた児童とのふれあいなどにより、食
を通じた児童の健全な成長を図るととも
に、将来子どもたちが築く家庭生活のモデ
ルを示すなど、児童の生育において重要な
役割を果たしている。そうであるが故に、上
記特区においても、調理室において調理が
行われ、家庭的な雰囲気が確保されること
を求めているものである。
以上のことから、児童福祉施設の調理室
（場）の必置規制を廃止することは困難で
ある。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

○ 　食育の必要性は理解できる
が，既に構造改革特区において，
給食の外部搬入方式は認められ
ており，調理室の必置規制がその
絶対条件とは考えにくい。
○ 　また，同種の施設と考えられ
る私立幼稚園や公立小中学校に
は調理室等の必置規定はない
が，食育上，支障が生じていると
は考えにくい。
○ 　配膳室や保温設備の工夫等
により，調理室がない場合におい
ても，食を通じた児童の健全育成
を果たすことは可能と考えられる
ため，調理室の必置規制の廃止
を検討すべきである。

《児童福
祉施設
（保育所
を除く）》
調理員
：D-2
調理室
：C

《保育
所》
調理員
：D-1
調理室
：C

Ⅲ

＜児童養護施設等＞
児童養護施設等は、いわゆる入所型の
施設であり、そこに暮らしている被虐待
児等の子どもたちにとっては生活の場そ
のものであり、幼稚園や小中学校と同様
のものとして考えることは極めて不適当
であり、児童福祉施設の調理室（場）の
必置規制を廃止することは困難である。
＜保育所＞
○　保育所における食事については、子
どもの発育・発達に欠くことができない重
要なものであり、特に３歳児以上を対象
とした幼稚園や小中学校とは異なり乳児
を含む低年齢児を受け入れる施設であ
り、①離乳食等一人ひとりにきめ細やか
な対応ができること、②楽しい家庭的な
雰囲気の中で、おいしく食事ができるこ
と、が必要である。
○　このような認識の下、①一人ひとり
が子どもの状況に応じたきめ細やかな
対応、②多様な保育ニーズへの対応、
③食育を通じた児童の健全育成、を図
る観点から、保育所の調理室の必置規
制を撤廃することは困難である。
○　なお、現在構造改革特区で認められ
ている「公立保育所における給食の外部
搬入方式の容認事業」においても、保育
所に調理室を設けることは必要としてい
るところである。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討の
うえ回答され
たい。

　保育所については，児童福祉施設として児童にとっては家庭
の代替，生活の場であり，食育やいわゆる個食の重要性，そ
のための調理室の必要性は理解できる。
　ただ，幼稚園と保育時間・内容に差異がなくなってきている
（３歳以上）こともあり，構造改革特区における「公立保育所に
おける給食の外部搬入方式の容認事業」の検証などにより，
保育所における給食について，全国的に，市町村が外部搬入
方式も選択できるよう検討願いたい。
　また，併せて，調理室のあり方についても継続して検討をお
願いしたい。

《児童福祉
施設（保育
所を除く）》
調理員
：D-2
調理室
：C

《保育所》
調理員
：D-1
調理室
：C

Ⅲ

○　保育所における食事に
ついては、子どもの発育・
発達に欠くことができない
重要なものであり、①一人
ひとりが子どもの状況に応
じたきめ細やかな対応、②
多様な保育ニーズへの対
応、③食育を通じた児童の
健全育成を図る観点から、
保育所の調理室は本来必
要なものである。
○　保育所の給食の外部
搬入の全国化については、
公立保育所における給食
の外部搬入の実施状況に
ついて十分検証したうえ
で、なおも慎重に判断する
ことが必要であり、現段階
でこれを認めることは困難
である。

1140 11402030広島県
分権ひろしま活性化プ
ラン

児童福祉施設最低基準にある調理室及び調
理員の必置規制について，施設設置者の任
意で設置できるよう基準を見直すこと
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930340

SQ主導[SQ×EQ
×IQ]一貫教育
～いのちの核に心
の柱が立つ教育
～

児童福祉法施行規則
第39条の2第1項第3

号

指定保育士養成施設に
おける修業教科目数等
は平成１３年５月２３日
厚生労働省告示第１９８
号（児童福祉法施行規
則第３９条の２第１項第
３号の指定保育士養成
施設の修業教科目及び
単位数並びに履修方
法）で規定

D-1 Ⅲ

○　保育所における保育の目標は
①健康や安全など生活に必要な基
本的習慣や態度を養うこと
②自主・協調の態度を養い、道徳
性の芽生えを培うこと
③自然や社会の事象についての興
味・関心を育て、豊かな心情、思考
力を培うこと
④生活の中で言葉への興味・関心
を育て、話したり聞いたりする態度
や豊かな言葉を養うこと
⑤豊かな感性を育て、創造性の芽
生えを培うこと
にあり、保育士養成施設における
修業教科目についてはこうした目
標を達成するため、「発達心理学」
「教育心理学」「保育内容」を必修科
目としており、ご提案いただいた５
項目についても既に修習内容に含
まれていると考えている。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

本提案に対しましてご回答を有難うございました。「規制の特例
事項（事項名）」を「構想の名称」と同一と理解してしまいまし
て、「SQ主導〔SQ×EQ×IQ〕一貫教育カリキュラムの乳幼児教
育人材育成の公的カリキュラムへの付加」と書き得ず、「回答
のすれ違い」を生じさせてしまったことを深くお詫び申し上げま
す。
「規制の特例事項の内容」の1～5につきまして、措置の概要と
してご提示下さいました目標に全くたがわない形で、具体的な
活動とその活動に使う具体物が考案されています。全部でおよ
そ200種類の活動があります。（項目名は、添付資料3のカリ
キュラム、項目内容に対しては、ごく一部ですが、同じく添付資
料4を、ぜひ参照して頂きたく存じます。）
上記資料に記載の活動１つひとつに対して、子どもが、良く集
中するように導ける提示手順や提供内容など、どの先生にも良
い導入を行って頂けますように、ある一定のレベルでマニュア
ル化されております。そのマニュアルの詳細を知るのに、「代替
措置の内容」の欄に書きましたように、全日制で、合わせて2年
間を必要とするわけでございます。
公的な乳幼児教育人材育成機関を卒業された方々が、さらに
私的に敷設された機関に通学される現実もございます。保育士
養成の修業内容にまだ含まれていないからではないでしょう
か。
「提案理由」の欄で、「分離脳や偏極脳のひき起こすおぞましい
事実の続発が、SQとEQとIQのはたらきの分離したり偏極したり
しない教育配慮の切なる必要性を示唆しており、その解決策
は、SQ主導〔SQ×EQ×IQ〕の脳に気づきとして現われるはず
と書きましたように、提案内容の教育カリキュラムが公的教育カ
リキュラムに付加されることの早急性をも示唆しております。
よろしくご検討頂けますように、お願いします。

D-1 Ⅲ

保育士養成施設における修
業教科目については、保育
所における保育の目標を達
成するために定められてお
り、ご提案いただいた５項目
については現状でも「発達心
理学」「教育心理学」「保育内
容」が必修科目とされている
ことから、既に修習内容に含
まれているものと考えてい
る。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討の
うえ回答され
たい。

・再検討要請に対する回答も、全く同一のすれちがいが生じ
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・決し
て、「保育園にて、提案教育趣旨を児童たちに行えることを新
しく認可されたい。」と提案しているのではない。
・児童福祉法施行規則第39条の2、第1項第3号の指定保育士
養成施設の修業科目及び単位数並びに履修方法の内、保育
の内容・方法の理解に関する科目の「保育内容（6単位）」中
に、まだ公的には含まれてはいないカリキュラムの具体的な
施行方法200種類を、養成施設在学中に学生たちが学べるよ
うに、現行カリキュラムへ付加されたいと提案したものである。
含まれていないことは自明。
・提案意図は、SQ主導〔SQ×EQ×IQ〕脳による全脳行為が、
一人ひとりの子どもに、むつかしくなく発現することを願っての
ものであることを踏まえられ、日本の子どもらのために、たとえ
ば、保育所だけではなく、0歳～18歳を収容する児童養護施設
においても、子らが、提案教育内容を行き届いて保育士らから
受けて育つことのできる場合の状況も想定されて、提案主体
の意見に対し、よくよく理解されたい。

D-1 Ⅲ

○　保育士養成施設における修
業教科目においては、当初、ご提
案いただいた５項目については、
現状でも「発達心理学」「教育心
理学」「保育内容」が必修科目とさ
れていることから、提案の趣旨に
ついては、既に一定程度、修習内
容に含まれているものと認識して
いる。
○　また、指定保育士養成施設の
修業教科目、履修方法等は、児
童福祉の専門家からなる保育士
養成課程等検討委員会によって
検討・決定されているものである
が、現段階において、ご提案の教
授内容等を新たに告示で定める
修業教科目等として追加する必
要性があるとは認識していない。
○　なお、教科目の具体的教授内
容については、地方自治法第２４
５条の４第１項に規定する技術的
助言として、局長通知により標準
的事項を示してはいるものの、ご
提案のような詳細な事項までは定
めておらず、当該標準的事項に
沿った具体的な教授内容につい
ては、各養成施設の判断に委ね
られているところである。

1298 12981010 個人

SQ主導[SQ×EQ×IQ]
一貫教育
　　～いのちの核に心
の柱が立つ教育～

以下5項目も、必須修得事項として、保育士
資格取得カリキュラムに付加する。
1. 人としての基本的な生活行為の習得
2. 数量的差異と幾何活動の感覚的知覚
3. 数学的なはたらきをする頭脳の育成
4. 母国語修得の最大効果を支える活動
5. 地理活動･歴史活動により空間と時間の
認識活動、地球史･生命史を知る活動による
｢いのち｣への讃歌

厚生労働
省

0930350

SQ主導[SQ×EQ
×IQ]一貫教育
～いのちの核に心
の柱が立つ教育
～

児童福祉法施行規則
第39条の2第1項第3

号

指定保育士養成施設に
おける修業教科目数等
は平成１３年５月２３日
厚生労働省告示第１９８
号（児童福祉法施行規
則第３９条の２第１項第
３号の指定保育士養成
施設の修業教科目及び
単位数並びに履修方
法）で規定

D-1 Ⅲ

○　保育所における保育の目標は
①健康や安全など生活に必要な基本的習
慣や態度を養うこと
②自主・協調の態度を養い、道徳性の芽生
えを培うこと
③自然や社会の事象についての興味・関
心を育て、豊かな心情、思考力を培うこと
④生活の中で言葉への興味・関心を育て、
話したり聞いたりする態度や豊かな言葉を
養うこと
⑤豊かな感性を育て、創造性の芽生えを
培うこと
にあり、保育士養成施設における修業教科
目についてはこうした目標を達成するた
め、「発達心理学」「教育心理学」「保育内
容」を必修科目としており、ご提案いただい
た５項目についても既に修習内容に含まれ
ていると考えている。

1298 12981020 個人

SQ主導[SQ×EQ×IQ]
一貫教育
　　～いのちの核に心
の柱が立つ教育～

以下5項目も、必須修得事項として、保育士
資格取得カリキュラムに付加する。
1. 人としての基本的な生活行為の習得
2. 数量的差異と幾何活動の感覚的知覚
3. 数学的なはたらきをする頭脳の育成
4. 母国語修得の最大効果を支える活動
5. 地理活動･歴史活動により空間と時間の
認識活動、地球史･生命史を知る活動による
｢いのち｣への讃歌

厚生労働
省

0930360
保育所に配置する
職員の資格要件
の緩和

児童福祉施設最低基
準第
３３条第１項

保育士となる資格を有
する者は、①厚生労働
大臣の指定する保育士
養成施設を卒業した者、
②保育士試験に合格し
た者である。

C Ⅲ

○　保育所における保育の質については、
全国的に一定の質を確保するために、児
童福祉施設最低基準により国家資格であ
る保育士資格を有する者を配置することと
されている。
○　保育士、幼稚園教諭及び看護師の資
格については、求められる専門性がそれぞ
れ異なるため、幼稚園教諭や看護師を保
育士とみなして最低基準を適用することは
適当ではない。
○　保育士と幼稚園教諭については相互
の資格取得を促進するため、①平成１４年
度に養成課程の整合性が図られるよう、保
育士の養成課程を見直し、さらに、②15年
度「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」や
「経済財政運営と構造改革に関する基本
方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所
有者が保育士資格を取得しやすいように
措置したところである。

1438 14381010 和歌山県
・子育て支援人材ゆう
ゆう特区

児童福祉施設最低基準第３３条第１項では
保育所に配置する職員は保育士であること
（保育士資格を有すること）とあるが、こ
の要件を以下のとおり緩和する。
　（１）幼稚園教諭免許を有する者は、保
育士とみなすことができる。但し、３歳未
満児の保育に携わることはできない。
　（２）看護師資格を有する者は、保育士
とみなすことができる。但し、３歳以上児
の保育に携わることはできない。

厚生労働
省

0930370
幼稚園と保育所制
度の一元化

児童福祉法・学校教
育法等全般、児童福
祉法施行令全般、文
部科学省令・厚生労
働省令全般

保育所は児童福祉法に
基づく児童福祉施設で
あり、幼稚園は学校教
育法に基づく教育施設
である。

C Ⅰ

○　「経済財政運営と構造改革に
関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・
保育を一体として捉えた一貫した総
合施設」については、平成１６年度
中に基本的な考え方のとりまとめを
行い、平成１７年度に試行事業を実
施し、平成１８年度からの実現を目
指している。

「就学前の教
育・保育を一
体として捉え
た一貫した総
合施設」につ
いては、平成
１７年度に試
行事業を実施
し、平成１８年
度からの実現
を目指してい
るとのことで
あるが、その
具体的内容を
明示された
い。

C Ⅰ

○　「経済財政運営と構造改
革に関する基本方針２００３」
において検討することとされ
た「就学前の教育・保育を一
体として捉えた一貫した総合
施設」については、①平成１６
年度中に総合施設の在り方
について基本的考え方を取り
まとめ、②平成１７年度に試
行事業を先行実施し、③平成
１８年度からの実現を目指
し、現在、中央教育審議会幼
児教育部会と社会保障審議
会児童部会の合同の検討会
においてご検討いただいてい
るところであるが、現時点に
おいて具体的内容を明示す
るのは困難である。

これまでの
検討の進捗
状況につい
て示された
い。

C Ⅰ

○　「就学前の教育・保育を
一体として捉えた一貫した
総合施設」については、中
央教育審議会幼児教育部
会と社会保障審議会児童
部会の合同の検討会議に
おいて検討が進められてい
るところ。
○　同会議においては、第
１回を平成１６年５月２１日
に、第２回を６月２８日に、
第３回を７月２３日に開催し
たところであり、これまでの
３回の検討を踏まえ、平成
１６年８月２５日に「就学前
の教育・保育を一体として
捉えた一貫した総合施設に
ついて」（中間まとめ）が取
りまとめられたところであ
る。

1501 15011010
東京都港
区

豊かな都心居住と子育
て活動を支えるすこや
か特区

現行の幼稚園・保育所制度の再構築

厚生労働
省

0930380
幼稚園と保育所の
設置基準等の統
一化

児童福祉法・学校教
育法等全般、児童福
祉法施行令全般、文
部科学省令・厚生労
働省令全般

保育所の施設の最低基
準については、児童福
祉施設最低基準によっ
て規定されている。

D-1 Ⅳ

○　幼稚園は幼児に対し学校教育
を施すための施設であるのに対し、
保育所は保育に欠ける児童の保育
を行うための施設であり、施設設置
の目的が異なることから、これらの
施設の設置基準を統一化すること
は困難であるが、従来から地域の
実情に応じた施設の有効利用を可
能とするため「幼稚園と保育所の施
設の共用化等に関する指針につい
て」（平成１０年３月１０日文初幼第
４７６号・児発第１３０号）を策定して
きたところである。
○　なお「経済財政運営と構造改革
に関する基本方針２００３」において
検討することとされた「就学前の教
育・保育を一体として捉えた一貫し
た総合施設」については、平成１６
年度中に基本的な考え方のとりま
とめを行い、平成１７年度に試行事
業を実施し、平成１８年度からの実
現を目指している。

「就学前の教
育・保育を一
体として捉え
た一貫した総
合施設」につ
いては、平成
１７年度に試
行事業を実施
し、平成１８年
度からの実現
を目指してい
るとのことで
あるが、その
具体的内容を
明示された
い。
併せて右の
提案者からの
意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

　構造改革特区における幼保一
体化を目的とした合築や併設の
施設整備については、保育室など
両施設の共用化が認められてい
るところであるが、現行の設置基
準においては、幼稚園と保育所の
施設の面積基準が異なっているこ
とから、設置基準のうち面積基準
を統一し、施設整備の合理化・効
率化を図るべきである。

D-1 Ⅳ

○　幼稚園は幼児に対し学校教
育を施すための施設であるのに
対し、保育所は保育に欠ける児
童の保育を行うための施設であ
る。それぞれの施設について
は、その設置の目的に応じて施
設の設置基準を定めているとこ
ろであり、幼稚園と保育所の面
積基準を統一化することは困難
であるが、従来から「幼稚園と保
育所の施設の共用化等に関す
る指針について」（平成１０年３月
１０日文初幼第４７６号・児発第１
３０号）を策定し、施設整備の合
理化・効率化を図ることと、地域
の実情に応じた施設の有効利用
を可能としてきたところである。
○　「経済財政運営と構造改革
に関する基本方針２００３」にお
いて検討することとされた「就学
前の教育・保育を一体として捉え
た一貫した総合施設」について
は、①平成１６年度中に総合施
設の在り方について基本的考え
方を取りまとめ、②平成１７年度
に試行事業を先行実施し、③平
成１８年度からの実現を目指して
いるが、現時点においてその具
体的内容を明示することは困難
である。

これまでの検
討の進捗状況
について示さ
れたい。
併せて、右の
提案主体から
の意見を踏ま
え、貴省にお
いて行われて
いる「就学前の
教育・保育を一
体として捉えた
一貫した総合
施設」の検討
の中で、面積
基準の統一化
についてどの
ような検討が
なされている
のかを明らか
にした上で、再
度検討し回答
されたい。

　構造改革特区における幼保一体化を目的とした合築や併設の施設整
備については、保育室など両施設の共用化が認められているところであ
るが、現行の設置基準においては、幼稚園と保育所の施設の面積基準
が異なっていることから、設置基準のうち面積基準を統一し、施設整備の
合理化・効率化を図るべきであると考えるので、再検討をお願いする。

D-1 Ⅳ

○　「就学前の教育・保育を一体
として捉えた一貫した総合施設」
については、中央教育審議会幼
児教育部会と社会保障審議会児
童部会の合同の検討会議におい
て検討が進められているところ。
○　同会議においては、第１回を
平成１６年５月２１日に、第２回を
６月２８日に、第３回を７月２３日
に開催したところであり、これまで
の３回の検討を踏まえ、平成１６
年８月２５日に「就学前の教育・保
育を一体として捉えた一貫した総
合施設について」（中間まとめ）が
取りまとめられたところ。
○　総合施設における施設配置・
施設設備については、中間まとめ
において、経営の効率性のみを
重視するのではなく、子供の健や
かな育ちを中心においた上で、地
域の実情に応じた柔軟な対応が
可能となるよう、来年度に実施さ
れる試行事業も含め、引き続き検
討することとされているところであ
る。

1582 15821010 北海道 子育て環境充実プラン
幼稚園と保育所の設置基準等を統一化す
る。

16



09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930390
私立保育所におけ
る給食の外部搬入
容認

・児童福祉施設最低
基準第３２条（設備基
準）
・保育所保育指針

保育所には調理室を設
けなければならず、ま
た、保育所の施設外に
おいて調理し搬入するこ
とは原則認めない。

C Ⅲ

○　保育所の調理室については、
①一人ひとりの子どもの状況に応じ
たきめ細やかな対応、②多様な保
育ニーズへの対応、③食育を通じ
た児童の健全育成、を図る観点か
ら必要である。
○　公立保育所については、運営
の合理化等を進める観点から先般
特区において給食の外部搬入を認
めたところであるが、この場合でも
調理室を設置することは必要であ
る。
○　私立保育所の給食の外部搬入
については、この特区における公
立保育所の給食の外部搬入の実
施状況等を検証した上で、慎重に
判断することが必要であり、現段階
でこれを認めることは困難である。

公立保育所
のみでなく、
私立保育所
においても、
給食の外部
搬入を実施す
ることにより、
保育所経営
の合理化を図
る必要もある
ことから、右
の提案者から
の意見も踏ま
え、提案が実
現できない
か、再度検討
のうえ回答さ
れたい。

　保育所運営の合理化等を進め
る観点としては、私立も公立同様
であり、保育所における給食の外
部搬入の実施状況の検証に当
たっては、公立に限らず私立も対
象とした方がより実態に即した検
証結果が得られるものと考える。

C Ⅲ

○　保育所における食事については、子
どもの発育・発達に欠くことができない重
要なものであり、①離乳食等一人ひとり
にきめ細やかな対応ができること、②楽
しい家庭的な雰囲気の中で、おいしく食
事ができること、が必要である。
○　このような認識の下、①一人ひとり
が子どもの状況に応じたきめ細やかな
対応、②多様な保育ニーズへの対応、
③食育を通じた児童の健全育成、を図
る観点から、保育所の調理室は必要と
考えているところである。
○　保育所における調理業務について
は、本来、施設内の調理室を使用して行
うことが望ましいが、特区において認め
ている公立保育所における給食の外部
搬入については、公立保育所の運営合
理化を進める等の観点から、特段の必
要性があることにより、特区第３次提案
を受けて先般認めたところである。
○　私立保育所の給食の外部搬入につ
いては、公立保育所における給食の外
部搬入の実施状況等を検証したうえで、
慎重に判断することが必要であり、現段
階でこれを認めることは困難である。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討し
回答された
い。

　保育所運営の合理化等を進める観点としては、私立も公立同様であり、
保育所における給食の外部搬入の実施状況の検証に当たっては、公立
に限らず私立も対象とした方がより実態に即した検証結果が得られるも
のと考えるので、再検討をお願いする。

C Ⅲ

○　保育所における食事に
ついては、子どもの発育・
発達に欠くことができない
重要なものであり、①一人
ひとりが子どもの状況に応
じたきめ細やかな対応、②
多様な保育ニーズへの対
応、③食育を通じた児童の
健全育成を図る観点から、
保育所の調理室は本来必
要なものである。
○　私立保育所の給食の
外部搬入については、公立
保育所における給食の外
部搬入の実施状況等を検
証したうえで、慎重に判断
することが必要であり、現段
階でこれを認めることは困
難である。

1582 15821020 北海道 子育て環境充実プラン

既に特区認定されている公立保育所と同様
に、私立保育所も給食の外部搬入を容認
し、外部搬入の場合、調理室の必置規制を
撤廃する。

厚生労働
省

0930400
幼稚園、保育所に
おける職員の資格
要件の緩和

・教育職員免許法
　　第１条（免許）
　　第５条（授与）
・幼稚園設置基準
　　第５条（職員配置）
・幼稚園教育要領
・児童福祉施設最低
基準
　　第３３条（職員配
置）
・保育所保育指針

特区における幼稚園児
と保育所児の合同活動
において事業に携わる
職員は幼稚園教諭免許
と保育士資格の併有を
条件としている

C Ⅳ

○　幼稚園は、満３歳から小学校就学まで
の幼児に教育を行う学校であり、保育所は
保育に欠けると市町村が判断した子どもを
保護者に代わって保育する児童福祉施設
である。幼稚園教諭と保育士の資格は、こ
のような幼稚園と保育所の基本的な目的
や機能等の違いを反映し、それぞれ求めら
れる専門性を異にしている。
○　幼稚園児と保育所児の合同活動は、そ
れぞれ幼稚園教育、保育所保育の一環と
して実施されるものであるため、ご提案の
ように、幼稚園教諭又は保育士のいずれ
かの資格のみで、このような合同活動に携
わることは困難である。
○　保育士と幼稚園教諭については相互
の資格取得を促進するため、①平成１４年
度に養成課程の整合性が図られるよう、保
育士の養成課程を見直し、さらに、②15年
度「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」や
「経済財政運営と構造改革に関する基本
方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所
有者が保育士資格を取得しやすいように
措置したところである。
○　なお「経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針２００３」において検討することと
された「就学前の教育・保育を一体として捉
えた一貫した総合施設」については、平成
１６年度中に基本的な考え方のとりまとめ
を行い、平成１７年度に試行事業を実施
し、平成１８年度からの実現を目指してい
る。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

　幼稚園児と保育所児の２つの学
級に対し、それぞれの学級を担当
する幼稚園教諭と保育士がティー
ムを構成し、共同・協力して指導
に当たる、いわゆるティームティー
チングの形態で合同活動を行う場
合は、それぞれの免許・資格の保
有者から、適宜指導・助言を受け
ることが可能であることから、資格
要件を緩和しても差し支えないと
考える。

C Ⅳ

○　幼稚園は、満３歳から小学
校就学までの幼児に教育を行う
学校であり、保育所は低年齢児
を含む小学校就学までの乳幼児
を対象に、保育に欠けると市町
村が判断した子どもを保護者に
代わって保育する児童福祉施設
である。幼稚園教諭と保育士の
資格は、このような幼稚園と保育
所の基本的な目的や機能等の
違いを反映し、幼稚園教諭免許
取得に際しては、国語、算数等
の教科に関する科目を、また保
育士資格取得に際しては小児保
健や乳児保育等の科目をそれ
ぞれ必修とするなど、求められる
専門性を異にしている。
○　幼稚園児と保育所児の合同
活動事業については、幼稚園児
と保育所児が同じ内容の活動を
行うことから、これに携わる職員
については幼稚園教諭と保育士
の両者の資格を有していること
を求めており、ご提案のようにど
ちらか片方の資格のみでこの事
業に携わることについては、慎
重な検討が必要であると考えて
いる。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討し
回答された
い。

　幼稚園児と保育所児の２つの学級に対し、それぞれの学級を担当する
幼稚園教諭と保育士がティームを構成し、共同・協力して指導に当たる、
いわゆるティームティーチングの形態で合同活動を行う場合は、それぞれ
の免許・資格の保有者から、適宜指導・助言を受けることが可能であるこ
とから、資格要件を緩和しても差し支えないと考えるので、再検討をお願
いする。

C Ⅳ

○　幼稚園教諭と保育士の
資格は、幼稚園と保育所の
基本的な目的や機能等の
違いを反映し、幼稚園教諭
免許取得に際しては、国
語、算数等の教科に関する
科目を、また保育士資格取
得に際しては小児保健や乳
児保育等の科目をそれぞ
れ必修とするなど、元来、
求められる専門性を異にす
るものである。
○　幼稚園児と保育所児の
合同活動事業については、
幼稚園児と保育所児が同じ
内容の活動を行うことから、
これに携わる職員について
は幼稚園教諭と保育士の
両者の資格を有しているこ
とを求めており、ご提案のよ
うにどちらか片方の資格の
みでこの事業に携わること
については、慎重な検討が
必要であると考えている。

1582 15822010北海道 子育て環境充実プラン
保育士と幼稚園教諭の片方のみの資格保有
者でも幼稚園、保育所における合同活動の
従事を可能とする。

厚生労働
省

0930410

市税等・介護保険
料・保育料・幼稚
園使用料・市営住
宅使用料・水道使
用料の納付書再
発行事務の指定
管理者への委託

介護保険法第１３１条

児童福祉法第５６条３
項

水道法

介護保険法上、規制は
なされていない。

保育料は、利用者が市
町村に対し納付してい
る。

水道法上、規制はなさ
れていない。

Ｅ

D-1

Ｅ

－

Ⅰ

－

○介護保険の第１号保険料の普通
徴収は、保険者である市町村が地
方自治法２３１条の規定により納入
の通知をすることにより保険料を徴
収するものであるが、納付書再発
行事務について当該事務が委託可
能か否かは、介護保険法に定めを
置くものではなく、地方制度関係法
規に基づき各市町村が判断すべき
ものと考える。

○保育料は、保育の実施者である
市町村が児童福祉法法５６条の規
定により保育の利用者に対し納入
通知を行うことでその徴収を行うも
のであるが、納付書の再発行事務
について指定管理者に委託可能か
否かは各地方公共団体が判断す
べきものと考える。

○水道使用料の納付書再発行事
務について当該事務が委託可能か
否かは、水道法で規制されている
ものではない。

1009 10092080
大阪府大
東市

駅前サービスセンター
民営構想

公の施設の指定管理者に限り、市税等・介
護保険料・保育料・幼稚園使用料・市営住
宅使用料・水道使用料の納付書再発行事務
を委任可能とする。

厚生労働
省

0930420
ハローワークの雇
用情報を求人事業
者に公開する

職業安定法第５条の
４、第５１条の２

介護保険法第４１条
第４項、第４８条第２
項

○公共職業安定所その他職
業紹介事業者は、その業務に
関し、求職者の個人情報を収
集し、保管し、又は使用するに
当たっては、その業務の目的
の達成に必要な範囲内で求
職者の個人情報を収集し、並
びに当該収集の目的の範囲
内でこれを保管し、及び使用
しなければならない。ただし、
本人の同意がある場合その
他正当な事由がある場合は、
この限りでない。
○公共職業安定所その他職
業紹介事業者の業務に従事
する者等は、その業務に関し
て知り得た個人情報をみだり
に他人に知らせてはならな
い。

保険給付にあたっては、原則
として厚生労働大臣が定める
基準により算定した費用の額
(その額が現に要した費用の
額を超えるときは、当該現に
要した費用の額とする。)の百
分の九十に相当する額を給付
することとされている。

C
Ⅳ

Ⅰ

○公共職業安定所については、求職者のプライバシー保護等のため、
求職者の個人情報の目的外使用や他人への提供は行うことができな
い。
○ただし、求職者の同意が得られた場合は、個人を特定されない情報
について、求職者情報シートとして提供しているところである。
○ハローワークと求人者の間をコンピュータとつなぎ求職者情報を求人
者が入手できるようにする貴要望については、ハローワークのコン
ピューターには多数の情報が含まれているものであり、個人情報の保
護が適切に行われなくなることから、実現は困難である。

○ 介護保険制度においては、介護報酬により各介護サービスについて
給付対象とする上限額を定めているが、事業者が独自にこれよりも低
い額で介護サービスを提供することも可能である。
○ ただしその場合、当該要した費用の９割を介護保険の給付としてお
り、事業者判断による割引分を利用者負担の免除のみにあてることは
できない。
○ これは、仮に利用者負担のみを免除した場合、特定の者のみが相当
安価にサービスを利用できることとなり、同じように保険料を支払ってい
る他の被保険者との公平を欠くことに加え、利用者負担の免除により、
過大にサービス利用が増加し、保険給付費、ひいては保険料に影響を
与えることによるものであり、社会保険方式による本制度の根本であ
る。
○ こうした理由により、事業者の裁量により利用者負担部分のみを値
引きすることを認めることはできない。
○ なお、利用者負担に関し、低所得者については、負担能力に照らし
て無理のない負担という観点から、月々の利用者負担の上限額を特別
に低く設定し、施設における食事の標準負担額を引き下げるなど、すで
に負担軽減措置を図っているところである。

1026 10262040

社会福祉
法人鞍手
会
ケィ・ティ・
エンタープ
ライズ株式
会社
有限会社
かじと
個人

社会福祉施設に特化
した住みたくなる町づく
り特区構想

1.求職者情報が求人事業者に情報が公開さ
れていない場合があり、直接事業者と個人
が面談や電話で雇用条件の確認が出来な
い。
2.生活保護者と収入格差がない基礎年金の
みの利用者に対しての1割負担は、大きな問
題である。
3.米作農家は、転作助成金目当てに作りた
くもない米以外の農作物を形式的に作って
いるだけで休耕田や遊休地が有効に活用さ
れていない。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930430
町における民生委
員の推薦手続きの
簡略化

民生委員法第５条及
び同第８条

民生委員法第５条にお
いて、民生委員の選出
方法は、市町村に設置
された民生委員推薦会
が推薦した者について、
都道府県に設置された
社会福祉法第７条第１
項に規定する地方社会
福祉審議会の意見を聴
き、都道府県知事の推
薦によって、厚生労働大
臣が委嘱することとされ
ている。
また、民生委員法第８条
において、市町村に設
置される民生委員推薦
会の構成について規定
されている。

Ｃ Ⅰ

民生委員の推薦に当たっては、市
町村に、広く各界から民意を代表す
る者によって構成される民生委員
推薦会を設置し、推薦を受けること
としている。これは、当該市町村に
おいて、公平に適任者を選出する
ためである。
今回の要望である民生委員推薦会
を省略し、行政区長からの推薦の
みとすることは、推薦に当たり行政
区長との親疎の関係などが強く影
響し、適任者の選出に公平性が失
われる危険性があることから、民生
委員推薦会を廃止することはでき
ない。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

　例えば、当町においては、紫波町民生委員候補者推薦基準
の第１に「候補者の推薦方法として行政区長が、町内会役員、
自治公民館役員並びに知識経験者等と協議し推薦するものと
する。」とあるなど民生委員の推薦の段階で適任者の選出に公
平性が失われないよう十分に配慮されていることから、懸念さ
れているような行政区長との親疎の関係などが強く影響し、適
任者の選出に公平性が失われる危険性はないと考えられる。
　また、民生委員推薦会は、昭和２１年に制度化され、当時は
市町村の規模が小規模であったため、民生委員推薦会の委員
は、民生委員候補者の実態について把握することが可能だっ
たと思われる。しかしながら、民生委員推薦会制度発足から半
世紀以上も経過した現在、市町村の規模が拡大し民生委員推
薦会の委員は、民生委員候補者の実態把握できない状況で会
議を開催し都道府県知事に対し推薦をしており、民生委員推薦
会自体が形骸化しているとともに市町村に財政負担と事務負
担を強いているのが現状である。
　よって、民生委員推薦会の推薦がなくても市町村長による民
生委員の推薦のみでもあっても適任者の選出に公平性が失わ
れる危険性はないこと、民生委員推薦会自体が形骸化してお
り、市町村の財政負担と事務負担を強いていること、また、民
生委員の推薦の際には、制度上、別途都道府県に設置された
地方社会福祉審議会の意見を聞いて、都道府県知事が推薦
することによって厚生労働大臣が委嘱することとなっており、市
町村長が推薦した者が適任者でない場合には都道府県知事
の推薦を受けることができず、民生委員に選出されないという
手段も残されていることから、民生委員の推薦にあたっては、
民生委員推薦会の推薦なしに市町村長が推薦した者とするこ
とができないか再度御検討いただき、御回答いただきたい。な
お、検討の結果、当該提案が認められない場合には、具体的
かつ網羅的に御回答をいただきたい。

Ｃ Ⅰ

民生委員については、民生委員法
第４条に基づき、各市町村ごとに定
数を設定することとしており、仮に
貴町提案に従い民生委員推薦会を
廃止し、推薦準備会等において行
政区ごとの推薦を受け、市町村長
自ら推薦できるとした場合には、行
政区からあがってきた候補者の数
が当該市町村の定数を超えた場合
に、市町村長自身が定数に見合う
数の候補者を選考しなければなら
なくなり、適任者の選出に公平性が
失われる危険性がある。
また、最終的に定数に見合った推
薦者の選定を地域の実情を把握し
ている市町村ではなく、都道府県段
階の判断に委ねた場合には、効率
的な選定が行われないおそれがあ
る。
このようなことから、民生委員推薦
会を廃止することは適当でない。
なお、民生委員推薦会を廃止し、区
域ごとの推薦準備会の設置を義務
づけた場合には、推薦準備会に現
行の民生委員推薦会と同様の体制
を整えていただくことになり、現行の
制度よりも市町村の財政負担と事
務負担の増加も考えられる。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討し
回答された
い。

法律で民生児童協議会により民生区を定めることとなっており、民生区毎
に候補者を推薦することから行政区からあがってきた候補者の数が市町
村の民生委員の定数を超える心配はない。当町では、行政区129に対し
民生委員の定数は77であり、候補者の推薦に当たっては、民生児童協議
会により定められた民生区のエリアを事前に行政区長に通知してあり、例
えば、１つの民生区に複数の行政区が入る場合には、行政区長の連名で
１名の候補者が推薦されることとなる。

Ｃ Ⅰ

民生委員が担当する区域
ごとに候補者を選定してい
るため、市町村の定数は超
えない、としているが、この
ことは、民生委員が担当す
る区域において候補者が複
数名あがった場合に、実質
的に当該区域を管轄する行
政区長に対して候補者の絞
り込み及び選定・推薦の権
限を与えていることになる。
行政区という狭い範囲で、
行政区長との親疎の関係
などにより、人選が左右さ
れることは望ましくない。
市町村単位の推薦委員会
において幅広い視点から適
切な者を選定することによ
り、民生委員の選定の公正
や透明性が図られるもので
ある。
このため、民生委員推薦会
を廃止することはできない。

1183 11831080
岩手県紫
波町

循環型まちづくり構想

民生委員の委嘱に当たって、町で民生委員
推薦会を開催し県に推薦しているところで
あるが、この推薦の権限を町長に移譲する
ための法改正が必要である。

厚生労働
省

0930440

　合併後の地域自
治組織への戸籍
管掌、外国人登録
手続事務の継続、
及び社会福祉協
議会の設置の権
限等の付与

社会福祉法第１０９条

地区社会福祉協議会
は、政令指定都市にの
み設置することができ
る。

Ｄ-１

市町村が合併した場合には社会福
祉協議会は合併しなければならな
いが、旧市町村単位の支部を設け
ることもできるなど法人の組織等に
ついて特段の制限は設けておら
ず、事務の統一を行う必要はない。

1449 14491010
地方公共
団体

スムーズ合併・政令指
定都市移行事務特区
構想

　合併・政令指定都市移行を目指す本地域
において、本市区域は一つの行政区になる
ことが予定されている。行政区においては
①戸籍管掌、②外国人登録手続事務、及び
③社会福祉協議会の設置、についてその権
限が与えられるが、合併後から政令指定都
市移行までの期間は一時的にその権限を失
い、事務の統一をせざるを得ない。
　合併による住民の混乱を防ぐとともに無
駄なコストを省き、スムーズな合併・政令
指定都市移行を目指すために、合併後から
政令指定都市移行の期間、地域自治組織へ
前述の政令指定都市行政区の権限等を付与
することができるような特例措置を求める
ものである。

厚生労働
省

0930450

社会福祉法人が
高齢者向け優良
賃貸住宅事業を実
施する場合の特例

社会福祉法人の認可
について（平成１２年
１２月１日　障第８９０
号、社援第２６１８号、
老発第７９４号、児発
第９０８号）

社会福祉法人が収益事
業である高齢者向け優
良賃貸住宅事業を実施
する場合には、定款の
変更が必要である。

Ｃ Ⅰ

社会福祉法人の主たる業務は社会
福祉事業であり、その経営する社
会福祉事業に支障がない限りにお
いて公益事業又は収益事業を行う
ことができることとされている。どの
ような公益事業又は収益事業を行
うかは、社会福祉事業の安定性・
継続性に大きな影響を与える事項
であり、法人の行う主な業務を対外
的に明らかにするためにも、定款に
記載することが不可欠である。

提案主体の
「定款の変更
などの煩雑な
手続きが、高
齢者向け優
良賃貸住宅
建設促進の
阻害要因と
なっている」と
いう提案の趣
旨を踏まえ、
定款変更手
続きの簡素化
も含め再度検
討のうえ回答
されたい。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

既に定款を変更し、高齢者向け優
良賃貸住宅事業を実施している
社会福祉法人が、さらに基本財産
の上に社会福祉事業に用いる施
設と高齢者向け優良賃貸住宅と
を合築しようとする場合も見受け
られることから、このような場合に
は、基本財産の変更を必要としな
いことを明らかにされたい。

Ｃ Ⅰ

社会福祉事業に用いられる
不動産は固定資産税を免除
される。しかし、仮に社会福
祉施設を経営する法人に対し
基本財産で社会福祉事業以
外の事業を行うことを認めた
場合には、基本財産のうちど
の部分が免税されるのか不
明確となってしまう。このた
め、従来の基本財産をやむを
得ず公益事業又は収益事業
に用いる場合には、定款変更
を行い当該財産を基本財産
から除く必要がある。なお、
定款変更の手続きにおいて
簡素化が必要な手続がある
のであればご教示願いたい。

1601 16012021福岡県
高齢者安心住み替え
支援構想

（②部分）
高齢者が安心して住み替えができる高齢者
向け優良賃貸住宅の整備の促進するための
支援措置

①特定優良賃貸住宅の空き家を高齢者向け
優良賃貸住宅として管理することを認める
目的外使用の弾力化を行う。
②社会福祉法人が高齢者向け優良賃貸住宅
事業を実施する場合に、建設用地を基本財
産のままとして実施ができるようにする。

厚生労働
省

0930460
年金現況証明書
交付事務の指定
管理者への委任

E  

市町村長が行う各種証明書の交付
事務の指定管理者への委任に関し
ては、厚生年金保険・国民年金法
令上特段の規制を設けいない。

1009 10092090
大阪府大
東市

駅前サービスセンター
民営構想

公の施設の指定管理者に限り、年金現況証
明書交付事務（公証）を委任可能とする。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930470

外国大学の日本
分校の認定とそれ
に伴う20歳以上の
学生に対する国民
年金支払い猶予
の適用

国民年金法９０条

　従来は、外国の大学に
留学する場合や外国の
大学が行う通信教育を
我が国において履修す
る場合には、学習歴に
応じ、大学院入学資格
や単位互換等により我
が国の教育制度に接続
されてきましたが、いわ
ゆる外国大学日本校に
ついては、我が国の学
校教育法に基づく大学と
しての設置申請の道が
可能であることもあり、
接続が認められていま
せんでした。
　また、年金に関して
は、外国大学の日本校
は外国教育法第５２条
に規定する大学にはあ
たらないため、２０歳以
上の学生に対する国民
年金支払い猶予の特例
は適用されていません。

Ｃ Ⅱ

　外国大学の日本校の教育制度上の位置
付けについては、「国際的な大学の質保証
に関する調査研究協力者会議」（文部科学
省高等教育局長裁定）で検討され、本年3
月29日に「審議のまとめ」が提出されたとこ
ろです。[審議のまとめ」においては、外国
大学の日本分校が当該外国の大学の正規
の課程であることなど一定の要件を満たす
ことが確認できれば、我が国の教育制度と
接続（大学院入学資格、単位互換等）する
ための新たな制度的措置を講ずるべきと提
言されているところであり、文部科学省とし
ても、基本的にこの提言に沿って所要の措
置をとることとしています。具体的な制度に
ついては、今後、中央教育審議会での審議
を経て措置する予定です。
　外国大学の日本校を年金制度上の学生
納付特例が適用される教育施設の対象と
することについては、教育施設としての学
校教育法等その他の法規における位置づ
けや、卒業により取得できる資格等と無関
係に検討できるものではないため、学校教
育法等に基づいて相応の措置が講じられ
る場合には、必要な措置を講じていきたい
と考えています。

外国大学の
日本校につ
いては、文
部科学省に
おいて新た
な制度的措
置を講ずる
予定として
いることか
ら、この点
を踏まえ貴
省において
も提案者の
要望が実現
できないか
再度検討
し、回答さ
れたい。
併せて、右
の提案主体
からの意見
も踏まえ、
再度検討し
回答された
い。

厚生労働省から「学校教育法に基
づいて相応の措置が講じられる場
合には、必要な措置を講じていき
たい」と回答いただいたが、「学校
教育法に基づいて相応の措置」と
は、文部科学省が検討中の単位
互換と大学院入学資格について
の措置と理解してよいか。また「必
要な措置」について同省から具体
的な説明をいただきたい。

Ｃ Ⅱ

外国大学の日本校を国民年
金の学生納付特例が適用さ
れる教育施設の対象とするこ
とについては、学校教育法等
における教育施設としての位
置づけや、卒業により取得で
きる資格等に関して、学校教
育法等に基づいて相応の措
置が講じられることが必要と
考えています。例えば学校教
育法等に基づき大学院入学
資格が与えられる教育施設
等については、学生納付特
例の適用に関する所要の措
置を講じるべく検討してまいり
ます。

仮に、文部
科学省が、
外国大学の
日本校につ
いてわが国
の大学院入
学資格を付
与するといっ
た「接続」の
ための措置
を講じた場
合には、貴
省において
どのような措
置を講ずる
ことを検討す
ることになる
のか、その
スケジュー
ルと併せ回
答されたい。

ｃ Ⅱ

外国大学の日本校を国民
年金の学生納付特例が適
用される教育施設の対象と
することについては、学校
教育法等における教育施
設としての位置づけや、卒
業により取得できる資格等
に関して、学校教育法等に
基づいて相応の措置が講じ
られることが必要と考えて
います。例えば学校教育法
等に基づき大学院入学資
格が与えられる教育施設等
については、学生納付特例
を適用する方向で、文部科
学省における検討状況を踏
まえつつ、所要の措置を講
じるべく検討してまいりま
す。

1366 13661090
テンプル大
学ジャパン

国際高等教育推進特
区

外国大学日本校は大学と認められていない
ため、20歳以上の学生に対する国民年金支
払い猶予の適用がない。日本の大学になる
ためには、大学設置基準および学校法人設
立の条件を満たしていなければならない。
しかし外国大学の日本校が、日本の大学と
して諸基準を適用し認可されることは、外
国大学がその特徴をそのまま生かし運営し
ていくことを困難にし、実情に則してな
い。そこで、外国大学の日本校がその国の
正式な認定機関から認定を受けている場
合、または認定を受けかつ教育内容の質を
証明する新たな基準を満たす場合、その大
学を教育制度上｢外国の大学」とし、その｢
外国の大学」が学校教育法一章の第一条に
ある大学に準ずるものという公的な認可を
文部科学省が行う。これをうけて厚生労働
省は、大学に準ずると認められた「外国の
大学」の学生に対し、20歳以上の学生に対
する国民年金支払い猶予の適用を行う。

厚生労働
省

0930480
タラソテラピー施
設への公的医療
保険等の適用

健康保険法、健康保
険法の規定による療
養に要する費用の額
の算定方法

医療保険においては、
保険医療機関が行う病
気やケガに対する治療
を給付の対象としている
ものであって、保険医療
機関外で行われる医療
や、単なる健康増進は
給付対象とはなっていな
い。

C（特区
として対
応不
可）

Ⅲ

タラソテラピーは、病気やケガに対
する治療として確立されたものでは
なく、保険適用するためには、当該
療法の治療としての効果について
エビデンスを蓄積していただくこと
が必要である。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

寝たきりなどの介護状態及びそれ
に伴う家族の負担などの社会的
損失、介護や健康保険費用負担
等の社会的経費の伸びなど、これ
らの究極的な解決方法は、その
状態にならない予防の視点での
健康増進施策の実施が不可欠で
ある。同じ費用を使うならば健康
寿命と平均寿命が同じになるよう
治療から予防の視点へ政策の転
換をお願いしたい。

C（特区
として対
応不可）

Ⅲ

医療保険制度における保険
給付は、限られた財源を効率
的に使用する観点から疾病
や負傷の治療のみを対象とし
ており、予防については、各
保険者が保健事業としてそれ
ぞれの判断に基づき実施す
ることが適当と考えている。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討の
うえ回答され
たい。

医療保険の保健給付は、限られた財源を効率的に使用する
観点から疾病や負傷の治療のみを対象としている現状は理解
いたします。しかし、疾病構造の変化、少子高齢化の進行など
様々な観点から、医療費の抑制及び国民の健康づくり等に関
する施策は大きな転換を図るべき時期を迎えていると考えま
す。当町で計画しているタラソテラピーは治療のみならず予防
医療という見地で真の健康社会を実現できるものと考えてお
り、構造改革の視点でこれまでの対処療法に対し、予防に重
点をおいて施策展開したほうが、長期的には将来ますます限
られる財源を効率的に使用できるものと考えます。そのような
ことから実験的取り組みとして規制の特例等再度ご検討をお
願いいたします。

C（特区とし
て対応不
可）

Ⅲ

疾病の予防に対する取組
は重要と認識しており、国と
しても様々な取組を進めて
いるところである。一方、医
療保険制度における保険
給付は、限られた財源を効
率的に使用する観点から疾
病又は負傷の治療のみを
対象としており、予防につい
ては、各保険者が保健事業
としてそれぞれの判断に基
づき実施することが適当と
考えている。

1117 11172010
福島県鹿
島町

健康と福祉のまちづく
り構想

タラソテラピー施設利用者の医療保険の適
用

厚生労働
省

0930490

兵庫県園芸療法
士による園芸リハ
ビリに対する社会
保険や介護保険
等の適応

理学療法士及び作業
療法司法、健康保険
法、健康保険法の規
定による療養に要す
る費用の額の算定方
法、介護保険法

「園芸療法」が、具体的
にどのようなものを指す
か不明確であるが、現
在でも、作業療法士がリ
ハビリテーションである
作業療法の一環として
園芸を行うことは可能で
ある。

C Ⅰ

現在でも作業療法士が作業療法の一環と
して園芸療法を行うことは可能であり、医療
保険、介護保険においてもこれを評価して
いるところである。
診療の補助として行われる作業療法は、患
者の状態等に十分留意しながら行われる
必要があり、これを行う者は、少なくとも作
業療法の分野において医学的な教育を受
けた者でなければならず、現行制度上、こ
れに該当する者は医師又は作業療法士の
みである。医療保険及び介護保険におけ
る「作業療法」においても、これらの者が行
うものを評価していることから、「兵庫県園
芸療法士」の行う園芸を評価することは困
難である。
なお、介護保険制度においては、市町村は
要介護者や要支援者に対し、法定給付以
外の独自の給付（市町村特別給付）を行う
ことができるとされており、当該地域の要介
護（要支援）被保険者を対象に、条例に定
め、行うことができる。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

○「兵庫県園芸療法士」は、園芸
療法の専門的な教育を受けてお
り、独自の領域として高い専門性
を有していると考えている。
○また、「兵庫県園芸療法士」は
医療機関（福祉施設）で1,000時間
の実習も経験していることから、
医師の指導のもとであれば、園芸
によるリハビリを行う場合に限り、
十分その役割を果たしていけるも
のと考えており、作業療法士と同
等の扱いを求めるものである。
○今回の提案内容を地域再生と
して取り組むことは、園芸療法の
さらなる普及・推進を図れるものと
考えている。

C Ⅰ

現在でも作業療法士が作業療法の一環
として園芸療法を行うことは可能であり、
医療保険、介護保険においてもこれを評
価しているところである。
診療の補助として行われる作業療法
は、患者の状態等に十分留意しながら
行われる必要があり、これを行う者は、
少なくとも作業療法の分野において医学
的な教育を受けた者でなければならず、
現行制度上、これに該当する者は医師
又は作業療法士のみである。
なお、診療の補助に当たらない園芸療
法を「兵庫県園芸療法士」が行うことは
可能であるが、これについて医療保険、
介護保険において保険適用とするため
には、科学的根拠（エビデンス）を蓄積し
ていただくことが必要である。
また、介護保険制度においては、市町村
は要介護者や要支援者に対し、法定給
付以外の独自の給付（市町村特別給
付）を行うことができるとされており、当
該地域の要介護（要支援）被保険者を対
象に、条例に定め、行うことができる。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討の
うえ回答され
たい。

○園芸療法に関する科学的根拠（エビデンス）の蓄積は重要
であるとの認識に立ち、兵庫県内の医療施設等の協力を得
て、本県も園芸療法の実際の適用を通じた効果の検証を進め
ているところである。
○作業療法としての園芸は、医療保険、介護保険においても
評価されていることから、作業療法士よりも園芸療法に詳しい
「兵庫県園芸療法士」が園芸によるリハビリを行なう場合に限
り作業療法士と同等の扱いを受けることにより、質の高い園芸
療法を提供していけるものと考えている。
○今後とも、兵庫県園芸療法士に対するご支援と協力をお願
いしたい。

C（特区とし
て対応不
可）

Ⅰ

「園芸療法」について医療
保険、介護保険において保
険適用とするためには、科
学的根拠（エビデンス）を蓄
積していただくことが必要で
あると考えている。

1606 16062010兵庫県
園芸療法普及プログラ
ム

社会保険や介護保険等が適応される作業療
法は、厚生労働大臣の免許を受けた作業療
法士しか行なえないが、「兵庫県園芸療法
士」については、園芸によるリハビリを行
う場合に限り、作業療法士と同等の扱いを
受ける。

厚生労働
省

0930500
国民健康保険の
賦課（課税）限度
額の撤廃

国民健康保険法施行
令第２９条の７第２項
第１０号及び第４項第
９号
地方税法第７０３条の
４第１７項及び第２６
項

保険料については、社
会保険における受益可
能性という観点から全国
一律の賦課（課税）限度
額を設けている。
医療給付費分　５３万円
介護給付費分　　８万円

C Ⅰ．Ⅱ

   国民健康保険制度における保険料（税）
のあり方については、負担能力に着目した
応能割、受益可能性に着目した応益割の
双方を重視し、被保険者全体の理解を得ら
れるよう、制度の安定的運営に努めている
ところである。
　賦課（課税）限度額については、社会保
険における受益可能性という観点から、こ
れ以上の負担は多大な不公平を生む、と
考えられる額として定めているものであり、
これを撤廃することは、受益可能性を踏ま
えた保険料（税）の賦課（課税）という社会
保険の在り方そのものを揺るがすことにつ
ながる上、所得が高いゆえに受益以上の
負担を強いられる被保険者の、保険料
（税）支払い意欲に悪影響を及ぼすことで、
事業の円滑な運営を阻害するおそれもあ
る。
　また、この賦課（課税）限度額が保険者間
で大きく異なることは、国民健康保険制度
内における被保険者間の負担の公平とい
う観点からみて適当でないことから、国に
おいて一律の基準を定める必要がある。
　したがって、賦課（課税）限度額について
は、国が一律の基準を定めた上で、中間所
得者層に対し過大な負担をかけることのな
いよう、所得の動向等も勘案しつつ、随時
見直しを行い、被保険者間の負担の公平
を維持していくことが適切である。

1627 16271010 個人
国民健康保険の賦課
（課税）限度額の撤廃

基礎賦課（課税）額で５３万円、介護納付
金賦課（課税）額で８万円とされている賦
課（課税）限度額を撤廃する。

厚生労働
省

0930510

温泉療法を保険治
療とし、石川河川
敷を利用した温泉
療法センター特区
を造る。

健康保険法、健康保
険法の規定による療
養に要する費用の額
の算定方法

医療保険においては、
保険医療機関が行う病
気やケガに対する治療
を給付の対象としている
ものであって、保険医療
機関外で行われる医療
や、単なる健康増進は
給付対象とはなっていな
い。

C（特区
として対
応不
可）

Ⅲ

温泉療法については、病気やケガ
に対する治療として確立されたもの
ではなく、保険適用するためには、
温泉療法の治療としての効果につ
いてエビデンスを蓄積していただく
ことが必要である。

1642 16421010

富田林市
伏見堂町
財団法人
成研会

石川河川敷を利用した
温泉療法センター特区

河川敷の有効利用をはかり、石川河川敷に
温泉リハビリセンターを造り、温泉療法を
受けられるようにする。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930520

精神科の外来患
者に対する治療食
を提供する場合の
健康保険の適用

健康保険法、健康保
険法の規定による療
養に要する費用の額
の算定方法

医療保険における精神
科専門療法において
は、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア等に
おいて、食事を提供した
場合、加算を算定するこ
とができる。

D-1（現
行制度
におい
て対応
可能）

「措置の概要
(対応策)｣を示
されたい。

D-1（現
行制度
において
対応可
能）

医療保険における精神科専
門療法においては、精神科デ
イ・ケア、精神科ナイト・ケア
等において、食事を提供した
場合、加算を算定することが
できる。御提案の内容は、精
神科デイケア等で行うことが
可能と思われる。
また、肝臓食や糖尿食等を医
師が必要と認めた者に対し、
管理栄養士が医師の指示に
基づき指導を行った場合に
は、外来栄養食事指導料等
が算定できる。

1643 16431010

富田林市
伏見堂町
財団法人
成研会 附
属 汐の宮
温泉病院

「外来患者に提供する
治療食の健康保険適
用」

現在の農作物は農薬の影響で栄養価が不足
している。土壌を改良して栽培されたミネ
ラルを多く含む無農薬の野菜を使い医師の
指示による治療食を提供することで、薬を
減らし生活習慣病の改善のみならず、精神
病の再発も抑える。

厚生労働
省

0930530
医療関係業務の
労働者派遣の容
認

労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条
件の整備等に関する
法律第４条第１項第３
号、労働者派遣事業
の適正な運営の確保
及び派遣労働者の就
業条件の整備等に関
する法律施行令第２
条

○病院等が派遣労働者
となる医療資格者を特
定できないことによって
チーム医療に支障が生
じるとの指摘等から、病
院等における医療関連
業務について、紹介予
定派遣の場合に限り労
働者派遣が可能。（紹介
予定派遣以外の労働者
派遣は引き続き禁止）

Ｃ

　医療安全の確保を図る観点か
ら、チーム医療の円滑な遂行は不
可欠である。そのため、その観点を
十分に踏まえ「医療分野における
規制改革に関する検討会」及び労
働政策審議会のご検討を経て、医
療分野について本年３月に紹介予
定派遣の形態による労働者派遣を
解禁したところであり、その実施状
況を十分踏まえるべきである。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

貴省は「医療分野について本年3
月に紹介予定派遣の形態による
労働者派遣を解禁したところであ
り、その実施状況を十分踏まえる
べきである。」と回答しているが、
紹介予定派遣はあくまで正規職
員としての就労を前提としており、
通常の労働者派遣とは根本的に
異なるものである。通常の労働者
派遣だからこそ、臨時的・一時的
な労働力需給のニーズへの対応
を可能とするものであり、また、責
任の所在や派遣労働者のコミュニ
ケーション能力等について、派遣
先の医療機関と合意の上、提携
を結んでいれば、チーム医療の円
滑な遂行に支障をきたすものでは
ないと考える。
上記のような点について再検討さ
れ、その見解と今後の対応につき
具体的に提示されたい。

Ｃ

「医療分野における規制改革
に関する検討会報告書」にお
いて、通常の労働者派遣は、
派遣先が派遣労働者を特定
できないため、医療機関にお
ける医療資格者の労働者派
遣については、チーム医療に
支障が生じる等の問題があ
る、また、派遣労働者が頻繁
に入れ替わるとすれば、医療
スタッフや患者との間のコミュ
ニケーションや信頼関係に支
障が生じるのではないかとの
指摘等を踏まえた上で、紹介
予定派遣に限って医療機関
への医療資格者の労働者派
遣を解禁しても差し支えな
い、としたものである。

1030 10301060

ヒューマン
ホールディ
ングス株
式会社

東南アジア諸国からの
介護・看護人材の育
成・受入構想

現行法令上、「何人も、次の各号のいずれ
かに該当する業務について、労働者派遣事
業を行ってはならない」（労働者派遣事業
の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業
条件の整備等に関する法律第4条）として、
「三　・・・その業務の実施の適正を確保
するためには業として行う労働者派遣によ
り派遣労働者に従事させることが適当でな
いと認められる業務・・・」で、「保健師
助産師看護師法・・・に規定する業務」
（同法施行令第2条）とある。特区において
は、認定自治体の長が医療の提供に際し支
障をが生じないと認定した場合には、この
制限の適用を除外し、通常の労働者派遣を
可能とする。

厚生労働
省

0930540
医療従事者におけ
る派遣業務実施上
の規制枠の緩和

「派遣先が講ずべき
措置に関する指針」
（平成１１年労働省告
示第１３８号）第２の１
８の（１）、「派遣元事
業主が講ずべき措置
に関する指針」（平成
１１年労働省告示第１
３７号）第２の１２の
（１）

○派遣先は、紹介予定
派遣を受け入れるに当
たっては、６月を超えて、
同一の派遣労働者を受
け入れてはならない。
○派遣元事業主は、紹
介予定派遣を行うに当
たっては、６月を超えて、
同一の派遣労働者の労
働者派遣を行ってはなら
ない。

Ｃ Ⅲ

○紹介予定派遣については、派遣
労働者の派遣先による直接雇用を
実現させるという制度趣旨から、同
一の派遣労働者の受入期間を６月
に限定しているところであり、医療
関連業務のみこの制限を緩和する
ことは不適当である。
○本提案は、直接雇用に移行する
ことを念頭においたものではなく、
医療関連業務についての通常の労
働者派遣の解禁を求めるもので
あって、そもそも直接雇用に移行す
ることを前提とした紹介予定派遣の
規制緩和により対応することは困
難である。
○なお、医療関連業務を通常の労
働者派遣の対象とすることについ
ては、「0930530医療関係業務の労
働者派遣の容認」に対する「措置の
概要（対応策）」のとおり。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

今回の件について、以下の質問
について回答をお願いします。
①チーム医療がなされるかどうか
に正社員かどうかはあまり関係が
なく、どちらかというと個人の資質
レベルの問題だと思うのですが、
いかがお考えでしょうか。②「紹介
予定派遣」の実施状況について、
現在厚生労働省がどのように考
えられているのかご教授下さい。
③実施状況が良かった場合の今
後のスケジュールについてご教授
下さい。　④そもそも実施状況の
善し悪しは何を基準に判断される
のかご教授下さい。　また、他の
条件（４年の就労条件の緩和、看
護師の相互認証、看護師国家試
験受験資格の緩和）も含め緩和さ
れた場合には、弊社は前向きな
検討をしたく宜しくお願いします。

Ｃ Ⅲ

　「医療分野における規制改
革に関する検討会報告書」に
おいて、通常の労働者派遣
は、派遣先が派遣労働者を
特定できないため、医療機関
における医療資格者の労働
者派遣については、チーム医
療に支障が生じる等の問題
がある、また、派遣労働者が
頻繁に入れ替わるとすれば、
医療スタッフや患者との間の
コミュニケーションや信頼関
係に支障が生じるのではない
かとの指摘等を踏まえた上
で、紹介予定派遣に限って医
療機関への医療資格者の労
働者派遣を解禁しても差し支
えない、としたものである。
　本年３月に紹介予定派遣に
限って医療機関における医
療資格者の労働者派遣を解
禁したばかりであり、その実
施状況については現在のとこ
ろ把握していない。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討の
うえ回答され
たい。

今回の規制緩和で実現した、「医療」への紹介予定派遣の解
禁は高く評価しております。それをふまえて、今回の再検討要
請に対する回答について、以下について再度回答をお願いし
ます。①「派遣先が派遣労働者を特定できないため、（省略）
チーム医療に問題が生じる」「派遣労働者が頻繁に入れ替わ
るとすれば、（省略）信頼関係に支障が生じる」とのことです
が、この点については、何も派遣労働者に限ったことではなく、
一般の正社員についても同様のことが生じることが考えられ、
これにより一般派遣が認められないというのは、理由にならな
いと思います。これに対する見解をお願いします。②一般派遣
が認められることにより、多用な就労形態や多様な労働者の
教育のあり方等について選択の幅が広がるため、是非これか
らも引き続き前向きな検討をお願いします。③紹介予定派遣
の影響や一般派遣解禁の条件について可能な限り早めにそ
の意見の公表をお願いします。

Ｃ Ⅲ

　いわゆる正社員については、医
療機関が労働者を特定して採用
するものであり、また、派遣元事
業主の意向だけで労働者が頻繁
に入れ替わることがないことか
ら、派遣労働者とは異なるものと
認識している。
　従来の労働者派遣においては、
派遣先が派遣労働者を特定でき
なかったが、今回の労働者派遣
法の改正により、紹介予定派遣
の派遣労働者に限り、派遣就業
開始前の面接、履歴書の送付等
が可能となり、これまで通常の労
働者派遣に対して指摘されていた
問題点が改善されたことから、紹
介予定派遣に限って医療機関へ
の医療資格者の労働者派遣を可
能としたところである。
　医療機関への医療資格者の通
常の労働者派遣については、本
年３月に医療機関への医療資格
者の労働者派遣を紹介予定派遣
に限って解禁したところであり、紹
介予定派遣の実施状況について
は、その推移を見守ってまいりた
い。

1038 10381010
セントス
タッフ株式
会社

「医療・介護分野にお
けるWINWINトラベ
リングナースシステム
ビジネスモデル」

・医療従事者における「紹介予定派遣」の
派遣期間制限（現状最大６ヶ月）の緩和と
一般派遣（１回の派遣期間が最大３年）へ
の移行を可能にする

厚生労働
省

0930550
理学療法士の独
自活動の容認

理学療法士及び作業
療法士法第２条、第１
５条

医療行為に該当しない
予防措置や健康増進に
関する相談業務を行うこ
とは、一般的に可能であ
る。

Ｄ－１

医療行為に該当しない予防措置や
健康増進に関する相談業務を行う
ことは、一般的に可能である。

1059 10591010
神奈川県
小田原市

理学療法士独自活動
特区構想

　理学療法士が理学療法を行う際は、医師
の指示が必要とされている。治療行為に該
当しない予防措置や健康増進に関する相談
業務等について、理学療法士が独自の判断
により活動することを可能とする。

厚生労働
省

0930560

　自治体病院機能
再編成を円滑に推
進するため、新た
に開設する際の医
師数の規制緩和

医療法第７条、第２１
条、医療法施行規則
第１９条

病院の開設許可を受け
る際には、医療法第２１
条の規定に基づく医師
その他の従業者の人員
配置に係る標準数を満
たす必要がある。

D-1

病院については、その外来・入院患
者数に応じて算定される標準数を
満たすよう指導しているところであ
るが、「市町村合併に伴う医療機関
の開設許可等について（通知）」（平
成１６年７月５日医政総発第
0705001号）において、市町村合併
により病院が改めて開設許可を受
ける場合等には、人員配置に係る
標準数を満たしていない場合で
あっても都道府県知事の判断で許
可可能としている。

市町村合併と
は関係なく、
自治体病院
機能再編成
のため新たに
病院を開設す
る場合でも、
都道府県知
事の判断で
許可可能とで
きるかどう
か、貴省の考
え方を明示さ
れたい。

c -

自治体病院機能再編成のた
めに新たに病院を開設する
場合には、市町村が合併した
場合のような開設主体のみ
の変更とは異なり、既存の病
院の規模等も変更した上で
新たに開設許可を取得するこ
とになるため、民間病院の場
合と同様に人員配置に係る
基準数を満たす必要がある。

1153 11532060青森県
自治体病院機能再編
成の推進による地域
医療体制の再生構想

　自治体病院機能再編成の実行に際し、新
たに病院を開設する場合、医師の標準員数
について規制緩和する経過措置を講ずる。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930570
特定病床適用の
拡大及び弾力的
適用

医療法施行規則第３
０条の３２の２第１項
第１号

都道府県知事は、高度
な医療に係る病床など
一定の条件を満たす場
合には厚生労働大臣に
協議の上、各区域（二次
医療圏等）で整備する必
要のあるものに限り、基
準病床数を超える病床
が存在する場合、病床
過剰地域でも例外的に
整備できるとされてい
る。

D-1

御提案については、医療法施行規
則において高度ながん診療又は循
環器疾患診療を行う病院の病床を
設けているところであり、御提案の
センターを開設する地域を管轄する
都道府県の判断に基づき必要とさ
れる病床の種別ごとに必要数と根
拠を示して厚生労働大臣あて協議
いただきたい。

提案主体の
想定している
計画は「各区
域（二次医療
圏等）で整備
する必要のあ
るもの」として
認められるの
か明確にされ
たい。

D-1

提案主体の想定している計
画が「各区域（二次医療圏
等）で整備する必要のあるも
の」として認められるのかどう
かについては、特定病床の
特例の適用に当たって、医療
計画との整合性に留意し、当
該施設の医療従事者数、病
床利用率等の実績や待機患
者数等を勘案し、地域の既存
の医療機能を強化してもな
お、必要と認められるもので
あることなどを確認すること等
が必要であり、まずは二次医
療圏等医療計画を定める都
道府県がその必要性を判断
することになる。

1185 11851010

NPO法人
りんくうメ
ディカルプ
ラザ

りんくう国際医療特区
構想

りんくう国際先進医療センターの心臓セン
ター50床と骨髄移植センター50床の全100病
床を医療法施行規則第30条の32の2に規定す
る特定病床（循環器・がん）とする。

厚生労働
省

0930580
外国人スタッフに
よる医療行為の容
認

(1)外国の医師又は
歯科医師の受入れに
ついて（平成１６年６
月 ２ ２ 日 医 政 発
0622004 号 ）
(2)外国医師又は外
国歯科医師が行う臨
床修練に係る医師法
１７条及び歯科医師
法第１７条の特例等
に関する法律（昭和６
２年法律第２９号）

外国医師は、厚生労働
大臣の許可を受けて、
臨床修練を行うことがで
きる。

D-1

「外国の医師又は歯科医師の受入
れについて」（平成１６年６月２２日
医政発第0622004号）において、２
国間の取り決めにより、特例的な医
師国家試験に合格した外国医師に
対し、診療対象を当該国民等に限
定した我が国の限定的な医師免許
を付与することとしたところであり、
各都道府県からの要請があれば、
これを受けて当該要請に係る相手
国と調整することとしているので、
大阪府に相談された上で、大阪府
が要請してくれば、御提案を解決す
ることが可能になる。
なお、これとは別に臨床修練制度
の枠組みの中で、医療に関する知
識及び技能の修得に加え、これに
付随して行われる教授を目的として
入国した外国医師について、厚生
労働大臣の許可を与えることを明
確化しており、この枠組みの中で外
国医師が医行為を行うことは可能
である。

1185 11851020

NPO法人
りんくうメ
ディカルプ
ラザ

りんくう国際医療特区
構想

外国での医師免許取得者が当特区内でその
当該国からの患者に対して自由診療下での4
年間医療行為が可能となる規制緩和或い
は、当特区内で外国人には該当国のスタッ
フが診療可能とする規制緩和。

厚生労働
省

0930590
刑務所内の診療
所等の管理委託

監獄法
（関連法令：医療法）

行刑施設内の診療所等
の管理を他の医療機関
に委託することは行って
いない。
また，地域住民への医
療を提供するために，行
刑施設の診療設備等を
他の医療機関に利用さ
せることも行っていな
い。

Ａ－１

医療法
につい
てはⅣ
として
検討
中。

刑務所内での診療所業務の委託
等については監獄法を所管する法
務省においてその是非も含めて幅
広く検討が進められているところで
あるが、監獄法との関係をはじめと
する制度的な問題が整理されれ
ば、医療法で認められる範囲で必
要な対応を検討することとしてい
る。

貴省回答にあ
る「監獄法と
の関係をはじ
めとする制度
的な問題」及
び「医療法で
認められる範
囲で必要な対
応」につい
て、その具体
的な内容を示
されたい。

Ａ－１

医療法に
ついては
Ⅳとして
検討中。

本提案については、監獄法
上、行刑施設内の診療所等
の管理の委託も含めて公権
力の行使を外部に委託する
ことができるように措置するこ
とが前提であり、現在法務省
において検討中である。行刑
施設内の診療所等の管理委
託が監獄法上可能であると
整理された場合については、
当該診療所等の運営責任を
確保することなど、医療法上
どのような対応が必要である
かも含め検討することとして
いる。

貴省回答に
ある「当該診
療所等の運
営責任を確
保することな
ど、医療法
上どのような
対応が必要
であるかも
含め検討」
について、
具体的には
どのように
検討(措置)し
ていくつもり
なのか、明
確にされた
い。

Ａ－１

医療法に
ついてはⅣ
として検討
中。

行刑施設内の診療所等の
管理委託が監獄法上可能
であると整理された場合に
ついては、国が当該診療所
等の運営責任を有し医療法
上の開設者である旨を明確
に示すといった措置を講ず
ることとしている。

1275 12751020
山口県、山
口県美祢
市

美祢社会復帰促進セ
ンターＰＦＩ特区

刑務所の中に設けられた診療所等の管理を
公的医療機関に委託するとともに，併せて
当該医療機関が地域住民に対する医療を提
供するため，診療所の設備等を利用できる
よう，監獄法及び医療法の規制の特例を設
ける。

厚生労働
省

0930600
外国人指導医に
対する限定的な医
師免許の交付

外国医師又は外国歯
科医師が行う臨床修
練に係る医師法１７
条及び歯科医師法第
１７条の特例等に関
する法律（昭和６２年
法律第２９号）

外国医師は、厚生労働
大臣の許可を受けて、
臨床修練を行うことがで
きる。

D-1

医療の提供は、患者の生命・身体
に直接影響を及ぼすものであるた
め、医療の専門的な知識・技能、患
者・家族や他の医療従事者等との
日本語によるコミュニケーション能
力などを有することが必要であり、
それを確認する上で我が国の医師
免許の取得は不可欠であることか
ら、臨床研修指導医に限定した免
許であっても外国の医師資格を有
する者にそのまま付与することはで
きない。ただし、ご提案の実質的内
容については、医療に関する知識
及び技能の修得に加えて、これに
付随して行われる教授を目的とす
る場合も対象とした臨床修練制度
により対応可能である。

1294 12941010

医療法人
鉄蕉会亀
田総合病
院

鴨川医療特区

外国人医師であって、日本人の臨床研修医に対して、臨床研修の一環
として教授を行う目的で入国したものに対して、医師法第１７条の特
例として、以下の要件を満たした場合、特例として、①当該外国人医
師に就労ビザ（特定活動２年、又は教授３年）を発給する、②日本人
の医師免許とは違う臨床研修指導医に限定した免許（厚生労働省が別
途定める）を発給する。

外国人医師に対して左記特例を認めるにあたって、以下の要件を課
す。

①外国人医師が以下を満たしていること。
・臨床研修指導医と同等以上の知識及び技術を有する者であって、外
国において医師資格を取得した後７年以上の臨床経験を有している者
・患者に与えた損害を賠償する能力を有すること。

②外国人医師が以下に該当していないこと
・医師法第３条に規定する場合
・医師法第７条第２項に規定する医業の停止の命令に相当する外国の
法令による処分を受け、当該外国において医業を行うことができない
者

③外国人医師の就労条件として以下の要件を満たしていること。
・臨床研修指定病院のみに限定して教授及び診療を行う。
・日本語によるコミュニケーションが不可能な場合は、日本人医師が
外国人医師の行為の監督を行われること。
・臨床修練制度運営規則と同等の監督のための院内規則を設けるこ
と。
・業務上知り得た人の秘密に対し、守秘義務を課すこと。
・臨床研修指導時には患者の合意を得ること。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930610

保健センター整
備・運営における
PFI事業による民
間委託

予防接種法（昭和２３
年法律第６８号）第３
条第１項
結核予防法(昭和２６
年法律第９６号)第４
条、第１３条

予防接種法第３条に基
づく定期予防接種並び
に結核予防法第４条の
定期の健康診断及び第
１３条に基づく定期の予
防接種は市町村長が行
うこととなっている。

Dー１

予防接種法第３条に基づく定期予
防接種並びに結核予防法第４条の
定期の健康診断及び第１３条に基
づく定期の予防接種については、Ｐ
ＦＩにより整備・運営される市町村保
健センターへ委託が可能である。

ただし、市町村保健センターの事業
が、診療所の開設の許可を得て医
業又は歯科医業に該当する事業を
行っている場合には、医療法の非
営利原則に基づき、株式会社等営
利を目的とする者に当該事業の実
施を委託することはできない。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

回答いただいた内容は、現行の
規定により対応可能とされている
が、対応策の但し書きにある事業
範囲がわかりづらいので明確にし
てほしい。
PFI事業では、当該事業に専従す
る特別目的会社（SPC）が公共と
PFI事業契約を結ぶが、SPCは主
に株式会社の形を採ることが多
い。
健診や予防接種等を実施する医
療機関（主に公益法人の活用を
想定）は、SPCの構成員のひとつ
としてPFI事業に参加することがで
きるのか。もしくは、施設を建設・
維持管理を行うSPCと保健事業を
実施する医療機関を分ける必要
があるのか。
第２次提案で認められた「株式会
社の医療参入」を拡大した措置と
して、PFIを前提とした株式会社に
よる保健事業（自由診療）の実施
も検討してほしい。

Dー１

医療機関で行われる医業又
は歯科医業については、医
療機関の非営利原則に基づ
き、株式会社等営利を目的と
する者に当該事業の実施を
委託することはできないた
め、SPCと医療機関を分ける
必要がある。
なお、株式会社の医療参入
の拡大措置については、「基
本方針２００３」で示された方
針に従い、特区において、自
由診療の分野において高度
な医療を提供する場合に限り
認めたところであり、それ以
外の分野への拡大は困難で
ある。

1312 13121010

株式会社
オリエンタ
ルコンサル
タンツ

PFI保健事業特区

市町村の保健センターの整備・運営に際
し、PFI事業の導入をより円滑にするため
に、現在、民間委託を認めていない下記の
保健事業についてPFI事業として委託可能と
する。
【民間事業者への委託が認められていない
保健事業】
○予防接種法第３条に基づく定期の予防接
種
○結核予防法第２条・13条に基づく健康診
断および予防接種

厚生労働
省

0930620

外国の医療関係
資格の相互承認と
外国人に対する
「医療」の在留資
格要件の緩和

出入国管理及び難民
認定法の一部を改正
する法律の施行に伴
う医療分野における
外国人労働者等の受
け入れにおける留意
事項等について（平
成２年９月２５日健政
発５６７号・薬発９７４
号）

外国の医療関係資格を
有する者が日本で医療
に係る業務に従事する
場合、日本の免許の取
得が不可欠である。

C

医療の提供は、患者の生命・身体
に直接影響を及ぼすものであるた
め、医療の専門的な知識・技能、患
者・家族や他の医療従事者との日
本語によるコミュニケーション能力
等を有することが必要であり、それ
を確認する上で我が国の国家免許
の取得は不可欠であることから、外
国の医療関係資格を有する者をそ
のまま我が国に受け入れ、業務を
従事させることはできない。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、特
区において提
案者の提案
内容が実現
できないか、
再度検討し回
答されたい。

日本語によるコミュニケーション能
力を有することは確かに必要であ
るが、これのみについて言えば、
別途受け入れ側の面接や経歴等
で判断できるものである。また、当
該通達中第一改正の概要、３医
療分野における取扱い、（１）日本
で医療に従事する場合、イ上陸許
可により「医療」の在留資格を付
与する基準、にあるように例えば
医師はそのまま医師として従事す
るのではなく、研修として従事する
ものであるので、外国の法律上の
医療関係資格と日本の法律上の
医療関係資格のギャップの程度
等により国によって区分を行い、
国によってはその国の医療資格
をもって研修業務を行えることと
し、また国によっては研修業務の
中でも業務を制限することにより、
外国から幅広く受け入れることは
可能と考える。

C

医療の専門的な知識・技能、患
者・家族や他の医療従事者等と
の日本語によるコミュニケーショ
ン能力等の確認は、受け入れ側
の面接や経歴のみで判断するこ
とは困難であり、あくまでも我が
国の免許の取得によって確認さ
れるべきであるため、特区にお
いて特別な措置を講じることにな
じまないと考える。また、日本国
内で研修として業務に就く者につ
いて当該資格を保有する者に許
される業務の範囲をあらかじめ
限定することは技術的に困難で
あり、実現性がないものと考え
る。
なお、ご提案の研修業務の実質
的内容は、医療に関する知識及
び技能の修得に加えて、これに
付随して行われる教授を目的と
して入国した外国医師も対象とし
た臨床修練制度により対応可能
であり、同制度を活用されたい。

1397 13971010
福井県福
井市

福井高度医療特区（福
井型メディカル・ツーリ
ズム）

日本の法律上の医療関係資格を有する外国
人だけでなく、当該外国の法律上の医療関
係資格を有する外国人の就業も可能とす
る。

厚生労働
省

0930630

一定要件を満たし
た外国歯科医師資
格を有する歯科医
師による日本国内
での診療の可能化

外国医師又は外国歯
科医師が行う臨床修
練に係る医師法１７
条及び歯科医師法第
１７条の特例等に関
する法律（昭和６２年
法律第２９号）

外国医師は、厚生労働
大臣の許可を受けて、
臨床修練を行うことがで
きる。

D-1

平成１５年４月より、臨床修練制度
において、医療に関する知識及び
技能の修得に加え、これに付随し
て行う教授を目的として入国する外
国医師又は外国歯科医師につい
て、厚生労働大臣の許可を与える
ことを明確化したところであり、この
枠組みの中で、外国歯科医師が日
本人に対する歯科医療行為を行
い、歯科医学交流による日本歯科
医師のスキルアップを行うことは可
能であるが、歯科医療の提供は、
患者の生命・身体に直接影響を及
ぼすものであるため、医療の専門
的な知識・技能、患者・家族や他の
医療従事者等との日本語によるコ
ミュニケーション能力などを有する
ことが必要であり、それを確認する
上で我が国の歯科医師免許の取
得は不可欠であることから、外国の
歯科医師資格を有する者をそのま
ま我が国に受け入れ、業務に従事
させることはできない。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、特
区において提
案者の提案
内容が実現
できないか、
再度検討し回
答されたい。

本提案は「臨床修練制度」において対応することが可能である
という回答でしたが、「臨床修練制度」は外国人歯科医師がそ
の外国人自身の歯科医療の知識及び技能の修得をするため
の「研修」を目的としたものであり、日本人歯科医師や、日本に
住んでいる日本人や外国人のための制度ではありません。もと
もと日本に「研修」目的で来日した外国人歯科医師から、外国
の高度な歯科医療技術を得ることは制度上の無理がありま
す。つまり、【日本の歯科医療の質の向上】を目的とした事業を
行うためには、高度な歯科医療技術を持った外国歯科医師資
格を有する歯科医師を受け入れやすくする必要があり、この
「臨床修練制度」では対応できません。そのため、外国人歯科
医師に対する「研修」を目的とした「臨床修練制度」とは別の特
例制度を設け、高度な技術を持った外国歯科医師資格を有す
る歯科医師が、日本において「研修」、「指導」、「教授」及び「診
療」を包括的に行える制度を明確にする必要があります。それ
を制度化することにより、外国の高度な歯科医療を日本国内で
受けることや、日本在住の外国人が患者の母国語での診療を
受けることが可能になり、日本の歯科医療の質の向上につな
がります。また、「外国の歯科医師資格を有する者をそのまま
わが国に受け入れ、業務に従事させることはできない」という回
答でしたが、無条件に受け入れるのではなく、一定の要件を課
すこと（代替措置の内容）により解決でき、安全で質の高い歯
科医療を行うことが可能になります。その際、現状は、外国人
歯科医師の就労が限定されているので、「特定の診療所にお
いて、日本の歯科医療高度化のための研修業務、高度な技術
による診療業務、外国人への診療業務」を「法別表第一の二の
表の医療の項の下欄に掲げる活動」に追加する必要がありま
す。日本国内での歯科医療技術向上のため、本提案の再検討
を望みます。

D-1

　歯科医療の提供は患者の生命・身体に直接影響を
及ぼすものであるため、医療の専門的な知識・技能、
指導・管理等を実施するために必要な患者・家族や他
の医療従事者等との日本語によるコミュニケーション
能力などを有することが必要であり、一定水準の資質
を確保するために採用している我が国の歯科医師免
許の取得は不可欠であることから、外国の歯科医師資
格を有する者をそのまま我が国に受け入れ、業務に従
事させることはできない。
　なお、平成１５年４月より、臨床修練制度において、
医療に関する知識及び技能の修得に加え、これに付
随して行う教授を目的として入国する外国医師または
外国歯科医師について、厚生労働大臣の許可を与え
ることを明確化したところであり、この枠組みの中で、
外国歯科医師が日本人に対する歯科医療行為を行
い、歯科医学交流による日本歯科医師のスキルアップ
を図ることは可能である。
また、提案主体も日本語によるコミュニケーションが不
可能な場合には、日本人医師による外国人歯科医師
の行為の監督の必要性は認められており、それはとり
もなおさず臨床修練制度の活用によって実現すること
が適当である。
　したがって、提案主体による要望は、臨床修練制度
の活用によって実現することが適当である。

貴省回答は「提案
主体による要望
は、臨床修練制度
の活用によって実
現することが適当
である」として措置
の分類がD-1とあ
るが、提案主体の
要望が真に現行
で実現可能なの
かどうか明確にし
た上で、右の提案
主体からの意見を
踏まえ、再度検討
し、回答されたい。
また、臨床修練制
度の下に日本人
歯科医師に対す
る教授を目的とし
て入国した外国人
医師が診療を行う
ことができる旨明
確化できないか、
併せて検討し、回
答されたい。

前回に引き続き、本提案は「臨床修練制度」において対応することが可能であるという回
答でしたが、「臨床修練制度」は厚生労働大臣の指定する病院においてのみ行える制度
で、厚生労働省に確認したところ、指定病院になることができるのは大学病院に準ずる機
能を持っている病院ということが条件で、小規模なところについては、「前例がない」という
こともあり、指定することはできない、というお返事でした。また、この「臨床修練制度」で
「教授・医療行為」も行うことができるということですが、それを行うためには、外国人歯科
医師本人が、我が国に入国して許可申請をしなくてはいけません。さらに許可がおりるま
でに約2ヵ月もかかります。高度な技術を持った著名な外国の歯科医師をこのような制度
で我が国に迎えることは非現実的です。しかも、その歯科医師に対してこの制度では報
酬を支払うこともできません。これらのことからも、この「臨床修練制度」は、もともと外国
人歯科医師がその外国人自身の歯科医療の知識及び技能の修得をするための「研修」
を目的としたものであることが明らかです。
本提案は、【日本の歯科医療の質の向上】を目的とした事業を行うためのものです。歯科
医療においては、「臨床」における技術の高度化が不可欠です。日本の歯科医師が外国
の高度な技術に接し、クオリティーの高い卒後教育を受けるためには、「高度」な歯科医
療技術を持った外国歯科医師資格を有する歯科医師を「受け入れやすく」する制度が必
要です。また、高度な技術を求めて海外に流出する日本人患者の国内での受け入れや
日本在住の外国人が母国語により高度な歯科医療を受けることは「臨床修練制度」では
対応できません。そのため、外国人歯科医師に対する「研修」を目的とした「臨床修練制
度」とは別の特例制度を設け、高度な技術を持った外国歯科医師資格を有する歯科医師
が、日本において「研修」、「指導」、「教授」及び「診療」を包括的に行える制度を明確に
する必要があります。
次に、今回も「外国の歯科医師資格を有する者をそのまま我が国に受け入れ、業務に従
事させることはできない」という回答でしたが、無条件に受け入れるのではありません。日
本語によるコミュニケーションが不可能な場合は、日本人患者と外国人歯科医師とのコ
ミュニケーションが円滑に図れているかのチェックを行うための医療従事者の通訳又は日
本人歯科医師による監督をつけること。また、外国人歯科医師の知識・技能等の客観的
確認のために、外国において歯科医師資格を取得した後７年以上の臨床経験を有してい
る者に限ること。（「その他」の欄に続きます）

これらの要件を
課すことにより
問題点は解決
でき、安全で質
の高い歯科医
療を行うことが
可能になりま
す。
最後に、現状
は、外国人歯科
医師の就労が
限定されている
ので、「特定の
診療所におい
て、日本の歯科
医療高度化の
ための研修業
務、高度な技術
による診療業
務、外国人への
診療業務」を
「法別表第一の
二の表の医療
の項の下欄に
掲げる活動」に
追加する必要
があります。
 日本国内での
歯科医療技術
向上のため、本
提案の再々検
討を望みます。

C

　臨床修練制度においては、平成１５年３月の通知の発
出により、従来の医療に関する知識及び技能の修得に
加え、これに付随して行う教授を目的として入国する外
国医師又は外国歯科医師について、厚生労働大臣の許
可を与えることを明確化したところである。さらに、臨床
修練制度の審査期間を見直し、臨床修練の許可及び臨
床修練指導医又は臨床修練指導歯科医の認定の標準
処理期間を短縮するなど、運用面等での見直しを図って
きたところでもあり、この枠組みの中で、ご提案の趣旨で
ある外国歯科医師が日本人に対する歯科医療行為を行
い、歯科医学交流による日本歯科医師のスキルアップを
行うことは可能である。
　また、提案主体も日本語によるコミュニケーションが不
可能な場合には、日本人医師による外国人歯科医師の
行為の監督の必要性は認められており、それはとりもな
おさず臨床修練制度の活用によって実現することが適
当である。
　さらに、臨床修練中の外国医師等が行う診療に対する
報酬についても、医療先進国からの臨床修練医の教授
に対する適正な報酬が支給できるよう｢臨床研修制度の
運用｣を見直すこととしている。
　したがって、提案主体による要望は、臨床修練制度の
活用によって実現することが適当である。
　なお､提案主体のご意見にもあるように､現行の臨床修
練制度は厚生労働大臣の指定する病院においてのみ
実施可能であり、診療所では実施できないこととなって
いるが、臨床修練の趣旨である医療に関する知識及び
技能の修得やこれに付随して行う教授に関しては、外国
人医師等を受け入れるための一定の施設や設備等の
水準が必要であることから、厚生労働大臣が指定する
病院という一定の基準を設けているものである。
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外国歯科医師資格を
有した歯科医師による
診療の可能化

現状は、わが国の歯科医師国家試験に合格
し、厚生労働大臣の免許を受けた歯科医師
でなければ歯科医業ができないが、外国の
歯科医師免許を持った者であって一定の要
件を満たす者について右記の代替措置の内
容を満たす場合に限って、我が国におい
て、歯科診療ができるようにすること。

厚生労働
省

0930640
外国人歯科医師
の入国に関する特
例

外国医師又は外国歯
科医師が行う臨床修
練に係る医師法１７
条及び歯科医師法第
１７条の特例等に関
する法律（昭和６２年
法律第２９号）

外国医師は、厚生労働
大臣の許可を受けて、
臨床修練を行うことがで
きる。

D-1

平成１５年４月より、臨床修練制度
において、医療に関する知識及び
技能の修得に加え、これに付随し
て行う教授を目的として入国する外
国医師又は外国歯科医師につい
て、厚生労働大臣の許可を与える
ことを明確化したところであり、この
枠組みの中で、外国歯科医師が日
本人に対する歯科医療行為を行
い、歯科医学交流による日本歯科
医師のスキルアップを行うことは可
能であるが、歯科医療の提供は、
患者の生命・身体に直接影響を及
ぼすものであるため、医療の専門
的な知識・技能、患者・家族や他の
医療従事者等との日本語によるコ
ミュニケーション能力などを有する
ことが必要であり、それを確認する
上で我が国の歯科医師免許の取
得は不可欠であることから、外国の
歯科医師資格を有する者をそのま
ま我が国に受け入れ、業務に従事
させることはできない。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、特
区において提
案者の提案
内容が実現
できないか、
再度検討し回
答されたい。

本提案は「臨床修練制度」において対応することが可能である
という回答でしたが、「臨床修練制度」は外国人歯科医師がそ
の外国人自身の歯科医療の知識及び技能の修得をするため
の「研修」を目的としたものであり、日本人歯科医師や、日本に
住んでいる日本人や外国人のための制度ではありません。もと
もと日本に「研修」目的で来日した外国人歯科医師から、外国
の高度な歯科医療技術を得ることは制度上の無理がありま
す。つまり、【日本の歯科医療の質の向上】を目的とした事業を
行うためには、高度な歯科医療技術を持った外国歯科医師資
格を有する歯科医師を受け入れやすくする必要があり、この
「臨床修練制度」では対応できません。そのため、外国人歯科
医師に対する「研修」を目的とした「臨床修練制度」とは別の特
例制度を設け、高度な技術を持った外国歯科医師資格を有す
る歯科医師が、日本において「研修」、「指導」、「教授」及び「診
療」を包括的に行える制度を明確にする必要があります。それ
を制度化することにより、外国の高度な歯科医療を日本国内で
受けることや、日本在住の外国人が患者の母国語での診療を
受けることが可能になり、日本の歯科医療の質の向上につな
がります。また、「外国の歯科医師資格を有する者をそのまま
わが国に受け入れ、業務に従事させることはできない」という回
答でしたが、無条件に受け入れるのではなく、一定の要件を課
すこと（代替措置の内容）により解決でき、安全で質の高い歯
科医療を行うことが可能になります。その際、現状は、外国人
歯科医師の就労が限定されているので、「特定の診療所にお
いて、日本の歯科医療高度化のための研修業務、高度な技術
による診療業務、外国人への診療業務」を「法別表第一の二の
表の医療の項の下欄に掲げる活動」に追加する必要がありま
す。日本国内での歯科医療技術向上のため、本提案の再検討
を望みます。

D-1

　歯科医療の提供は患者の生命・身体に直接影響を
及ぼすものであるため、医療の専門的な知識・技能、
指導・管理等を実施するために必要な患者・家族や他
の医療従事者等との日本語によるコミュニケーション
能力などを有することが必要であり、一定水準の資質
を確保するために採用している我が国の歯科医師免
許の取得は不可欠であることから、外国の歯科医師資
格を有する者をそのまま我が国に受け入れ、業務に従
事させることはできない。
　なお、平成１５年４月より、臨床修練制度において、
医療に関する知識及び技能の修得に加え、これに付
随して行う教授を目的として入国する外国医師または
外国歯科医師について、厚生労働大臣の許可を与え
ることを明確化したところであり、この枠組みの中で、
外国歯科医師が日本人に対する歯科医療行為を行
い、歯科医学交流による日本歯科医師のスキルアップ
を図ることは可能である。
また、提案主体も日本語によるコミュニケーションが不
可能な場合には、日本人医師による外国人歯科医師
の行為の監督の必要性は認められており、それはとり
もなおさず臨床修練制度の活用によって実現すること
が適当である。
　したがって、提案主体による要望は、臨床修練制度
の活用によって実現することが適当である。

貴省回答は
「提案主体によ
る要望は、臨
床修練制度の
活用によって
実現すること
が適当である」
として措置の
分類がD-1とあ
るが、提案主
体の要望が真
に現行で実現
可能なのかど
うか明確にした
上で、右の提
案主体からの
意見を踏まえ、
再度検討し、
回答されたい。

前回に引き続き、本提案は「臨床修練制度」において対応することが可能であるという回
答でしたが、「臨床修練制度」は厚生労働大臣の指定する病院においてのみ行える制度
で、厚生労働省に確認したところ、指定病院になることができるのは大学病院に準ずる機
能を持っている病院ということが条件で、小規模なところについては、「前例がない」という
こともあり、指定することはできない、というお返事でした。また、この「臨床修練制度」で
「教授・医療行為」も行うことができるということですが、それを行うためには、外国人歯科
医師本人が、我が国に入国して許可申請をしなくてはいけません。さらに許可がおりるま
でに約2ヵ月もかかります。高度な技術を持った著名な外国の歯科医師をこのような制度
で我が国に迎えることは非現実的です。しかも、その歯科医師に対してこの制度では報
酬を支払うこともできません。これらのことからも、この「臨床修練制度」は、もともと外国
人歯科医師がその外国人自身の歯科医療の知識及び技能の修得をするための「研修」
を目的としたものであることが明らかです。
本提案は、【日本の歯科医療の質の向上】を目的とした事業を行うためのものです。歯科
医療においては、「臨床」における技術の高度化が不可欠です。日本の歯科医師が外国
の高度な技術に接し、クオリティーの高い卒後教育を受けるためには、「高度」な歯科医
療技術を持った外国歯科医師資格を有する歯科医師を「受け入れやすく」する制度が必
要です。また、高度な技術を求めて海外に流出する日本人患者の国内での受け入れや
日本在住の外国人が母国語により高度な歯科医療を受けることは「臨床修練制度」では
対応できません。そのため、外国人歯科医師に対する「研修」を目的とした「臨床修練制
度」とは別の特例制度を設け、高度な技術を持った外国歯科医師資格を有する歯科医師
が、日本において「研修」、「指導」、「教授」及び「診療」を包括的に行える制度を明確に
する必要があります。
次に、今回も「外国の歯科医師資格を有する者をそのまま我が国に受け入れ、業務に従
事させることはできない」という回答でしたが、無条件に受け入れるのではありません。日
本語によるコミュニケーションが不可能な場合は、日本人患者と外国人歯科医師とのコ
ミュニケーションが円滑に図れているかのチェックを行うための医療従事者の通訳又は日
本人歯科医師による監督をつけること。また、外国人歯科医師の知識・技能等の客観的
確認のために、外国において歯科医師資格を取得した後７年以上の臨床経験を有してい
る者に限ること。（「その他」の欄に続きます）

これらの要件を
課すことにより
問題点は解決
でき、安全で質
の高い歯科医
療を行うことが
可能になりま
す。
最後に、現状
は、外国人歯科
医師の就労が
限定されている
ので、「特定の
診療所におい
て、日本の歯科
医療高度化の
ための研修業
務、高度な技術
による診療業
務、外国人への
診療業務」を
「法別表第一の
二の表の医療
の項の下欄に
掲げる活動」に
追加する必要
があります。
 日本国内での
歯科医療技術
向上のため、本
提案の再々検
討を望みます。

Ｃ

　臨床修練制度においては、平成１５年３月の通知の発
出により、従来の医療に関する知識及び技能の修得に
加え、これに付随して行う教授を目的として入国する外
国医師又は外国歯科医師について、厚生労働大臣の許
可を与えることを明確化したところである。さらに、臨床
修練制度の審査期間を見直し、臨床修練の許可及び臨
床修練指導医又は臨床修練指導歯科医の認定の標準
処理期間を短縮するなど、運用面等での見直しを図って
きたところでもあり、この枠組みの中で、ご提案の趣旨で
ある外国歯科医師が日本人に対する歯科医療行為を行
い、歯科医学交流による日本歯科医師のスキルアップを
行うことは可能である。
　また、提案主体も日本語によるコミュニケーションが不
可能な場合には、日本人医師による外国人歯科医師の
行為の監督の必要性は認められており、それはとりもな
おさず臨床修練制度の活用によって実現することが適
当である。
　さらに、臨床修練中の外国医師等が行う診療に対する
報酬についても、医療先進国からの臨床修練医の教授
に対する適正な報酬が支給できるよう｢臨床研修制度の
運用｣を見直すこととしている。
　したがって、提案主体による要望は、臨床修練制度の
活用によって実現することが適当である。
　なお､提案主体のご意見にもあるように､現行の臨床修
練制度は厚生労働大臣の指定する病院においてのみ
実施可能であり、診療所では実施できないこととなって
いるが、臨床修練の趣旨である医療に関する知識及び
技能の修得やこれに付随して行う教授に関しては、外国
人医師等を受け入れるための一定の施設や設備等の
水準が必要であることから、厚生労働大臣が指定する
病院という一定の基準を設けているものである。

1517 15171020

医療法人
社団 協立
歯科 クリ
ニーク
デュボワ

外国歯科医師資格を
有した歯科医師による
診療の可能化

現状は、外国人歯科医師の就労が限定され
ているので、「特定の診療所において、日
本の歯科医療高度化のための研修業務、高
度な技術による診療業務、外国人への診療
業務」を「法別表第一の二の表の医療の項
の下欄に掲げる活動」に追加すること。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930650
尊厳死に関する特
例

刑法第１９９条（殺人
罪）又は第２０２条（同
意殺人罪）

刑法第１９９条（殺人罪）
又は第２０２条（同意殺
人罪）に該当する可能性
のある行為である。

C

刑法第１９９条及び第２０２条は，人
の生命があらゆる価値の根元であ
るという見地から，その生命を保護
することを目的とした普遍的な性格
を有する基本的な刑罰であり，日本
国内の特定の地域においてのみ，
その適用を排除することは適当で
ない。
なお，尊厳死の問題は，人の生命
の保護と生命の処分に関する自己
決定権とが衝突する究極の問題で
あり，終末医療のあり方などを含
め，様々な視点から全国的なレベ
ルで議論を尽くしていかなければな
らないものである。

1570 15701010 掛川市
掛川市尊厳死特区構
想

尊厳死を選ぶことが、医師にとって、ひと
つ間違えば犯罪になる恐れがあることと、
実態として尊厳死が行われていることを考
慮し、尊厳死が国民的同意が得られるよ
う、尊厳死の条件及び手続等を明確化する
こと及び刑法の諸規定の適用除外を求め
る。

厚生労働
省

0930660
自治体病院等の
再編整備に向けた
病床基準の緩和

・医療法第７条の２
・医療法第３０条の３
・医療法施行令第５
条の２、第５条の３、
第５条の４

医療法では自治体病院
等が各区域（二次医療
圏等）で基準病床数を超
える病床が存在する等
（病床過剰地域）の場合
で、病床数の増加等の
申請を行った場合は、開
設許可等を与えないこと
が出来るとされている。
なお、現行の医療計画
制度では、病床過剰地
域での異なる開設主体
の病院の再編等を認め
ていない。

Ｂ－１ Ⅳ

病床過剰地域において、開設主体
が医療法で定める公的医療機関同
士であり、再編に係る医療機関の
病床が全体として減少するときは、
二次医療圏内だけでなく二次医療
圏を超える医療機関の再編を行う
場合も含め、個別に厚生労働大臣
あて協議することによって、制度的
に可能かどうか検討する。

提案主体は「統
合する病院全体
の病床数は増え
ない」（すなわち
現状維持も含む)
ことを条件とし
て、・・・厚生労働
大臣との協議に
よらず「知事の判
断により、」病床
増を伴う自治体
病院の新設ある
いは増床につい
て認めることを要
望しているが、こ
の実現可能性に
ついて貴省の考
えを明示された
い。
併せて、提案主
体からの意見も
踏まえ、再度検
討し回答された
い。

○個別に厚生労働大臣の協議す
るという条件は付されたものの、
全国対応の方針が示されたこと、
また、二次医療圏を超える場合に
ついても協議対象とするなど、提
案趣旨を踏まえた対応をいただい
たところ。
○但し、「全体として病床が減少
するとき」という条件は、道からの
提案内容である「全体として病床
が増加しないとき」という内容に変
更いただくよう再検討をお願いす
る。（小規模病院の統合時などで
は、機能の見直しは当然行うが、
再編の結果として病床数に変更
のない場合も想定されるため）

Ｂ－１ Ⅳ

　医療計画制度における基準病床
数は、各地域における整備すべき
病床数の目標として位置づけられ
るとともに、それ以上の病床の増加
を抑制する基準となっており、病床
不足地域における病床整備を進め
る一方、過剰地域の病床増加を抑
制することにより、病床の整備を過
剰地域から非過剰地域へ誘導する
など医療資源の効率的活用を通じ
て全国民に対する適正な医療の確
保を図っている。
　今回の対応は、あくまで例外的に
過剰地域での病床数の増加を認め
るものであり、
・ご提案いただいている地域は、病
床が特定の地域へ集中していると
ともに自治体病院では医師の充足
率が低い状況にあること。
・医療法第７条の２第１項において
自治体病院などの公的病院は医療
法人等が開設する病院とは違っ
て、当該地域が病床過剰地域であ
れば開設許可ができないこととされ
ており現行制度との整合性を図る
必要性があること
から自治体病院等の再編整備に向
けては、病床過剰及び医師の充足
状況を勘案し、医療計画を推進す
る立場として計画すべきである。
　このようなことから、病床過剰地
域では、「全体として病床が減少す
るとき」という要件を設けたものであ
る。

右の提案主体
からの意見を
踏まえ、再度
検討し回答さ
れたい。

○自治体病院の再編整備に当たっては、地域医療が適切に確保される
よう、地域の事情を十分考慮した上で、医師を始めとする医療技術者や
病床、医療設備などの医療資源の適正な配置についての検討が必要で
あるとともに、地域住民の理解・納得を得て進めることが極めて重要であ
る。
○病院の再編整備の検討に際しては、病床の集約化についても検討課
題となるものであるが、道内の自治体病院は極めて小規模の病院が多
い（市町村立病院９７病院中６４病院（約６６％）が１００床未満）ことから、
小規模病院同士の再編統合の場合、地域において適正な地域医療のあ
り方について検討を進めた結論として、再編後も全体の病床数が変わら
ないことも考えられる。
○病院の再編整備は、住民の理解のもと、地域医療の適正な確保を目
的として行うものであることから、当初の道の提案とおり「全体として病床
が増加しないこと」を要件とするよう、再度検討いただくようお願いする。

Ｂ－１ Ⅳ

○自治体病院の再編統合に当たっては、地域住民とと
もに、当該病院がこれまで以上に質の高い医療を効率
的に提供できるよう検討していくことが大切であると考え
ている。
○このようなことから考えると、道のご提案は、
（１）道においては、病床数に応じた適切な医師の配置
が困難である自治体病院が８０％以上、医師の充足率
が８割にも満たない自治体病院が５８％強もあり、また、
１００床未満の自治体病院の充足率は７割にも届いてい
ない状況であるが、既存の病床数の維持に終始した場
合、病床数に応じた適切な医師の配置に支障をきたし、
医師の過重労働等から質の高い医療の提供が適切に
行えるのか疑問であること
（２）道内の病院の人口当たりの一般病床数は全国平均
を大きく上回っている（全国平均の１．５倍。全国２位。）
が、真に効率的な医療提供体制を構築するためには、
はじめから既存の病床数の維持に終始するのではなく、
（１）で述べたように質の高い医療を提供するために病
床数の削減を真剣に検討する必要があると考えられる
こと
（３）地域の医療は民間医療機関と自治体病院をはじめ
とする公的医療機関が適切な役割分担に沿って提供さ
れるものであるが、自治体病院の既存の病床数を維持
することを前提として医療提供体制を考えるとすれば、
本来の民間医療機関と公的医療機関の適切な役割分
担がなされているとはいえないことから、認められないも
のである。
○なお、病床過剰地域において自治体病院の再編統合
を行う要件として「全体として病床が減少するとき」として
いる理由については、前回の回答のとおり。

1590 15901010 北海道
高齢者・障害者暮らし
安心プラン

基準病床数の特例として、自治体病院等再
編時における都道府県の裁量による基準病
床数の運用弾力化を可能とする規定を新設
する。
具体的には、「自治体病院再編を行う」、
「統合する病院全体の病床数は増えない」
ことを条件として、特例として「既存の病
床が基準病床数を上回っている地域におい
て、知事の判断により、病床増を伴う自治
体病院の新設あるいは増床について認める
ことができる」こととする。

厚生労働
省

0930670

一定要件を満た
した外国人専門
医の入国、診療
行為及び日本人
医師に対する指
導の容認

外国医師又は外国歯
科医師が行う臨床修
練に係る医師法１７
条及び歯科医師法第
１７条の特例等に関
する法律（昭和６２年
法律第２９号）

外国医師は、厚生労働
大臣の許可を受けて、
臨床修練を行うことがで
きる。

D-1

医療の提供は、患者の生命・身体
に直接影響を及ぼすものであるた
め、医療の専門的な知識・技能、患
者・家族や他の医療従事者等との
日本語によるコミュニケーション能
力などを有することが必要であり、
それを確認する上で我が国の医師
免許の取得は不可欠であることか
ら、外国の医師資格を有する者を
そのまま我が国に受け入れ、業務
に従事させることはできない。ただ
し、ご提案の実質的内容について
は、医療に関する知識及び技能の
修得に加えて、これに付随して行わ
れる教授を目的とする場合も対象
とした臨床修練制度により対応可
能である。

提案主体が想定しているの
は、「日本の救急専門医の
不足を補完する」ために「ア
メリカ（米国）の救急専門医
を招聘し、救急患者に対す
る診療及び日本人医師等に
対する指導をさせる」ことで
あり、外国医師臨床修練特
例法に規定されている「臨床
修練指導医の実地の指導監
督が担保されているか否か
不明であるが、そうした場合
でも貴省の回答のように臨
床修練制度で可能なのか、
明らかにされたい。
仮に対応できない場合に
は、杉並区において小児救
急医療にほとんど対応でき
ていないという事情も勘案
し、特区において、「臨床修
練指導医の実地の指導監
督」がなくとも同制度による
医療が可能となるよう検討さ
れたい。
併せて、提案主体からの意
見も踏まえ、再度検討し回答
されたい。

＜厚労省の回答に対する質問及び意見＞

本提案は、日本には専門医が不足している救急専門医（特に小児救急）・臨床腫瘍専門医・臨床

病理医・画像診断医・麻酔科医を初めとする日本人医師による質的又は量的な医療の提供が十

分ではない分野における専門性を有する外国人医師が患者の診療及び日本人医師の教育（教

授）を目的として入国した場合に特区において医師法第１７条の特例を設けることを望むものであ

る。現下の当該分野における医師不足は一刻の猶予を許さないため、「患者の生命・身体」を守る

ためにも当該分野で日本より先行しているアメリカ（米国）等から医師を緊急避難的に受け入れる

ことで足下の医師不足を補いつつ、同時に将来的な日本人医師による当該分野の医師の充足の

ための教育の更なる加速のために、本提案の実現は必須である。ご回答にある臨床修練制度

は、例え付随した「教授」が可能であっても、あくまで「研修」に過ぎない。本提案で受入を望む医

師は、日本人医師の不足分野における患者の診療及び日本人医師の教育（教授）が目的であ

り、自身の研修を必要としないことから、現行の臨床修練制度（研修に付随した教授）での対応は

不可能である。この点については、平成１５年２月２１日の閣議後記者会見において坂口厚生労

働大臣は「今はそういうことになっているわけですね、今後いわゆる研修医として来てもらうという

のではなくて、優秀な技術を持つとか、あるいは治療方法を確立をしてお見えになるとかいったよ

うな人が日本に来て、指導するという場合にも来てもらえるようにならなければいけないということ

でありまして、このことも合わせて検討に入っております。」と発言

(http://www.mhlw.go.jp/kaiken/daijin/2003/02/k0221.html)しており、前後のご発言も踏まえる

と、坂口大臣は研修に付随する教授のみではなく、指導医的な立場の医師の教育（教授）目的の

みの受入を検討することを示唆したものと思われるが、平成１５年３月３１日の通知(医政発第

0331019号)において、結論として「医療に関する知識者技術の習得に付随する教授」のみに限定

した解禁となった経緯・議論・判断材料はどのようになっているのか、具体的かつ網羅的にお答え

頂きたい。

そもそも、上記の坂口大臣のご発言から厚労省は日本の医師国家資格を有さない外国人医師が

日本の医師に医療に関する知識や技術を教育（教授）することが日本の医療の質の向上に寄与

するものであるとして、臨床修練制度で「医療に関する知識及び技能の習得に付随する教授」を

認めていると考えられるが、外国人医師に対して日本の医療の質の向上の貢献という役割を担

うべく「付随する教授」を認めるならば、その専門性に鑑み専門技術者として「研修」ではなく、「

教授（教育）」のみを目的とする場合も認めるべきである。臨床修練制度は法目的も「知識及び

技能の習得」としており、その特例として教育（教授）のみを目的とする場合を追加するのは法制

的に困難であることが推察されるため、方法として医師法第１７条の特区における特例を創設す

ることを求めるのが本提案である。さらに、医師法第１７条の特例の創設に伴い入管法上の在留

資格についても、①「医療」の枠内で対応する、②特定活動として滞在する、③「教授」の在留資

格で入国させ、医療機関を入管法別表１の「大学若しくはこれに準ずる機関」の対象とする、のい

ずれかの対応をとるべきである。また、ご回答では「①医療の専門的な知識・技能、②患者・家族

や他の医療従事者等との日本語によるコミュニケーション能力」を確認し担保するための手段とし

て、「我が国の医師免許の取得が不可欠」であるとされているが、これらについては以下の通り、

他の方法によって担保が可能である。①については、そもそも日本の医師国家資格を有する医師

に対して、その専門分野において教授を行う医師であることから、その知識及び技能は日本の医

師国家資格所有者のそれより優れていることが確実である。②については、「日本語によるコミュ

ニケーションが不可能な場合は、日本人医師による外国人医師の行為の監督が行われ」れば、十

分担保が可能である。以上の観点を踏まえ、特区において特例的に容認して頂くよう再度ご検討

頂き、その見解及び今後の方針について具体的に提示されたい。

D-1

　外国医師臨床修練特例法による臨床修練医は、臨
床修練指導医の実地の指導監督の下でなければ医業
を行うことができないため、臨床修練指導医なしに臨
床修練医を受け入れることはできない。しかし、以下に
述べるとおり、このことが本件提案を実現する上で実
質的な障害になるとは考えられない。
　提案主体は、「そもそも日本の医師国家資格を有す
る医師に対して、その専門分野において教授を行う医
師であることから、その知識及び技能は日本の医師国
家資格所有者のそれより優れていることが確実であ
る」としているが、それを客観的に証明・確認できる方
策はない。また、日本語のコミュニケーションが不可能
である場合の日本人医師による外国人医師による行
為の監督の必要性は提案主体も認めている。
一方、臨床修練制度においては、平成１５年３月の通
知の発出により、医療に関する知識及び技能の修得
に加え、これに付随して教授を目的とする外国人医師
に対しても許可を与えることを明らかにしたところであ
る。
したがって、ご提案の趣旨は現行の臨床修練制度の
活用により十分対応することが可能である。
　なお、救急医療は主として都道府県の医療計画にお
いて定める二次医療圏単位で整備が図られているとこ
ろ、杉並区は新宿区及び中野区とともに二次医療圏を
構成している。さらに、新宿区には最も高度な救急医
療を担う救命救急センターが２つ設置されている。この
ため、杉並区の救急患者が新宿区や中野区で受け入
れられているということをもって、当該二次医療圏にお
ける救急医療体制の是非を論じることは適当ではな
い。
　また、大臣の昨年２月の発言は、「医療に関する知識
及び技能の修得に付随する教授」を具体化する中で、
様々検討している下での御発言であり、幅広い検討の
結果、提案の趣旨は現行制度で対応可能と判断したも
のである。

右の提案主体
からの意見を
踏まえ、再度
検討し、回答さ
れたい。
また、臨床修
練制度の下に
日本人医師に
対する教授を
目的として入
国した外国人
医師が診療を
行うことができ
る旨明確化で
きないか、併
せて検討し、回
答されたい。

今回の提案の第一のねらいは外国人医師による診療であり、その外国人医師による教授はその診療に付随するものである。御省からの回答は外
国人医師による教授が中心のように書かれているが、この点を誤りなきよう理解していただきたい。そして、外国人医師による診療が提案主旨であ
ることから、医療法、医師法、そして行われる診療の保険請求に関する保険上の法令にも関わるものと認識している。
また、御指摘の通り、外国医師臨床修練特例法における「付随する教授」においても知識と技能に関する教授が可能であるが、救急診療体制のシ
ステム作りを含めたマネジメントも教授の対象とすべきである。その場合、救急医療に関する日本人医師と外国人医師、特にアメリカ（米国）の医師
の知見の差は客観的に証明、確認できないにせよ、外国人医師から学ぶべきことは多いと考えているため、新たな制度の創設が望まれる。
ご回答で、「日本語のコミュニケーションが不可能である場合の日本人医師における外国人医師による行為の監督の必要性は提案主体も認めてい
る」と御記述なされているが、日本語でのコミュニケーションが不可能である場合の日本人医師による外国人医師による行為の監督とは「医療行為
上」の監督ではなく「コミュニケーションの上」での監督である。
外国人医師による教授及び診療を行わせようとする医療の現場では、「英語によるコミュニケーションを確実に行うことができる日本人医師と看護
師」が外国人医師と一緒に医療行為にあたることにより、外国人医師を含めた全ての医師及び看護師が英語での円滑なコミュニケーションを図るこ
とが可能であるように整備し、さらにその日本人医師と看護師を通して患者やその家族とのコミュニケーションも円滑に行うことが可能となるよう整
備する。
特に、外国人医師に対応する日本人医師は外国臨床修練特例上の厚生労働大臣の認定をうけた臨床修練指導医である必要はなく、単に医療の
ことが理解でき、医療の現場での英語と日本語でのコミュニケーションを確実に行うことが担保されていればいいと考える。
また、日本の医師国家資格を有さない者の「医療の知識及び技能」の客観的な証明及び確認だが、現行の医師法も、近年医師国家試験合格後の
臨床研修が義務化されたこと等、ペーパーテスト等の知識の確認よりも臨床での経験による技術の蓄積が重視されていると考えている。よって、外
国人医師に対して、医療に関する技術等の能力については、一定以上の症例数を義務化することで担保が可能である。症例数が一定以下のもの
については、引き続き現行の外国人医師臨床修練特例法による修練医としての研修として位置づければ良い。
これらを勘案すると、専門分野における一定以上の症例数を有しており、教授を行うような高度な医療技術を有した外国人医師に対しては、研修を
想定した制度である外国医師臨床修練特例法の臨床修練指導医のように外国人医師の上に立ち、指導的な立場から医療の教授を行うために
来日した外国人医師の医療行為の監督を行うことは必要なく、コミュニケーションが円滑に図れているかのチェックを行うための医療従事者の通訳
がいることで足りるため、外国医師臨床修練特例法とは異なる制度の創設を求め、新たな制度を医師法第１７条の規制の特例として設けることを
提案させて頂いたため、実現を強くお願いさせて頂きたい。外国人医師が十分に実力を発揮することで、日本人の医師と看護師に最先端の救急医
療等を学ばせ、医療の技術と知識を高め、患者とその家族にとっても従来アメリカに行かなければ受けられなかった最高水準の医療を日本で受け
ることができることになる。
最後に、杉並区の救急医療が逼迫した状況であることについて再度論ずると、東京都区西部二次医療圏として、杉並区は新宿区・中野区と同一の
医療圏であるが、夜間人口はその中で最も多い５２万人（新宿区２９万人、中野区３１万人）の地域である。この二次医療圏内の第三次救命救急セ
ンターは東京女子医科大学病院、東京医科大学病院、同等のもので国立国際医療センターがあり、全て最も東端の新宿区に集中している。西方
は、武蔵野市と三鷹市それぞれに武蔵野赤十字病院、杏林大学医学部付属病院が第三次救命救急センターとして位置している。杉並区内を起点
とする救急車搬送件数は２万７千台であるが、杉並区内で診療されたものは半数にも及んでいない（資料１）。さらに、３区の年少人口は１０万人で
あり、内杉並区には約半数の４万８千人がいる。そして、その小児（科）救急に関しては、全夜間対応できる小児救急医療機関は新宿区４施設、中
野区１施設に対し杉並区には現在存在していない（資料２）。これは最も需要の多い地域にその機能が存在されておらず、その地域（杉並区）に居
住している住民にとっては極めて逼迫した状態が続いていることが言える。繰り返しになるが、いわゆる救急患者といわれる患者の多くは救命救急
医療の対象ではないが、一刻でも早くしかるべき医療機関に搬送され、救命救急医療を受ける必要のある患者もこの人口分布から杉並区内が最も
多いと考えられる。御省の指摘のように、救急医療体制は二次医療圏単位で整備が図られているといっても、当該二次医療圏では特に救急医療
機能の地域偏在が極めて大きいと言わざるを得ない。
当然、杉並区の辺縁で他自治体との境に居住する住民は居住地から近くにある第三次救命救急センターで診療を受けるべきだが、当財団が位置
する阿佐ヶ谷地域は杉並区のほぼ中心に位置することからこの特区制度を生かし地域住民の期待に応えていきたい。
(右へ続く)

以上の観点か
ら厚生労働省
のご回答にあ
るご指摘は特
区として特例
を設けること
ができない理
由とはならな
い為、特区と
して特例を設
けることを再
度ご検討され
たい。

Ｃ

医療の提供は、患者の生命、身体に直接影響を及ぼす
ものであるため、医師には、診療に必要な専門的知識
及び技能を有していることが求められる。したがって、医
師免許は大学において医学の正規の課程を修めて卒業
した者等のみが受験資格を有する医師国家試験に合格
した者のみに与えられているところである。
一方、我が国の医師免許を持たない外国人医師につい
ては、こうした専門的知識及び技能を有していることを客
観的に証明・確認する方策はなく、専門分野における一
定以上の症例数を有していることのみでは、これを担保
することができない。加えて、外国人医師が、他の医療
従事者との間で、医学的な知識・判断に関する意思疎通
を行い、また、患者を直接診療する上では、当該分野の
専門医でない日本人の医療従事者による通訳のみでは
医学的に十分な意思疎通が行われる保障がない。
したがって、本件提案の内容を実現することは困難であ
る。
なお、医療に関する知識及び技能の修得及びこれに付
随して行う教授については臨床修練制度の活用が可能
であるが、提案された診療を目的とする場合には同制度
を活用できない。
また、前回の回答でも申し上げたとおり、救急医療は主
として都道府県の医療計画において定める二次医療圏
単位で整備が図られている。杉並区の救急患者が新宿
区や中野区で受け入れられていることをもって、当該二
次医療圏における救急体制の是非を論じることは適当
ではない。

構造改革特区推進室からの再々検討要請については、
臨床修練制度の下で、医療に関する知識及び技能の修
得に加え、これに付随して行う教授を目的として入国し
臨床修練の許可を受けた外国医師等について、診療を
伴う教授を行うことができる旨、周知することとする。

1604 16041010
医療法人
財団　河北
総合病院

杉並救急医療（杉並Ｅ
Ｒ）特区

外国人医師であって、救急専門医（特に小児救急専門医）・臨床腫瘍
専門医・臨床病理医・画像診断医・麻酔科医等の日本人医師による質
的又は量的な医療の提供が十分ではない分野における専門性を有する
者が、日本人等に対する診療及び日本人医師に対する教授（人材育
成）を行う目的で入国し、以下の要件を満たした場合は、医師法第１
７条の特例として①当該外国人医師に就労ビザ（特定活動２年、又は
教授３年。いずれも更新可能）を発給する、②医師法第２条及び第１
７条の特例として外国人医師による診療及び日本人医師に対する教授
を認める。

外国人医師に対して左記特例を認めるにあたって、以下の要件を課
す。
①外国人医師が以下を満たしていること。
・患者に与えた損害を賠償する能力を有すること。
・日本人医師に対する教授を行う場合は、臨床研修指導医と同等以上
の知識及び技術を有する者であって、外国において医師資格を取得し
た後７年以上の臨床経験を有している者
②外国人医師が以下に該当していないこと
・医師法第３条に規定する場合（未成年者、成年被後見人及び被保佐
人でないこと）
・医師法第７条第２項に規定する医業の停止の命令に相当する外国の
法令による処分を受け、当該外国において医業を行うことができない
者
③外国人医師の就労条件として以下の要件を満たしていること。
・臨床研修指定病院のみに限定して教授及び診療を行う。
・日本語によるコミュニケーションが不可能な場合は、日本人医師に
よる外国人医師の行為の監督が行われること。
・臨床修練制度運営規則と同等の監督のための院内規則を設けるこ
と。
・業務上知り得た人の秘密に対し、守秘義務を課すこと
・診療行為に対する患者の合意を得ること

厚生労働
省

0930680

外国人研修生（コ
メディカル）の医療
従事に関する規制
緩和

保健師助産師看護師
法第７条、８条、第29
条、30条、31条､32
条、理学療法士及び
作業療法士法第２
条、第１５条

外国のコメディカル資格
を有する者が日本で医
療に係る業務に従事す
る場合、日本の免許の
取得が不可欠である。

Ｃ

医療の提供は、患者の生命・身体
に直接影響を及ぼすものであるた
め、医療の専門的な知識・技能、患
者・家族や医師、歯科医師をはじめ
とする他の医療従事者との日本語
によるコミュニケーション能力等を
有することが必要であり、それを確
認する上で我が国の国家免許の取
得は不可欠であることから、外国の
コメディカル資格を有する者をその
まま我が国に受け入れ、業務に従
事させることはできない。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

兵庫県災害医療センターで行う外
国人コメディカルの医療研修につ
いては、語学が堪能で経験と識見
を有する日本人指導医師、コメ
ディカルの責任のもと、一定期間
に限定し、研修を行うのに支障の
ない程度に日本語能力を有する
外国人を対象に行うこととしてい
る。また、ＪＩＣＡ（研修生の受入及
び基礎的な語学研修の実施（１ヶ
月程度）の活用等）とも連携し、万
全の体制で医療研修を実施した
いと考えているので、趣旨をご理
解のうえ、ぜひとも再考をお願い
します。

c

患者・家族や他の医療従事
者との医学の専門用語を用
いた日本語によるコミュニ
ケーション能力等の確認は、
限定的な日本語研修では不
十分であり、各医療関係資格
の免許の取得によって行わ
れることが必要であるため、
特区において特別な措置を
講じることは適当でないと考
える。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討の
うえ回答され
たい。

●外国人コメディカルの医療研修については、指導監督に熱
意と識見を有する医師、コメディカルの責任のもと、関係機関
とも連携し万全の体制で実施することとしているが、当該研修
生の受け入れにも慎重を期し、「外国人医師又は外国歯科医
師が行う臨床修練に係る医師法第１７条及び歯科医師法第１
７条の特例等に関する法律」第３条に準じ、次の基準を満たし
ている者を対象にしたいと考えているので、趣旨をご理解のう
え、再考願いたい。

 《研修生受け入れ基準》
　　１　医療に関する知識及び技能の修練を目的として本邦に
入国していること。
　　２　コメディカルに関する知識及び技能を有すること
　　３　外国においてコメディカルの資格を取得した後、３年以
上の経験を有すること
　　４　医療研修を行うのに支障のない程度に日本語又は英語
を理解し、使用する能力を有すること  等

Ｃ

医療の提供は、患者の生
命・身体に直接影響を及ぼ
すものであるため、医療の
専門的な知識・技能、患者・
家族や医師、歯科医師をは
じめとする他の医療従事者
との日本語によるコミュニ
ケーション能力等を有する
ことが必要である。それを
確認するためにはご提案に
あるような条件のみではな
お不十分であり、我が国の
国家免許の取得は不可欠
であると考えられることか
ら、ご提案の実現は困難で
ある。

1616 16161020 兵庫県
災害医療支援拠点構
想

外国人研修生（コメディカル：看護師、理
学療法士等）の実地研修を行うため、「兵
庫県災害医療センター」における外国人の
医療従事を認める。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930690
臨床検査技師によ
る研究目的採血の
容認

医師法１７条、臨床検
査技師、衛生検査技
師に関する法律第２
０条の２、安全な血液
製剤の安定供給の確
保等に関する法律３
０条

○医師でなければ、医
業をなしてはならない。
○臨床検査技師は、診
療の補助として採血（医
師の具体的な指示を受
けて行なうものに限る）
を業とすることができる。
○業として人体から採血
することは、医療・歯科
医療以外の目的で行わ
れるものであっても医業
に該当する。

C

採血の可否の決定については、対
象者の病態、健康状況等の総合的
な医学的判断を要するため、医師
の具体的な指示があれば、臨床検
査技師が研究目的で採血を行うこ
とは可能である。

1644 16441010

茨城県，
（独）食品
総合研究
所

つくば・東海・日立知的
特区

臨床検査技師が，研究目的で少量（１０ｃ
ｃ未満）の採血をする場合は，医師の包括
的な指導の下に，単独で行うことができ
る。

厚生労働
省

0930700
看護師による研究
目的採血の容認

医師法１７条、保健師
助産師看護師法第３
１条及び第３７条、安
全な血液製剤の安定
供給の確保等に関す
る法律３０条

○医師でなければ、医
業をなしてはならない。
○看護師は、診療の補
助として採血（医師の具
体的な指示を受けて行
なうものに限る）を業と
することができる。
○業として人体から採血
することは、医療・歯科
医療以外の目的で行わ
れるものであっても医業
に該当する。

C

採血の可否の決定については、対
象者の病態、健康状況等の総合的
な医学的判断を要するため、医師
の具体的な指示があれば、看護師
が研究目的で採血を行うことは可
能である。

1644 16441020

茨城県，
（独）食品
総合研究
所

つくば・東海・日立知的
特区

看護師は，診療の補助としての業に加え
て，医師の包括的な指導の下に，研究目的
で少量（１０ｃｃ未満）の採血を単独で行
うことができる。

厚生労働
省

0930710
営利法人による保
険医療機関の経
営

構造改革特別区域法
第１８条

特区において株式会社
が提供できる高度医療
の内容については、厚
生労働大臣が定める指
針に適合するものとされ
ている。

D-2

特区において株式会社が提供でき
る高度医療の内容について厚生労
働省があらかじめ定める指針の一
つとして、「その他、倫理的・安全性
の問題がなく、これらに類するもの」
を定めることとしている。

貴省で定める
指針の「その
他、倫理的・
安全性の問
題がなく、こ
れらに類する
もの」により、
地方公共団
体が必要とす
る「高度医療」
が幅広く認め
られると考え
られるのか明
確にされた
い。

D-2

当省が指針で定める高度医
療のうち、「その他、倫理的・
安全性の問題がなく、これら
に類するもの」に該当するも
のについて、特区計画の申
請があった場合には、厚生労
働大臣が定める指針に従っ
て地方公共団体が判断し、厚
生労働大臣がその適合性に
照らして同意することとしてい
る。
実際には、地方公共団体の
具体的な提案を踏まえ、その
時点に応じて検討することと
なる。

5078 50780009
(社)日本経
済団体連
合会

0

　構造改革特区における株式会社の医療参入
に係るガイドラインについては、地方公共団体
や民間事業者等の自発的な立案により、地域
の特性に応じた規制の特例を導入するという
制度の趣旨を踏まえて、医療の種類を限定列
挙するのではなく、地方公共団体が必要とする
「高度医療」が幅広く認められるような方式とす
べきである。

厚生労働
省

0930720
薬事法の規制緩
和

薬事法第２条、「医薬
品の範囲に関する基
準」（昭和４６年６月１
日薬発第４７６号別

紙）

疾病の診断、治療や予
防等の効能を標榜した
ものは医薬品に該当し、
健康食品としては販売

できない。

Ｃ Ⅰ

　骨粗鬆症等の疾病の予防・治療
効果や美肌作用を表示した農作物
加工品は、医薬品に該当し、科学
的に有効性、安全性等について厳
密に審査した上で、承認・許可を受
ける必要がある。
　医薬品としての科学的な審査を
受けることなく、骨粗鬆症などに対
する効能などを表示することは、正
しい医療を受ける機会を失わせる
おそれなどがあるので、保健衛生
上の観点から認められない。
　なお、イソフラボンの女性ホルモ
ン様作用は、弱いものであり、ヒト
での骨粗鬆症などの疾病に対して
の予防・治療効果や美肌作用など
については、科学的には確立して
いない。また、女性ホルモン様作用
を示す場合には、子宮頸癌などの
ホルモンが関与する疾病のリスクを
増大させるおそれがある。食品とし
て供されてきた植物であっても、摂
取方法や摂取量によっては、アマメ
シバの大量摂取による閉塞性細気
管支炎の発生などのように健康被
害が生じることがある。

1031 10311010
和田山町
特産物市
場組合

若返り特区

学名「プエラリア・ミリフィカ」は、葛属
マメ科の植物である。これの塊根を乾燥し
粉末にして商品名「夢美人」として販売し
ている。「プエラリア・ミリフィカ」に
は、大豆の数千倍ともいわれるイソフラボ
ンが含まれている。イソフラボンには、骨
粗鬆症、更年期障害、ガンの発生を押さえ
る作用があるとともに女性らしい体を作る
エストロゲンと同様の働きがあり美肌作
用、豊胸効果、生理不順改善などの作用が
ある。しかし、「夢美人」は医薬品でない
ためこれらの効能・効果・作用を表示でき
ない。このため、医薬品以外の農産物単純
加工品に効果・効能・作用が表示できるよ
う規制緩和を行う。

厚生労働
省

0930730
未承認医療機器
の個人輸入後の
緩和

薬事法第２２条、第２
３条、第５５条

業として医薬品、医療用
具等を輸入する場合
は、承認及び許可が必
要である。医師が、自己
の患者の治療に際し国
内では入手できない医
薬品等を外国から輸入
することは、その必要
性、医師個人が使用し
全責任を負うこと、、他
人に販売授与等しない
ことなどを確認し、業とし
ての輸入でないことから
輸入を認めている。

Ｃ Ⅰ

個人輸入された医療用具は、その
効果、安全性等について国による
承認がされていないため、輸入した
医師個人の責任により使用される
べきである。輸入後に安易にその
使用を拡大することは、保健衛生
上の危害の恐れが高いため認めら
れない。

1111 11111010
医療法人
社団 桂由
会

未承認医療機器の個
人輸入後の緩和

　未承認医療機器の輸入に関して、現状で
は医師の責任において個人輸入が認められ
ており、その医師のみ治療に携わる事が義
務づけられております。この度の規制緩和
の提案といたしまして医師が個人輸入後の
医療機器を、医師の所属する医療法人内で
勤務する医師に対しても医療法人の責任の
下で使用を認めて頂きたく提案いたしま
す。

24



09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930740

大麻の栽培目的
の要件緩和、町へ
の許可権限移譲
および産業用大麻
の栽培用種子の
輸入解禁

大麻取締法（昭和２３
年法律第１２４号）第
５条第１項
大麻栽培者免許に係
る疑義について（平成
１３年３月１３日付け
医薬監麻発第２９３
号）
輸入のけし、大麻種
子の取扱いについて
（昭和４０年９月１５日
付け薬発第７０８号通
知）

大麻を栽培するために
は、都道府県知事の免
許を受けなければならな
い。
免許交付にあたっては、
栽培目的が伝統文化の
継承や一般に使用され
ている生活必需品として
生活に密着した必要不
可欠な場合に限って免
許を交付すべきこととさ
れている。
不法栽培を防止するた
め、輸入する大麻種子
については発芽不能処
理を行うこととされてい
る。

Ｃ Ⅰ

大麻の幻覚成分であるＴＨＣは微量摂取し
ただけでも精神作用が発現するため、ＴＨＣ
含有量が少ない大麻であっても、十分に乱
用のおそれがある。また、ＴＨＣ含有量の少
ない大麻から含有量の多い大麻への転換
も容易である。すなわち、いわゆる産業用
大麻もその実態は大麻に他ならず、乱用の
おそれや有害作用は全く同じである。大麻
の栽培を安易に認めれば、不正栽培、盗
難、乱用助長等の問題が起こりうることか
ら、保健衛生上の危害を防止するために
は、真に必要不可欠な場合に限定して栽
培免許を付与することが必要である。
都道府県には大麻取締法等の捜査権限を
有する麻薬取締員が配置され、厳正な取
締監視体制が整備されていることから、都
道府県知事が栽培目的等を厳に審査して
適当と認められる場合にだけ大麻栽培免
許を与え、統一的な管理を行うことが最も
適当である。
不法栽培の横行を防止するには、大麻種
子の輸入に際して発芽不能処理を行うこと
が効果的であり、上述の理由からいわゆる
産業用大麻の種子についても引き続き同
様の処理を行うことが必要である。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

　大麻は、衣服（繊維）、紙、住宅用建材、バイオエタノール、医
薬品・化粧品、生分解性プラスチック、健康食品（必須アミノ
酸、必須脂肪酸）など様々な利用が可能であり、石油などの化
石燃料と違い再生可能な資源であるが、戦後、大麻＝マリファ
ナという一面的誤解により、世界的に栽培が禁止・制限されて
いた。しかし、近年、地球環境問題が深刻になる中で、大麻は
地球環境や人間生命・健康を守る優れた農作物として再認識
され、諸外国ではもともと栽培しているロシア・中国・フランス等
に加え、イギリス・ドイツ・カナダ・オーストラリア等でも、有用な
植物である大麻について条件（THC重量比：ヨーロッパ0.2%未
満、カナダ0.3%未満）を付けて産業用大麻の栽培を解禁してい
る。
　今回の提案は、大麻の栽培を安易に認めていただくことを要
望しているのではなく、取締りのみの観点から「栽培目的が伝
統文化の継承や生活必需品として生活に密着した必要不可欠
な場合に限って免許を交付すべき」としている現制度につい
て、石油の代替資源にもなり得る大麻の有用性を考慮し、諸外
国の状況も踏まえ、環境保全や新たな産業創出の観点から、
栽培目的の要件を緩和等について検討いただきたいということ
である。不法栽培の防止のための代替措置を講じることを前提
とした場合であっても栽培目的が環境保全や新産業創出とい
うことであれば大麻を栽培することを認められないのに対し、な
ぜ栽培目的が伝統文化の継承や生活必需品として生活に密
着した必要不可欠な場合には大麻の栽培を認められるのか、
この差異について論理的かつ具体的に御回答いただきたい。
　次に、今回の提案では、管理を容易にするため、栽培農家周
辺の作付けとする、侵入情報を携帯電話に通報するシステム
や圃場内への警報システムを導入する、超小型カメラにより常
時映像を記録するなど厳正な監視体制が講じられており、御懸
念の不法栽培、盗難、乱用助長などの問題は起こらないと考え
ている。今回の提案で提示している盗難防止策では厳正な取
締監視体制は講じられていないと判断される場合には、どのよ
うな点が問題で、また、どのような要件であれば、厳正な取締
監視体制を講じていると言えるのかについても具体的かつ網
羅的に御回答いただきたい。（右へ続く）

（左より続く）
また、「不法栽培
の横行を防止する
には、大麻種子の
輸入に際して発芽
不能処理を行うこ
とが効果的であ
る。」と回答されて
いるが、あくまでも
大麻種子の輸入
に際して発芽不能
処理を行うことは
「効果的」であっ
て、不法栽培の横
行を防止するため
の措置が講じられ
ている場合には発
芽不能処理を行
わなくてもよいと
解してよいか。大
麻種子の輸入に
際、不法栽培の横
行を防止するため
の措置として、発
芽不能処理の他
どのような措置が
あるのか具体的
かつ網羅的に御
回答いただきた
い。

Ｃ Ⅰ

大麻乱用による健康被害を
防止するには、大麻の栽培を
厳格に規制する必要があり、
大麻を栽培する他に代替す
る手段がなく、真に必要不可
欠な場合に限定して栽培免
許を付与すべきである。ＴＨＣ
成分の低い大麻であっても乱
用のおそれがある以上、栽培
免許は厳格に行われなけれ
ばならない。栽培免許の可否
を審査する際には、盗難防止
対策については、その栽培地
の状況や栽培面積等を総合
的に判断すべきであり、画一
的な方法を示すことは適切で
はない。
最近、大麻栽培事犯が増加
傾向にあり、輸入大麻種子を
用いた不正栽培を防止する
ためには、輸入の際、発芽不
能処理を行うことが最も効果
的であり、かつ、唯一の方法
である。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討し
回答された
い。

大麻の栽培は免許制を採っているため、当町が提案する産業利用を栽
培目的に認めたとしても厳格な規制は可能であり、不法栽培や乱用助長
とは別問題ではないか。近年、諸外国では、環境保全や新たな産業創出
の観点から産業用大麻の栽培を解禁しているが、このことが不法栽培、
盗難、乱用助長に結びついているのか。
盗難防止対策については事例を示したのみであるが、栽培免許の可否を
審査する際に個々の案件ごとに栽培地の状況や栽培面積等を総合的に
判断するのであれば、THC含有量が少ない産業用大麻について、伝統文
化の継承や生活必需品以外の栽培目的を認めても、盗難の問題を防ぐ
ことは可能ではないか。
真に必要不可欠な場合に限定して栽培免許を付与すべきとあるが、地球
環境問題が深刻になる中で、古来から日本で栽培され、様々な用途に利
用可能な大麻について、環境保全や石油に替わるバイオマス資源である
ことを踏まえ、見直すべきでないか。

Ｃ Ⅰ

　　大麻乱用による健康被害の拡
大を防止するには、大麻に代替
する物がなく、真に大麻の栽培が
必要不可欠な場合に限って栽培
免許を与えることによって、大麻
の不正栽培を防ぎ、不正供給を
遮断することが必要である。ＴＨＣ
成分の低い大麻であっても乱用
のおそれのあることには変わりが
なく、他の大麻と同様に扱うべき
である。
　我が国における大麻の生涯経
験率（これまでに一度でも大麻を
乱用したことのある者の割合）
は、平成１５年の厚生労働省研究
班の調査によれば０．５％である
が、欧米では４０％を超えるところ
もあり、我が国においては厳格な
栽培免許制度の運用が、広範な
予防啓発活動や強力な取締りと
あいまって、大麻乱用の拡大阻止
に効を奏している。最近、我が国
においても大麻事犯検挙者、押
収量の増加等、乱用拡大の兆し
が伺われる状況にあり、これまで
同様、栽培免許制度を厳格に運
用し、大麻の不正栽培・供給を防
止していくことが必要である。

1183 11831040
岩手県紫
波町

循環型まちづくり構想

大麻の栽培免許交付にあたっての許可基準
を緩和し、新たな産業創出、転作田活用、
環境対応の観点から茎や種子（麻の実）を
麻炭・食品・建材・衣類へ利用する目的で
の栽培についても認めるとともに、栽培免
許の許可権限を県知事から町長へ移譲す
る。また、幻覚成分であるＴＨＣをほとん
ど含まない産業用大麻の栽培用種子の輸入
を解禁する。

厚生労働
省

0930750
ラクトバチラス　カ
ゼイ　ハタ株の利
用

薬事法第１４条及び
薬事法施行規則第１
８条の３

医薬品として販売するた
めには薬事法第１４条で
規定する承認を取得す
る必要があり、承認申請
書に添付すべき資料は
同法施行規則第１８条
の３で規定されている。

Ｄ－１ -

薬事法上の医薬品としての承認申
請がなされれば、同法施行規則で
必要とされている添付資料に基づ
き、有効性・安全性等の審査を適
切に行ってまいりたい。

1215 12151010

富田林市
伏見堂町
財団法人
成研会附
属　汐の宮
温泉病院
医療法人
ハタクリ
ニック

ラクトバチラス　カゼイ
ハタ株の使用
（未来型乳酸菌）　・・・
その免疫効果と治療
成績

98年FDAで安全性が認可され、91年食品添加
物としても承認された｡従来の乳酸菌に比し
て卓越した能力を示す本乳酸菌を利用して
重要視される「予防医学」を先取りし、ま
た各種感染症・成人病の治療にも通じる可
能性を追求する。

厚生労働
省

0930760
薬草等の薬効明
記による庭先販売
可能化特区

薬事法第２条、「医薬
品の範囲に関する基
準」（昭和４６年６月１
日薬発第４７６号別
紙）

　「薬草」の詳細が不明
であるが、薬事法第２条
及び「医薬品の範囲に
関する基準」（昭和４６年
薬発第４７６号別紙）に
より、①カッコンなどの専
ら医薬品として使用され
る成分本質（原材料）に
該当する薬草は、効能
の表示の如何を問わず
医薬品であり、食品とし
ては販売できない。②そ
れ以外の薬草について
は、疾病の診断、治療
や予防等の効能を表示
する場合は医薬品として
扱われ、薬事法の承認・
許可が必要になり、食品
としては販売できない。
　なお、「薬草」や「薬膳
料理用」の表示自体が
疾病の診断、治療や予
防等の効能の表示であ
り、食品では使用ができ
ない。

Ｃ Ⅰ

　医薬品である「薬草」については、
品質、安全性、有効性を科学的に
確認した上で、薬効、使用法等の
標榜を認めている。特に摂取量に
よっては、健康被害が発生する可
能性がある薬草については、医薬
品として厳密な安全性の審査を受
けた上で、販売すべきである。
　医薬品としての科学的な審査を
受けていない薬草に薬効等の表示
を認めることは、医薬品である「薬
草」に対する誤解を与えるほか、正
しい医療を受ける機会を失わせる
おそれなどもあるので、保健衛生上
の観点から認められない。
  なお、食品であっても、調理法、摂
取目安量、健康被害や過剰摂取へ
の注意喚起などの表示は、可能で
ある。

貴省回答では、
「食品であっても、
調理法、摂取目安
量、健康被害や過
剰摂取への注意
喚起などの表示
は、可能である。」
とあるが、食品とし
てどこまで表示が
できるのか（効能
表示は一切できな
いのか、できる範
囲があるとすれば
その内容）を明ら
かにされたい。ま
た、提案者の構想
は、薬草図鑑等で
も薬効が記載され
ているセンブリや
ゲンノショウコ等の
薬草を販売しよう
とするものである
が、そうした構想
を実現するため、
特区において提案
内容が実現できな
いか、再度検討し
回答されたい。
併せて、右の提案
主体からの意見も
踏まえ、再度検討
し回答されたい。

　回答頂いたことは当然のことで資料不足から判断できなかっ
たものと思うが、薬草には強い作用を持ち毒性も激しいものも
あるが、中には有効な作用を持つが毒性が弱く、多量に使用し
ても中毒をはじめとする障害が出ないものもある。また、中に
は野菜のように使用しても良いものもある。　今、一億総病人と
言われるほど、何らかの病名を持って生活している人は多い。
また、病気であるにもかかわらず、病院で治療の順番を待つと
いうつらい生活を過ごしている人も多い。しかし、それらの一部
は、食生活を変えることで、解消できる場合も少なくない。　し
かし、現実は、食生活に於いて、何を食べれば、今の自分に有
効であるかということを知る機会が少なく、結局、医薬品の投薬
を受けるのを待つ、待ちの生活しかない。　それらを解消し、健
康な生活を維持するためには、体にあった（病気にあった）植
物を食べることが必要である。すなわち、健康効果のある、毒
性の少ない植物を薬膳材料として供給する必要がある。その
ためにも、指針となる、薬膳材料の供給が必要である。しかし、
薬膳材料を供給するためには、それぞれが、どんな場合に使
えば効果的かを知らしめる必要がある。
　以上のことから、体によい植物で、使用量が多くなっても有害
な作用がでない植物に限って、上勝町メニューとして選定し、
使用法を限定した効果を記載して販売できるようにしてもらい
たい。　なお、①薬膳の材料として認めてもらいたいもの　②薬
茶の材料として認めてもらいたいもの　③薬湯料の材料として
認めてもらいたいもの　④薬酒の材料として認めてもらいたい
ものに分けて、以下のように限定の上、許可をいただきたい。
① 薬膳の材料として認めてもらいたいもの
　：これらは、食べることで、限定した効果を得ることが可能な
素材であるが、その作用は、常用量の数十倍を使用しても身
体に害を示さないが、連続の使用で効果を得ることができるも
の
② 薬茶の材料として認めてもらいたいもの
　：お茶としての使用で、限定した効果を得ることができるもの。
当然、飲み過ぎによる害を生じさせないものだけに限定する
③ 薬湯料の材料として認めてもらいたいもの
　：浴剤としての使用で、限定した効果を得ることができるもの。
強烈な作用は有しないが、連続の入浴で効果を得ることができ
るものだけに限定する。
④ 薬酒の材料として認めてもらいたいもの
　：薬酒はそのものの効果と、アルコールの効果が加わり、強
い効果が出やすいものである。その意味でも、強い作用を持つ
植物を薬酒にすることは、危険を伴う。そこで、危険を伴わない
が連続使用でも害の生じないものを選んだ。
　これらについて徳島大学薬学部の先生に協力頂いて選定し
た一覧を補足資料として別添する。

C
D-1

-

 　 「薬草」のうち、薬事法第２条及び「医薬品の範囲に
関する基準」（昭和４６年薬発第４７６号別紙）により、
(1)センブリやゲンノショウコなどの専ら医薬品として使
用される成分本質（原材料）に該当する薬草は、効能
の表示の如何を問わず医薬品であり、食品としては販
売できない。(2)それ以外の薬草については、疾病の診
断、治療や予防等の効能を標榜しなければ、食品とし
て販売することは可能である。
　①について、薬膳料理の材料とする場合、上記(2)の
薬草であれば食品として使用することは可能である、
また、食品として具体的に表示することが可能な事項
としては、調理法、摂取目安量、健康被害や過剰摂取
への注意喚起などがあげられる。なお、調理され、明ら
かに食品としての形態となった薬膳料理であれば、滋
養・強壮など伝承的な効能を標榜することは可能であ
る。
　②について、薬用茶の材料とする場合、上記（２）の
薬草であれば使用することは可能である。お茶として、
その場で飲用される形での提供であれば、滋養・強壮
など伝承的な効能を標榜することは可能である。
　③について、薬湯の材料としてのいわゆる薬草につ
いては、公衆浴場等で伝承的な効能を標榜して使用す
ることに支障はない。　なお、販売または授与の目的で
入浴剤として製造しようとする場合は、薬事法の規定
に基づき、医薬部外品（入浴剤）または化粧品として製
造することは可能である。
　④について、薬酒の材料とする場合、上記（２）の薬
草を用いれば食品として取り扱うことは可能であり、薬
酒として、その場で飲用される形での提供であれば、
伝承的な効能を標榜することは可能である。
　なお、提出された資料について、「医薬品の範囲に関
する基準」に基づき検討した結果を別添として添付す
る。
　
　

提案主体が求
めているの
は、貴省回答
で可能と整理
された薬膳料
理や薬草茶等
としての形態で
なく、むしろそ
の材料そのも
のに効能的な
表示をして供
給することであ
るが、提案主
体の構想を実
現するため、そ
うした取扱いを
特区において
特例的に認め
られないか、右
の提案主体か
らの意見も踏
まえ、再度検
討し回答され
たい。

　回答頂いた「薬事法」解釈の中で、(１)専ら医薬品として使用される成分本質に該当す
る薬草であり、食品に使用できないものに町の代表的な山菜である「イタドリ」が含まれて
いる。これは漢方薬「虎杖根」の間違いであろうと思われるが、このような「イタドリの根」
を「イタドリの全て」として取り扱われているような例は多く、本来は規制されるべきでない
山菜としての「イタドリ」まで販売が規制されている（※印で「根」や「筍」を除くというような
特例は示されていない。）のはいかがなものか。外にもこのような例が多く含まれていると
思われるが、摂取過多になっても副作用等がない物まで規制する根拠はない筈で、薬事
法の目的から考えて行き過ぎた規制が行われていると考えられる。何でもダメという規制
でなく、特殊な部分がダメという規制にすべきであると考える。
　（２）それ以外の薬草については、「効能を標榜しなければ、食品として販売可能」とされ
たが、標榜しないとはどういうことを指すのかが不明であり、直接効能等を表記しないこと
と考えるが、それで良いか。添付写真のように例えば、本町ではお茶の効能は表示して
も、商品に表記はしていないため「可」と考えているが良いか。また、本町では「かみかつ
の薬草」と称する薬草の名前、生薬名、薬用部位や調整法、効能と使用方法、等をまとめ
た小冊子を発行しているが、食材等を販売する場合に商品の近くに置いておくことは可能
か。
　例えば「ひまわり」等で、その種子を薬膳材料として販売する場合でも、少し加工すれば
薬効を表記しても良いとされている。（１）の医薬品であっても惣菜等に加工すれば（手を
加えれば）、販売は可能か。
　昭和４６年６月１日、薬発第４７６号薬務局長通知の「医薬品の範囲に関する基準」にお
いて、「明らかに食品と認識される物」は、当然に食品と認定されている。が、既に国民の
大多数の方々から食品として認定され、山菜として市場に並べられている「イタドリ」が、
なぜ食品としての販売が規制されるのか。また、同様に調理すれば効能の標榜が可能
で、材料においては効能の標榜ができないのはなぜか。材料の場合は摂取過多になりや
すく、摂り過ぎは危険が理由なら、その量を品目ごとに示すべきであり、簡単に規制する
ことは行き過ぎであると考えられ、「食品」は伝承的な効能標榜が可能で「生」での販売を
規制する理由が明確に示されていない。

C
D-1

-

　イタドリの若芽は医薬品の範囲の基準
（以下「食薬区分」という。）において食品
としている。上勝町から提出された資料に
は「根、筍」と記載されていたので、根を
含むことから×印をつけた。しかしなが
ら、「筍」が若芽の茎の部分を言うのであ
れば「筍」については○印となる。
　効能の標榜については、薬草にヒトの
疾病の治療や機能への影響等の効能効
果を直接標榜することは薬事法により認
められない。送付された写真のように、食
品の形態をしていない未調理の薬草を一
般消費者が購入するに際して、その効能
を容易に認知できるように小冊子を添え
て販売される場合は、当該薬草の効能の
標榜に該当し、認められない。
　ただし、調理品など、通常人が明らかに
食品と認識できる物は食薬区分では医薬
品に該当しないとしており、薬事法の規制
対象外となる。しかしながら、薬草であっ
て、明らかに食品であることが認識できな
い形状の物は、その成分本質、効能等か
らみて医薬品に該当すると判断され、薬
事法の規制の下に置かれることになる。
　なお、調理品を食品として販売する場合
には、食品衛生法等の食品関連法規の
対象となるので、各地方自治体の食品衛
生担当部局にご相談ありたい。

1277 12771010
徳島県上
勝町

薬草等の薬効明記に
よる庭先販売可能化
特区

農家が生産する民間薬としての薬草につい
ては、薬効・使用法等を記載して販売する
と薬事法違反になるため、薬膳料理の食材
やお茶の原料として庭先販売されている。
健康食ブームに乗って販売は順調である
が、気がかりなことは摂取量を間違うと副
作用が起きる可能性のある薬草も散見され
ることで、使用法の記載が必要と考えられ
る。薬膳料理等の材料については、薬効・
使用法等を記載して販売できるようにされ
たい。

厚生労働
省

0930770

化粧品の製造にお
ける製造所ごとの
責任技術者の設
置要件の緩和

薬事法第１７条（薬事
法第２３条において準
用される場合を含む）
薬事法施行規則第２
４条第２項

化粧品の製造（輸入販
売業者）は、化粧品の製
造（輸入）を実地に管理
させるため
①薬剤師
②高校以上の学校で、
薬学又は化学に関する
専門の課程を修了した
者
③高校以上の学校で化
学に関する科目を修得
した後医薬品又は化粧
品の製造に関する業務
に３年以上従事した者
のいずれかに該当する
者を責任技術者として置
かなければならない。

Ｃ Ⅰ

製造される化粧品の品質を確保す
るために、化学に関するある程度
の専門的な知識や技術を有する者
が不可欠であるため。

1551 15511010
北海道岩
内町

地元雇用型新産業創
設構想

「化粧品の製造における製造所ごとの責任
技術者の設置要件の緩和」
・化粧品製造販売における許認可要件につ
いて、薬事法では有資格者による責任技術
者を配置しなければならないとされていま
す。このことは第２、第３と続くベン
チャー起業の際に、資格取得や人材確保な
どの大きな負担や障害を強いることにな
り、「ベンチャー起業による雇用創出」に
影響を与えることになります。
地域の将来を左右する新たな産業創造のた
め、これらの打開策として構造改革特別区
域計画制度を活用し、「化粧品の製造にお
ける製造所ごとの責任技術者の設置要件の
緩和」を実現することで、民間の活力を活
用した地元起業家の育成と定住を望む若年
層の新規雇用者の創出の実現が望まれてい
る。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930780

災害時又は救援
支援時の医薬品
調達についての規
制緩和

薬事法第２４条

薬局開設者又は医薬品
の販売業の許可を受け
たものでなければ、業と
して医薬品の販売、授
与、又はその販売もしく
は授与の目的で貯蔵し
陳列することはできない
こととしている。

Ｄ－１ -

医薬品の販売、授与等を業として
行う場合にあっては薬局又は医薬
品販売業の許可を必要とするが、
本要望に挙げられている災害時又
は救援支援時における医薬品の授
与、保管等について業として行う場
合に該当するかどうかは、当該行
為の具体的な事情を勘案して許可
権者である都道府県知事が判断す
るものである。

医薬品の授
与、保管等に
ついて「業とし
て行う場合」と
「行わない場
合」の区分に
ついて明示さ
れたい。ま
た、災害時又
は救援支援
時について、
この区分の特
例があるかど
うかについて
も併せて明示
されたい。

Ｄ－１ -

医薬品の販売、授与等をする
行為が業として行うことに該
当するか否かの判断につい
ては、自治事務とされている
趣旨に照らし、都道府県知事
が当該行為の具体的な事情
を勘案して行うべきものであ
り、画一的に区別することは
難しいが、「業として」とは、例
えば、同種の行為を反復継
続して行うことが社会通念
上、事業の遂行と見ることが
できる程度のものである場合
を指すものと考えられる。な
お、薬局、医薬品販売業の許
可を与えるかどうかについて
は、地方自治を尊重する観点
からも都道府県知事の判断
に依るものと考えられる。な
お、従来より疑義等が生じた
場合には各都道府県薬務主
管課等を通じ厚生労働省に
おいて相談に応じているとこ
ろである。

1616 16161010 兵庫県
災害医療支援拠点構
想

「兵庫県災害医療センター」が、災害発生
時に、許可なく医薬品の購入・授与・保管
ができる施設となるよう、医薬品流通に関
する規制を緩和する。

厚生労働
省

0930790

薬事法における、
『医療用具の承認
申請』に際しての
「承認申請前の予
備審査制度」の創
設

薬事法第２条第４項

医療用具の該当性判断
の相談は、各都道府県
の薬務主管課で応じて
いる。

Ｄ－１ -

開発・薬事申請を予定している器具
機械に対する医療用具の該当性判
断は、既に各都道府県の薬務主管
課において応じている。相談に関し
ては、独立行政法人医薬品医療機
器総合機構において申請前相談又
は簡易相談を受け付けており、これ
らの結果は、文書にても相談者に
回答することとしている。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

（１）　「医療用具の該当性の判断」の回
答は良く判りましたが、現状の実態は違
いがある。平成１４年９月の受付で
は、医薬品医療機器審査センターから県
を通じ、口頭で該当でないと回答。今後
の対応の為に理由を聞いても明解な回
答は得られず、書面では出さないと明言
され、対応の方法が途絶え現在に至って
いる。
（２）　この度の提案回答では、医療用具
の『医療用物質生成器』に該当する。と
の全く反対の判断がありました。（３）　平
成１６年６月、再度挑戦にと県庁窓口に
該当性の相談に出かけましたが、一度該
当しないと判断されたものは再度提出し
ても回答は同じ事と言われました。再度
申込みするなら書式も簡単でよい、FAX
でよいと言われました。また、費用も１億
円以上、期間も５年～１０年かかるとか言
われました。そんな状態ですか？ついで
にお尋ねします。中小企業、ベンチャー
企業では無理だと言わぬばかりの話でし
た。
（４）　以上の概要から、今後の判断、取
組みに苦慮します。　該当性の判断、相
談窓口の対応、承認申請の条件等、不
安です。ご指導下さい。
（５）　薬事法６８条、『規制の特例提案内
容』の回答と、「殺菌」という表現の質問
の意見見解を求めたい。（手動と自動装
置での取扱いの差（矛盾を感じる）ー医
薬品で承認されている次亜塩素酸ナトリ
ウムについて）

Ｄ－１ -

 既に回答しているとおり、医
療用具の該当性判断は、各
都道府県の薬務主管課にお
いて応じている。医療用具の
承認申請に関する相談に
あっては、平成１６年４月に設
立された独立行政法人医薬
品医療機器総合機構におい
て、相談制度が導入されてお
り、そのうち申請前相談及び
簡易相談にあっては、その結
果は、文書にても相談者に回
答することとしている。

1628 16281010

株式会社
エイチ・エ
ス・ピー、
個人、社団
法人中国
ニュービジ
ネス協議
会

・当社製造製品の「医
療用具の製造承認」構
想

・医療用具承認申請前に、医療用具に該当
するか否かの予備審査窓口を医薬品医療機
器審査機構に設ける。
予備審査で該当しないと回答された場合、
理由の開示と予備審査請求者に追加説明の
機会を与える。
・さらに中小企業に対して、一定条件一定
限度で、医療に貢献できると判断された申
請には、公的試験検証機関の指導等が得ら
れる補助金制度を充実させる。

厚生労働
省

0930800

・薬事法６８条に規
定された承認前の
医薬品等の広告
禁止の緩和

薬事法第６８条

医薬品又は医療用具で
あって、まだ承認を受け
ていないものについて
は、広告をしてはならな
い。

Ｃ Ⅰ

殺菌用水生成装置は、医療用具の
「医療用物質生成器」に該当する。
したがって品目にかかる承認が与
えられ、医療用具として製造された
後ではじめてその効能効果等につ
いて標榜できるものである。また、
医療用具の広告は、一般国民に正
確な情報を伝達し、当該製品の適
正使用が行われるものでなければ
ならない。未承認の医療用具は、そ
の有効性、安全性等が確認されて
いないため、保健衛生上の観点か
ら、その広告を認めることはできな
い。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

（１）　「医療用具の該当性の判断」の回
答は良く判りましたが、現状の実態は違
いがある。平成１４年９月の受付で
は、医薬品医療機器審査センターから県
を通じ、口頭で該当でないと回答。今後
の対応の為に理由を聞いても明解な回
答は得られず、書面では出さないと明言
され、対応の方法が途絶え現在に至って
いる。
（２）　この度の提案回答では、医療用具
の『医療用物質生成器』に該当する。と
の全く反対の判断がありました。（３）　平
成１６年６月、再度挑戦にと県庁窓口に
該当性の相談に出かけましたが、一度該
当しないと判断されたものは再度提出し
ても回答は同じ事と言われました。再度
申込みするなら書式も簡単でよい、FAX
でよいと言われました。また、費用も１億
円以上、期間も５年～１０年かかるとか言
われました。そんな状態ですか？ついで
にお尋ねします。中小企業、ベンチャー
企業では無理だと言わぬばかりの話でし
た。
（４）　以上の概要から、今後の判断、取
組みに苦慮します。　該当性の判断、相
談窓口の対応、承認申請の条件等、不
安です。ご指導下さい。
（５）　薬事法６８条、『規制の特例提案内
容』の回答と、「殺菌」という表現の質問
の意見見解を求めたい。（手動と自動装
置での取扱いの差（矛盾を感じる）ー医
薬品で承認されている次亜塩素酸ナトリ
ウムについて）

Ｃ Ⅰ

医療用の殺菌水を製造する
生成装置は、「医療用物質生
成器」として医療用具に該当
する。なお、殺菌という表現
は効能、効果、性能を暗示す
るものであり、医療用具の承
認等を受けていない場合は
当該表現を禁止されている。

1628 16281030

株式会社
エイチ・エ
ス・ピー、
個人、社団
法人中国
ニュービジ
ネス協議
会

・当社製造製品の「医
療用具の製造承認」構
想

規制の特例提案内容
<但し、明確な検証があれば、特例として制
限をしない>　　　と、補足か、用語の使用
を認める柔軟な対応を提案する。
・提案の事由：　当社で製造している殺菌
用水生成装置は、医薬品及び食品添加物と
して承認されている次亜塩素酸ナトリウム
を設定濃度に自動希釈し更にｐH調整をする
装置である。従来、手作業で次亜塩素酸ナ
トリウムを希釈しているものは殺菌を標榜
可能ですが、なぜ、同じ事を装置で行うと
殺菌を標榜できないのか。また、次亜塩素
酸ナトリウムを水道水等で希釈すること
は、希釈によりｐH調整も行っている。
これをさらにｐH調整を行う手段を装置に付
加すると殺菌が標榜できなくなるのでしょ
うか？いずれも、ｐH調整して次亜塩素酸を
求めようとしていることは、全く同じ目的
であるから『殺菌』という表現を装置に
なった場合のみ、禁止するのか、その理由
を納得の行く回答を求めたい。

厚生労働
省

0930810
ふぐ肝(肝臓)の可
食化

食品衛生法第６条第
２号
食品衛生法施行規則
第１条第１号
「フグの衛生確保に
ついて」(昭和58年12
月2日付け環乳第59
号)

食品衛生法第６条第２
号及び食品衛生法施行
規則第１条第１号の規
定に基づき、「フグの衛
生確保について」(昭和
58年12月2日付け環乳
第59号)により、有毒部
位の除去という処理によ
り人の健康を損なうおそ
れがないと認められるフ
グの種類（トラフグ等２２
種類）及び有毒物質の
程度により人の健康を
損なうおそれがないと認
められる部位（筋肉等）
等を規定。

C Ⅳ

一般的に、フグはテトロドトキシン
という致死性の高い有毒物質を
持っているため、食用可能な部位
等を示し食品としての安全性を担
保しているところであり、現在、フグ
肝は有毒部位であることから食用と
することを認めていないことを踏ま
えると、特区においても、以下の理
由によりフグ肝の可食化は認めら
れない。
フグの肝を可食部位と認めるに当
たっては、無毒であるとの科学的知
見が得られていることが前提である
が、現時点において、肝が無毒の
フグを確実に生産する方法が科学
的見地から確立しているとは言い
難いこと

提案者は、添付資料
としてデータも含めた
長崎大学研究者の
論文を併せて提出し
ているにもかかわら
ず、「肝が無毒のフ
グを確実に生産する
方法が科学的見地
から確立していると
言い難い」と回答した
根拠を示されたい。
また、囲い養殖法に
よるフグ肝の安全性
について、貴省として
はどのように考えて
いるのか明確にされ
たい。
併せて、当該フグ肝
の安全性の確認に
ついて、貴省として
今後どのように対応
していくのか、スケ
ジュールも含め明確
にされたい。
さらに、提案者が示
すような生産･流通
の方式でもって提案
の内容が特区で実
現できないか検討さ
れたい。
併せて、右の提案主
体からの意見も踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

『フグは、自らの体内においてフグ毒を生成するのではなく、フ
グ毒を生成する細菌を起点とする食物連鎖によって毒を蓄積
する。』或いは『有毒餌生物を遮断した状態で囲い養殖すれば
無毒のフグができる。』という研究はこれまで、数多く報告され
ている。
長崎大学水産学部を中心とした研究グループは、この研究成
果及び当該研究成果を実証する調査結果（１９８９年～２００３
年の間に毒性検査した５千尾近いフグの全てが無毒であっ
た。）を日本食品衛生学会や日本水産学会において発表して
いる。
また、日本食品衛生学会の論文集に掲載されるなど、学会とし
てこの研究成果及び調査結果を学術的なものとして認めてい
る。
さらに、この研究成果は、「フグの養殖方法、及びそれを用いた
フグの無毒化方法」として、既に特許取得がなされている。（特
許第３５３５４９９号）
一方、国際的に著名な科学雑誌「ネイチャー（２００４年５月２０
日号）」に取り上げられるなどこの研究成果については、国際
的にも高い評価を受けている。
このようなことから、現時点において、肝が無毒のフグを確実
に生産する方法については、科学的知見が得られていると考
えることが妥当である。
以上のことを踏まえ、「現時点において、肝が無毒のフグを確
実に生産する方法が科学的見地から確立しているとは言い難
い」とのことだが、以下の３点について、厚生労働省の見解を
求める。
１．この研究成果及び調査結果（５千尾近い囲い養殖フグの肝
臓がすべて無毒であること）並びに特許取得内容について、厚
生労働省としてどう判断されているのか。
２．「科学的見地から確立していると言い難い」とされる『科学
的根拠（他の研究成果、反証論文等）』は何であるのか。
３．単に調査客体の数が少ない、年数が短いなどの問題であ
れば、科学的見地から確立していると判断をされるためにはど
れぐらいの調査客体数、調査期間などが必要なのか。

C Ⅳ

厚生労働省の見解は、以下のとおりである。

１　フグの肝を可食部位と認めるに当たっては、無毒であるとの科学的知見が得られていることが前提条

件であり、その上で、提案者が示すような生産・流通の方法でもって提案の内容が特区で実現可能か慎

重に検討する必要がある。

２　本提案のもととなっている長崎大学研究者らの論文（以下「本論文」という。）については、フグ毒の毒化

機構を解明するに当たり、「フグの毒化は食物連鎖由来」であることの一つの仮説を提唱したものと考える

が、

①　「生後６０日ないし１年を経た養殖トラフグの腸管に0.2MU/g程度の微量のTTXを検出し、その由来が

腸内細菌であると推定している。」（Sato, S., Komaru, K., Ogata, T., Kodama, M., Occurrence of tetrodotoxin

in cultured puffer. Nippon Suisan Gakkaishi(Bull. Japan Soc. Sci. Fish.), 56, 1,129-1,131(1990).）

との引用論文は、フグの毒が食物連鎖のみによるものではないことを示唆しているものと考える。また、

②　「網で湾を仕切る粗放的な養殖を行う山口県仙崎湾では、天然トラフグと同様に肝臓に毒性が認めら

れる。」（Endo, R., Muramatsu, K., Tanaka, K., Tennen Torafugu To Yoshoku Torafugu No Dokuka Ni

Tsuite(Toxification of wild and cultured puffer Takifugu rubripes). Yamaguchiken Eiken Nenpo, 24, 64-

65(1981).）

及び

③　「養殖池に海水をくみ入れて養殖をしていた台湾の場合も肝臓に毒性が認められた。」（Lin, S.-J.,

Chai, T,-J., Jeng, S.-S., Hwang, D.-F., Toxicity of the puffer Takifugu rubripes cultured in northern

Taiwan. Fish. Science, 64, 766-770(1998).）

という引用論文では、食物連鎖による毒化の一考察として「これらは、トラフグが海底に棲むフグ毒保有生

物を摂取することにより毒を保有するようになったと考えられる。」としているが、これらの考察は推測の域

を出ていないと考える。

３　また、本論文以外のフグの毒化機構に関する研究報告として、

　　「本研究の結果は無毒フグに毒を投与することによりフグの毒化が起こることを示し、フグの毒化が食

物連鎖による毒の蓄積であるとする説を一見支持するが、フグに蓄積した毒の動態は天然のフグの場合

と大きな差が認められる。（中略）以上の結果はフグの毒化が現在考えられている食物連鎖による毒の

蓄積ではなく、未知のより複雑な機構で起こることを示唆するものである。」

（HP：http://www.pref.iwate.jp/~hp020901/report/text/r06/r06.html）

と述べているものもある。

４　長崎大学研究者らの研究内容については、科学雑誌「ネイチャー(2004年5月20日号)」に取り上げられ

ているが、学術論文としてではなく、ニュースとして掲載されたものと考える。

５　また、今回、特許取得（特許番号：特許第3535499号）がなされているが、特許法の目的は、その第１

条に「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与するこ

とを目的とする」とあり、一方、食品衛生法は、食品の安全性を確保することにより国民の健康の保護を図

ることを目的としている。

このように、特許法は、食品の安全性を担保できるものではないことから、特許取得の有無に関わらず、

食品としての安全性を科学的見地から検討する必要がある。

６　なお、本特許内容においては、フグ毒を含有する生物を「底生性生物」と定義しており、[0021]項中に

「ここで、底生性生物とは、フグ毒を生産するバクテリアを含む生物であることを意図する。」とある。一方、

フグの養殖方法について、網生け簀養殖では、[0027]項中に「網目は、フグが逃げ出さない程度であれ

ば、特に限定されない。但し、網が海底に十分近い場合、例えば１０ｍ以内等では、底生性生物が混入し

ないように、網目を細かくする必要がある。」とある。本特許の定義上の底生性生物とは、バクテリアも含

むものであると理解しているが、この養殖方法で、[0011]項中の「底生性生物を遮断した環境下、養殖す

る」とあるような、バクテリアも遮断できる環境下で養殖することが可能か疑問であると考える。

また、養殖方法のうち陸上養殖では、[0030]項中に「底生性生物の卵等が当初から養殖場に混入してい

れば、次第に底生性生物が成長、増殖するおそれがある。このような場合には、適当な濾過装置を用い

て養殖場の海水を濾過して、底生性生物を除去しつつ養殖をすることができる。このような濾過装置は、

特別なものを用意する必要は必ずしもなく、底生性生物の卵等が除去できる限り特に限定されない。」と

あるが、現時点において、フグ毒を生産するバクテリアの種類が確定されているとは考えられず、前述の

ように、フグ体内の腸内細菌もフグ毒を保有することが示唆されていることから、仮に濾過装置により、フ

グ体内以外に存在するバクテリアを含む外因性の底生性生物を完全に遮断した環境下で養殖する方法

が確立されたとしても、フグ体内に存在する内因性のバクテリアまで除去できるものではないと考える。

７　また、本論文では、各地区での網生け簀による囲い養殖及び陸上養殖されたフグの毒性を調査して

いるが、各地区における養殖条件（飼育環境）及び検体条件（検査検体数）が不明確もしくは不統一であ

り、毒化機構が明らかになっていないと考えられる現時点においては、約５千尾について無毒であったこ

とをもってしても、検査に供した以外のフグについて全て無毒であると判断することができるか疑問があ

ると考える。

なお、ある程度の調査検体数の確保、及び海流の変動や微生物発生状況の変化等流動的な要因を判

断するためのある程度の調査期間は必要と考えるが、単に検査検体数や調査期間が、科学的知見を得

るための直接的な判断要因ではないと考える。

８　以上より、提案者の添付資料では、フグが海底に棲むフグ毒保有生物を摂食することにより毒を保有

するとする「食物連鎖による毒化」について直接的な証明がなされておらず、これ以外の要因に由来する

毒化の有無についての検討もなされていないことから、現時点においては、肝が無毒のフグを確実に生

産する方法が科学的見地から確立していると言い難い。

９　今後、上記１から８の問題点を踏まえ、

①　フグの毒化機構の解明及び肝が無毒のフグを生産するための養殖方法の確立に資する資料が更に

提出された場合には、当該資料をもって食品安全委員会への諮問等を行い、

②　その結果「安全性について問題なし」と判断された場合には、提案者が示すような生産・流通の方式

でもって提案の内容が特区で実現可能かどうか等について、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会での

審議等を行いたいと考える。

貴省回答にある｢フ
グの毒化機構の解
明及び肝が無毒の
フグを生産するため
の養殖方法の確立
に資する資料｣とし
て、どのような資料
があれば必要十分
であるのか、個別具
体的に示されたい。
また、厚生労働省
の政策変更の前提
となる科学的な裏
付けを検証するた
め、提案主体の示
す生産・流通方式で
フグ肝の無毒化が
科学的に担保でき
ないか、食品安全
委員会で御審議い
ただくよう厚生労働
省から同委員会の
意見を聴くべきと考
える。提案主体の
構想の実現につい
て、まず食品安全
委員会に諮問する
方向で再度検討し、
回答されたい。
併せて、右の提案
主体からの意見を
踏まえ、再度検討し
回答されたい。

　前回の「肝が無毒のフグを確実に生産する方法が科学的見地から確立しているとは言
い難い」とのご回答に対し、これまでの研究成果を踏まえ、佐賀県及び嬉野町として再度
「科学的知見が得られていることを説明」すると共に、「科学的でないと判断される科学的
根拠」について見解を求めたところである。
　今回、いくつかの論文及び研究報告書（以下、「論文等」という。）を引用され、厚生労働
省としての科学的根拠を示していただいたが、引用論文等について、当該論文等が本来
意図している内容を読み取ることなく、引用部分のみを強調することであたかも論文等全
体が本提案に対する反論であるかのように説明がなされていると言わざるを得ない。
　本提案は、「囲い養殖法によれば無毒のフグが生産できることから、その肝（肝臓）の可
食化を求めている」ものであり、引用論文等２－②、③は、囲い養殖法でない一般の養殖
法におけるフグの毒化の事例をもって囲い養殖法における無毒フグの養殖を否定するも
のとなっており、科学的な反論とは言い難い。
　また、厚生省局長通知「フグの衛生確保について」において塩蔵処理された卵巣及び皮
の毒力が10MU/gを超えないこととされていることから、食品衛生上有毒であるとされる毒
力は10MU/gであると解されるが、引用論文等２－①では、その検出された毒力は食品衛
生上の50分の1であり、しかも本提案が求めるフグ肝（肝臓）からは、全く毒は検出されて
いないことに対し、何ら言及されていない。
　本提案のよりどころである長崎大学研究者らの研究は、「フグは、自らの体内で毒を生
産するのではなく、フグ毒を生産する細菌を出発点とする食物連鎖により毒を体内に蓄
積する」ということであり、体内にフグ毒を生産する細菌（バクテリア）が存在しても食品衛
生上有毒とされるレベルまで毒が蓄積されることはありえない。
　さらに特許については、無毒フグの生産方法（技術）が科学的に確立されていないとい
う前回の回答に対し、特許庁からは「フグの無毒化方法」が確立しているということを認め
ていただいているということを示したものであり、特許法が食品の安全性を担保できると
いうことを示したものではない。（今回の提案に当たっては、取得された特許に基づき、海
水を汲み上げろ過する陸上養殖で実施することとしている。）
　同じ論文等を検討してもその解釈が厚生労働省とは異なることから、複数の専門家に
よる討議と公正な判断が必要不可欠である。
　なお、厚生労働省とは、論文等の解釈が異なることから、さらに提出する資料について、
厚生労働省がその是非を判断されるのではなく、これまで提出した資料と共に、食品安全
委員会への諮問等をお願いしたい。

内閣官房と厚生
労働省の折衝
結果を踏まえ、
追って内閣官房
を通じて追加の
資料を提出する
ことがある。

C Ⅳ

これまでに、提案者から
データ及び資料が提出され
たところであるが、フグの無
毒化については、専門家の
間でも様々な意見があると
ころである。
従って、厚生労働省から食
品安全委員会へ諮問をす
るためには、
１　フグの毒化機構が底生
性生物を介した食物連鎖以
外に考えがたいことについ
て、これまで公表された文
献（他の研究者グループの
ものを含む。）を踏まえて説
明した資料
２　嬉野温泉で予定されて
いる陸上養殖法と同条件で
生産されたフグの無毒化に
ついて実証した資料（具体
的な養殖条件及びその設
定根拠並びに養殖フグの毒
性データ）
が少なくとも必要であり、こ
れらの資料及びそれに対す
る提案者の見解が提出され
れば、食品安全委員会へ
諮問をすることとする。

1008 10081010
佐賀県、佐
賀県嬉野
町

佐賀・嬉野温泉ふぐ肝
特区

　　食品衛生法第６条の規定により、厚生
労働大臣が別に定めている（「フグの衛生
確保について」（昭和58年12月2日付け環乳
第59号））ふぐの可食部位及び販売等の禁
止について、囲い養殖法による養殖及び認
定業者制の流通による「ふぐ肝」を除外す
る。（或いは、可食部位として別表に追加
する。）
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930820
酒税法、食品衛生
法の特例措置

食品衛生法第４条②
および第１０条

食品衛生法上、添加物
とは、食品の製造の過
程において又は食品の
加工若しくは保存の目
的で、食品に添加、混
和、浸潤その他の方法
によって使用するものを
いい、食品衛生法第１０
条に基づく添加物指定
が必要である。

E（事実
誤認）

－

E（事実誤認）:「プエラリア・ミリフィ
カ」は、食品の加工等の目的で使
用されるものではないので、添加物
に該当しないものであり、食品とし
て使用可能である。

1031 10311020
和田山町
特産物市
場組合

若返り特区

学名「プエラリア・ミリフィカ」の乾燥粉
末を商品名「夢美人」として販売している
ことは、前項で記載しているとおりです
が、この粉末を飲料水、お茶、薬用酒、ワ
イン、焼酎、清酒、濁酒の原材料の一部に
使用し販売の促進を図りたい。
なお、製品の製造に当たっては当該特産物
市場組合のみに限定し薬事法、食品安全基
本法（前項の提案部分を除く）を遵守して
対応を図る。
夢美人の粉末の入った焼酎、清酒、ワイン
の製造、販売を行うため、酒税法第7条によ
る製造基準の製造数量を取り払うこと、ま
た食品衛生法第10条の添加物として「プエ
ラリア・ミリフィカ」を追加いただきた
い。

厚生労
働省

0930830

食品衛生法
におけるＮＰ
Ｏ法人等に
よる営業の
所在地を限
定しない営
業許可の特
例

食品衛生法第
５１条、第５２
条第１項

食品衛生法により、
飲食店営業等公衆
衛生上影響の著し
い営業について、政
令で定める業種別
に、都道府県が必
要な基準を条例で
定めることとされて
いる。これらの営業
を営もうとする者は
都道府県知事等の
許可を受けなけれ
ばならない。営業の
施設が上述の基準
に合うと認めるとき
は、都道府県知事
等は食品衛生法第
５２条第１項に基づ
く営業の許可を与え
る。
なお、許可申請の
際の手続き、手数
料等については、都
道府県等毎に条例
等により定められて
いる。

C
D-1

ー

　複数営業施設における営業
の許可の申請に関する事務
の簡素化等は、地域の実情に
応じ都道府県等の判断におい
て行うことができるものであ
り、都道府県等の判断により
実現が可能である。
　なお、営業許可を受ける際
に必要な許可基準は、公衆衛
生の見地からその施設につき
定められており、実際に食品
を取扱う個々の営業施設毎に
許可を受けることが必要であ
り、「事務所」に対して許可を
与え、営業施設の所在地を限
定しないことは認められない。

貴省回答にあ
る「事務の簡
素化等」には
どのような事
項が含まれる
のか、手数料
や2回目以降
の許可申請
の方法等につ
いても幅広く
条例で定める
ことができる
趣旨なのか
明らかにされ
たい。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

複数営業施設における営業許
可申請に関する事務の簡素化
は都道府県の判断で実施可能
であるとのことであるが、本県
の提案は許可申請に関する事
務の簡素化ではなく、特区区
域内における一括した営業許
可を行うことにより手続きおよ
び金銭面での負担の軽減を図
るものである。また、営業許可
に必要な基準は公衆衛生の見
地から施設について定められ
ており、個々の営業施設ごとに
許可を得ることが必要であるた
め、事業所に対して一括して許
可を与えることは認められない
とのことであるが、そば打ちの
ように、自前の調理設備等を
各地に運搬して使用し、食中
毒のおそれが少ない食品を提
供するケースにおいては、使用
する設備等を特定した営業モ
デルに対して許可を行い、当該
営業モデルで営業する限りに
おいては個々の営業地ごとの
許可を行わなくても公衆衛生
上の支障はないと考えられる。

C
D-1

ー

　ご指摘の手数料や二
回目以降の許可申請
の方法等を含めた営
業の許可の申請に関
する事務の簡素化及
び標準的な固定施設
を有する営業と異なる
移動式の店舗などの
特殊な業態を考慮した
施設基準の策定等
は、地域の実情に応じ
都道府県等の判断に
おいて行うことができ
るものであり、都道府
県等の判断により実現
が可能である。これに
より、現行制度下にお
いて、提案主体の主張
する手続きおよび金銭
面での負担の軽減を
図ることは可能である
と考える。

1192 11921010 福井県
越前おろしそば普及特
区

特区区域内において、ＮＰＯ
法人等が、計画を策定した地
方公共団体の指定する特産品
(越前おろしそば)の普及を目
的として、一時的な食品の供
与を行う場合、食品衛生法施
行規則第２０条中の「営業
所」を「事務所」と読み替
え、営業の所在地を限定しな
い営業許可を行う。

厚生労働
省

0930840
天然水利用による
食品の提供可能
化

食品衛生法第５０条
第２項

食品衛生法第５０条第２
項の規定により、都道府
県は、営業施設の内外
の清潔保持等公衆衛生
上講ずべき措置に関し、
条例で、必要な基準を
定めることができるとさ
れている。

D-1
E

ー

食品衛生法第５０条第２項の基準
は都道府県が条例で定めるもので
あり、都道府県において対応すべ
き事項である。
なお、徳島県の当該条例では、飲
食店等の使用水について、塩素殺
菌以外の方法を全く認めていない
というわけではないと聞いているの
で、提案者においては、まずは提案
の事業で使用することを想定してい
る殺菌装置の使用が可能かどう
か、徳島県の食品衛生担当部局に
相談されたい。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

地域の住民は美しくて美味しく、
安全な水を飲んでいるが、山から
湧き出る天然の湧水等は県の基
準では細菌数等で安全な水として
は認識されず提供できていない。
現実に、地域住民や訪問者、また
湧水を目的に汲み取りに来られる
方等は、毎日飲んでも何ら問題が
ないため、その水を飲食等の客に
提供したいと考えても県の基準で
保健所から許可されていないの
が実情である。少し柔らかく考え
て、「天然水」の表示等により提供
できる道をあけてもらえるよう県を
指導して欲しい。

D-1
E

ー

　要望主体においては、先の
当方の回答を踏まえ、まずは
提案の事業で使用することを
想定している殺菌装置の使
用が可能かどうか、徳島県の
食品衛生担当部局に相談さ
れたい。また、同県の定める
細菌数等の基準そのものに
対して異議があるのであれ
ば、あわせて県に相談された
い。

1281 12811010
徳島県上
勝町

天然水利用による給
食サービス可能化事
業

食品衛生法第５１条並びに食品衛生法施行
令第３５条において都道府県が飲食店営業
等の施設について、公衆衛生の見地から基
準を定めるように規定したことから、水質
の基準が残留塩素濃度によって定められ、
塩素臭のあるまずい水しか使用できなくさ
れているが、本町では美味しい天然の湧水
等が確保できるため、それを使用できるよ
うにする。

厚生労働
省

0930850
清涼飲料水製造
業者の許可申請
免除

食品衛生法第５１条、
第５２条第１項

食品衛生法により、飲食
店営業等公衆衛生上影
響の著しい営業につい
て、政令で定める業種別
に、都道府県が必要な
基準を条例で定めること
とされている。これらの
営業を営もうとする者は
都道府県知事等の許可
を受けなければならな
い。営業の施設が上述
の基準に合うと認めると
きは、都道府県知事等
は食品衛生法第５２条
第１項に基づく営業の許
可を与える。

C
(D-1)

－

　仮に要望の内容が、採取した水を、飲用
水として販売（不特定又は多数の者に対す
る販売以外の授与を含む）の用に供するた
め、充填、包装等を行うことである場合に
は、清涼飲料水製造業の許可が必要とな
る。
　なお、ミネラルウォーター等の清涼飲料水
を製造する際は、食品衛生法に基づき、公
衆衛生上の見地から定められた施設基準
等を満たし、都道府県知事等から清涼飲料
水製造業の許可を受けなければならない
が、温泉法第１３条の温泉の利用に関する
許可を取得する際は、温泉の成分等に関
する要件はあるものの、食品衛生法で求め
るような衛生管理のための施設要件はな
い。したがって、温泉の利用の許可をもっ
て当該温泉水を原水とする清涼飲料水の
製造に必要な施設基準等を満たしていると
はいえない。

1293 12931020
有限会社
孫の手

飲料用温泉を含む温
泉水の配達代行およ
び販売構想

飲料用の温泉水を汲み出し利用する業者に
求められる許可申請の免除

厚生労働
省

0930860
火葬場経営主体
の要件緩和

・墓地、埋葬等に関す
る法律(昭和23年法
律第48号)第10条他

火葬場を経営しようとす
る者は、都道府県知事、
指定都市の長、中核市
の長又は地方自治法に
基づき都道府県知事か
ら権限が委任されている
市町村長の許可を受け
なければならない。

Ｅ

墓地、埋葬等に関する法律に基づ
く事務は自治事務と整理されてお
り、法律上許可権限者である都道
府県知事等に幅広い裁量が認めら
れている。したがって、火葬場の経
営主体を民間事業者が行うことを
認めるか否かについては都道府県
知事等への裁量に委ねられている
ところである。
（平成９年の全国火葬場ガイドブッ
クによると、東京都にある２５の火
葬場のうち、８箇所については設置
及び運営ともに株式会社が実施し
ており、ご提案のあった埼玉県につ
いても１９の火葬場のうち、１箇所
については株式会社により設置及
び運営がなされているところであ
る。）

1050 10501010
埼玉県川
口市

火葬場建設促進特区

 川口市は、人口４８万人都市であるが、市
内に火葬場がなく、火葬場建設が市民の長
年の念願となっている。火葬場の経営主体
を民間事業者も対象とすることで、火葬場
建設の可能性が高まり、火葬場建設の実現
へと結びつけ、市民の利便性と福祉の向上
を図る。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930870
旅館営業の施設
の構造設備基準
の緩和

・旅館業法（昭和23年
法律第138号）第2条
第3項及び第4項並び
に第3条第1項及び第
2項
・旅館業法施行令（昭
和32年政令第152号）
第1条第2項及び第3
項

宿泊料を受けて、人を宿
泊させるものを旅館業
法の適用対象としてい
る。

Ｅ

バンガロー、その他これに類する宿泊施設
及びその附帯施設が、一定地域内に相互
に比較的接近して２個以上設置される場合
にあっては、昭和36年６月20日付け厚生省
環衛第１号厚生省環境衛生課長通知にお
いて、一営業単位として取り扱ってさしつか
えないとしており、当該バンガローについて
簡易宿所営業の許可をとる場合にあって
は、客室の延床面積が３３㎡必要である旨
を規定しているものの、１部屋につき３５㎡
が必要とされているものではない。（旅館業
法上の許可に当たっては、その営業形態
によって、ホテル営業や旅館営業のほか、
簡易宿所営業や下宿営業のいずれかの許
可をとればよいこととされている。）
また、当該施設に近接して公衆浴場がある
等入浴に支障をきたさない場合には、そも
そも入浴設備を要さないこととしているほ
か、入浴設備については浴槽を有する浴
室であるかシャワー室であるかにつき、特
段の制限を課していないところである。
なお、各都道府県条例により、その他の制
限がなされている場合も想定されるため、
当該バンガローが許可されるかどうかにつ
いては都道府県に相談されたい。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

現在あるバンガロウの１棟当たり
の面積は１２㎡、２棟合わせて２４
㎡で簡易宿泊所としての延床面
積の３３㎡に達していません。旅
館業法施行令第１条第２項第１号
の「客室の数は、５室以上である
こと。」の規定の適用を廃止するこ
と、もしくは、同施行令第１条第３
項第１号の「客室の延床面積は、
３３㎡以上であること。」の規定の
適用を廃止することを提案するも
のです。
また、浴場については、施設内に
男女別のシャワー室を設置してい
ますが温水は出ないため、当キャ
ンプ場から６㎞離れたふれあいの
里さかもと（農業体験型宿泊施
設）の公衆浴場を利用することで
旅館業法施行令第１条第２項第６
号の規定の適用を廃止することを
提案するものです

Ｃ Ⅱ

　旅館業法は、旅館業の適正な運
営を確保することにより、公衆衛生
の向上を図ること目的としており、
利用者である国民の身体・生命の
安全を確保するなどの観点から、
施行令により構造設備基準を定
め、これに適合するものでなければ
都道府県知事が許可を与えてはな
らないとしている。このような旅館業
法の目的に照らすと、バンガローで
あっても、宿泊料を受けて、人を宿
泊させる営業を行う以上は、この構
造設備基準を満たしていることが必
要であり、これについての地域的な
例外を認めたり、宿泊者又は営業
者の主観的な意図・目的如何によ
り例外を認めたりすることは、公衆
衛生の向上を図るという旅館業法
の目的に反することとなる。
　また、簡易宿泊営業については、
当該施設に近接して公衆浴場があ
る等入浴に支障をきたさないと認め
られる場合には、そもそも入浴設備
を要しないこととしているところ、こ
の点に関する判断は、許可権者で
ある都道府県知事等の裁量に委ね
られているところである。
　なお、旅館業法施行令が、旅館営
業等の施設の構造基準として、客
室数・床面積を規定しているのは、
一定以上の規模を旅館営業等の施
設に求めることにより、旅館業の経
営を安定させ、もって、衛生設備へ
の投資等が不十分とならないことを
目的としたものである。

提案主体の想定
しているバンガ
ローは、２棟合わ
せても３３㎡要件
を満たしていない
が、当該バンガ
ローはキャンプ場
における小規模な
施設であり、この
ような施設につい
て、そもそも３３㎡
要件が貴省回答
にある「国民の身
体･生命の安全を
確保」とどう関係
があるのか、また
「衛生設備への投
資等が不十分とな
らないこと」とどう
関係があるのか
明らかにした上
で、特区において
実施できないか、
再度検討し、明ら
かにされたい。

ｃ II

　旅館業法施行令の定める
床面積要件は、宿泊料を受
けて宿泊させるという営業
を行うに際して、営業者に
対し、一定の客室面積を確
保させることにより、旅館業
の経営を安定させ、もって、
宿泊客の健康維持に必要
な衛生設備への投資等に
必要な資金を確保し、当該
宿泊施設が非衛生的なも
のとならないよう営業者に
求めるという目的を有して
いる。したがって、この要件
は、宿泊客の健康という身
体・生命に関わる問題であ
ることから、地域的な例外
を認めることは困難である。

1063 10631010
徳島県勝
浦町

５室以内でも泊まれる
旅館業法特区

 旅館営業の許可の際の基準である、旅館業
法施行令第１条第２項第１号の「客室数が
５室以上であること」の規定の適用を廃止
し、客室数が５室未満での小規模な営業を
可能とすること、及び、同施行令第１条第
２項第６号の「入浴設備を有すること」の
規定を緩和し、小規模な施設であり、かつ
近距離内に入浴可能な施設がある場合は、
当該基準を満たすものとすること。

厚生労働
省

0930880

退職者（ＯＢ職員）
を対象とした嘱託
員によるＣＩＱ体制
の整備

検疫法

　検疫感染症の病原体
が国内に侵入することを
防止することを目的とし
て、入国者に対し質問、
診察、検査等を行い、そ
の結果に応じ隔離、停
留等、様々な措置をとる
こととしている。

D-1

　検疫所においては必要に応じ、退
職者（検疫所ＯＢ職員）を再任用し
検疫業務を実施しているところであ
り、今後も状況に応じた適切な要員
の配置に努めてまいりたい。

1155 11552010青森県
七里長浜港を中核とし
た国際物流活性化構
想

開港となった場合、新たにＣＩＱ関係職員
を配備する必要があるが、地方港湾等への
配備については、人員の確保・調整が容易
でないことが予想されることから、退職者
（ＯＢ職員）を対象とした嘱託員によるＣ
ＩＱ関連業務の実施を提案する。

厚生労働
省

0930890
水道事業の変更
認可基準の緩和

水道法第10条
水道法施行規則第７
条の２第２号、第３号

水道法第10条により、水
道事業者は、計画給水
人口を増加させるとき
は、厚生労働大臣の変
更認可を受けなければ
ならない。ただし、その
変更が厚生労働省令で
定める軽微なものである
ときを除く。

Ｃ -

水道事業は、国民の福祉、公共の
利益に密接な関係を有するもので
あることから、公共の利益を保護す
るため、適切な水道事業計画を定
めることが必要である。計画給水人
口は、水道事業計画における事業
規模を示すものであり、かつ施設計
画、財政計画の基本となるもので
あることから変更認可の要件とする
ことが必要である。
また、本提案では、変更認可が必
要となる条件に「一日最大給水能
力に対する一日最大給水量の割
合」（最大稼働率）を付加し、これが
一定基準を下回って給水能力に余
裕がある場合には、軽微変更の範
囲とするよう求められているが、実
際の人口ののびが給水量に与える
影響を確認する必要があるため、こ
れをもって新たな指標とすることは
適当ではない。
なお、認可変更手続きを円滑かつ
効率的に進めるため、各事業体に
対し審査に係る留意事項を説明す
るとともに、事前協議、相談を受け
付けているので活用ありたい。

「実際の人口
ののびが給
水量に与える
影響を確認す
る必要がある
ため」とある
が、これは事
後確認でも可
能ではない
か。
また、「近年、
水使用量の
低下傾向が
強まる中で、
最大給水量
は漸減してい
る」という提案
主体の指摘も
踏まえ、提案
が実現できな
いか再度検
討されたい。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

　家庭、事業所を合わせた節水の普及により、水需要が減少していることは周知のことです。従っ

て草加市においても、人口は増加しましたが、最大稼働率は８０％台で推移しており、今後、給水

人口が計画給水人口を超えたとしても浄配水施設の新たな整備を行う必要はありません。

　これらのことは、提案書において説明させていただいたところであり、また当市水道事業の決算

書を見ていただいても明らかです。その上でなお「計画給水人口は事業規模を示し、かつ施設計

画、財政計画の基本となるものであるから変更認可の要件となる」とする厚生労働省回答は、当

市として納得ができないものです。また、「人口が増えたが給水量は減っている」との説明に対し

て「実際の人口の伸びが給水量に与える影響を確認する必要がある」という回答をいただきました

が、実際の給水人口の伸びが給水量に与える影響を確認するには、最大稼働率を確認すれば済

むはずです。いかに認可権限があるとは言え、大きなコストを負担する者にもっと納得いく説明が

あって然るべきと思われますがいかがでしょうか。

　草加市の水道事業は、その安全性や安定性、さらに経済性を含めて、草加市が市民に責任を

もって実施しているものです。そのために必要な調査は責任を持って実施しますが、その必要性

について合理的な根拠が見出せない調査を行う余裕はありません。また、これらのコストは最終

的に水道料金として市民に負担転嫁されることとなりますが、市民への説明もつきません。

　水道事業については、これまで、需要の増大を前提に、安定的供給をはかることを重視する観

点から国の認可制度が組み立てられてきたと思われますが、今や、生活､経済構造の変化等によ

り需要が減少する状況にあります。このため、当市においても、従来のような「拡張計画」よりも既

存施設の維持や機能更新等「維持管理」を主眼に置いた業務を重視し、かつ需要減に対応した経

営改革、コスト削減に積極的に努めている状況にあります。

　従って、国における認可手続きについてもこれに対応した制度の見直しを行い、諸調査や書類

については不要なものの廃止や簡素化をはかることが不可欠と考えられます。

　以上のことから、改めて次の２点について、国の見解を求めます。水道事業のおかれた状況に

ついての共通理解をもとに、具体的な回答をいただくようお願い致します。

①　「軽微変更」の対象を拡大する。具体的には、法施行規則第７条の２の軽微な変更の対象に

「最大稼働率」を付加し、最大稼働率が一定基準を下回って給水能力に余裕がある場合は、軽微

な変更とする。

②　上記と関わりなく、拡張等による施設計画等の変更がない場合は、次の書類提出を省略す

る。

ⅰ　事業計画書

　ア　水道施設の概要：水道台帳の提出をもって代用可能

　イ　給水開始の予定年月日：施設計画の変更がなければ不要

　ウ　工事費の予定総額及びその予定財源：不要

　エ　その他厚生労働省令で定める事項：施設拡張を伴わず、不要

ⅱ　工事設計書

　全体が不要。特に「主要な水理計算」は不要な上、負担が大きい。

ⅲ　その他厚生労働省令で定める書類､図面

　従前提出書類との変更部分のみ提出（変更なき場合は全体が不要）

B-1 Ⅲ

①御提案の最大稼働率は、給水人口、一人一日最大
給水量、気象状況等により変動するものである。従っ
て貴市提案の「最大稼働率が一定基準を下回って給
水能力に余裕がある場合」を、「軽微な変更」とみな
し、水道事業の変更認可の対象から除外することは困
難である。一方、最近、給水人口の増加にもかかわら
ず、一人一日最大給水量の減少等により、計画給水量
の増加を要しないケースもあることから、水道施設の
整備を伴わない場合であって、計画給水人口のみを増
加する場合は、水道法施行規則第７条の２の「軽微な
変更」として取り扱うこととするために所要の改正を行
う。
②御提案に記載のある草加市による直近の水道事業
に係る変更認可申請は、平成１０年３月に行われたも
のであるが、その後、変更認可時の提出書類について
は、不要なものの廃止や手続きの簡素化を図る観点
からすでに次のとおり措置しているところである。
○平成１０年３月の水道法施行規則改正により、「主要
な水理計算」等については、施設の新設、増設又は改
造を伴うもののみに限定している。
○平成１０年５月１日付け通知「水道法施行規則の一
部改正について」により添付書類等に記載すべき事項
のうち水道台帳中に同じ内容のものが含まれるものに
ついては、当該部分をそのまま転載することができるこ
と等としている。
　なお、これらを踏まえ、貴市からの提案事項に関する
書類提出の要否については別紙のとおり。

貴省回答に
ある「所要の
改正を行う」
について、そ
の時期を明
確にされた
い。

B-1 Ⅲ
平成１６年度末までに所要
の改正を行うこととしたい。

1214 12141030
埼玉県草
加市

頑張る自治体・生産性
向上プロジェクト

水道事業の変更認可申請が必要な範囲を限
定する。具体的には、給水量は計画範囲に
あり、人口のみが計画値を上回った場合に
おいては、「軽微変更」とする。

厚生労働
省

0930900

商家民宿における
旅館営業の施設
の構造設備の基
準の緩和

・旅館業法（昭和23年
法律第138号）第2条
第3項及び第4項並び
に第3条第1項及び第
2項
・旅館業法施行令（昭
和32年政令第152号）
第1条第2項及び第3
項

宿泊料を受けて、人を宿
泊させるものを旅館業
法の適用対象としてい
る。

Ｄ－１

旅館業法上の許可に当たっては、
その営業形態によって、ホテル営
業や旅館営業のほか、簡易宿所営
業や下宿営業のいずれかの許可を
とらねばならないが、ご提案の営業
形態がいわゆる民宿のような簡易
宿所営業の形態を想定しているも
のであれば、法第三条第二項の規
定による簡易宿所営業の許可を受
けることによる対応が可能であると
考えられ、簡易宿所の場合には、
客室の数については定めを置いて
いないところである。

1220 12201020
大分県竹
田市

商家民泊による城下
町ツーリズム特区

旅館営業の施設の構造設備の基準を緩和す
る。（「客室の数は、５室以上」を１室で
もよいとする。）
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930910
過疎地で行う有償
洗濯の可能化

・クリーニング業法
（昭和25年法律第
207号）第3条第1項

溶剤又は洗剤を使用し
て、衣類その他の繊維
製品又は皮革製品を原
型のまま洗たくすること
を営業とするものをク
リーニング業法の適用
対象としている。

Ｃ

以下の理由により、当該要望の実現は困難である。
①　クリーニングに出される衣服等は、汗などの身体
からの分泌物、ほこり、微生物等によって汚れている
ものであり、また、洗濯に際しては、これらの汚れを
除くために、洗剤や有機溶剤等を利用して洗濯物を
処理を行っている。したがって、クリーニング業では、
施設内を清潔に保つために一定の構造設備を設け
る必要があり、また、洗剤等が仕上げの終わった洗
濯物に残留することのないようにするなど洗濯物の
取扱いが衛生上適正に行われることが確保される必
要がある。
　　このような観点から、クリーニング業法は、クリー
ニング業を営む者に対して、公衆衛生上の危害を防
止する等のため、一定の衛生面における規制を課す
とともに、行政による指導及び取締りを行っている。
したがって、当該要望のような低額の有償ボランティ
アであっても、それが反復継続して他人の衣類等の
洗濯を行うのであれば、通常のクリーニング所と同様
に、クリーニング業法に基づく一定の衛生基準を満た
す必要がある。
②　当該要望は、「クリーニング業法に規定する営業
者の規定を適用しない」とするものであるが、これは
当該要望に関する事業について、公衆衛生上必要な
基準を満たしているかどうかを行政として全く確認で
きないということを意味しており、上記①のクリーニン
グ業法の目的にかんがみ、認め難い。
③　当該要望では、おむつ等の洗濯を計画している
とのことであるが、おむつ等については、伝染性の病
原体による汚染のおそれがあるものとして、特にク
リーニング業法等により消毒が義務付けられている。
したがって、おむつ等を反復継続して洗濯するので
あれば、なおのこと公的機関による関与が必要であ
る。

「最低限度の洗剤代
等」をもらい、反復継
続してコインランド
リーで洗濯を代行す
ることも「クリーニン
グ業」に該当するの
か明確にされたい。
また、不特定多数の
者のおむつ等をまと
めて洗濯するのでは
なく、他人のおむつ
等が混入しない形で
洗濯を代行するので
あれば、それは単に
個人がランドリーに
行って洗濯機を回す
行為を代行するに過
ぎず、御懸念のよう
な問題は生じないの
ではないか。
併せて、右の提案主
体からの意見も踏ま
え、クリーニング業者
がいない山間の過疎
地であるという地域
特性をも考慮し、特
区において提案が実
現できないか、再度
検討し回答された
い。

回答頂いた法的根拠についてはもっともな解釈ですが、私の
提案はそれを承知で特区の提案をさせて頂きました。その根拠
は、
①私の住んでいる上勝町では、クリーニング業は山間過疎地
のため経済的に事業が成立せず、存在しません。あえてクリー
ニング業者を利用しようとすれば、何十キロも離れた隣町まで
運んで行かねばなりませんから困難で、それを期待することは
適切ではありません。もう少し柔軟に考えて頂いて、クリーニン
グ事業者がないため本当に自らの洗濯が出来なくなって困っ
ている山間過疎地の高齢者等を助ける意識を持って欲しいと
思います。
②クリーニング業法に基づく事業は現実に行えない地域は、運
命共同体としてお互いの助け合いで洗濯も行うことが必要で
す。今回の回答を読む限り、伝染性の病原体による汚染が危
惧されるため、家族や隣近所の洗濯をしてあげることさえも禁
止するという厚生行政に見えます。そうした視野の狭い行政で
はないと思いますし、私の提案自体が何でもありを目指してい
たり、国内の混乱を目的にしているものではありません。あくま
でも、困っている人がお手伝いをお願いして洗濯をして貰う、通
常のコインランドリーに洗濯物を持ち込んで洗ってきて貰うこと
をお願いする、そうした洗い物を運搬して貰うのは無償ボラン
ティアではお願いしにくいため、有償ボランティアにお願いして
洗濯して貰う。コインランドリーまで運搬して貰う。そうしたことま
でも禁止する法律の解釈を少し緩くして欲しいのが提案です。
③溶剤等を使用する高度なクリーニングは技術的に困難であ
ることから除外し、通常の家庭における洗剤を使用した簡易な
洗濯を目指すものであって、ボランティア事業に従事する有償
ボランティアに対して最小限の研修等を実施すれば、全自動洗
濯機やコインランドリーは事故もなく使用できるものと考えられ
ます。
④おむつ等の洗濯についても、多人数の需要があってそれを
同時に洗濯するという規模のニーズは考えられず、ボランティ
アが特定の方のおむつを預かって洗濯するものであり、回答い
ただいた「多人数にわたって病原菌を拡散させる」と言った懸
念はありえないものと考えます。
⑤また、野放し状態を回避するためには、市町村の指導する社
会福祉法人やＮＰＯ法人を核として実施することも可能である
と思われます。
　以上のようなことから、クリーニング業者が存在しない町村に
あっては、特区として認めていただけるようお願いするもので
す。

B-1 IV

 本件要望に係る事業を行おうとしている地域は、過疎
地であって、クリーニング所が存在せず、クリーニング
所を利用するためには、他の市町村の区域まで出向く
必要があるという特性があり、また、本件要望に係る事
業では、溶剤等を使用する高度なクリーニングを行わ
ず、一般家庭で使用されている洗剤を使用した簡易な
洗濯を、いわゆるコインランドリー又は家庭に設置され
ている全自動洗濯機で行うものであること、本件要望
に係る事業では、特定の利用者個人の洗濯物を個別
に洗濯するものであること、利用者からは有償とはい
え、コインランドリー使用料・洗剤代・光熱水費といった
必要経費のみを徴収するものであること、また、本件
要望に係る事業の事業主体は、市町村が指導する営
利を目的としない社会福祉法人・ＮＰＯ法人を考えてい
る等の事情が認められる。
　以上のような事実関係及びクリーニング業法の目的・
趣旨から総合的に判断すると、本件要望に係る事業に
ついては、クリーニング業法が規制の対象としている
「営業」として想定しているものには含まれないと考え
られることから、この旨を徳島県に通知することとした
い。また、各都道府県に対して、徳島県に対する通知
の内容を周知するとともに、「営業」に関する判断基準
を示した通知を発出することとしたい。

貴省回答にあ
る通知の発出
時期について
明確にされた
い。
併せて、右の
提案主体の意
見にある「ボラ
ンティアの人件
費（手数料）」
についてどの
程度まで可能
なのかを明ら
かにした上で、
右の提案主体
の意見が運用
上可能かどう
か回答された
い。

　私どもの提案にご理解を賜りまして、ありがたく感謝を申し上
げます。ただ一点に疑問がありますから、あえて質問致したい
のですが、有償クリーニングについては可能とされましたが、
文面では「必要経費のみ」とされたことから、ボランティアの人
件費（手数料）についてはどこまで（どの程度まで）可能と考え
るかが課題である。本町では依頼側の頼み安さ、受け手側の
立場等を考慮し、業としては成り立たない程度の料金、例えば
業者が実施している金額では本町では成り立たないだけに、
通常のクリーニング料金以下で町が算定して指定する金額で
あれば双方が可能と考えるが、それでよいか。

B-1 IV

　当省からの前回の回答
は、「ボランティアで取り組
むとしても、最低限度の洗
剤代等をもらわないと継続
することが難しいため、有償
ボランティアとして構築する
必要がある」といった提案
理由等を前提として、本件
要望にかかる事業について
は前回回答の中で述べた
ような事情が認められるこ
とからクリーニング業法の
規制の対象としている「営
業」として想定しているもの
には含まれないとしたもの
であるところ、人件費（手数
料）に関しても同様に、実施
主体においてボランティア
が営利を目的とせずに洗濯
を行うという本件要望に係
る事業の趣旨に則って個別
に判断していただきたい。
　通知については、今年度
内には発出したい。

1282 12821010
徳島県上
勝町

過疎地で行う有償洗濯
可能化事業

高齢化の進んだ過疎地において、ＮＰＯ又
は社会福祉法人等が有償ボランティアによ
る洗濯サービスを行う場合、クリーニング
業法第２条第２項に規定する「営業者」の
規定を適用しない。

厚生労働
省

0930920
ＣＩＱ業務への地方
公共団体職員の
派遣

検疫法

　検疫感染症の病原体
が国内に侵入することを
防止することを目的とし
て、入国者に対し質問、
診察、検査等を行い、そ
の結果に応じ隔離、停
留等、様々な措置をとる
こととしている。

C

　検疫業務は国が行うべき業務で
あり、国際チャーター便については
近隣の検疫所等から職員を派遣
し、地元自治体等の意向に沿うよう
対応しているところである。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

・道内地方空港では、地域経済活
性化のため、自治体や経済団体
が積極的に国際チャーター便の
誘致活動を展開してきたことによ
り、平成１２年度後半から国際
チャーター便が急増している。現
状では、運航時に空港の最寄りの
ＣＩＱ機関の出張所等の職員の出
張体制により対応している状況で
あるが、同日、複数の空港に
チャーター便が離発着する場合
は、対応不可能と思われる。その
ため、今後さらに増加が見込まれ
る国際チャーター便の対応のた
め、地方公共団体職員がＣＩＱ業
務の一部を実施することができる
よう再考願いたい。

c

　ＣＩＱ業務は、人やモノが国
を出入りするに当たって国民
の健康、生命、財産を脅かす
社会的諸問題の発生を水際
で阻止するという重要な役割
を担っている。よって業務の
特殊性、専門性、更にはこれ
らを全国的に一律の水準で
実施していく必要性等にかん
がみ、検疫業務は国が行うべ
き業務である。
　国際チャーター便について
は、昨年より運行2週間前ま
でに連絡をいただければ、近
隣の検疫所から職員を派遣
し対応しているところであり、
複数の空港に国際チャーター
便が運航される場合及び今
後更に増加が見込まれる場
合においても、複数の検疫所
から職員を派遣すること等に
より、対応することとしてい
る。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討し
回答された
い。

　道内空港における国際チャーター便に係るＣＩＱ業務については、運航
時に空港の最寄りＣＩＱ機関の出張所等の職員の出張体制により対応し
ている状況であるが、平成１６年度の道内空港の国際チャーター便の実
績は、１，００１便（６月末現在、対前年１９１．６％）と大幅に増加しており、
新千歳空港を除く空港は前年の２倍を超える運航が予定されている。こ
のため、地域の国際観光振興に寄与するためにも地方公共団体職員が
ＣＩＱ業務の一部を実施できるよう再考願いたい。

c

　国際チャーター便に対す
る検疫については、昨年よ
り運航２週間前までに連絡
をいただければ、近隣の検
疫所から職員を派遣し対応
しているところである。
　北海道管内においては、
国際チャーター便の増加に
対応するため、この１年間
に４人の増員を図るなど検
疫体制を強化したところで
あり、今後、国際チャーター
便が大幅に増加した場合に
あってもさらに増員を図るな
ど、検疫業務に支障を来さ
ない体制を整備することとし
ている。

1580 15802010北海道
外国人観光客倍増プ
ラン

ＣＩＱ機関が繁忙期など現在の人員体制で
対応できない場合に地方公共団体の職員が
その業務を行うことができるようモデル的
に国からの受託事務として、ＣＩＱ業務に
必要な実務知識・技術等に関する研修を受
けた地方公共団体職員がＣＩＱ業務の一部
を実施する。

厚生労働
省

0930930
管理栄養士国家
試験受験資格の
要件の緩和

栄養士法（昭和２２年法

受験資格
（１）　修業年限が２年で
ある栄養士養成施設を
卒業して栄養士の免許
を受けた後、厚生労働
省令で定める施設にお
いて３年以上栄養の指
導に従事した者
（２）　修業年限が３年で
ある栄養士養成施設を
卒業して栄養士の免許
を受けた後、厚生労働
省令で定める施設にお
いて２年以上栄養の指
導に従事した者
（３）　修業年限が４年で
ある栄養士養成施設を
卒業して栄養士の免許
を受けた後、厚生労働
省令で定める施設にお
いて１年以上栄養の指
導に従事した者
（４）修業年限が４年であ
る管理栄養士養成施設
を卒業して栄養士の免
許を受けた者

Ｃ Ｉ

管理栄養士の業務は、専門的知識及び技
能を必要とする業務である。
栄養士養成施設については、履修カリキュ
ラムが栄養士に求められる水準のもので
あって、管理栄養士国家試験の受験にあ
たり、当該施設卒業者に対しては、管理栄
養士として求められる、より高度な水準の
知識・技能の修得を、管理栄養士養成施設
での履修カリキュラムに変わるものとして、
一定期間の実務経験に求めるものである。
この制度は、管理栄養士として必要な知識
及び技能の水準を全国一律に担保するこ
とが目的であり、栄養士養成施設卒業者に
求める実務経験年数については、修業年
限に応じて、必要最低限の期間を定めたも
のであり、当該実務経験年数も、平成１２
年に１年づつ延長する法改正を行ったとこ
ろである。
したがって、４年間の修業年限中に、管理
栄養士養成施設で要請されているカリキュ
ラムの履修と同時に栄養士養成施設卒業
者に求めてられている内容と同等の実務
経験（栄養士としての勤務）を積むことがで
きるとは考えられず、認められない。
なお、管理栄養士養成施設は、栄養士養
成施設とは、教員、施設等の設置基準が
異なっており、貴校が管理栄養士養成施設
と同等のカリキュラムを提供可能な体制を
とれるのであれば、現行制度の下、設置基
準に基づき管理栄養士養成施設の指定を
申請することが可能である。

1070 10701010

静岡県三
島市、日本
大学短期
大学部専
攻科食物
栄養専攻

インターンシップ制度
導入による栄養教育
推進構想

【管理栄養士国家試験受験要件の緩和】
修業年限が4年である栄養士養成施設の在学
中に、管理栄養士養成施設と同等のカリ
キュラムを受講するとともに卒業後に行う1
年以上の実務経験に相当する内容をイン
ターンシップ制度を実施し，そのインター
ンシップ制度を経た者に限り、卒業後に行
う1年以上の実務経験を免除し、管理栄養士
国家試験受験資格を得るものとする。

厚生労働
省

0930940
保健所長の医師
資格要件の廃止

地域保健法施行令第４
保健所の所長は、医師
であることが要件とされ
ている。

Ｃ Ⅱ

保健所長の医師資格要件について
は、地方分権改革推進会議の「地
方公共団体の行財政改革の推進
等行政体制の整備についての意
見」（平成１６年５月１２日）の中で、
「公衆衛生行政に必要な医学的専
門知識に関し医師と同等またはそ
れ以上の知識を有する技術吏員に
対して医師資格要件の例外を認め
る」という厚生労働省の方針につい
て、一定の評価をいただいており、
今後、例外的措置の具体的内容を
検討し、全国的に対応する予定で
ある。

貴省回答によ
れば「今後、
例外的措置
の具体的内
容を検討し、
全国的に対
応する予定で
ある」とのこと
であるが、そ
の具体的内
容及び検討ス
ケジュールを
明示された
い。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

○ 　医師以外の者が，例外的な
措置とはいえ，保健所長になりう
る道を開いたことは，その方向性
として，一定の評価ができる。
○ 　しかしながら，政令で規定さ
れようとしている保健所長になりう
る医師以外の者の要件を満たす
ことは非常に困難であり，実効性
に疑問があることから，例外的措
置が認められる要件の大幅な緩
和等が必要であると考える。

Ｃ Ⅱ

保健所における健康危機管理の役割の
拡大等を考慮すると、保健所長は公衆
衛生に精通したより高い水準の医師で
あることが必要である一方、公衆衛生医
師不足に起因する保健所長の兼務を必
要とする地方公共団体も存在することか
ら、地方公共団体が医師確保に努力し
たにもかかわらず確保ができない場合
についての例外措置を設けることとした
ところである。ただし、公衆衛生の水準
は全国一律に高く保たれる必要がある
ため、保健所長には医師と同等又はそ
れ以上の高い専門性を有する者にのみ
例外を認め、かつ、保健所には医師を
置くことなどの一定の条件を設けること
が必要である。例外措置の具体的な要
件については、今後パブリックコメントな
どを経た上で、今年度中に政令改正を
行う方向で作業を進めているところであ
る。広島県におかれては、適材適所の
人員配置といった観点だけでなく、近
年、健康危機管理への対応を始め、地
域の安全・安心の拠点として高い管理能
力が保健所に求められていることを踏ま
えた上での例外的措置であることについ
て、ご理解いただきたい。

貴省の回答に
ある「地域の安
全・安心の拠
点として高い
管理能力が保
健所に求めら
れている」こと
と、保健所長
が医師もしくは
医師と同等又
はそれ以上の
高い専門性を
有する者でなく
てはならないこ
との関連性を
示されたい。
併せて、右の
提案主体から
の意見を踏ま
え、再度検討
のうえ回答さ
れたい。

　健康危機管理への対応については，保健所組織として対応
すること（医師の配置は必要であるが，必ずしも所長である必
要はないと考えられる。）を踏まえ，医師以外のものが，保健
所長になるための要件の緩和について検討いただきたい。

c Ⅱ

前回回答したとおり、特に近年Ｓ
ＡＲＳや高病原性鳥インフルエン
ザ等の新興感染症やＮＢＣテロ、
Ｏ１５７等の健康危機管理事例へ
の対応等保健所における健康危
機管理の役割の拡大等を考慮す
ると、健康危機発生時に組織の
長として瞬時に判断及び意思決
定をし、組織を管理する能力が求
められる保健所長自身が医師の
資格を有していることが、各事例
において公衆衛生に精通した者
による適時・的確な判断を確保す
る趣旨から必要である。また、公
衆衛生医師不足に起因する保健
所長の兼務を必要とする地方公
共団体も存在することから、地方
公共団体が医師確保に努力した
にもかかわらず確保ができない場
合についての例外措置を設ける
こととしたところであるが、公衆衛
生の水準は全国一律に高く保た
れる必要があるため、保健所長
には医師と同等又はそれ以上の
高い専門性を有する者にのみ例
外を認め、かつ、保健所には医師
を置くことなどの一定の条件を設
けることが必要である。

1140 11402020広島県
分権ひろしま活性化プ
ラン

現在の地域保健法における保健所長の設置
については，一部例外は認められたもの
の，原則医師でなければならないこととさ
れているが，適材適所の人員配置を行い保
健所業務の効果的実施を図る観点から，医
師資格要件の廃止を前提とした地域保健法
の改正を行うこと。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930950
保健機能食品の
新たなカテゴリー
の創設

・健康増進法第２６
条、同法施行規則第
１１条第３号、第１４条
・食品衛生法第１１
条、第１９条、同法施
行規則第２１条
・食品、添加物等の
規格基準
・保健機能食品制度
の創設に伴う特定保
健用食品の取扱い等
について（平成１３年
食発第１１１号）

特定保健用食品につい
ての現行の審査基準と
しては、有効性の審査と
して関与成分、作用機
序が明確であることを求
めている。

Ｄ－４ Ⅳ

健康食品をめぐる制度のあり方に
ついては、平成１５年４月から「「健
康食品」に係る制度のあり方に関
する検討会」を設置し検討を行って
おり、平成１６年６月に提言として
「「健康食品」に係る今後の制度の
あり方について」をとりまとめたとこ
ろである。
この提言では、作用機序が明確で
ない場合でも特定保健用食品とし
て許可できるよう審査基準を見直
すこととしているほか、複合成分の
有効性の評価方法等の研究を進め
ることなどが示されており、ご要望
の内容については制度化に向けて
検討中である。（措置時期は、審査
基準の見直しについては平成１６年
中に実施目途、後者の研究につい
ては平成１６年中に開始。）

1417 14172020宮崎県
みやざき産業クラス
ターの形成による地域
経済再生

　宮崎県においては、本県独自の産業振興
策として、産学官連携を通じた産業集積の
進展を図る「みやざき産業クラスター」の
一環として「食と健康バイオクラスター」
を提唱している。
　こうした中で、保健機能食品の市場規模
を拡大し、新規産業創出、既存企業の新商
品開発を積極的に支援することで、大学等
の研究成果が商品化に結びつきやすくな
り、「みやざき産業クラスター」の加速的
な推進を通じて、本県経済の活性化につな
がる。

厚生労働
省

0930960
建設業者による同
業種への人材派
遣の容認

労働者派遣法第４条
第１項第２号

建設業務については、
労働者派遣事業を行っ
てはならない。

Ｃ Ⅰ

　「経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針２００４（平成１６年６月４
日閣議決定）」において、地域の中
小・中堅建設事業主の新分野進出
への取組の支援策を関係省庁が連
携して本年秋までに取りまとめ、速
やかに実施するとされたこと等を踏
まえ、厚生労働省としては、今後の
建設労働対策の在り方について労
使その他の関係者の意見を聴きな
がら検討を行うこととしており、この
中で建設労働者の雇用の安定を図
る観点から、御提案の趣旨も踏ま
えながら建設業務における労働力
需給調整システムの在り方につい
ても検討することとしている。

貴省回答で｢制
度化に向けて検
討中｣とあるが、
検討の内容及び
スケジュールを
明らかにされた
い。
また、提案主体
において受注件
数の減少等によ
り労働者の雇用
を維持すること
が困難となって
いるという切実な
現状を踏まえ、
特区において先
行実施できない
か、併せて検討
のうえ回答され
たい。
併せて、右の提
案主体からの意
見も踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

　貴庁が本村の提案に対し、措置の概要
の中で言われている「経済財政運営と構
造改革に関する基本方針２００４（平成１
６年６月４日閣議決定）の中で建設労働
者の雇用の安定を図る観点から、ご意見
の趣旨も踏まえながら建設業務における
労働力需給システムのあり方についても
検討することとしている。」ということを根
拠に、措置分類をＣ、措置の内容をＩとさ
れています。これに対し本村では今回お
示しいただいた措置内容を検討する中で
お伺いしたいのですが、検討されること
により本村提案事項が反映されたものと
なり、現実的には対案と同等のことが可
能となるため、今回の提案が不要である
旨のご回答なのかそれとも、検討内容の
１つの要素に過ぎず、また別の施策によ
り建設労働者の雇用安定を目指すので
あるとするならば、本村においては改め
て検討を願うものであります。本村の提
案は、現在の建設業不況の現状と、これ
までの重層的な下請け関係の基に成り
立ってきた建設業務においての、入札制
度の改革等状況が変化している中での
現況に即したものとして提案させていた
だいたものであると考えます。またこれに
伴い、提案でもお示ししましたとおり従来
からの中間搾取等の弊害の観点におい
ても建設労働者だけに限定して禁止して
いるのは現状に即したものとはもはやい
えない状況となっており、一般の労働者
派遣業と同等の扱いとしてもいいのでは
かいかと考えるわけですが、貴庁のご意
見を伺いたい。

Ｃ Ⅰ

建設事業主同士でその雇用
する労働者を融通し合うため
の方策を含め、今後の建設
業務における労働力需給調
整システムについては、その
在り方について今月中に検
討を開始し、可能な限り速や
かに結論を取りまとめたいと
考えている。

1075 10751010 小谷村 労働者派遣特区

建設業務の労働者派遣事業を禁止している
労働者派遣法第4条第1項第2号の規定につい
て、建設業者同士でその雇用する労働者を
融通しあうための労働者派遣を行う場合に
はその適用を除外するなど、何らかの形で
例外規定を設けることを求めます。

厚生労働
省

0930970

中小企業労働力
確保法及び介護
労働者法における
県知事による改善
計画の認定事務
の廃止

中小企業における労
働力の確保及び良好
な雇用の機会の創出
のための雇用管理の
改善の促進に関する
法律（中小労確法）第
４条から第１３条

介護労働者の雇用管
理の改善等に関する
法律（介護労働者法）
第８条、第１０条等

中小労確法第４条に規
定する改善計画の認定
を受けた事業協同組合
又は中小企業者は、同
法第７条に規定する中
小企業人材確保支援助
成金等の助成措置、第
１０条に規定する中小企
業信用保険法の特例、
第１２条に規定する中小
企業投資育成株式会社
法の特例及び第１３条に
規定する委託募集の特
例等の各種助成措置又
は特例措置を受けること
ができる。

介護労働者法第８条の
改善計画の認定を受け
た事業主は、同法第１０
条に規定する必要な助
成及び援助等を受ける
ことができる。

Ｃ Ⅰ

○　中小労確法の改善計画の認定事務の廃止について
　中小労確法の改善計画は、中小企業者の労働力の確保を図る、又は
より良好な雇用の機会の創出に資することを目的としているが、当該計
画の認定は、当該計画がこの目的に沿ったものか否かを確認するもの
であるのに対し、各種支援措置を受ける際の申請は、具体的に当該計
画に基づいて事業が行われたかを確認するものであり、趣旨目的が異
なるため、単に、申請事業主の負担軽減を理由に当該計画の認定事務
を廃止することは不適当。
　また、当該計画の認定事務については、都道府県が、従来から、中小
企業に対する経営及び雇用に関する指導等を行っており、中小企業の
実情を十分把握していること、中小企業のほとんどが単一の都道府県
内の区域をその地区としていること等から、都道府県が行う中小企業の
振興及び雇用に関する施策の一つとして自治事務となっており、仮に、
これを廃止した場合、地域の実情に応じた支援を行うことが困難となり、
また、都道府県が行う中小企業の振興及び雇用施策との連携も困難と
なることから、改善計画の認定事務を廃止することは不適当。

○　介護労働者法の改善計画の認定事務の廃止について
　介護労働者法の改善計画は、介護事業における新サービス提供等に
伴い介護労働者の福祉の増進を図ることを目的としており、改善計画の
認定申請は、当該計画がこの目的に沿ったものかを確認するためのも
のである。これに対し、各種支援措置の申請は、具体的に当該計画に
基づいて適正に事業が行われたかを確認するためのものである。この
ように、改善計画の認定申請と各種支援措置の申請は、趣旨目的が異
なるものであり、改善計画の認定事務を廃止することは、不適当であ
る。
　なお、改善計画の認定事務については、介護事業者の事業活動は都
道府県の区域内で行われることが多いと考えられること、介護事業にお
ける雇用管理の改善措置の内容の判断に当たっての社会福祉行政と
の連携等を勘案し、都道府県の自治事務とされているものである。

提案の趣旨
は「申請事業
主の事務負
担を軽減す
る」ということ
であり、この
観点から提案
を実現できな
いか、検討の
うえ回答され
たい。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

○　現在，県が行っている改善計画認定
事務は，必要な事項が記載されている
か，必要な書類が添付されているかと
いった形式的な審査となっており，県が
独自の雇用施策等に基づいて審査，指
導等を行っているものではない。
○  一方，申請事業主は，希望する助成
金を受けることが可能かどうかを，県へ
の改善計画認定申請前に雇用・能力開
発機構に相談し，併せて改善計画作成
についても指導を受けているのが実態で
あり，ワンストップサービスの観点から
も，改善計画認定事務を雇用・能力開発
機構に移管し，窓口を一本化して事業主
の負担軽減を図るべきである。
○　改善計画認定事務を移管する代替
措置として，県は，雇用・能力開発機構
から認定状況の報告や，疑義が生じた場
合は協議等を受けることで足りるもので
あり，改善計画認定事務を雇用・能力開
発機  構に移管しても，県が行う中小企
業振興施策等と雇用・能力開発機構が
行う改善計画認定事務との連携に支障
をきたすことはない。
○　介護労働者法における改善計画認
定事務についても上記と同様の考え方に
より，窓口を介護労働安定センターに一
本化して，事業主の負担軽減を図るべき
である。

Ｃ Ⅰ

○　介護労働者法の改善計画の認定事務の廃止につ
いて
　   介護労働者法は、介護労働者への需要の増大等
にかんがみ、介護労働者の雇用管理改善、能力開発
等に対する支援を行うことを通じて、その労働力確保と
福祉の増進を図ることを目的とした制度である。このた
め、こうした特別の支援の対象となる雇用管理改善等
の措置としては、適切な水準内容であることを確認さ
れたものであることが必須である。したがって、こうした
支援制度の趣旨にかんがみると、当該支援の対象と
なる雇用改善措置等に係る計画の認定を廃止すること
は制度上困難であるが、事業主の負担軽減等を図る
観点から、これまで、①事業主は、改善計画の認定申
請を介護労働安定センター都道府県支部を経由して
行うことができるとともに、②介護労働安定センター都
道府県支部においては改善計画の認定申請を都道府
県に提出するに当たりその妥当性についての判断を
意見として付すること等により、都道府県との連携の仕
組みも可能である旨を関係者に通知しているところで
あり、こうした仕組みも積極的に活用いただきたいと考
えている。
○　中小労確法の改善計画の認定事務の廃止につい
て
　中小労確法の改善計画は、中小企業者の労働力の
確保を図る、又はより良好な雇用の機会の創出に資す
ることを目的としているが、当該計画の認定は、当該
計画がこの目的に沿ったものか否かを確認するもので
あるのに対し、各種支援措置を受ける際の申請は、具
体的に当該計画に基づいて事業が行われたかを確認
するものであり、趣旨目的が異なるため、単に、申請事
業主の負担軽減を理由に当該計画の認定事務を廃止
することは不適当。
　また、改善計画の認定を受けた中小企業事業主は、
独立行政法人雇用・能力開発機構（以下「機構」とい
う。）が支給する各種助成金のほか、中小企業信用保
険法の債務保証に係る特例等、機構以外の機関が実
施する支援措置の対象にもなっており、認定事務を機
構に移管することは不適切。
　なお、中小労確保法第１５条において、都道府県も、
認定した改善計画に係る改善事業の的確な実施に必
要な指導及び助言を行うものとされているところであ
り、改善計画の認定の際、都道府県は、主体的に指
導・助言を行っていただく必要があると認識している。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討の
うえ回答され
たい。

○「事業主への支援のためには計画の認定事務は廃止でき
ない」との厚生労働省の意見には，県としても従来から反対し
ていない。
○事業主は各種助成制度を利用するために改善計画の認定
申請を行っているのが実態であり，現在，県に先行して実質的
な計画策定指導等を行っている機関（雇用・能力開発機構及
び介護労働安定センター。以下「機構等」という。）等でも十分
に改善計画の認定を行うことが可能であるため，「県の認定事
務を，他の機関へ移管すべき」と考えるものである。
○その結果として，事業主にとり，県と助成機関窓口の２か所
に手続きに行く負担軽減が図られる（中小労確法）ほか，認定
までの期間短縮が図られる（中小労確法，介護労働者法）等
のメリットがある。さらに，窓口を集約することで，全体の行政
コストの削減が期待できる。
○県が行う中小企業振興施策等との連携については，県は機
構等から認定状況の情報提供を受けることで足りるものであ
り，それに基づいて中小企業に対して必要な指導・助言を主体
的に行うことが可能である。

Ｃ Ⅰ

○介護労働者法の改善計画の認定事務の廃止につい
て
　介護労働者法に基づく改善計画の認定は、単に国の
助成金の支給のために行うものではなく、当該地域にお
ける介護労働力の確保や介護労働者の福祉の増進を
図ることを目的として、介護労働者の雇用管理の改善計
画を認定するものである。この認定の目的や内容にか
んがみると、認定に当たってはその地域の社会福祉行
政との連携が必要であること等から、この認定事務は、
その地域の社会福祉行政に関する責務を有する都道府
県が自治事務として行うものとされているところであり、
これを第三者に移管することは不適当であると考える。
○中小労確法の改善計画の認定事務の廃止について
　中小労確法の改善計画は、独立行政法人雇用・能力
開発機構（以下「機構」という。）が支給する各種助成金
の支給を受けるために作成するものではなく、中小企業
者の労働力の確保を図るための雇用管理の改善に関す
る事業（以下「改善事業」という。）についての計画として
作成するものである。その改善事業の実施を促進するた
めに、機構が支給する各種助成金のみならず中小企業
信用保険法の債務保証に係る特例等の支援措置があ
り、改善計画はこれら支援措置全体に係る前提となるも
のである。したがって、改善計画の認定事務をその支援
措置の一部のみを担っている機構に移管することは不
適当である。
　仮に、機構が改善計画の認定を行った場合、その計画
は必ずしも都道府県の中小企業施策を十分踏まえたも
のとはならないおそれもあり、その後の機構からの認定
状況に係る情報提供のみでは都道府県の中小企業振
興施策等との連携を図りつつ、中小労確法第１５条に基
づく中小企業に対する指導・助言を都道府県が主体的
に行うことは不可能と思料。
　したがって、都道府県が、改善計画を認定するととも
に、改善計画の認定の段階から主体的に指導・助言を
行うことが効率的かつ効果的であると考える。

1140 11402110広島県
分権ひろしま活性化プ
ラン

中小企業労働力確保法及び介護労働者法に
基づく支援措置を受けるために必要とされ
ている，申請事業主から提出された改善計
画書の県知事による認定事務を廃止するよ
う，中小企業労働力確保法及び介護労働者
法を改正すること。

厚生労働
省

0930980

労働基準法第３７
条（時間外、休日
及び深夜の割増
賃金）の適用除外

労働基準法第37条

法定労働時間を超えて
労働した場合において
は、使用者はその時間
について、通常の労働
時間の賃金の計算額の
２割５分以上５割以下の
範囲内で政令で定める
率以上の率で計算した
割増賃金を支払わなけ
ればならない。現在、時
間外労働に対する割増
率は政令で２割５分以上
とされている。

Ｅ

 労働基準法を適用するか否かは
地方公務員法体系の問題であり、
地方公務員法体系において御要望
に沿うための措置が適切になされ
れば、労働基準法の例外規定とな
り、そちらが優先されることとなるた
め、労働基準法の規定は問題とな
らないこととなる。

1099 10991020
愛知県
東栄町

頼もう平成申専組！
とうえい御用聞き構想

役場職員の自宅で事務手続きなどを行うこ
とから時間外手当や休日勤務手当の対象と
なりうるため
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0930990
労働者災害補償
保険法の適用

労働者災害補償保険
法第３条

労災保険法は、労働者
を使用する原則すべて
の事業に適用される。こ
の場合、労働者とは、使
用者の指揮監督のもと
に現実に労務を提供し、
その対価として賃金の
支払いを受ける者をい
う。

C Ⅰ

労災保険は、本来、労働基準法上
の労働者に対する使用者の災害補
償責任を確実に履行するための制
度である。したがって、労働者とは
認められないボランティアについて
は、労災保険の強制適用の対象と
することはできない。

労災保険が
労働基準法
上の労働者
のみに適用さ
れる理由を、
より具体的に
示されたい。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

・高齢化の進展等による後継者不
足により、農業の従事者を雇入れ
なければならなくなってきている現
在、収入が少ない農家は定めれ
れている最低賃金で労働者を雇
入れることは、非常に困難な状況
となっている。
・都道府県別に定められている最
低賃金を遵守せず、労働契約の
締結が可能になれば、このような
状況は打開できると考え、また、
最低賃金にとらわれずに、農業支
援を行いたいと考えているものが
いることも事実である。
・雇用契約の締結が可能となれ
ば、労働災害補償保険の適用も
受けられることになるため、ＮＰＯ
活動に従事するものについては、
最低賃金の適用を除外していた
だきたい。

Ｃ Ⅰ

 労働者災害補償保険法及び最低賃金法については、
労働基準法第９条に規定する労働者に対し、福祉の増
進に寄与し、生活の安定に資することを目的とした法
律である。
労働者災害補償保険法については、労働基準法上、
使用者は業務に起因する労働者の傷病に対し、無過
失であっても損害賠償責任を負うこととされており、そ
の労働基準法を受けて当該使用者の災害補償責任を
担保する仕組みを整備しているものであり、労働者災
害補償保険法から所要の給付が行われる場合には、
使用者は、労働基準法上の補償の責任を免除される
という関係にある。したがって、ＮＰＯ活動に従事する
者が労働基準法上の労働者とは認められないボラン
ティアであるならば、労災保険の保険給付の受益者と
なる労働者として、使用者が保険料を負担する労災保
険の強制適用の対象とすることはできない。
  最低賃金法については、賃金の最低額を保障するこ
とにより、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善を図
り、もって、労働者の生活の安定、事業の公正な競争
の確保等に資することを目的としているものであり、労
働者であれば原則として最低賃金の適用を受けるもの
である。したがって、ＮＰＯ活動に従事するボランティア
が労働基準法上の労働者に該当する場合には、最低
賃金の適用を除外することはできない。

右の提案主
体からの意
見を踏まえ、
再度検討の
うえ回答され
たい。

従来、親戚や地域内の人々の相互扶助により、支えられてきた農業が、
現在は高齢化、人口減少により、地域内相互扶助が機能しなくなってきて
いる農村部は、もはや農業を辞めるしかないというところまで追い詰めら
れてきている。
国内の農業存続の危機につながりかねない重要な問題との認識に立ち、
このような状況を助けたいと考える人々が都市部には存在するが、全くの
ボランティアでは全地域的な広がりは期待できないと考える。
作業場までの足代や昼食代＋α程度の費用負担があれば、農作業手伝
いネットワークも広がりを見せ、農業活性化、まちの活性化につながると
思われる。
企業に雇われるという考え方から、自ら進んで労働を提供するという考え
方に立ち、地域の活性化に役立ちたいという人々の思いを汲んでいただ
ければと思います。
そこには、労働条件の改善とか生活の安定とかという概念は、当てはまら
ない考えが存在しており、最低賃金を遵守せず、雇用契約の締結が可能
となれば、労働災害補償保険の適用も受けられることになるため、農作
業支援も安心して取り組むことが可能となるため、何卒特例措置をお願
いしたい。
また、保険料については、現行基準で決められている（最低賃金に基い
た保険料）は、当然支払うものと
する。

Ｃ Ⅰ

  最低賃金法は、賃金の最
低額を保障することにより、
賃金の低廉な労働者の労
働条件の改善を図り、もっ
て、労働者の生活の安定、
事業の公正な競争の確保
等に資することを目的として
いるものである。
  御要望の趣旨が、自ら進
んで労働を提供する考え方
に立ち、地域の活性化に役
立ちたいということであった
としても、雇用契約を締結し
て、作業に従事するする以
上、労働者に該当すること
から、上記最低賃金法の目
的により原則として最低賃
金の適用を受けるものであ
る。
  したがって、ＮＰＯ活動に
従事する者が労働者である
ならば最低賃金の適用を除
外することはできず、御要
望にはお応えできない。

1263 12631050

青森県八
戸市、（仮）
NPO法人
「農援隊」

はちのへ農援隊特区
構想

・NPO法人が行う農作業ボランティア活動等
業に限り、労働者災害補償保険法の適用を
お願いしたい。

厚生労働
省

0931000
職業訓練科目等
に係る設置基準の
緩和

職業能力開発促進法
施行規則第１０条第１
項第１～９号、第２項
職業能力開発促進法
第２４条
職業訓練法の一部を
改正する法律の施行
について(昭和６０年１
０月１日能発第２１０
号)

(公共職業訓練該当部分)
職業能力開発促進法施行規
則別表第２において、普通課
程の普通職業訓練のうち標準
となる訓練科の基準を示して
いるところであるが、訓練科の
設置にあたっては、別表第２
の訓練科以外の訓練科を含
め、地域の訓練ニーズに応じ
た設定が可能である。
（認定職業訓練該当部分）
都道府県において、事業主等
が行う職業訓練を認定するに
あたって、訓練生数が、事業
主の場合は総数で５名以上、
事業主以外の団体の場合
は、一訓練科につき５人以上
であることを要件としている。
また、国及び都道府県は、認
定職業訓練の施設・設備や運
営に要する費用の一定割合
を補助しており、この場合、原
則として補助対象となる一訓
練科につき、普通課程につい
ては、訓練生数が５名以上で
あることを補助要件としてい
る。

　
（前段）
E

（後段）
C

－

　（公共職業訓練該当部分）
各都道府県の職業能力開発校において
は、地域の訓練ニーズに応じた訓練科を実
施することとしており、別表第２の訓練科以
外を含めて、訓練科の新設・改廃等に際
し、協議等は必要としていない。
　（認定職業訓練該当部分）
認定職業訓練助成事業費補助金は、一定
の水準にある企業内訓練（認定職業訓練）
の振興・促進を図ることを目的としているこ
とから、その事業目的の達成を図る見地か
ら、当該補助の対象となる訓練は、継続
的・安定的に運営されることによりその訓
練効果が確実に担保されるものであること
が必須である。このような点を踏まえ、現
在、認定職業訓練助成事業費補助金にお
いては、一定数以上（５人以上）の訓練生
が継続的に存在していることを要件として
いるところ。
　最低要件を緩和した場合には、対象訓練
の中断・廃止により事業の継続的・安定的
な運営が困難となり、事業目的の達成が図
られないケースが増加することが予想され
ることから、現時点で５人要件を一律に緩
和することは困難であると考えているとこ
ろ。なお、補助対象訓練の増加に伴う財政
上の影響も大きくなることが予想されること
からも緩和は困難である。

提案主体は、
道内では職
種によって
「事業所自体
が少なく訓練
生を５名以上
確保すること
が難しい」と
述べていると
ころ。設置基
準を緩和する
ことについ
て、地域の実
情を踏まえつ
つ、再度検討
のうえ回答さ
れたい。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

・(公共職業訓練関係）訓練科の
新設・改廃等に際し、協議等は必
要としていないとのご回答である
が、毎年、次年度の職業訓練転
換費交付金等の算定に当たって
は、地方職業能力開発実施計画
書の提出及びヒアリングが実施さ
れており、特に訓練科を新設する
場合、計画書の提出に先立って、
事前協議を行うことが通例となっ
ていることなど、実質的に「協議」
が必要なものと解し、この度提案
したものである。

　
（前段）E
（後段）C

－

（公共職業訓練該当部分）
地方職業能力開発実施計画書については、次年度の
各都道府県の職業訓練の規模・内容を把握し、職業
能力開発校施設整備費等補助金の算定等を行うため
に提出していただいており、その際に必要に応じてヒ
アリングを行っているところであるが、補助金の申請内
容の確認を行うものであり、事前協議ではない。訓練
科を新設する場合（別表以外の訓練科も含む）にも同
様にその内容について事前の協議を必要としていな
い。
（認定職業訓練該当部分）
認定訓練助成事業補助金は、企業における事業内訓
練の振興・促進を目的としており、その目的を的確か
つ効果的に実現し、実行ある補助としていくためには、
当該補助の対象となる訓練が、継続的・安定的に運
営・実施され訓練効果が確実かつ十分に担保されるこ
とが必要である。こうしたことから、現在、本補助金に
おいては、一定数以上（５人以上）の訓練生が継続的
に存在していることを補助の要件としている。
　当該要件を緩和した場合には、対象訓練の中断によ
り補助目的が達成されない事例が生ずるおそれがあ
ることから５人要件を緩和することは困難である。
　ただし、このことについては、すでに現行において、
一時的に訓練生数が補助基準を下回る場合であって
も、認定職業訓練の実施について熱意を有し、効果的
な訓練を計画的、継続的に行う能力があると認めら
れ、かつ、今後３年以内に補助基準に示す訓練生数を
確保できる見通しがある場合には弾力的な取扱を可
能としている。
　また、本要件は、補助金の補助基準であり、これを認
めることとすると財政上の支出が必要となるが、国とし
てこれに対処することは困難である。

1581 15811010 北海道
地域雇用環境創造プ
ラン

公共職業訓練において、地域の実情に応じ
た訓練科を設置できるようにし、また、認
定訓練における長期訓練の認定時訓練生数
基準を緩和する。

厚生労働
省

0931010
外国人研究者受
入促進事業の適
正な運用

構造改革特別区域法
第２５条

外国人研究者受入れ促
進事業においては，「本
邦の公私の機関との契
約に基づ」くことを要件と
しており，その立証資料
の一部として報酬の支
払いに係る資料を求め
ている。

－ －

○外国人研究者の受入れに当たっ
ての給与支払いに関する要望につ
いては、在留資格審査手続に関す
るものであると理解しており、同手
続の所管官庁において判断すべき
ものである。

1114 11141020 福島県 知的・創造開発特区
特定活動資格を申請する外国人研究者が給
与等の報酬を全く得ない場合でも当該資格
を与える。

厚生労働
省

0931020
「国際請負業務」
の在留資格の新
設

出入国管理及び難民
認定法別表第一の三

査証免除該当国の者
や、ABTC(APEC
BUSINESS TRAVEL
CARD)、数次査証を所
持する者は在留資格
「短期滞在」に求められ
た活動を行う目的で入
国することは何度でも可
能である。

Ｄ－１ －

　現在の入管法上の在留資格であ
る「短期滞在」の要件の範囲内であ
れば、複数回入国可能な査証の発
給により、複数回入国できることと
しても、当省としては問題ないと考
える。

1165 11651020
福岡県
福岡市

福岡アジアビジネス特
区

短期滞在査証に対応する在留資格としては
現在、「短期滞在」のみとなっているが、
新たに本邦の企業と外国の企業との委託契
約又は請負契約に基づき、本邦に断続的に
滞在して行う会合への参加、業務連絡、そ
の他の当該契約に基づき実施される業務に
従事するための活動を行う「国際請負業
務」という在留資格を新設する。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0931030
外国人労働に関す
る規制緩和

労働基準法第３８条
の４第１項、第２項、
第４項及び第４１条

監督・管理の地位にある
者などについては、労働
時間規制の適用が除外
されている。

Ｃ Ⅰ

  ①労働基準法上の裁量労働制の一層の要件緩和
については、業務の性質上その遂行の方法を大幅に
当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要
があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の
決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困
難な業務又は具体的な指示をしないことを労使委員
会で定めた業務を対象とするものであり、制度の趣
旨からこのような性質のない業務に適用することは
できず、仕事の成果との関連性をもって対象を拡大
することはできない。
 裁量労働制の対象業務等については、平成15年の
労働基準法改正において見直しを行ったばかりであ
り、制度改正後の施行状況を踏まえ、今後慎重に検
討していくべきものと考える。
 ②労働時間規制の適用除外を認めることについて
は、平成16年3月19日付け閣議決定「規制改革・民
間開放推進3ヵ年計画」において、「米国のホワイトカ
ラーエグゼンプションの制度（その改革の動向を含
む。）を参考にしつつ、裁量性の高い業務について
は、改正後の労働基準法の裁量労働制の施行状況
を踏まえ、今般専門業務型裁量労働制の導入が認
められた大学の教員を含め、労働者の健康に配慮す
る等の措置を講ずる中で、適用除外方式を採用する
ことを検討する」との指摘を受け、平成16年度中に海
外事例の調査を行うこととしている。
 労働時間規制の適用除外の在り方については、上
記を踏まえ、今般の労働基準法の改正の施行状況
を十分に把握した上で検討すべきであると考える。

1346 13461020

(社)関西経
済連合会、
(社)関西経
済同友会、
関西経営
者協会、
大阪商工
会議所、京
都商工会
議所、神戸
商工会議
所

複合領域型、異文化共
存型、ユビキタス型な
ど新しい人材育成

○自由な発想で留学生を交えた異文化共存
型の人材育成を行うため、留学生の就労や
インターンシップなどを容易にするよう外
国人労働に関する規制を緩和すること。

厚生労働
省

0931040
サテライト型特別
養護老人ホームの
整備

○　特別養護老人
ホームの設備及び運
営に関する基準（平
成１１年３月３１日厚
生省令第４６号）

○　指定介護老人福
祉施設の人員、設備
及び運営に関する基
準（平成１１年３月３１
日厚生省令第３９号）

○　要望のような特別養
護老人ホームを設置す
る際にも、現行の特別養
護老人ホームの最低基
準に合致する必要があ
る。例えば、２０人未満
の定員を有する施設の
設置や、施設相互の連
携を前提とした設備の
共用は、原則として認め
られない。

A1
D1

Ⅲ

○　特別養護老人ホームは、痴呆や寝たき
りなど、常時の介護が必要で、在宅ではこ
れを受けることが困難な高齢者のための入
所施設であり、こうした利用者の保護を図
るため、施設の人員、設備及び運営に関し
て最低限必要な基準を定めている。この最
低基準を満たさない施設は、入所者の処
遇に問題があると考えられ、これを認める
ことはできない。

○　しかしながら、ご指摘のような、特別養
護老人ホームの一部を街の中に移し、母
体施設のバックアップを受けて運営される
小規模な特別養護老人ホームについて
は、
　　①　施設機能を高齢者の住み慣れた地
域に展開することができること、
　　②　母体施設の改修が容易になり、母
体施設の個室・ユニット化を進めることがで
きること、
といった大きなメリットがある。

○　以上の観点から、既存の特別養護老
人ホームが、定員を１～２ユニット分（１０～
２０人程度）減らし、その定員分を、本体施
設との密接な連携を保持しつつ街の中に
整備するもの（いわゆる「サテライト型特別
養護老人ホーム」）については、施設入所
者の処遇が低下しないことを担保しつつ、
一定の基準緩和を認めることとする。

貴省回答で
は、サテライト
型特別養護
老人ホームの
設置について
「一定の基準
緩和を認める
こととする」と
のことだが、
定員、人員、
設備、運営等
の要件につい
て具体的にど
のように緩和
するのか、そ
の内容を示さ
れたい。

Ａ１ Ⅲ

○　特別養護老人ホームは、痴
呆や寝たきりなど、常時の介護
が必要で、在宅ではこれを受け
ることが困難な高齢者のための
入所施設であり、こうした利用者
の保護を図るため、施設の人
員、設備及び運営に関して最低
限必要な基準を定めている。
○　こうした最低基準の見直しに
ついては、入所者の処遇に問題
がないことを担保する観点から、
介護施設関係者、建築・消防関
係の専門家、医療関係者等と連
携をとりつつ、慎重な検討を重ね
る必要がある。
○　現時点では具体的な見直し
項目について言及する段階には
ないが、施設入所者の処遇が低
下しないことを担保しつつ、高齢
者の住み慣れた地域にサテライ
ト型特別養護老人ホームの整備
を進めることが可能となるような
基準緩和を進めていく観点から、
必置設備や施設の基準、施設長
その他のスタッフに関する人員
基準の在り方について、検討を
進めているところである。

1023 10231010
東京都稲
城市

介護のまちづくり地域
システム構想

　稲城市においては、日常生活圏域の地域
包括ケアシステムと連携して、その地域に
住む要介護高齢者の支援を行うことが必要
であるため、そこには大規模な特別養護老
人ホームではなく、既存の地域資源活用も
視野に入れたサテライト型特別養護老人
ホームの整備が必要である。
　また、施設での個別ケアを実現するため
の手法として、「ユニットケア」を導入す
る施設が増えつつあるが、現状ではハード
面での制約やソフト面の限界があり、また
ユニットケアの実現のため必要なハードウ
エアを得るための施設改修には大きな困難
を伴う。こうした既存の特別養護老人ホー
ムにおいてユニットケアを導入するための
改修を行う場合には、その１ユニット分を
「サテライト型特別養護老人ホーム」とし
て街の中に整備し、本体施設機能のバック
アップを受けつつ、これに通所介護、訪問
介護等の機能を付加することにより、施設
の一部を小規模・多機能サービス拠点とす
ることも考えられている。
しかしながら、現行の特別養護老人ホーム
の基準省令によれば、こうしたサテライト
型入所施設を特別養護老人ホームとして整
備することはできない。

厚生労働
省

0931050

高齢者福祉施設
等の整備計画要
件規制の緩和措
置を適用

老人福祉法第１５条
社会福祉法第６２条

老人福祉施設の設置に
ついては、老人福祉法
及び社会福祉法の規定
に基づき、都道府県知
事等の認可等を得なけ
ればならない。

E

ご提案の「根拠法令等」の欄にある
「地域の人口、高齢者数、施設数、
収容人員等が全国整備計画に基
づき規制されている。」について
は、国はこのような「高齢者福祉施
設等の整備計画」は策定してはお
らず、事実誤認である。なお、国
は、各自治体が老人福祉計画等を
作成する際の留意事項やサービス
に係る目標を定めるに当たっての
参酌すべき標準等を示しているが、
各自治体は地域の実情を踏まえ、
利用に関する意向その他の事情を
考慮して、独自にサービス見込み
量を定めており、国が示す留意事
項や参酌すべき標準等は、地域の
施設等の設置を規制するものでは
ない。

1026 10261040

社会福祉
法人鞍手
会
ケィ・ティ・
エンタープ
ライズ株式
会社
有限会社
かじと
個人

社会福祉施設に特化
した住みたくなる町づく
り特区構想

・特別養護老人ホーム     50室　  5億円
・ショートステイ　　 　　20室　  2億円
・保育園　　　    100坪　30人　　1億円
・ケアハウス　　 　　  　50人　  5億円
・高齢者生活支援ハウス   10人 　 1億円
・養護老人ホーム   　　　50人　　5億円
・病院　　　　　 　 　212億円 　32億円
・診療所　　　 　　　100坪  　 　1億円
・痴呆性高齢者グループホーム
18人　1.8億円
以上の建設物の整備計画の要件規制

厚生労働
省

0931060

指定居宅サービス
等の事業実施に
関する人員、設備
及び運営に関する
基準の緩和につい
て

○　指定居宅サービ
ス等の事業の人員、
設備及び運営に関す
る基準（平成１１年３
月３１日厚生省令第３
７号）

①・②　指定通所介護事
業所と、基準該当短期
入所生活介護事業所と
の間で、生活指導員、看
護職員、介護職員につ
いて兼務を認めてはい
ない。

③　基準該当短期入所
生活介護事業所の栄養
士については、他の社
会福祉施設等の栄養士
との連携を図ることによ
り当該基準外等短期入
所介護事業所の効果的
な運営を期待することが
できる場合であって、利
用者の処遇に支障がな
いときは、これを置かな
いことができる。（第１４
０条の２７第１項）

①・②C
③D1

Ⅲ

①・②について

○　介護保険事業は、介護が必要な高齢
者のためのサービスであり、こうした利用
者の保護を図るため、事業の人員、設備及
び運営に関して最低限必要な基準を定め
ている。この最低基準を満たさない施設
は、利用者の処遇に問題があり、これを認
めることはできない。

○　なお、地域密着型の小規模かつ多機
能なサービス拠点については、介護保険制
度の見直しの議論を行っている社会保障
審議会介護保険部会の審議状況を踏ま
え、介護保険制度の見直しの中で一体的
に検討されるべきものであると考えている。

③について

○　事業所Ａと事業所Ｂにおいて、それぞ
れ非常勤として１の栄養士を配置すること
により、現行制度においても対応が可能。

指定居宅サービ
ス事業所におい
て、提案主体が
想定しているよう
な職員の兼務が
できない理由を
明確にされた
い。
また、こうした兼
業を可能とする
ことにより「地域
やその施設態様
（指定通所介護
事業所等の規
模）に応じ、市町
村が柔軟な設定
ができる」という
提案主体の意見
にかんがみ、提
案が実現できな
いか再度検討の
うえ回答された
い。
併せて、右の提
案主体からの意
見も踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

①指定通所介護事業所と②基準該当短期入所生活介護の人
員基準の緩和については最低限必要な基準を定めており、こ
れを満たさない施設は認められないとの回答をいただきまし
た。
　当市の提案は、最低の基準が、デイサービス、ショートステイ
でそれぞれにありますが、その基準は遵守しつつも、生活相談
員、介護・看護職員のそれぞれの施設の兼務を認めるという趣
旨のものであり、この点について、次の意見を付します。
また、別紙意見、配置基準の図解、イメージ図を添付資料とし
て提出します。
意見１　生活相談員について
　生活相談員の兼務については、現行基準においても、「常勤
換算方法で利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１人
以上」とされており、本提案の指定通所介護事業より大規模な
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を併設している場合に
は、生活相談員が兼務が認められていることから、それより規
模の小さい今回の提案である通所介護と短期入所生活介護の
兼務についても同様に考えれば、処遇の低下につながらない。
※現行の通所介護に関する基準においては、生活相談員は
「専ら」（専任）で設置することとされている。
意見２　介護及び看護職員について
①通所介護は定員10人以下の場合、介護か看護職員１人以
上、１５人以下の場合介護１人以上、看護１人以上
②短期入所生活介護は介護か看護職員が利用者３人に対し１
人又はその端数を増すごとに１人以上となっている
　このことから、この場合の通所介護の人員基準である１名、
短期入所生活介護の２名は当然配置されますが、今回の提案
は、
日中は通所介護、短期入所生活介護の利用者が同じフロアで
過ごすことを想定しており、この間のそれぞれの基準は遵守し
つつも、通所介護の職員の規制である「専ら」（専任）の規定を
外すことにより、日中のデイ、夜間のショートステイの対応を同
時に満たす兼務体制を構築するものであり、処遇の低下につ
ながらない。
結論
　本提案は、地域に小規模な通所介護、短期入所生活介護施
設を併設できるようにするために、処遇にあたる職員の配置基
準数は遵守しながら、生活指導員、介護・看護職員の兼務を認
め、それぞれ別個に配置しなければならない基準の緩和を求
めるものであり、意見１、意見２で述べたとおり基準の遵守は図
られることから、「最低基準を満たさない施設は、利用者の処
遇に問題があり、これを認めることができない」にはあたらない
と考えます。

Ｃ Ⅲ

○　介護保険事業は、介護が必要な高齢者のための
サービスであり、こうした利用者の保護を図るため、事
業の人員、設備及び運営に関して最低限必要な基準
を定めている。この最低基準を満たさない事業所は、
利用者の処遇に問題があるため、これを認めることは
できない。
○　また、介護報酬は、こうした最低基準をもとに算定
しており、最低基準の改正により、直接処遇職員の必
要数を変更する場合には、これに併せ介護報酬を改
定する必要がある。
○　現行基準が利用者の処遇に最低限必要な基準を
示したものであること、利用者はこうした最低基準をも
とに算定した介護報酬の１割を負担していること等を
考えれば、事業の合理化と利潤確保の観点から直接
処遇職員の兼務を認めることは不適当であり、むしろ、
介護サービス事業者に対しては、少なくとも最低基準
に規定された人員をもって利用者により良いサービス
を提供することを求めるべき。
○　さらに、デイサービスでは、要介護者に通ってきて
もらい、入浴・食事の提供とその介護、生活等につい
ての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の世
話と機能訓練を提供することとしているのに対し、
ショートステイでは、要介護者を短期間入所させて、入
浴・排せつ・食事等の介護等日常生活の世話や機能
訓練を行うこととしているように、両サービスにおいて
求められているケアの質は異なることから、適切な利
用者に対する処遇という観点からもご要望に応えるこ
とは困難である。
○　なお、先日とりまとめられた社会保障審議会介護
保険部会の報告書においては、小規模で、かつ「通
い」「泊まり」「訪問」「居住」などの機能を利用者の視点
に立って複合的に組み合わせ、利用者の状態の変化
に応じて、継続的かつ包括的に提供する形態である
「小規模・多機能型」のサービスについて、こうしたサー
ビスの整備を目指すことが今後の大きな課題であると
されたところであり、こうした議論を踏まえ、介護保険制
度の見直しの中で、介護報酬の在り方等と一体的に検
討されるべきものであると考えている。

1027 10271010
福島県い
わき市

小地域ふくしのまちづく
り構想

１．　【第140条の３】に規定する生活指導
員、看護職員、介護職員について、併設の
通所介護事業所との兼務を可とするもの
（現行では兼務できない）
２．　【第93条】併設の母体となる通所介
護事業の従業者の員数について、現行では
「専ら」通所介護の提供に当たる従業員の
数としており、この専ら規定を緩和し、兼
務を可とするもの
３．　【第140条の３】、【基準について第
10の４及び１】栄養士について、隣接の施
設・病院、栄養指導員に限らず、適切な栄
養管理が必要であれば、非隣接の施設・病
院等、その他の栄養士も可とする

厚生労働
省

0931070
医療法人による特
別養護老人ホーム
の経営管理

○　老人福祉法（昭
和３８年法律第１３３
号）第１５条
○　構造改革特別区
域法（平成１４年法律
第１８９号）第３０条、
第３１条

○　社会福祉法人以外
の法人による特別養護
老人ホームの経営につ
いては、構造改革特別
区域法において、ＰＦＩ又
は公設民営方式の下、
認めている。

D2

○　特別養護老人ホームは、痴呆や寝たき
りなどで常時の介護を必要とし、在宅では
これを受けることが困難な高齢者のための
入所施設であり、こうした利用者の保護を
図るためには、長期間、安定した形で介護
サービスを提供する必要がある。
○　したがって、現在、老人福祉法におい
ては、特別養護老人ホームの経営主体を
自治体と社会福祉法人に限定し、社会福
祉法人が設置・経営する場合には、都道府
県知事の認可を必要としているところ。
○　社会福祉法人以外の法人による特別
養護老人ホームの経営については、一昨
年、構造改革特区において、利用者の保
護に配慮し、自治体が十分関与できる方式
である公設民営又はＰＦＩの下で容認したと
ころである。
○　一方、ご提案の医療法人については、
医療法人制度の枠組みの中で一般の医療
法人による特別養護老人ホームの経営は
できないものの、公的な法人運営と収益事
業の収益が医業経営に充てられることが
担保されている特別医療法人制度の枠組
みの中では、経営が可能である。
○　したがって、特区の特例の中で、特別
医療法人が経営する場合においては、現
行制度においても対応が可能。

1066 10661010

医療法人
新生会、社
会福祉法
人　東筑紫
会

医療法人による特別
養護老人ホームを運
営する構想

医療法人による特別養護老人ホーム及び併
設デイサービスの経営、建て替え時期での
民間活力の導入（PFI)
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0931080

特別養護老人ホー
ムにおけるサテラ
イト型及び分散型
の入所施設の一
体的な運営

○　特別養護老人
ホームの設備及び運
営に関する基準（平
成１１年３月３１日厚
生省令第４６号）

○　指定介護老人福
祉施設の人員、設備
及び運営に関する基
準（平成１１年３月３１
日厚生省令第３９号）

○　要望のような特別養
護老人ホームを設置す
る際にも、現行の特別養
護老人ホームの最低基
準に合致する必要があ
る。例えば、２０人未満
の定員を有する施設の
設置や、施設相互の連
携を前提とした設備の
共用は、原則として認め
られない。

A1
D1

Ⅲ

○　特別養護老人ホームは、痴呆や寝たきりなど、
常時の介護が必要で、在宅ではこれを受けることが
困難な高齢者のための入所施設であり、こうした利
用者の保護を図るため、施設の人員、設備及び運営
に関して最低限必要な基準を定めている。この最低
基準を満たさない施設は、入所者の処遇に問題があ
ると考えられ、これを認めることはできない。

○　しかしながら、ご指摘のような、特別養護老人
ホームの一部を街の中に移し、母体施設のバック
アップを受けて運営される小規模な特別養護老人
ホームについては、
　　①　施設機能を高齢者の住み慣れた地域に展開
することができること、
　　②　母体施設の改修が容易になり、母体施設の
個室・ユニット化を進めることができること、
といった大きなメリットがある。

○　以上の観点から、既存の特別養護老人ホーム
が、定員を１～２ユニット分（１０～２０人程度）減らし、
その定員分を、本体施設との密接な連携を保持しつ
つ街の中に整備するもの（いわゆる「サテライト型特
別養護老人ホーム」）については、施設入所者の処
遇が低下しないことを担保しつつ、一定の基準緩和
を認めることとする。

○　ただし、既存施設の一部を街の中に展開するの
ではなく、新たに、１０人定員×５拠点の施設を作る
場合にも基準緩和を求める提案もあるが、この場合
は、例えば、痴呆性高齢者グループホームとして整
備することにより、現行制度の枠内で事業を展開す
ることが可能であり、特区要望として認める必要はな
い。

貴省回答で
は、サテライト
型特別養護
老人ホームの
設置について
「一定の基準
緩和を認める
こととする」と
のことだが、
定員、人員、
設備、運営等
の要件につい
て具体的にど
のように緩和
するのか、そ
の内容を示さ
れたい。

Ａ１ Ⅲ

○　特別養護老人ホームは、痴
呆や寝たきりなど、常時の介護
が必要で、在宅ではこれを受け
ることが困難な高齢者のための
入所施設であり、こうした利用者
の保護を図るため、施設の人
員、設備及び運営に関して最低
限必要な基準を定めている。
○　こうした最低基準の見直しに
ついては、入所者の処遇に問題
がないことを担保する観点から、
介護施設関係者、建築・消防関
係の専門家、医療関係者等と連
携をとりつつ、慎重な検討を重ね
る必要がある。
○　現時点では具体的な見直し
項目について言及する段階には
ないが、施設入所者の処遇が低
下しないことを担保しつつ、高齢
者の住み慣れた地域にサテライ
ト型特別養護老人ホームの整備
を進めることが可能となるような
基準緩和を進めていく観点から、
必置設備や施設の基準、施設長
その他のスタッフに関する人員
基準の在り方について、検討を
進めているところである。

1085 10852010宮城県

特別養護老人ホーム
におけるサテライト型
及び分散型の入所施
設の一体的な運営

特別養護老人ホームにおけるサテライトを
本体施設とともに一つとして，または分散
配置した小規模施設を連携させ一つの施設
として運営を可能となるよう制度の改正を
行う。

厚生労働
省

0931090
サテライト型短期
入所施設の整備

○　指定居宅サービ
ス等の事業の人員、
設備及び運営に関す
る基準（平成１１年３
月３１日厚生省令第３
７号）

○　指定短期入所生活
介護事業は、その利用
定員を２０人以上とす
る。（第１２３条第１項）

○　基準該当短期入所
生活介護事業所は、そ
の利用定員を２０人未満
とする。（第１４０条の２
９）

D1 Ⅲ

○　指定通所介護事業所又は社会
福祉施設に併設する場合には、基
準該当短期入所生活介護事業所と
して、その利用定員を２０人未満と
することができ（第１４０条の２９）、
現行制度においても対応可能。

1158 11581010
島根県佐
田町

住み慣れた地域で暮ら
せるプロジェクト
～佐田町版　コミュニ
テイケアの推進～

佐田町では、要介護状態になっがても住み
慣れた地域で暮らしを支援する地域分散型
支援システムが必要であり、24時間365日の
サービスは提供が確保される小規模多機能
施設（サポートセンター）を小学校区に設
置していくことが必要である。この施設の
機能として通い、泊まり、住むというケア
の連続性を確保するために宿泊機能は不可
欠なものであり制度的確立が必要である。
現状では、2床程度の宿泊（短期入所）機能
を備えた施設では短期入所施設としても認
可されず介護保険報酬の対象とされていな
い。このことが小規模多機能施設を効果的
に展開していく上で支障点となっている。

厚生労働
省

0931100

養護老人ホームの
入所定員及び職
員配置基準の緩
和

○　「養護老人ホーム
の設備及び運営に関
する基準について」
（昭和４１年７月１日
厚生省令第１９号）

○　養護老人ホームの
定員は、５０人以上（特
別養護老人ホームの併
設する場合にあたって
は、２０人以上）としてい
る。

Ｃ Ⅲ

○　養護老人ホームの最低定員に
ついては、広範囲からの入所を想
定していること、また、施設の効率
的な経営を図る必要があること、と
いう２つの観点から原則として５０
人としているところであり、これを引
き下げることはできない。

○　なお、制度上は、例えば、施設
の一部を特別養護老人ホームに転
換することにより、３０床の特別養
護老人ホームと２０床の養護老人
ホームの併設施設として運営して
いくことも可能である。

提案の趣旨
は、当初は５
０人定員で整
備されたもの
の、その後入
所率の落ち込
みの特に大き
い養護老人
ホームについ
ては、その現
状に合わせ、
定員の最低
基準の引き下
げを可能とす
ることを求め
るものであ
り、その趣旨
を踏まえ、提
案を実現でき
ないか、再度
検討のうえ回
答されたい。

B-2 Ⅲ

○　養護老人ホームの最低
定員については、広範囲から
の入所を想定していること、
また、施設の効率的な経営を
図る必要があること、という２
つの観点から原則として５０
人としている。
○　入所者が５０人を大きく下
回る施設については、既に、
施設の一部を特別養護老人
ホームに転換することにより、
特別養護老人ホームと養護
老人ホームの併設施設として
運営していくことや、入所者を
他の養護老人ホームに措置
変更することにより、施設を
廃止すること等を認めている
ところであり、こうした方法に
より対応することは制度上可
能。
○　なお、現在、介護保険制
度見直しの議論に合わせ、養
護老人ホームの在り方につ
いても検討を進めているとこ
ろであり、養護老人ホームの
最低定員や職員配置基準に
ついても、こうした議論を踏ま
え、可能な規制緩和を進める
所存である。

貴省の回答に
よれば「可能な
規制緩和を進
める｣とのこと
だが、この規
制緩和により
提案者の提案
内容（当初は５
０人定員で整
備されたもの
の、その後入
所率の落ち込
みの特に大き
い養護老人
ホームについ
ては、その現
状に合わせ、
定員の最低基
準の引き下げ
を可能とするこ
と）が可能とな
るのか明確に
されたい。

B2 Ⅲ

○　現在、介護保険制度見
直しの議論に合わせ、養護
老人ホームの在り方につい
ても検討を進めているとこ
ろであり、養護老人ホーム
の最低定員についても、こ
うした議論を踏まえ、規制
緩和を進める所存である。

1187 11871010 熊谷市
養護老人ホームの入
所定員及び職員配置
基準特区

｢養護老人ホーム｣(以下、｢施設｣という。）
は、設立には最低定員50人と、定員に合わ
せた職員配置が義務付けられている。そこ
で50人定員の｢施設｣で、入所率の落ち込み
の特に大きい｢施設｣については、その現状
に合わせ、定員の最低基準の引き下げを可
能とする。それに合わせて、職員配置基準
も変更する。    　　　　　　　　但し、
この特例は 定員50人の「施設」で､入所者
数が採算ラインを大きく下回っている｢施
設｣の経営改善の救済手段として設けるもの
であり､新設「施設」には適用しないものと
する。

厚生労働
省

0931110
特別養護老人ホー
ム設置法人の規
制緩和の推進

○　老人福祉法（昭
和３８年法律第１３３
号）第１５条
○　構造改革特別区
域法（平成１４年法律
第１８９号）第３０条、
第３１条

○　社会福祉法人以外
の法人による特別養護
老人ホームの経営につ
いては、構造改革特別
区域法において、ＰＦＩ又
は公設民営方式の下、
認めている。

Ｃ Ⅰ

○　特別養護老人ホームは、痴呆や寝たきりなどで常時の介護を必要と
し、在宅ではこれを受けることが困難な高齢者のための入所施設であ
り、こうした利用者の保護を図るためには、長期間、安定した形で介護
サービスを提供する必要がある。
○　したがって、現在、老人福祉法においては、特別養護老人ホームの
経営主体を自治体と社会福祉法人に限定し、社会福祉法人が設置・経
営する場合には、都道府県知事の認可を必要としているところ。
○　民間営利法人等による特別養護老人ホームの経営については、一
昨年、構造改革特区において、利用者の保護に配慮し、自治体が十分
関与できる方式である公設民営又はＰＦＩの下で容認したところであり、
昨年１１月には、公設民営方式を活用した構造改革特区計画が２件認
定されたところ。（岩手県一戸町、北海道乙部町を認定。いずれも平成１
７年４月委託予定）
○　特区の特例措置は、十分な評価を行った上で、全国における取り扱
いや特例措置のあり方の検討を行うこととされており（「構造改革特別
区域基本方針（平成１５年１月２４日閣議決定）」）、その評価について
は、構造改革特区推進本部評価委員会が８月末を目途に評価意見を
作成することとしており、未だ当該特例措置の評価は行われていない。
○ 　他方、介護保険制度は、法施行後５年（平成１６年度末）を目途とし
て、その全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき必要な見直し
等の措置が講ぜられるべきものとされており（介護保険法附則第２条）、
社会保障審議会介護保険部会において、現在、議論が行われている。
○　したがって、今後の展開については、特区における特例措置の効果
や影響等の十分な評価を行うとともに、施設体系の在り方の見直しの
状況を見ながら、更に検討を行って行くべきと考えている。
○　なお、社会福祉法人以外の民間法人については、法人形態を問わ
ず有料老人ホームを設置し、介護保険の指定を受け、特別養護老人
ホームと同じく、入居者に対して介護サービスを提供することが可能で
ある。

提案主体が
「具体的事業
の実施内容」
にて示してい
る（１）から
（３）の要件を
満たす株式会
社について、
特区において
特別養護老
人ホーム設置
を可能とでき
ないか、再度
検討のうえ回
答されたい。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

規制緩和は早期に実施すべき課題であ
り、地方の実情を踏まえ、実質的な検討
を進めるべきである。

　埼玉県の特養入所希望者は平成１５年
１１月現在、１４，１７２人となっており、こ
のうち、すぐ入所を希望する人は約９，８
００人となっている。
　本県は高齢化のスピードが速く（今後１
０年間の高齢者人口増加率が全国１位）
早急に施設整備を進める必要がある。
　このような状況を踏まえ、埼玉県では平
成１９年度までの４年間で新たに特養８，
５００人分を整備する計画である。
　今回の特区構想提案に対する国の回
答では、平成１７年４月にモデル的に民
間委託するとあるが、その結果を踏ま
え、株式会社の特養経営の可否が検討
されるのは平成１８年以降であり、さらに
その検討内容も、「特区によらない公設
民営による株式会社の特養経営を認め
るか否か」に止まるのであって、民設民
営の本質的議論には直ちに繋がらない。
　急速な高齢化は本県に限らず首都圏
共通の課題であり、本県と同様の状況に
ある都道府県も多いことから、国におい
ては、提案内容の実質的な検討を速や
かに進めて頂きたい。

D1,
D2

○　現行制度においても有料老人ホーム、ケアハウス
が特別養護老人ホームと同等の介護サービスを提供
する場合には、「特定施設入所者介護」として、介護保
険の給付の対象としているところであり、また、これら
については、経営主体の法人格の種類に制限は設け
ていない。
○　また、特別養護老人ホームについては、平成１４年
１２月に成立した構造改革特別区域法で、特区におい
てＰＦＩ方式又は公設民営方式の下で、株式会社等に
よる運営を認めることとしたところである。これは、特別
養護老人ホームが、寝たきりや痴呆などの要介護高齢
者が長期間にわたって入所し、介護サービスを受ける
ための施設であることから、こうした利用者の保護を図
るために、自治体が一定の関与を行うことのできる方
式に限り、特区において試行的に、自治体及び社会福
祉法人以外の主体にも特別養護老人ホームの経営を
認めることとしたものである。今回のご提案は、この特
例措置の効果・影響を評価することなく、「施設設置者
の対象を株式会社まで広げる」というものであり、認め
られない。
○　なお、「株式会社の特養経営の可否が検討される
のは平成１８年以降であり、さらにその検討内容も、
「特区によらない公設民営による株式会社の特養経営
を認めるか否か」に止まるのであって、民設民営の本
質的議論には直ちに繋がらない」とあるが、特区の特
例措置の評価は、ＰＦＩ方式と公設民営方式の両方に
ついて行われることとされている。

提案者の提
案内容のど
の部分が現
行の制度で
可能なのか
明確にされ
たい。

D1

○　現行制度においても有
料老人ホーム、ケアハウス
が特別養護老人ホームと同
等の介護サービスを提供す
る場合には、「特定施設入
所者介護」として、介護保険
の給付の対象としていると
ころであり、また、これらに
ついては、経営主体の法人
格の種類に制限は設けて
いない。

1225 12251010 埼玉県
特別養護老人ホーム
設置法人の規制緩和
の推進

１　株式会社による特別養護老人ホームの
設置・運営（民説民営）を認める。
２　株式会社が特別養護老人ホームを設置
する場合に、有料老人ホームとの合築を認
めるなど建設コストの削減が可能となるよ
う規制の緩和を図る。
３　特別養護老人ホーム入所者を保護し、
良質な介護サービスを長期間安定した形で
提供するための措置を講ずる。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0931120

社会福祉施設の
整備に係る設備及
び運営に関する基
準の緩和

○　特別養護老人
ホームの設備及び運
営に関する基準（平
成１１年３月３１日厚
生省令第４６号）

○　指定介護老人福
祉施設の人員、設備
及び運営に関する基
準（平成１１年３月３１
日厚生省令第３９号）

○　要望のような特別養
護老人ホームを設置す
る際にも、現行の特別養
護老人ホームの最低基
準に合致する必要があ
る。例えば、２０人未満
の定員を有する施設の
設置や、施設相互の連
携を前提とした設備の
共用は、原則として認め
られない。

A1
D1

Ⅲ

○　特別養護老人ホームは、痴呆や寝たき
りなど、常時の介護が必要で、在宅ではこ
れを受けることが困難な高齢者のための入
所施設であり、こうした利用者の保護を図
るため、施設の人員、設備及び運営に関し
て最低限必要な基準を定めている。この最
低基準を満たさない施設は、入所者の処
遇に問題があると考えられ、これを認める
ことはできない。

○　しかしながら、ご指摘のような、特別養
護老人ホームの一部を街の中に移し、母
体施設のバックアップを受けて運営される
小規模な特別養護老人ホームについて
は、
　　①　施設機能を高齢者の住み慣れた地
域に展開することができること、
　　②　母体施設の改修が容易になり、母
体施設の個室・ユニット化を進めることがで
きること、
といった大きなメリットがある。

○　以上の観点から、既存の特別養護老
人ホームが、定員を１～２ユニット分（１０～
２０人程度）減らし、その定員分を、本体施
設との密接な連携を保持しつつ街の中に
整備するもの（いわゆる「サテライト型特別
養護老人ホーム」）については、施設入所
者の処遇が低下しないことを担保しつつ、
一定の基準緩和を認めることとする。

貴省回答で
は、サテライト
型特別養護
老人ホームの
設置について
「一定の基準
緩和を認める
こととする」と
のことだが、
定員、人員、
設備、運営等
の要件につい
て具体的にど
のように緩和
するのか、そ
の内容を示さ
れたい。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

　施設の人員・設備・運営に関する基準
は最低限必要な基準でありその緩和は
認められないとのことについて、例えば１
３㎡以下の個室面積では処遇低下をき
たすとしていますが、重度や低所得の入
所者などへ、そのような個室の活用方法
は多くあり、全国一律の基準を作る国の
立場からの考えとしても、実行上は現場
感覚と遊離していると考えています。また
廊下幅も２．７ｍと大変広く、建設費をふ
くらませ、両脇の居室の面積を減らし、か
えって入所者の処遇を低下させている原
因ともなっています。さらに１０人というユ
ニット人数も、もっと増やすほうが、職員
の対応密度も濃くなり、処遇の向上につ
ながるものと考えています。（福）楽晴会
では、個室の住宅という観念で施設づく
りを行い、これにリハビリや地域交流の
センターを隣接させることで、普通の住宅
に専門のリハビリや予防介護、地域交
流、看護などの高次機能を持たせたいと
いう構想を持っており、決して入居者処
遇を低下させるものではなく、施設を住
宅とかけ離れた冷たいコンクリートのカタ
マリから、温かみのある高級アパート風
にして、そこに各種機能を付加し、生活
支援側面の強化と、「施設病」を脱却し
た、自立という真の人間尊重の施設づく
りが可能となると考えていますので、ご検
討をお願いします。

A1 Ⅲ

○　特別養護老人ホームは、痴
呆や寝たきりなど、常時の介護
が必要で、在宅ではこれを受け
ることが困難な高齢者のための
入所施設であり、こうした利用者
の保護を図るため、施設の人
員、設備及び運営に関して最低
限必要な基準を定めている。
○　こうした最低基準の見直しに
ついては、入所者の処遇に問題
がないことを担保する観点から、
介護施設関係者、建築・消防関
係の専門家、医療関係者等と連
携をとりつつ、慎重な検討を重ね
る必要がある。
○　現時点では具体的な見直し
項目について言及する段階には
ないが、施設入所者の処遇が低
下しないことを担保しつつ、高齢
者の住み慣れた地域にサテライ
ト型特別養護老人ホームの整備
を進めることが可能となるような
基準緩和を進めていく観点から、
必置設備や施設の基準、施設長
その他のスタッフに関する人員
基準の在り方について、検討を
進めているところである。

1261 12611010

青森県三
沢市、社会
福祉法人
楽晴会

地域密着多機能型老
人ホームの整備促進
による活性化構想

①　「特別養護老人ﾎｰﾑの設備及び運営に関
する基準」のうち、居室の面積、廊下幅、
指定している室の統廃合などの基準を、一
般住宅並に緩和。
②「指定介護老人福祉施設の人員、設備及
び運営に関する基準について」のうち、居
室の面積、廊下幅、指定している室の統廃
合などの基準を、一般住宅並に緩和。
・社会福祉施設の建設に際して、これら基
準を緩和し、福祉事業への参入促進を図る
とともに、今後、建設される施設の独自性
と、その地域の特性を十分に反映した個性
豊かなまちづくりを進める。

厚生労働
省

0931130
サテライト型特別
養護老人ホームの
設置基準の緩和

○　特別養護老人
ホームの設備及び運
営に関する基準（平
成１１年３月３１日厚
生省令第４６号）

○　指定介護老人福
祉施設の人員、設備
及び運営に関する基
準（平成１１年３月３１
日厚生省令第３９号）

○　要望のような特別養
護老人ホームを設置す
る際にも、現行の特別養
護老人ホームの最低基
準に合致する必要があ
る。例えば、２０人未満
の定員を有する施設の
設置や、施設相互の連
携を前提とした設備の
共用は、原則として認め
られない。

A1
D1

Ⅲ

○　特別養護老人ホームは、痴呆や寝たき
りなど、常時の介護が必要で、在宅ではこ
れを受けることが困難な高齢者のための入
所施設であり、こうした利用者の保護を図
るため、施設の人員、設備及び運営に関し
て最低限必要な基準を定めている。この最
低基準を満たさない施設は、入所者の処
遇に問題があると考えられ、これを認める
ことはできない。

○　しかしながら、ご指摘のような、特別養
護老人ホームの一部を街の中に移し、母
体施設のバックアップを受けて運営される
小規模な特別養護老人ホームについて
は、
　　①　施設機能を高齢者の住み慣れた地
域に展開することができること、
　　②　母体施設の改修が容易になり、母
体施設の個室・ユニット化を進めることがで
きること、
といった大きなメリットがある。

○　以上の観点から、既存の特別養護老
人ホームが、定員を１～２ユニット分（１０～
２０人程度）減らし、その定員分を、本体施
設との密接な連携を保持しつつ街の中に
整備するもの（いわゆる「サテライト型特別
養護老人ホーム」）については、施設入所
者の処遇が低下しないことを担保しつつ、
一定の基準緩和を認めることとする。

貴省回答で
は、サテライト
型特別養護
老人ホームの
設置について
「一定の基準
緩和を認める
こととする」と
のことだが、
定員、人員、
設備、運営等
の要件につい
て具体的にど
のように緩和
するのか、そ
の内容を示さ
れたい。

A1 Ⅲ

○　特別養護老人ホームは、痴
呆や寝たきりなど、常時の介護
が必要で、在宅ではこれを受け
ることが困難な高齢者のための
入所施設であり、こうした利用者
の保護を図るため、施設の人
員、設備及び運営に関して最低
限必要な基準を定めている。
○　こうした最低基準の見直しに
ついては、入所者の処遇に問題
がないことを担保する観点から、
介護施設関係者、建築・消防関
係の専門家、医療関係者等と連
携をとりつつ、慎重な検討を重ね
る必要がある。
○　現時点では具体的な見直し
項目について言及する段階には
ないが、施設入所者の処遇が低
下しないことを担保しつつ、高齢
者の住み慣れた地域にサテライ
ト型特別養護老人ホームの整備
を進めることが可能となるような
基準緩和を進めていく観点から、
必置設備や施設の基準、施設長
その他のスタッフに関する人員
基準の在り方について、検討を
進めているところである。

1305 13051010
社会福祉
法人　聖徳
会

地域の福祉力を高め
るまちづくり計画

サテライト型入所施設を特別養護老人ホー
ムとして整備することができ、また既存の
民家の改修や集合住宅を利用できるような
設置基準の緩和を提案します。

厚生労働
省

0931140
サテライト型特別
養護老人ホームの
整備

○　社会福祉施設等
施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備
費の国庫負担（補助）
について（平成３年１
１月２５日厚生省社第
４０９号）

○　要望のような入所施
設は特別養護老人ホー
ムとして認められていな
いことから、特別養護老
人ホームとして社会福祉
施設等施設整備費補助
を受けることはできな
い。

Ｃ Ⅲ

○　今次の特区提案に対し、既存
の特別養護老人ホームが、定員を
１～２ユニット分（１０～２０人程度）
減らし、その定員分を、本体施設と
の密接な連携を保持しつつ街の中
に整備するもの（いわゆる「サテラ
イト型特別養護老人ホーム」）につ
いては、施設入所者の処遇が低下
しないことを担保しつつ、一定の基
準緩和を認めることとしているとこ
ろ。

○　なお、こうしたサテライト型特別
養護老人ホームの整備に対する財
政支援に関しては、別途提案が
上ってきている今次の地域再生提
案の中に深く関連するものがあるこ
とから、これと併せて検討すること
としたい。

貴省回答で
は、サテライト
型特別養護
老人ホームの
設置について
「一定の基準
緩和を認める
こととする」と
のことだが、
定員、人員、
設備、運営等
の要件につい
て具体的にど
のように緩和
するのか、そ
の内容を示さ
れたい。

Ａ１ Ⅲ

○　特別養護老人ホームは、痴
呆や寝たきりなど、常時の介護
が必要で、在宅ではこれを受け
ることが困難な高齢者のための
入所施設であり、こうした利用者
の保護を図るため、施設の人
員、設備及び運営に関して最低
限必要な基準を定めている。
○　こうした最低基準の見直しに
ついては、入所者の処遇に問題
がないことを担保する観点から、
介護施設関係者、建築・消防関
係の専門家、医療関係者等と連
携をとりつつ、慎重な検討を重ね
る必要がある。
○　現時点では具体的な見直し
項目について言及する段階には
ないが、施設入所者の処遇が低
下しないことを担保しつつ、高齢
者の住み慣れた地域にサテライ
ト型特別養護老人ホームの整備
を進めることが可能となるような
基準緩和を進めていく観点から、
必置設備や施設の基準、施設長
その他のスタッフに関する人員
基準の在り方について、検討を
進めているところである。

1311 13112030熊本県
「地域共生」くまもとプ
ラン

　要介護高齢者等が住み慣れた地域で暮ら
し続けていくためには、特別養護老人ホー
ムの人的・物的資源を活用し、地域のサー
ビス拠点として、サテライト型の入居施設
を地域内に展開することが重要。
　しかしながら、中核施設と各サテライト
施設がネットワーク化し、一体的に運営さ
れ、全体的には特別養護老人ホームの機能
を有していても、特別養護老人ホームと異
なり、施設・設備整備補助の対象とはなら
ない。
　そこで、要介護高齢者の地域生活を支え
るサテライト型の入所施設についても、全
体として特別養護老人ホームの要件を満た
している場合には、サテライト型特別養護
老人ホームとして、施設・設備整備補助の
対象に含める。

厚生労働
省

0931150
社会福祉施設の
設置基準緩和によ
る木材利用推進

○　特別養護老人
ホームの設備及び運
営に関する基準につ
いて（平成１１年３月３
１日厚令第４６号）
○　指定居宅サービ
ス等の事業の人員、
設備及び運営に関す
る基準（平成１１年３
月３１日厚令第３７
号）
○　介護老人保健施
設の人員、施設及び
設備並びに運営に関
する基準（平成１１年
３月３１日厚令第４０
号）

○　特別養護老人ホー
ム等においては、要介
護の高齢者をその入所
対象としており、こうした
入所者の安全性を確保
する観点から、その最低
基準において耐火及び
準耐火建築物であること
を要件としている。

Ｃ Ⅲ

○　特別養護老人ホーム等においては、要
介護の高齢者をその入所対象としており、
こうした入所者の安全性を確保する観点か
ら、その最低基準において耐火及び準耐
火建築物であることを要件としている。
○　一方、特別養護老人ホーム等の木造
建築については、昨年、構造改革特区にお
いて平屋建てであって、入所者の必要な安
全性が確保されている場合に容認したとこ
ろである。
○　特区における特例措置は、十分な評価
を行った上で、全国における取り扱いや特
例措置のあり方の検討を行うこととされて
おり（「構造改革特別区域基本方針（平成１
５年１月２４日閣議決定）」）、その評価につ
いては、構造改革特区推進本部評価委員
会が８月末を目途に評価意見を作成するこ
ととしており、未だ当該特例措置の評価は
行われていない。
○　したがって、今後の展開については、
特区における特例措置の効果や影響等の
十分な評価を行った上で、更に検討を行っ
ていくべきである。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

　構造改革特別区域基本方針(平
成15年１月24日閣議決定)の「2.
(2) 2)特区において講じられた規
制の特例措置の評価」において
は、規制の特例措置について、
ア） 地域を限定することなく全国
において実施、イ） 引き続き当該
地域特性を有する地域に限定し
て適用、ウ） 規制の特例措置の
廃止 のいずれかの評価を行うこ
ととされており、特例措置(915)の
評価によって、今回の提案の趣旨
に基づいた規制の特例の拡大が
なされることは、制度上想定され
ていないので、今回の提案の趣
旨に基づいて判断いただきたい。

Ｃ Ⅲ

○　特別養護老人ホーム等においては、要介護の高
齢者をその入所対象としており、こうした入所者の安全
性を確保する観点から、その最低基準において耐火及
び準耐火建築物であることを要件としている。
○　一方、特別養護老人ホーム等の木造建築につい
ては、昨年、構造改革特区において平屋建てであっ
て、入所者の必要な安全性が確保されている場合に
限って容認したところ。その趣旨は、入所者の安全性
の確保を第一としつつ、平屋建てである場合には、居
室等から外部へ直接避難することが可能であることも
あり、スプリンクラー設備の設置等を要件に規制緩和
を認めたものである。特別養護老人ホーム入所者の要
介護度の高さをかんがみれば、火災時に全ての入所
者が２階以上から迅速に避難することは到底困難であ
ることから、２階建て以上の部分に係る規制緩和を認
めるべきではない。
○　特区における特例措置は、十分な評価を行った上
で、全国における取り扱いや特例措置のあり方の検討
を行うこととされている。（「構造改革特別区域基本方
針（平成１５年１月２４日閣議決定）」）その評価につい
ては、構造改革特区推進本部評価委員会が８月末を
目途に評価意見を作成することとしており、未だ当該
特例措置の評価は行われていない。今回のご提案
は、「特例措置の効果・影響を評価することなく、規制
緩和の対象を拡大する」というものであり、上記の規制
緩和の趣旨を考えれば、これを認めることは不適当。

1321 13212030愛媛県
愛媛県公共施設木材
利用推進構想

【現状】
建築基準法の上乗せ規定で厚生労働省
が施設の耐火・準耐火基準を設けてい
ることにより、木材の利用促進が阻害
されている事例がある。
【提案】
下記の社会福祉施設の構造基準におけ
る、耐火・準耐火の緩和措置を行うこ
とにより木造２階建て建築の推進を図
る。
○特別養護老人ホームの設備及び運営
に関する基準
○指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準
○介護老人保健施設の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準
特区における平屋建ての社会福祉施設
等の耐火建築物及び準耐火建築物の要
件の適用除外(915)の要件となっている
「スプリンクラーの設置、避難口の増
設、非常警報設備の設置」等の入所者
の防火安全対策の基準を満たせば、上
記厚生省令で「入所者（利用者）の日
常生活に充てられる場所を２階以上の
階及び地階のいずれにも設けている場
合」にあっても準耐火建築とする旨の
規制緩和
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0931160
特別養護老人ホー
ムにおける施設整
備基準の緩和

○　特別養護老人
ホームの設備及び運
営に関する基準（平
成１１年３月３１日厚
生省令第４６号）

○　指定介護老人福
祉施設の人員、設備
及び運営に関する基
準（平成１１年３月３１
日厚生省令第３９号）

○　要望のような特別養
護老人ホームを設置す
る際にも、現行の特別養
護老人ホームの最低基
準に合致する必要があ
る。例えば、２０人未満
の定員を有する施設の
設置や、施設相互の連
携を前提とした設備の
共用は、原則として認め
られない。

A1
D1

Ⅲ

○　特別養護老人ホームは、痴呆や寝たき
りなど、常時の介護が必要で、在宅ではこ
れを受けることが困難な高齢者のための入
所施設であり、こうした利用者の保護を図
るため、施設の人員、設備及び運営に関し
て最低限必要な基準を定めている。この最
低基準を満たさない施設は、入所者の処
遇に問題があると考えられ、これを認める
ことはできない。

○　しかしながら、ご指摘のような、特別養
護老人ホームの一部を街の中に移し、母
体施設のバックアップを受けて運営される
小規模な特別養護老人ホームについて
は、
　　①　施設機能を高齢者の住み慣れた地
域に展開することができること、
　　②　母体施設の改修が容易になり、母
体施設の個室・ユニット化を進めることがで
きること、
といった大きなメリットがある。

○　以上の観点から、既存の特別養護老
人ホームが、定員を１～２ユニット分（１０～
２０人程度）減らし、その定員分を、本体施
設との密接な連携を保持しつつ街の中に
整備するもの（いわゆる「サテライト型特別
養護老人ホーム」）については、施設入所
者の処遇が低下しないことを担保しつつ、
一定の基準緩和を認めることとする。

貴省回答で
は、サテライト
型特別養護
老人ホームの
設置について
「一定の基準
緩和を認める
こととする」と
のことだが、
定員、人員、
設備、運営等
の要件につい
て具体的にど
のように緩和
するのか、そ
の内容を示さ
れたい。

Ａ１ Ⅲ

○　特別養護老人ホームは、痴
呆や寝たきりなど、常時の介護
が必要で、在宅ではこれを受け
ることが困難な高齢者のための
入所施設であり、こうした利用者
の保護を図るため、施設の人
員、設備及び運営に関して最低
限必要な基準を定めている。
○　こうした最低基準の見直しに
ついては、入所者の処遇に問題
がないことを担保する観点から、
介護施設関係者、建築・消防関
係の専門家、医療関係者等と連
携をとりつつ、慎重な検討を重ね
る必要がある。
○　現時点では具体的な見直し
項目について言及する段階には
ないが、施設入所者の処遇が低
下しないことを担保しつつ、高齢
者の住み慣れた地域にサテライ
ト型特別養護老人ホームの整備
を進めることが可能となるような
基準緩和を進めていく観点から、
必置設備や施設の基準、施設長
その他のスタッフに関する人員
基準の在り方について、検討を
進めているところである。

1328 13281010 長岡市

「地域社会での暮らし
と安心を守る包括的ケ
アシステムの構築」
　－地域サポートセン
ター(仮称）の創造－

特別養護老人ホームを整備する際に求めら
れる「鉄筋耐火構造」などの施設整備基準
の緩和を求めるもの。

厚生労働
省

0931170

活力ある自立した
地域社会を再生す
るための、地域志
向・地域参画型の
多機能なサービス
提供を行うための
包括的な支援

○　指定居宅サービ
ス等の事業の人員、
設備及び運営に関す
る基準（平成１１年３
月３１日厚生省令第３
７号）

○　指定通所介護事業
所は、指定通所介護事
業所ごとに専らその職
務に従事する常勤の管
理者を置かなければな
らない。（第９４条）

○　指定短期入所生活
介護事業は、その利用
定員を２０人以上とす
る。（第１２３条第１項）

○　基準該当短期入所
生活介護事業所は、そ
の利用定員を２０人未満
とする。（第１４０条の２
９）

①D1
②D1

Ⅲ

①について

○　指定通所介護事業所の管理上
支障がない場合は、当該指定通所
介護事業所の他の職務に従事し、
又は同一敷地内にある他の事業
所、施設等の職務に従事すること
ができる（第９４条ただし書）こととし
ており、現行制度においても対応可
能。

②について

○　指定通所介護事業所又は社会
福祉施設に併設する場合には、基
準該当短期入所生活介護事業所と
して、その利用定員を２０人未満と
することができ（第１４０条の２９）、
現行制度においても対応可能。

1487 14872011
兵庫県神
戸市

地域包括あんしんケア
システム構想
～既存施設を活用した
小地域型多機能施設
の展開～

（(2)部分）
活力ある自立した地域社会を再生するため
に、市民に身近な生活圏域において、地域
志向・地域参画型の多機能なサービスを提
供するための包括的な支援及び、その拠点
となる小規模なサービス提供施設等の整備
に対する基準の柔軟な適用が必要となる。
(1)小規模特養や介護予防施設、地域交流ス
ペース等の整備に対する包括的な支援
(2)①各種サービスにおいて、サービス提供
責任者（管理者）が兼務（統括）できるよ
う、省令基準要件の緩和

厚生労働
省

0931180
養護老人ホームの
民間委託に伴う規
制緩和

○　「社会福祉事業
団等の設立及び運営
の基準について」（昭
和４６年７月１６日社
庶第１２１号）

○　「社会福祉事業団等
の設立及び運営の基準
について」（昭和４６年７
月１６日社庶第１２１号）
においては、地方公共
団体が設置した社会福
祉施設の経営を委嘱す
る場合において、措置に
要する費用について、施
設を設置した都道府県、
市に対して支出するもの
としている。

D1

○　措置費について、運営主体で
ある社会福祉法人が設置主体であ
る地方公共団体を経由することなく
直接受領できることとすべきとのご
提案であるが、当該社会福祉法人
が養護老人ホームの設置主体とし
て老人福祉法第１５条第４項の認
可を受けることにより、現行制度に
おいても対応可能。

右の提案主
体からの意見
を踏まえ、再
度検討し回答
されたい。

厚生労働省の回答では、「老人福
祉法第１５条第４項の認可を受ける
こと」が前提となっている。これは、
設置主体そのものを萩市から萩市
社会福祉事業団へ変更する必要が
あり、いわゆる施設を萩市から事業
団へ譲渡し完全な民設民営とする
ものである。設置主体を民間法人に
変更すれば、可能であることは当然
のことであるが、今回、萩市が提案
したのは、あくまでも公設民営施設
における管理委託又は指定管理者
制度の中で、設置者として市の責任
を明確にしつつも、委託（指定管理）
法人に措置費の請求、受領事務を
直接行わせることで、事務の合理
化、利用者の処遇向上に資しようと
するものである。既に、厚生労働省
と連絡を取り合い、現行の規定（４６
通知）では効率的でないことは理解
していただいており、現在検討中と
の回答をいただいた。ついては、提
案内容が実現可能となる見込みや
今後の取組みについて、現在の検
討状況を御教示いただきたい。

D1

○　「社会福祉事業団等の設
立及び運営の基準について」
（昭和４６年７月１６日社庶第
１２１号、以下「４６通知」とい
う。）で定める基準の位置付
けについては、「社会福祉事
業団等の設立及び運営の基
準の取扱いについて」（平成
１４年８月２１日雇児発第０８
２１００１号、社援発第０８２１
００１号、老発第０８２１００１
号）により、「法定受託事務に
ついて定められる処理基準
のように、これによることを義
務付けるものではなく、地方
自治法第２４５条の４第１項
の規定に基づく技術的助言と
しての位置付けを有するも
の」としており、４６通知で定
める基準に適合しない場合で
あっても、地域の実情に応じ
て地方公共団体が自らの責
任で行う行為については、こ
れを規制してはいない。

右の提案主体
からの意見を
踏まえ、再度
検討し回答さ
れたい。

この度の回答を素直に受け止めれば、萩市の提案内容は現
行のままにおいても実施可能と考えられる。しかしながら、こ
れまで厚生労働省の担当者との電話連絡で、「厚生労働省内
部での確認事項として、４６通知の内、委託料、措置費の流れ
の規定については、引き続き強制力をもった通知として取り扱
うこととしている」との回答を頂いていることから、実際に萩市
が実施する際、県への指導等を通じて制約があるのではない
かということが懸念される。また、新地方自治法のもとで技術
的助言としての４６通知の一部に強制力を持たせることは、地
方自治法第２４５条の４第１項に抵触する可能性がある。つい
ては、提案内容が円滑に実施できるようなご配慮をいただきた
い。

D1

○　「社会福祉事業団等の
設立及び運営の基準につ
いて」（昭和４６年７月１６日
社庶第１２１号、以下「４６通
知」という。）で定める基準
の位置付けについては、
「社会福祉事業団等の設立
及び運営の基準の取扱い
について」（平成１４年８月２
１日雇児発第０８２１００１
号、社援発第０８２１００１
号、老発第０８２１００１号）
により、「法定受託事務につ
いて定められる処理基準の
ように、これによることを義
務付けるものではなく、地
方自治法第２４５条の４第１
項の規定に基づく技術的助
言としての位置付けを有す
るもの」としており、４６通知
で定める基準に適合しない
場合であっても、地域の実
情に応じて地方公共団体が
自らの責任で行う行為につ
いては、これを規制しては
いない。

1503 15031010
山口県萩
市

養護老人ホームの民
間委託に伴う規制緩和

養護老人ホームを指定管理者制度を活用し
て公設民営に移行した場合においても、老
人ホーム等の措置費については、通知によ
り設置した自治体が、措置を委託する自治
体からの措置費（扶助費）を受け入れ、施
設運営に要する経費も、設置主体である自
治体が施設運営に要する経費を予算化し、
委託料として委託先の法人に支出すること
となっている。社会福祉事業団等の設立及
び運営の基準（いわゆるヨンロク通知）の
規制を緩和し、市町村（措置権者）への措
置費請求権（受入れる権限含む）も指定管
理者に委任可能とすることで、行政事務の
効率化、利用者の処遇向上を図る。

厚生労働
省

0931190

介護保険法に規
定する指定居宅
サービス事業の規
制緩和

○　指定居宅サービ
ス等の事業の人員、
設備及び運営に関す
る基準（平成１１年３
月３１日厚生省令第３
７号）

○　指定短期入所生活
介護事業は、その利用
定員を２０人以上とす
る。（第１２３条第１項）

○　基準該当短期入所
生活介護事業所は、そ
の利用定員を２０人未満
とする。（第１４０条の２
９）

D1 Ⅲ

○　指定通所介護事業所又は社会
福祉施設に併設する場合には、基
準該当短期入所生活介護事業所と
して、その利用定員を２０人未満と
することができ（第１４０条の２９）、
現行制度においても対応可能。

1519 15191010
埼玉県志
木市

志木市型あんしん介護
まちづくり計画

介護保険法第７４条第２項で指定居宅サー
ビス事業の設備及び運営に関する基準に志
木市で定めるものを加える。
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09　厚生労働省(特区)

省庁名
管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請
に対する回答

各府省庁からの
回答に対する
再々検討要請

提案主体からの再意見
提案主体から
の再意見その

他

「措置の分
類」の見直し

「措置の内
容」の見直し

各府省庁からの再々検討
要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例提案
事項管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)の名
称

規制の特例事項の内容

厚生労働
省

0931200

痴呆性高齢者グ
ループホームにお
ける知的障害者の
受入

○指定居宅サービス
等の事業の人員、設
及び運営に関する基
準

現在、指定痴呆対応型
共同生活介護事業所に
おいて知的障害者の受
入は認めていない。

C

・　高齢者介護研究会報告書において、痴
呆性高齢者は、「外界に対して強い不安を
抱くと同時に、周りの対応によっては、焦燥
感、喪失感、怒り等を覚える」こともあり、
「環境の変化に適応することがことさら難し
い」とされており、「痴呆については、系統
的・組織的なケアへの挑戦がようやくグ
ループホームという形で始まったところ」
で、痴呆性高齢者のケアは未だ確立されて
いない状況にあることが指摘されているよ
うに、痴呆性高齢者のケアの手法の確立
は、今後検討すべき課題となっている。
・　また、痴呆性高齢者と知的障害者の混
合したケアについては、現在のところ、それ
が両者に支障を及ぼさないこと、あるい
は、有効性に関する知見の集積（エビデン
ス）がなく、かつ、このようなケアの提供に
ついては、実践者・専門家においても、賛
否両論がある。
・　このような状況において、現段階でご提
案を認めることは困難。
・　なお、御提案のようなケアを、介護保険
の外側で、自治体が責任を持って提供した
いということであれば、それについて、特段
の法令上の規制はない。

貴省回答にあ
る「痴呆性高
齢者のケアの
手法の確立」
や、痴呆性高
齢者と知的障
害者の混合し
たケアの「有
効性に関する
知見の集積」
について、今
後検討してい
くのか明らか
にされたい。
また、検討す
るのであれ
ば、そのスケ
ジュールにつ
いても明らか
にされたい。
併せて、右の
提案主体から
の意見も踏ま
え、再度検討
し回答された
い。

・本県の提案は、「施設から地
域・家庭へ」を一層推進するた
め、過疎地域をはじめ知的障
害者を少数抱える地域におい
て、知的障害者グループホー
ムの設置が困難な場合に、痴
呆性高齢者グループホームの
定員に空きがあれば、比較的
高齢の知的障害者の利用を可
能にしようとするものである。し
たがって、知的障害者の地域
生活を可能にするための補充
的混合利用を可能にしたいと
の考えに基づいている。
・現状において、痴呆性高齢者
と知的障害者の混合したケア
については、有効性等に関す
る知見の集積(エビデンス)がな
い。したがって、代替措置とし
て、①介護者に知的障害者の
介護の専門家を配置する、②
比較的高齢の知的障害者に限
定することとして提案した点を
ご理解の上、再度ご検討いた
だきたい。

C

○　痴呆性高齢者のケアの手法は、未だ確立しておら
ず、また、痴呆性高齢者と知的障害者の混合したケア
については、現在のところ、それが両者に支障を及ぼ
さないこと、あるいは、有効性に関する知見の集積（エ
ビデンス）がなく、かつ、このようなケアの提供について
は、実践者・専門家においても、賛否両論があることか
ら、現段階でご提案を認めることは困難。
○　痴呆性高齢者と知的障害者の混合したケアについ
ては、有効性に関する知見の集積を行うため、平成１５
年度より、厚生労働省において、高齢者ケアと障害者
ケアの連携等について、現場レベルでの調査研究や
試行的取組（未来志向プロジェクト）を行っているところ
であり、本年度においても、引き続き実施している。
○　痴呆性高齢者のケアについては、７月３０日に社
会保障審議会介護保険部会で取りまとめられた「介護
保険制度見直しに関する意見」において、「介護保険
制度の軸足を「身体ケア」だけなく「痴呆ケア」へも置く
ことが求められる」とされているところであり、介護保険
制度改正の中で、そのあり方等について、検討していく
こととしている。それに関連して、痴呆性高齢者と知的
障害者の混合したケアについても、上記のプロジェクト
の状況や、有識者等の意見も踏まえながら、専門的か
つ適切なケアを確保するための具体的方策を引き続き
検討していきたい。

貴省回答に
は「専門的
かつ適切な
ケアを確保
するための
具体的方策
を引き続き
検討してい
きたい」とあ
るが、その
検討により
結論を得る
時期がある
のであれ
ば、それを
明らかにさ
れたい。

C

○　痴呆性高齢者と知的障
害者の混合したケアのあり
方については、ケアを受け
る個々の方の生活、尊厳に
関わる問題であるため、知
見の集積や有識者等によ
る議論、慎重な検討等が十
分に行われた上で結論を得
ることが必要であり、予め
期限を決めてそれまでに結
論を出すという類の問題で
はない。
○　この問題については、
厚生労働省において実施し
ている未来志向プロジェクト
の状況や、有識者等の意
見も踏まえながら、専門的
かつ適切なケアを確保する
ための具体的方策を引き続
き検討していきたい。

1563 15631020 千葉県
「健康福祉千葉特区」
（拡充）

痴呆性高齢者グループホーム（以下、「Ｇ
Ｈ」という。）に空きがある場合に知的障
害者の利用を可能とする。

厚生労働
省

0931210
特別養護老人ホー
ムに係る入所定員
の廃止

○　特別養護老人
ホームの設備及び運
営に関する基準（平
成１１年３月３１日厚
生省令第４６号）

○　指定介護老人福
祉施設の人員、設備
及び運営に関する基
準（平成１１年３月３１
日厚生省令第３９号）

○　要望のような特別養
護老人ホームを設置す
る際にも、現行の特別養
護老人ホームの最低基
準に合致する必要があ
る。例えば、２０人未満
の定員を有する施設の
設置や、施設相互の連
携を前提とした設備の
共用は、原則として認め
られない。

A1
D1

Ⅲ

○　特別養護老人ホームは、痴呆や寝たき
りなど、常時の介護が必要で、在宅ではこ
れを受けることが困難な高齢者のための入
所施設であり、こうした利用者の保護を図
るため、施設の人員、設備及び運営に関し
て最低限必要な基準を定めている。この最
低基準を満たさない施設は、入所者の処
遇に問題があると考えられ、これを認める
ことはできない。

○　しかしながら、ご指摘のような、特別養
護老人ホームの一部を街の中に移し、母
体施設のバックアップを受けて運営される
小規模な特別養護老人ホームについて
は、
　　①　施設機能を高齢者の住み慣れた地
域に展開することができること、
　　②　母体施設の改修が容易になり、母
体施設の個室・ユニット化を進めることがで
きること、
といった大きなメリットがある。

○　以上の観点から、既存の特別養護老
人ホームが、定員を１～２ユニット分（１０～
２０人程度）減らし、その定員分を、本体施
設との密接な連携を保持しつつ街の中に
整備するもの（いわゆる「サテライト型特別
養護老人ホーム」）については、施設入所
者の処遇が低下しないことを担保しつつ、
一定の基準緩和を認めることとする。

貴省回答で
は、サテライト
型特別養護
老人ホームの
設置について
「一定の基準
緩和を認める
こととする」と
のことだが、
定員、人員、
設備、運営等
の要件につい
て具体的にど
のように緩和
するのか、そ
の内容を示さ
れたい。

Ａ１ Ⅲ

○　特別養護老人ホームは、痴
呆や寝たきりなど、常時の介護
が必要で、在宅ではこれを受け
ることが困難な高齢者のための
入所施設であり、こうした利用者
の保護を図るため、施設の人
員、設備及び運営に関して最低
限必要な基準を定めている。
○　こうした最低基準の見直しに
ついては、入所者の処遇に問題
がないことを担保する観点から、
介護施設関係者、建築・消防関
係の専門家、医療関係者等と連
携をとりつつ、慎重な検討を重ね
る必要がある。
○　現時点では具体的な見直し
項目について言及する段階には
ないが、施設入所者の処遇が低
下しないことを担保しつつ、高齢
者の住み慣れた地域にサテライ
ト型特別養護老人ホームの整備
を進めることが可能となるような
基準緩和を進めていく観点から、
必置設備や施設の基準、施設長
その他のスタッフに関する人員
基準の在り方について、検討を
進めているところである。

1261 12611020

青森県三
沢市、社会
福祉法人
楽晴会

地域密着多機能型老
人ホームの整備促進
による活性化構想

　今回、特別養護老人ﾎｰﾑ１１０名の老朽改
築にあたり、改めて地域住民の身近な住宅
地に、規制緩和した多機能小規模施設を、
規制緩和した住宅ベースの定員１６名の特
別養護老人ﾎｰﾑ分館(別に住居４室）として
整備し、通い・泊まり・住む多機能サービ
スや、筋力トレーニングを行う拠点と共
に、住民の身近な地域でサービスを展開す
ることができるよう計画しているものの、
現在の老人福祉法では特別養護老人ホーム
の入所定員は２０名以上（実態は５０名以
上）と定められている。
しかしながら、その他の社会福祉施設を併
設することにより、地域の要望にきめ細や
かに対応できる地域密着型の施設の建設が
促進され、それぞれの地域の特性を十分に
反映した個性豊かなまちづくりを企画し推
進する、市の総合的な施策を充実させるこ
とは十分可能である。

厚生労働
省

0931220
役場出張所機能
の外部委託

生活保護法第１９条
等

例えば、生活保護の決
定及び実施については
市長が行うこと、及び委
任はその管理下にある
行政庁に限ると規定さ
れている一方、町村長
に協力義務が課せられ
ている。

C Ⅰ

児童手当、生活保護、高額医療
費、要介護・要支援認定の申請の
受理事務等を農協等に外部委託す
ることについては、
①住民の個人情報に関わる事務を
地方公共団体以外の窓口において
取り扱うことについて、プライバシー
の保護、正確な事務処理の確保等
に十分配慮する必要があること
②相談に対する対応や、質問によ
り申請者等の実情を把握し、場合
によっては他の窓口に取り次ぐなど
高度な専門的知識・判断が必要で
あること
等の理由により認められない。

「プライバシー
の保護、正確
な事務処理
の確保等」が
十分配慮さ
れ、「相談に
対する対応
や、質問によ
り申請者等の
実情を把握
し、場合に
よっては他の
窓口に取り次
ぐなど高度な
専門的知識・
判断」が備
わっていれ
ば、提案が可
能となるのか
明らかにされ
たい。

C Ⅰ

・児童手当認定の申請の受理事務等について
プライバシーの保護等に対する配慮、相談対応等に対
する専門的判断を求める体制の確保等がなされたとし
ても、児童手当の認定においては請求者の課税情報
の把握が必要であり、農協等において当該課税情報
に直接アクセスできないことから、農協等において児
童手当の認定審査を行うことは困難である。
なお、児童手当の認定請求の取り次ぎや支給事務の
委託については、①郵送による請求も認めているこ
と、②手当の支給は通常銀行振込等で実施されている
ことから、その必要性は乏しい。

・生活保護認定の申請の受理事務等について
①生活保護の相談においては、保護の実施機関は、
個人の生活歴、家族状況、資産状況、健康状態、生活
状況等を把握する等、高度なプライバシー情報が集約
されるため、特にプライバシーの保護に十分配慮する
必要があること、
②生活保護制度は、他の社会保障制度の活用、親族
からの扶養等により、生活が維持できる場合には、給
付に先立って相談、助言等を行うこととしている等、単
純な給付行政ではなく、単に申請を受け付けたり、他
の窓口に取り次ぐだけでは不十分であること
から、生活保護の申請の受理事務について農協等が
行うことは「プライバシーの保護等」「相談に対する対
応等」の点で適当ではない。

・要介護・要支援認定の申請の受理事務等について
①住民の個人情報に関わる事務を地方公共団体以外
の窓口において取り扱うことについて、プライバシーの
保護、正確な事務処理の確保等に十分配慮する必要
があること
②相談に対する対応や、質問により申請者等の実情を
把握し、場合によっては他の窓口に取り次ぐなど高度
な専門的知識・判断が必要であること
等の理由により認められない。

・高額医療費認定の申請の受理事務等について
①住民の個人情報に関わる事務を地方公共団体以外
の窓口において取り扱うことについて、プライバシーの
保護、正確な事務処理の確保等に対する十分な配
慮、
②相談に対する対応や、質問により申請者等の実情を
把握し、場合によっては他の窓口に取り次ぐなどの高
度な専門的知識・判断
等が必要であるが、農協等に外部委託することによっ
ては、以上の要件等を担保することはできないと考え
られるため、認められない。

1265 12652010
福島県船
引町

役場出張所事務の包
括的外部委託による
地域再生構想

・権限移譲が必要な事務の内容、範囲
　現行法規によると、郵便局では、本人が
直接出向いた場合の住民票と戸籍の発行取
次ぎ事務など８つ（別様提案のポイント参
照）の事務しか委託ができず、特に地域住
民の生活に関わりの深い児童手当や生活保
護申請、老人医療費請求や介護認定申請ほ
か各種補助申請など保健福祉関係諸手続事
務等も含めた事務を包括的に外部委託す
る。

・委託の方法
　町が条例に基づき、個人情報の守秘義務
やプライバシーの確保を厳密に規定した
「特定事務の取り扱いに関する協定」を結
ぶ。
・受託先のは、田村郡内を網羅する、農産
業経済の中心組織であり、役場よりも早期
に広域化と経営組織の再編を成功させた実
績と能力があり、将来にわたり、今回の提
案内容に充分対応できる事が、確実であ
る。
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